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1. 経営協議会の会議運営規則等及び議事要旨

2.
経営協議会の審議において、大学運営に活用された指摘事項があれ
ば１，２の具体例

3.
学長裁量分の予算及び人件費・定員の額又は人数、配分方法（決定
体制を含む。）、配分対象

4.

上記以外の戦略的経費の総額、配分方法（決定体制を含む。）、配
分対象
（※戦略的経費とは、学長裁量以外の競争的経費や部局長裁量経費等、大学運
営の改革のために設けた経費）

5.
教員との協働による運営体制の整備等、業務の改善に向けた事務組
織の再編の状況

6. 監事の業務実績（監査の実績、指摘事項、大学運営に活用された指摘事項
があれば１，２の具体例）

7.
内部監査実施や監事補佐の体制（担当組織の独立性の状況を含
む。）

8.
部局の外部資金受け入れ額の予算配分への反映によるインセンティ
ブ付与等、自己収入増加に向けた取り組み方針・内容とその実績・
効果

9. 経費の節減に向けた取り組み内容とその実績・効果

10. 財政計画や人員管理計画の策定等、人件費削減の取り組み状況

11.
ホームページ等により情報提供している教育研究活動の内容
（※「大学による情報の積極的な提供について」（平成17年３月高等教育局長
通知）参照）

12.

共同利用スペースの導入等、施設マネジメントへの取り組み及び設
備マネジメントへの取り組み状況
（全学的な施設マネジメント実施体制（組織図、規程等）、施設整備計画
（キャンパスマスタープラン等）、施設維持管理計画、設備マスタープラン
等）

13.
安全管理に対する取り組み状況
（安全管理体制（組織図、規程等）、マニュアル作成、薬品管理システム、安
全教育等）

14. 危機管理マニュアルの作成等、危機管理に対する取り組み状況

②【財務内容の改善】

③【自己点検・評価及び情報提供】

④【その他の業務運営に関する重要事項】

①【業務運営の改善及び効率化】



1. 経営協議会の会議運営規則等及び議事要旨

○経営協議会規則

○経営協議会の議事概要・議事要録

①【業務運営の改善及び効率化】



2.
経営協議会の審議において、大学運営に活用された指摘事項があ
れば１，２の具体例

○経営協議会（外部委員）からの意見の反映について

①【業務運営の改善及び効率化】



3.
学長裁量分の予算及び人件費・定員の額又は人数、配分方法（決
定体制を含む。）、配分対象

○学長裁量分の予算及び人件費の確保について

○平成１７年度学長裁量経費配分資料

①【業務運営の改善及び効率化】



4.

上記以外の戦略的経費の総額、配分方法（決定体制を含む。）、
配分対象
（※戦略的経費とは、学長裁量以外の競争的経費や部局長裁量経費等、大学
運営の改革のために設けた経費）

○戦略的経費の確保について

○東京芸術大学宮田亮平学長学術研究基金に関する要項
　（平成17年12月21日学長裁定）

○平成１７年度一般寄附金受入及び間接経費配分総表

○東京芸術大学外部資金間接経費取扱規則
　（平成18年3月16日改正）
○東京芸術大学外部資金間接経費取扱規則に関する申合せ
　（平成18年3月16日改正）

①【業務運営の改善及び効率化】



5.
教員との協働による運営体制の整備等、業務の改善に向けた事務
組織の再編の状況

○東京芸術大学理事室規則
　（平成17年12月21日改正）
○東京芸術大学学長特命規則
　（平成17年12月21日制定）
○東京芸術大学大学院映像研究科整備検討委員会要項
　（平成17年10月14日学長裁定）
○業務の改善に向けた事務組織の再編の状況
　（平成17年度末現在）

①【業務運営の改善及び効率化】



6. 監事の業務実績（監査の実績、指摘事項、大学運営に活用された指摘事項
があれば１，２の具体例）

○監査報告書
　（平成18年6月22日）

①【業務運営の改善及び効率化】



7. 内部監査実施や監事補佐の体制（担当組織の独立性の状況を含む。）

○平成１７年度勤務時間管理状況調査について

○平成１７年度会計内部監査（定期監査）実施要領

○平成１７年度会計内部監査（期末監査）実施要領

○東京芸術大学監査室規則
　（平成18年3月16日制定）

①【業務運営の改善及び効率化】



8.
部局の外部資金受け入れ額の予算配分への反映によるインセン
ティブ付与等、自己収入増加に向けた取り組み方針・内容とその
実績・効果

○外部資金の受入れの拡大に向けた取り組みについて

○自己収入増加に向けた取り組み方針・内容とその実績・効果

○平成１７年度科学研究費補助金の交付内定一覧

○平成１７年度受託研究・共同研究・受託事業受入実績一覧

○平成１７年度一般寄附金受入及び間接経費配分総表

○東京芸術大学受託研究規則
　（平成18年3月16日改正）
○東京芸術大学民間等との共同研究取扱規則
　（平成17年4月1日改正）
○東京芸術大学受託事業規則
　（平成18年3月16日制定）
○東京芸術大学寄附金取扱規則
　（平成18年3月16日改正）
○東京芸術大学外部資金間接経費取扱規則
　（平成18年3月16日改正）
○東京芸術大学外部資金間接経費取扱規則に関する申合せ
　（平成18年3月16日改正）
○藝大フレンズ
　（平成17年3月）
○「藝大フレンズ」加入のお願い
　（平成18年1月）
○東京芸術大学藝大フレンズ賛助金に関する要項
　（平成18年2月13日学長裁定）
○藝大ルネッサンス
　（平成17年3月）
○東京芸術大学藝大ルネッサンス基金に関する要項
　（平成18年2月13日学長裁定）
○東京芸術大学藝大アートプラザ規則
　（平成17年11月17日制定）

○東京芸術大学特定寄附者顕彰銘板

○東京芸術大学特定寄附者顕彰銘板除幕式の実施について

○東京芸術大学特定寄附者顕彰銘板取扱要項
　（平成18年1月18日学長裁定）

②【財務内容の改善】



9. 経費の節減に向けた取り組み内容とその実績・効果

○平成１７年度経費の節減に向けた取り組み内容とその実績・効
果

○平成１８年度保全業務複数年契約実績表

○省エネルギー推進行動計画
　（平成17年7月22日付け、施設・環境部会長通知）

②【財務内容の改善】



10. 財政計画や人員管理計画の策定等、人件費削減の取り組み状況

○人件費抑制についての対応状況
　（平成１７年度）
 

②【財務内容の改善】



11.
ホームページ等により情報提供している教育研究活動の内容
（※「大学による情報の積極的な提供について」（平成17年３月高等教育局
長通知）参照）

○法定公開情報
（URL:http://www.geidai.ac.jp/guide/public/publicinfo.html）

○美術学部・大学院美術研究科
（URL:http://www.geidai.ac.jp/art/index.html）

○音楽学部・大学院音楽研究科
（URL:http://www.geidai.ac.jp/music/index.html）

○大学院映像研究科
（URL:http://www.geidai.ac.jp/film/index.html）

○大学組織の概要「教員総覧」
（URL:http://www.geidai.ac.jp/guide/organization/list/index.html）

○大学美術館ニュース
（URL:http://www.geidai.ac.jp/museum/news/2005news_ja.htm）

○演奏会スケジュール
（URL:http://www.geidai.ac.jp/sougakudou/2005/index.html）

○附属図書館貴重資料データベース
（URL:http://images.lib.geidai.ac.jp/）

○大学美術館収蔵品データベース
（URL:http://db.am.geidai.ac.jp/）

○藝大通信
（URL:http://www.geidai.ac.jp/guide/issue/geidaimsg/）

○藝大通信No.11（平成17年9月発行）

○藝大通信No.12（平成18年3月発行）

○芸術分野(美術・音楽)における評価・分析方法に関する調査検
討について

③【自己点検・評価及び情報提供】



12.

共同利用スペースの導入等、施設マネジメントへの取り組み及び
設備マネジメントへの取り組み状況
（全学的な施設マネジメント実施体制（組織図、規程等）、施設整備計画
（キャンパスマスタープラン等）、施設維持管理計画、設備マスタープラン
等）

○施設マネジメント実施体制

○東京芸術大学施設・環境部会規則
　（平成17年7月21日改正）
○「キャンパスプラン」の検討について報告書
　（平成17年3月）

○営繕事業計画

○施設の点検・評価に関する調査

○「設備マスタープラン」の検討について
　（平成18年3月）
○上野キャンパス開講講座
　（共同利用スペース「総合工房棟オープンアトリエ」で開催のもの）

④【その他の業務運営に関する重要事項】



13.
安全管理に対する取り組み状況
（安全管理体制（組織図、規程等）、マニュアル作成、薬品管理システム、
安全教育等）

○東京芸術大学安全衛生管理規則
　（平成18年3月31日改正）
○東京芸術大学上野校地安全衛生委員会規則
　（平成18年3月31日改正）
○東京芸術大学取手校地安全衛生委員会規則
　（平成18年3月31日制定）
○東京芸術大学放射線障害予防内規
　（平成16年4月1日制定）
○東京芸術大学毒物及び劇物取扱要項
　（平成17年6月15日改正）
○有害作業場における作業責任者の業務等に関する要項
　（平成18年3月15日改正）
○労働安全衛生に関する資格取得に関する要項
　（平成17年4月1日学長裁定）
○労働安全衛生関係の資格取得者数
　（平成16年度～平成17年度）
○安全・安心な教育研究環境の確保のための整備
　（平成17年度）
○消防訓練
　（平成17年9月5日実施）

④【その他の業務運営に関する重要事項】



14. 危機管理マニュアルの作成等、危機管理に対する取り組み状況

※以下の資料については、本学の機密事項であるため
　ホームページでは非公開とする。

○非常事態等発生時連絡系統図（勤務時間外）
　H17.4.1
○緊急時電話連絡網
　平成17年4月（例：総務課）
○防災指針書
　（例：大学院美術研究科文化財保存学専攻保存科学研究室）

④【その他の業務運営に関する重要事項】



○東京芸術大学経営協議会規則

平成16年４月１日

制 定

改正 平成18年３月16日

（目的）

第１条 この規則は、東京芸術大学学則第47条の規定に基づき、東京芸術大学経営

協議会（以下「協議会」という｡)の組織及び運営の方法その他必要な事項につい

て定めることを目的とする。

（組織）

第２条 協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

（１）学長

（２）学長が指名する理事 ２人

（３）各学部長

（４）事務局長

（５）本学の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するものの

うちから、教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命する者 ６人

２ 前項の規定にかかわらず、第２号に規定する理事が事務局長を兼ねる場合は、

第４号の規定は学長が指名する理事又は職員とする。

（任期）

第３条 前条第１項第５号に掲げる委員の任期は、３年とし、再任を妨げない。

２ 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。

（審議事項等）

第４条 協議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

（１）中期目標についての意見（本学が国立大学法人法（平成15年法律第1 1 2号。

以下「法」という｡)第30条第３項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見

をいう｡)に関する事項のうち、経営に関するもの

（２）中期計画及び年度計画に関する事項のうち、経営に関するもの

（３）学則（経営に関する部分に限る｡)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手

当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重

要な規則の制定又は改廃に関する事項

（４）予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

（５）組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

（６）その他本学の経営に関する重要事項

２ 協議会は、法の定めるところにより、学長選考会議の委員を選出する。

（会議）

第５条 協議会に議長を置き、学長をもって充てる。

２ 議長は、協議会を主宰する。

３ 議長に事故あるとき又は欠員のときは、東京芸術大学役員会規則第４条第３項

の規定に基づき、あらかじめ学長が指名した理事が議長の職務を代理し又はその

職務を行う。

第６条 協議会は、議長が招集する。



２ 前項に定めるもののほか、議長が必要と認めたとき又は委員総数の３分の１

以上からの請求があったときは、議長は臨時に協議会を招集する。

（運営）

第７条 協議会は、第２条第１項第１号から第４号までの委員の過半数及び第５号

の委員の過半数の出席によって成立し、議事は、出席した委員の過半数をもって

決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

２ 前項において、出席できない委員は、書面をもって表決をなし、又は他の委員

に表決を委任することができるものとし、この場合は出席したものとみなす。

（委員以外の出席等）

第８条 委員以外の役員、附属図書館長、大学美術館長及び演奏芸術センター長

は、協議会に出席することができる。

２ 議長は必要に応じ、委員でない者を協議会に出席させ、その意見を聴くことが

できる。

（委員の秘密保持義務）

第９条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。委員を退い

た後も同様とする。

（庶務）

第１０条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

（雑則）

第１１条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、協

議会が別に定める。

附 則

この規則は、平成16年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成18年４月１日から施行する。



東京芸術大学経営協議会規則の一部を改正する規則 新旧対照表

新 旧

○東京芸術大学経営協議会規則 ○東京芸術大学経営協議会規則

平成16年４月１日

制 定

（ 略 ） （ 略 ）

（会議） （会議）

第５条 協議会に議長を置き、学長をもって充てる。 第５条 協議会に議長を置き、学長をもって充てる。

２ 議長は、協議会を主宰する。 ２ 議長は、協議会を主宰する。

３ 議長に事故あるとき又は欠員のときは、東京芸術大学役員会規則第４条第３項 ３ 議長に事故あるとき又は欠員のときは、東京芸術大学役員会規則第４条第３項

の規定に基づき、あらかじめ学長が指名した理事が議長の職務を代理し又はその の規定に基づき、あらかじめ学長が指名した理事が議長の職務を代理し又はその

職務を行う。 職務を行う。

第６条 協議会は、議長が招集する。 第６条 協議会は、原則として毎月１回、議長が招集する。

２ 前項に定めるもののほか、議長が必要と認めたとき又は委員総数の３分の１ ２ 前項に定めるもののほか、議長が必要と認めたとき又は委員総数の３分の１

以上からの請求があったときは、議長は臨時に協議会を招集する。 以上からの請求があったときは、議長は臨時に協議会を招集する。

（ 略 ） （ 略 ）

附 則

この規則は、平成18年４月１日から施行する。



３．経営協議会の議事概要

第10回（平成17年５月26日（木））

・ 平成１６年度決算概要について

・ 平成１８年度概算要求事項について

第11回（平成17年６月23日（木））

・ 就業規則の改正について

・ 大学院映像研究科メディア映像専攻の設置申請について

・ 平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

・ 平成１６年度財務諸表（案）について

第12回（平成17年９月22日（木））

・ 平成１７年度第１四半期決算について

・ 平成１８年度予算の編成方針（案）について

第13回（平成17年11月24日（木））

・ 平成１７年度中間決算について

・ 人事院勧告の取扱いについて

第14回（平成18年１月26日（木））

・ 国立大学法人東京芸術大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）

の変更の認可申請について

・ 人事院勧告（給与構造改革）への対応について

第15回（平成18年３月16日（木））

・ 平成１８年度年度計画（案）について

・ 平成１８年度部局別支出暫定予算について

・ 平成１８年度給与制度改正について

・ 経営協議会規則の一部を改正する規則（案）の制定について

・ 平成１８年度公開講座実施計画書（案）について





第１０回 経営協議会 議事要録

日 時 平成１７年５月２６日（木）１５時００分～１６時２５分

場 所 事務局第１会議室

出席者 平山郁夫学長、太田和良幸理事、福原義春理事、六角鬼丈美術学部長、

川井 學音楽学部長、石田義雄委員、海老澤 敏委員、高階秀爾委員、

玉井賢二委員、中西 満会計課長

監事：東條伸一郎監事、竹内雄也監事

欠席者 佐々木正峰委員、根本二郎委員

○ 議事に先立ち、議長から、平成１７年４月１日付けの委員の交代及び陪席者について
紹介があった。

委員：中西 満会計課長（園田秋雄会計課長の後任）
陪席：成塚靜男学外連携・研究協力課長（新設）

議題
１．平成１６年度決算概要について

議長から標記のことについて提案があり、会計課長から資料に基づいて説明及び太田
和理事から、純利益は、非常勤講師予算の見直し、省エネ・ペーパーレス等の一般管理
費の節約によるものであり、支出の増は超過勤務手当の増によるものである旨補足説明
の後、審議の結果、原案どおり確認された。

２．平成１８年度概算要求事項について
議長から標記のことについて提案があり、会計課長から資料に基づいて説明及び太田

和理事から、学内においてヒアリングの上、文部科学省へ要求する事項を決定する旨補
足説明の後、審議の結果、原案どおり確認された。

報告及び連絡事項
１．藝大ルネッサンス及び藝大フレンズについて

標記のことについて、太田和理事から資料に基づき報告があった。

２．平成１６年度寄附金受入状況（平成１７年１月～３月受入承認分）について
標記のことについて、会計課長から資料に基づき報告があった。

３．平成１７年度外国人留学生懇談会の実施について
標記のことについて、学生課長から議題表のとおり連絡があった。

４．附属図書館講演会について
標記のことについて、附属図書館事務長から資料のとおり連絡があった。

５．「厳島神社国宝展」入館者数について
標記のことについて、大学美術館事務長から資料に基づき報告があった。

６．英国王立園芸協会創立２００周年記念「５００年の大系：植物画世界の至宝展」開会
式について
標記のことについて、大学美術館事務長から議題表及び資料に基づき連絡があった。



７．その他
○ 芸大の運営等について、学外委員を中心に意見交換を行い、下記の意見が出された。
（主な意見）
・法人化のメリットを生かし、芸大がさらに発展をしていくため、外部委員の視点
から方策・意見を求められているが、そのためには、芸大の実情、過去からの経
緯等を踏まえて考える必要があり、教員等とフリーディスカッションできる機会
がほしい。

・自由な発想の元に大学改革を行うには、現状に対して不自由感や問題意識を持っ
ていないと発想も浮かばない。芸大は、芸術教育であり、他大学と同様の制度で
はより良い教育研究を行う上で問題も多く、芸大に合った制度構築が必要である。

・法人化により自由になったとはいえ、報告制度、評価制度等でこれまで以上に縛
りが多くなっている。今後国立大学法人がどうあるべきか自ら考え、改革してい
けるようにをしていかなければならない。

・美術館は先行して独立行政法人化したが、同様に縛りが多い。もっと自由な展開
ができなければ、より良い発展はむずかしい。

・受託研究の新たな制度を構築し、資金確保等を容易にし、自前で新たな制度・方
策を実施し教育研究に還元していけるよう検討する必要がある。

・法人化によるメリットもある。例えば大学の意志により、充分な予算要求ができ
なくても、映像研究科を立ち上げることができた。また、兼業制度も規制を緩和
し、種々の人事制度も芸大に合った制度として構築した。

・芸大は他の芸術大学の中心として日本の芸術教育を担っている。一大学だけの問
題としてではなく、日本の芸術教育をどうするかという視点で考えていく必要が
ある。



第１１回 経営協議会 議事要録

日 時 平成１７年６月２３日（木）１５時００分～１６時１０分

場 所 事務局第１会議室

出席者 平山郁夫学長、太田和良幸理事、六角鬼丈美術学部長、川井 學音楽学部長、

石田義雄委員、海老澤 敏委員、佐々木正峰委員、高階秀爾委員、

玉井賢二委員、中西 満会計課長

監事：東條伸一郎監事、竹内雄也監事

欠席者 福原義春理事、根本二郎委員

議題
１．就業規則の改正について

議長から標記のことについて提案があり、太田和理事から資料に基づいて説明の後、
審議の結果、原案どおり承認された。

２．大学院映像研究科メディア映像専攻の設置申請について
議長から標記のことについて提案があり、総務課参事役から資料に基づき説明の後、

審議の結果、原案どおり設置申請することが承認された。

３．平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案）について
議長から標記のことについて提案があり、総務課参事役から報告書(案）は未定稿であ

り、企画・評価室で引き続き作業を行っている旨説明の後、審議の結果、原案どおり確
認された。なお、今後、６月３０日に文部科学省へ提出し、７月２１日に国立大学法人
評価委員会のヒアリング、８月末に国立大学法人評価委員会により評価原案作成、９月
に各大学の意見申立て、９月末に国立大学法人評価委員会総会で評価結果が決定する予
定である旨説明があった。

４．平成１６年度財務諸表（案）について
議長から標記のことについて提案があり、会計課長から資料に基づいて説明の後、審

議の結果、原案どおり承認された。

報告及び連絡事項
１．中期計画の変更の取りやめについて

標記のことについて、総務課参事役から下記のとおり報告があった。
・中期計画については、法人化される前に国立大学法人評価委員会から、数値目標
等具体的に記述するよう見直しの要請があり、本学ではこれに基づき検討し、中
期計画の変更をとりまとめ文部科学省に申請予定であったが、文部科学省と相談
の結果、申請の時期が遅れたこと等もあり、変更内容は現行中期計画においても
実施可能なことであるとの理由により取り下げることとした。

２．藝大ルネッサンスと藝大フレンズの寄附金受入状況について
標記のことについて、学外連携・研究協力課長から資料に基づき報告があった。





第１２回 経営協議会 議事要録

日 時 平成１７年９月２２日（木）１５時００分～１６時２０分

場 所 事務局第１会議室

出席者 平山郁夫学長、太田和良幸理事、

石田義雄委員、玉井賢二委員、中西 満会計課長

監事：東條伸一郎監事、竹内雄也監事

欠席者 福原義春理事、六角鬼丈美術学部長（委任状）、

川井 學音楽学部長（委任状）、海老澤 敏委員、

佐々木正峰委員（委任状）、高階秀爾委員（委任状）、

根本二郎委員（委任状）

議題
１．平成１７年度第１四半期決算について

議長から標記のことについて提案があり、会計課長から、財務状況を精査し、次回以
降の経営協議会において、上半期の決算資料として審議願いたい旨説明があり、了承さ
れた。

２．平成１８年度予算の編成方針について
議長から標記のことについて提案があり、太田和理事から資料に基づき説明の後、審

議の結果、下記の意見が出され、引き続き細部を検討の上、予算編成方針を策定するこ
とで了承された。
（主な意見）

・他大学と同様の一般的な編成方針だけではなく、本学の特性を打ち出す必要があ
る。

・教員も教育研究の立場から経営的視点に立って財務状況を考えられるような経営
の旗印が必要である。また、外部との連携・共同研究等により教員の姿勢も変わ
ってきているので、経営委員としてアドバイスできることもでてくる。

報告及び連絡事項
１．人事院勧告について

標記のことについて、総務課長から資料に基づき報告があった。

２．平成１８年度概算要求事項の概要について
標記のことについて、会計課長から資料に基づき報告があった。

３．平成１６事業年度財務諸表について
標記のことについて、会計課長から資料に基づき報告があった。

４．国立大学法人の平成１６事業年度財務諸表の概要について
標記のことについて、会計課長から資料に基づき報告があった。

５．平成１７年度寄附金受入状況（平成１７年４月～６月受入承認分）について
標記のことについて、会計課長から資料に基づき報告があった。



６．藝大ルネッサンスと藝大フレンズの寄附金受入状況について
標記のことについて、学外連携・研究協力課長から資料に基づき報告があった。

７．植物画世界の至宝展入館者数について
標記のことについて、大学美術館事務長から資料に基づき報告があった。

８．「台東区のたからもの展」開会式について
標記のことについて、大学美術館事務長から議題表に記載のとおり連絡があった。

９．集中豪雨による被害について
標記のことについて、施設課長から、９月４日（日）２３時から２４時にかけての局

地的な豪雨により、奏楽堂（機械室、地下天井等）に浸水被害があり、文部科学省へ災
害報告とともに、復旧のための概算費用について要求した旨報告があった。

１０．その他
○平成１６年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
標記のことについて、総務課参事役から資料に基づき報告があった。



第１３回 経営協議会 議事要録

日 時 平成１７年１１月２４日（木）１５時００分～１６時１５分

場 所 事務局第１会議室

出席者 平山郁夫学長、太田和良幸理事、

六角鬼丈美術学部長、川井 學音楽学部長、

佐々木正峰委員、玉井賢二委員、中西 満会計課長

監事：竹内雄也監事

欠席者 福原義春理事、石田義雄委員（委任状）、海老澤 敏委員、高階秀爾委員、

根本二郎委員（委任状）、東條伸一郎監事

議題
１．平成１７年度中間決算について

議長から標記のことについて提案があり、会計課長から資料に基づき説明の後、審議
の結果、原案どおり承認された。

２．人事院勧告の取扱いについて
議長から標記のことについて提案があり、総務課長から資料等に基づき、役職員の給

与の減額改定等につき説明の後、審議の結果、原案どおり承認された。

３．その他
議長から大学経営の改善等について提案があり、佐々木委員から社会への説明責任と

社会貢献について、玉井委員から意識改革と芸大の特長を活かした活動について、竹内
監事から企画・戦略部門の強化について提言があり、意見交換を行った。
（主な意見）
・運営費交付金は年々減額され、このことへの対応は不可欠である。
中期目標・中期計画及び年度計画は本来達成度の評価を行うものであるが、最近は
事業そのものの評価まで行う傾向にある。さらに評価委員会は文部科学省に対して、
評価結果を次年度の運営費交付金に反映させるよう求めており、運営費交付金が減
額係数以外に減額される可能性がある。そのため、大学経営の上で人件費の配分計
画が重要になっており、また事業そのものの質の向上が必要になってきている。さ
らに外部資金の導入や外部団体との共同事業などを進めていく必要がある。

・大学は社会に対して、大学の状況や特色等を積極的に情報発信していく必要がある。
・大学の教職員が改革に対して意識が低い。そのための意識改革が必要である。
・企画戦略部門の設置・充実が必要である。
・中期計画の中で、資金導入計画が明確に示されていない。
・教員の質の向上がなければより良い成果が得られない。積極的に展覧会・演奏会等
において成果の発表を行うべきである。

報告及び連絡事項
１．藝大アートプラザの開設について

標記のことについて、学外連携・研究協力課長から藝大アートプラザの開所式が１１
月９日に開催されオープンしたこと、及び毎週火曜日から日曜日までの、９：３０から
１８：００まで営業する旨報告があった。
なお、これに関連して、旧東京美術学校本館玄関入口からプラザまでの導線は入りに



くいので、分かりやすい案内を出すべきとの意見があり、早急に案内表示等を検討の上
対応することとなった。

２．藝大ルネッサンスと藝大フレンズの寄附金受入状況について
３．平成１７年度寄附金受入状況（平成１７年７月～９月受入承認分）について
４．台東区のたからもの展入館者数について

以上３件については、説明を省略し、資料を見てもらうこととされた。

５．その他
（１）新学長の運営体制等について

標記のことについて、宮田理事（次期学長）から下記のとおり報告があった。
○東京芸術大学の運営指針
資料に基づき運営方針を表明

○役員等予定者
理事（教育担当） 渡邊健二 音楽学部教授
理事（研究担当） 田渕俊夫 美術研究科教授
理事（総務担当） 太田和良幸 理事（総務担当）
理事（学長特命担当）玉井賢二 (財)文化財保護・芸術研究助成財団専務理事
学長特命（社会連携・１２０周年記念事業担当）池田政治 美術学部教授
学長特命（国際交流・留学生担当）守山光三 音楽学部教授



第１４回 経営協議会 議事要録

日 時 平成１８年 １ 月２６日（木）１５時００分～１６時２０分

場 所 事務局第１会議室

出席者 宮田亮平学長、太田和良幸理事、玉井賢二理事、

六角鬼丈美術学部長、川井 學音楽学部長、

石田義雄委員、佐々木正峰委員、中村胤夫委員、中西 満会計課長

監事：東條伸一郎監事、竹内雄也監事

欠席者 海老澤 敏委員、高階秀爾委員（委任状）、根本二郎委員（委任状）

○ 議事に先立ち、宮田学長から就任の挨拶があった後、役員等の新体制、玉井委員の
後任委員及び経営協議会委員について、紹介があった。
役 員 等：[委 員] 太田和良幸理事(総務担当)(事務局長)、

玉井賢二理事(学長特命担当)
[陪 席] 渡邊健二理事(教育担当)、田渕俊夫理事(研究担当)、

池田政治学長特命（社会連携、創立１２０周年記念事業担当）、
守山光三学長特命（国際交流、留学生担当）、

委員交代： 中村胤夫委員（株式会社三越代表取締役会長）

議題
１．国立大学法人東京芸術大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認
可申請について
議長から標記のことについて提案があり、総務課参事役から資料に基づき「４ 災害

復旧に関する計画」は文部科学省から連絡があり、変更しないこととなった旨説明の後、
承認された。

２．人事院勧告（給与構造改革）への対応について
議長から標記のことについて提案があり、総務課長から資料等に基づき説明、太田和

理事から人件費削減計画（報告事項６ 行政改革の重要方針）及びこれに対応する給与
構造改革の原案について説明の後、審議の結果、次の意見が出され、引き続き対応を検
討することとなった。なお、計画の概要については、中期目標・中期計画に記載し、２
月中旬までに変更手続が必要であるが、２月の経営協議会は開催しない予定であり、対
応について大学に一任願いたい旨提案があり、審議の結果、了承された。
（主な意見）
・地域手当を勧告より支給率を下げる方法はあるが、個々人によって手当額に差異が
生じるのは地域による本俸の調整という趣旨から問題がある。

・地域手当を５年間現状維持するとしても、５年後に支給率を上げることができるか
どうか分からない。他大学の状況を見ながら慎重に対応したほうがよい。

・民間では、基本給は下げないで、ボーナスを減額して対応するのが一般的である。
また、業務の見直しや短時間勤務などで人件費を抑制する方法を検討すべきではな
いか。

・財源がないので減らすことを大前提とする必要がある。一旦上げると下げにくくな
る。

・給与を下げるのは困難なので、希望退職を募るなどの方法により人員を減らす方法
もある。

・事務系職員については、有期雇用契約や派遣職員を活用する。研究者については希
望退職を募る方法も検討したほうがよい。



報告及び連絡事項
１．東京芸術大学顧問規則について
２．学長特命規則、理事に関する規則及び理事室規則について

標記のことについて、宮田学長から資料に基づき報告があった。

３．平成１８年度概算要求内示について
標記のことについて、会計課長から資料に基づき報告があった。

４．施設整備補助金の追加決定について
標記のことについて施設課長から次のとおり報告があった。
○平成１７年度補正予算
・アスベスト対策関連経費 ７３，０００千円
露出部分の撤去工事を行う。

・耐震化対策経費 ５２３，０００千円
平成１７年度から平成１８年度にかけて音楽学部１・２号館の増改築工事を行う。
また、残った箇所については、平成１９年度概算要求で要求する予定。

５．平成１７年度補正予算について
標記のことについて、会計課長から資料に基づき報告があった。

６．行政改革の重要方針について
標記のことについては「議題２．人事院勧告（給与構造改革）への対応について」で

併せて説明された。

７．東京芸術大学特定寄附者顕彰銘板取扱要項について
８．藝大ルネッサンスと藝大フレンズの寄附金受入状況について
９．平成１７年度寄附金受入状況（１０～１２月受入承認分）について
10．吉村順三建築展入館者数について

標記の４件については資料配付により報告した。

11．その他
特になし



第１５回 経営協議会 議事要録

日 時 平成１８年 ３ 月１６日（木）１５時００分～１５時５５分

場 所 事務局第２会議室

出席者 宮田亮平学長、太田和良幸理事、玉井賢二理事、

六角鬼丈美術学部長、川井 學音楽学部長、

石田義雄委員、高階秀爾委員、中西 満会計課長

監事：東條伸一郎監事、竹内雄也監事

欠席者 海老澤 敏委員、佐々木正峰委員（委任状）、中村胤夫委員（委任状）、

根本二郎委員（委任状）

議題
１．平成１８年度年度計画（案）について

議長から標記のことについて提案があり、総務課参事役から資料に基づき説明の後、
審議の結果、文部科学省への届出（３月末）までに意見等があったら出してもらうこと
とし、微修正については、学長に一任することで承認された。なお、監事より次の意見
があった。
（監事の意見）
・資料が多い場合は、可能な限り事前に配布するようにしてほしい。

２．平成１８年度部局別支出暫定予算について
議長から標記のことについて提案があり、会計課長から資料に基づき説明の後、審議

の結果、原案どおり承認された。なお、次の意見が出された。
（主な意見）
・年間予算をあまり細かく決めてしまうと動きにくくなるので、学長の裁量で状況に
応じて支出できるようにしたほうがよい。

（監事の意見）
・予算を重点的に執行できる仕組みについて検討した方が良い。

３．平成１８年度給与制度改正について
議長から標記のことについて提案があり、総務課長から資料に基づき説明、太田和理

事から人件費削減計画との関連について補足説明の後、審議の結果、了承された。

４．経営協議会規則の一部を改正する規則（案）の制定について
議長から標記のことについて提案があり、総務課長から資料に基づき説明の後、審議

の結果、原案どおり承認された。

５．平成１８年度公開講座実施計画書（案）について
議長から標記のことについて提案があり、学生課長から資料に基づき説明の後、審議

の結果、原案どおり承認された。

報告及び連絡事項
１．会計監査人候補者の選任について
２．平成１７年度政府補正予算成立に伴う予算額の変更について

標記の２件のことについて、会計課長から資料に基づき報告があった。



３．平成１８年度学部一般選抜・別科志願者数状況について
４．世界遺産からのＳＯＳ－アジア危機遺産からのメッセージ展入館者数について

標記の２件については、説明は省略し、資料を見てもらうこととされた。

５．その他
特になし



経営協議会（外部委員）からの意見の反映について

経営協議会（ 開催、議事要録（抜粋）参照）の意見を受けて、次のとおりH.17.11.24

検討を開始した。

○ 外部評価の実施
社会への説明責任を果たすべく、平成１８年度に外部評価を実現するため、企画

・評価室長名で美術・音楽両部に対して検討を行うよう通知した。

○ 企画・戦略部門の強化
企画・戦略部門の強化に向けて、検討を開始した。

第１３回 経営協議会 議事要録（抜粋）

日 時 平成１７年１１月２４日（木）１５時００分～１６時１５分

議題
１ （略）．
２ （略）．
３．その他

議長から大学経営の改善等について提案があり、佐々木委員から社
会への説明責任と社会貢献について、玉井委員から意識改革と芸大の
特長を活かした活動について、竹内監事から企画・戦略部門の強化に
ついて提言があり、意見交換を行った。
（主な意見）
・大学は社会に対して、大学の状況や特色等を積極的に情報発信し
ていく必要がある。

・企画戦略部門の設置・充実が必要である。
・教員の質の向上がなければより良い成果が得られない。積極的に
展覧会・演奏会等において成果の発表を行うべきである。

（略）報告及び連絡事項



学長裁量分の予算及び人件費の確保について

○ 学長のリーダーシップのもとで行ったプロジェクト
学長裁量経費による「学長発信プロジェクト」の公募にあたり、新規に「知的財

産戦略に関する研究」を設定し 「知的財産戦略プロジェクト」を推進した。、

○ 学長裁量人件費の確保
学長が学内に配分できる人件費の確保を検討した。その結果、平成１８年度１千

万円の確保を実現した。

（別紙「 ）平成１７年度学長裁量経費配分資料（予算）」参照







１７芸会第 ７－２ 号
平成１７年 ９ 月２２日

事務局長（総務・会計・施設）
事務局長（学生課長・入学主幹）
保健管理センター長
芸術情報センター長
美 術 学 部 長
音 楽 学 部 長
（演芸セ・言トレ含む）
附 属 図 書 館 長 殿
大 学 美 術 館 長
教育・学生支援室長
研 究 推 進 室 長
国 際 交 流 室 長
出版・著作権管理局長
管 理 ・ 運 営 室 長
企 画 ・ 評 価 室 長
社 会 連 携 室 長

学 長 平 山 郁 夫
（ 公 印 省 略 ）

平成１７年度学長裁量経費について（通知）

このことについて，別添公募要領のとおり公募しますのでお知らせします。
つきましては，貴部局等において要求書等をお取りまとめの上，下記により提出くださる

ようお願いします。
なお，採択にかかる審査を，管理・運営室において行うこととしており，提出期限につい

ては厳守願います。審査に支障のない要求書が期限までに提出できない場合は，審査の対象
としませんので，ご了承願います。

記

区 分 提出期限 提出部数 提 出 先

教育研究改革・改善プロジェクト経費
Ａ．学内公募プロジェクト経費要求書 既に公募済み １部

［別紙様式１－１］

教育研究改革・改善プロジェクト経費 平成１７年
Ｂ．学長発信プロジェクト経費要求書 １０月１４日 １部
Ｃ．学長プロジェクト実施申請書 （金）

［別紙様式１－２～３］ 会計課財務係

同上実施報告書 ［別紙様式３－１～３］ 平成１８年 １部
４月１４日

同上研究成果報告書 （金） １０部

教育基盤設備充実経費要求書［別紙様式２］ 既に公募済み １部



学 長 裁 量 経 費 に つ い て

この経費は，従来より，各大学において学部の枠を越えた全学的な視点から教育研究の一

層の充実発展を図るため，学長の判断により必要な経費を適宜執行できるようにするため設

けられていたものである。

法人化後においても，この趣旨を引き継ぎ，当初予算において計上したものである。

Ⅰ 【教育研究改革・改善プロジェクト経費】．

教育研究内容・体制の改善充実や国際交流の推進など，大学改革の取組や特色ある大

学づくりのためのプロジェクトに必要な経費であり，以下のとおり区分し公募を行うも

のである。

Ａ．学内公募プロジェクト・・・既に公募済み

本学にとって重要と考えられる課題に関する調査研究のためのプロジェクトを公募

するもの。

Ｂ．学長発信プロジェクト

学長が教育研究テーマを設定し，そのプロジェクト研究を公募するもの。

Ｃ．学長プロジェクト

学長の判断により特定の研究課題についてのプロジェクトを立ち上げるにあたり，

プロジェクトチームメンバーを公募するもの。

Ⅱ 【教育基盤設備充実経費 ・・・既に公募済み． 】

教育上必要となる基本的設備で，既存設備の陳腐化対応や先端設備の新規導入など，

全学的視点からの設備の充実に資する経費である。











































































戦略的経費の確保について

○ 学長のリーダーシップによる戦略的経費
外部資金を原資とする「宮田亮平基金」を設置した （別紙「東京芸術大学宮田亮。

平学長学術研究基金に関する要項」 ）参照

○ 学部長のリーダーシップによる戦略的経費
学部長配分経費として、間接費の半額を確保した （別紙「平成１７年度一般寄附。

金受入及び間接経費配分総表」参照）



件数 金額 件数 金額 うち間接経費額 学長裁量分 美術学部 事務局

128 件 101,070,293円 18 件 14,610,000円 1,461,000円 730,500円 715,000円 15,500円

平成１７年度一般寄附金受入及び間接経費配分総表

１７年度受入一般寄附金 間接経費配分内訳うち間接経費徴収寄附金



○東京芸術大学外部資金間接経費取扱規則

平成16年７月８日

制 定

改正 平成18年３月16日

（目的）

第１条 この規則は、本学の外部資金の一定額を間接経費として確保し、一般管理

経費及び教育研究活動を活性化するための経費として使用することを目的とす

る。

（対象）

第２条 間接経費を導入する外部資金は次の各号に掲げるものとする。

（１）受託研究費

（２）受託事業費

（３）寄附金

、 。２ 前項第３号に規定する寄附金の内 次の各号に掲げるものについては除外する

（１）学生に対する奨学を目的とした寄附金

（２）展覧会、演奏会の開催等を目的とした寄附金で全額を事業の実施に充てなけ

れば支障を来すもの

（間接経費の額）

第３条 次の各号に掲げる外部資金の間接経費は、当該各号に定める額とする。

（１）受託研究費 東京芸術大学受託研究規則第７条に定める額

（２）受託事業費 東京芸術大学受託事業規則第６条に定める額

（３）寄附金 標準として寄附金の10％に相当する額

（間接経費の使途）

第４条 この規則に定める間接経費の使途は、次のとおりとする。

（１）間接経費の二分の一は、教育研究活動を活性化するための経費として使用す

る。

（２）間接経費の二分の一は、一般管理経費として使用する。

（その他）

第５条 この規則に定めるものの他、外部資金の間接経費に関し必要な事項は、別

に定める。

附 則

この規則は、平成16年７月８日から施行する。

附 則

この規則は、平成18年３月16日から施行し、平成18年２月１日から適用する。



東京芸術大学外部資金間接経費取扱規則の一部を改正する規則 新旧対照表
新 旧

○東京芸術大学外部資金間接経費取扱規則 ○東京芸術大学外部資金間接経費取扱規則

（目的） （目的）
第１条 この規則は、本学の外部資金の一定額を間接経費として確保し、一般管理 第１条 この規則は、本学の外部資金の一定額を間接経費として確保し、一般管理

。 。経費及び教育研究活動を活性化するための経費として使用することを目的とする 経費及び教育研究活動を活性化するための経費として使用することを目的とする
（対象） （対象）

第２条 間接経費を導入する外部資金は次の各号に掲げるものとする。 第２条 間接経費を導入する外部資金は次の各号に掲げるものとする。
（１）受託研究費 （１）受託研究費
（２）受託事業費
（３）寄附金 （２）寄附金
２ 前項第３号に規定する寄附金の内 次の各号に掲げるものについては除外する ２ 前項第２号に規定する寄附金の内、学生に対する奨学を目的とした寄附金及び、 。
（１）学生に対する奨学を目的とした寄附金 展覧会、演奏会等の開催を目的とした寄附金で全額を事業の実施に充てなければ
（２）展覧会、演奏会の開催等を目的とした寄附金で全額を事業の実施に充てなけ 支障を来すものについては除外する。

れば支障を来すもの
（間接経費の額） （間接経費の額）

第３条 次の各号に掲げる外部資金の間接経費は、当該各号に定める額とする。 第３条 受託研究費の間接経費は、直接経費の30％に相当する額を標準とする。た
（１）受託研究費 東京芸術大学受託研究規則第７条に定める額 だし、委託者側の都合により間接経費が措置できない場合で学長がやむを得ない
（２）受託事業費 東京芸術大学受託事業規則第６条に定める額 と認めたものについては、間接経費を減額又は免除することができる。
（３）寄附金 標準として寄附金の10％に相当する額 ２ 寄附金の間接経費は、寄附金の10％に相当する額を標準とする。
（間接経費の使途） （間接経費の使途）

第４条 この規則に定める間接経費の使途は、次のとおりとする。 第４条 受託研究費及び寄附金に係る間接経費の使途は、次のとおりとする。
（１）間接経費の二分の一は、教育研究活動を活性化するための経費として使用す （１）間接経費の二分の一は、教育研究活動を活性化するための経費として使用す

る。 る。
（２）間接経費の二分の一は、一般管理経費として使用する。 （２）間接経費の二分の一は、一般管理経費として使用する。
（その他） （その他）

第５条 この規則に定めるものの他、外部資金の間接経費に関し必要な事項は、別 第５条 この規則に定めるものの他、外部資金の間接経費に関し必要な事項は、別
に定める。 に定める。

附 則 附 則
この規則は、平成16年７月８日から施行する。 この規則は、平成16年７月８日から施行する。

附 則
この規則は、平成18年３月16日から施行し、平成18年２月１日から適用する。



○東京芸術大学外部資金間接経費取扱規則に関する申合せ

平成16年７月８日

役 員 会 申 合 せ

改正 平成18年３月16日

東京芸術大学外部資金間接経費取扱規則第４条第１号に規定する当該経費の二分

の一は、全学的観点から教育研究経費として再配分し、残額二分の一は受託研究若

しくは受託事業又は寄附金の受入れに功労のあった教員の教育研究経費として使用

することができる。

附 則

この申合せは、平成16年７月８日から施行する。

附 則

この申合せは、平成18年３月16日から施行し、平成18年２月１日から適用する。



東京芸術大学外部資金間接経費取扱規則に関する申合せの一部を改正する申合せ 新旧対照表

新 旧
○東京芸術大学外部資金間接経費取扱規則に関する申合せ ○東京芸術大学外部資金間接経費取扱規則に関する申合せ

東京芸術大学外部資金間接経費取扱規則第４条第１号に規定する当該経費の二分 東京芸術大学外部資金間接経費取扱規則第４条第１号に規定する当該経費の二分
の一は、全学的観点から教育研究経費として再配分し、残額二分の一は受託研究若 の一は、全学的観点から教育研究経費として再配分し、残額二分の一は受託研究の
しくは受託事業又は寄附金の受入れに功労のあった教員の教育研究経費として使用 受託者又は寄附金の受入れに功労のあった教員の教育研究経費として使用すること
することができる。 ができる。

附 則 附 則
この申合せは、平成16年７月８日から施行する。 この申合せは、平成16年７月８日から施行する。

附 則
この申合せは、平成18年３月16日から施行し、平成18年２月１日から適用する。



○東京芸術大学理事室規則

平成16年４月１日

制 定

平成16年６月24日 平成17年４月12日改正

平成17年５月30日 平成17年12月21日

（設置）

第１条 理事を補佐するため、理事のもとに次の各号に掲げる室等（以下「理事

室」という｡)を置く。

（１）教育推進室

（２）学生支援室

（３）研究推進室

（４）国際交流室

（５）広報室

（６）出版局

（７）管理・運営室

（８）企画・評価室

（９）社会連携室

（任務）

第２条 理事室は、理事を補佐し、次の各号に掲げる任務を行う。ただし、東京芸

術大学学長特命規則（以下「学長特命規則」という｡)の規定により、学長特命が

学長の指示する理事室の任務を所掌する場合には、学長特命を補佐するものとす

る。

（１）当該理事の職務に係る別表に掲げる事項についての、企画立案及びその実施

並びに推進に関すること

（２）その他学長が指示する事項に関すること

２ 前項の任務に関し必要な事項は、別に定める。

（組織）

第３条 理事室は、それぞれ次の表に掲げる室長及び室員で組織する。ただし、学

長特命規則により別の定めがある場合については、この限りでない。

理 事 室 室 長 室 員

イ 各学部教務委員会の委員長

ロ 各学部教授会構成員のうちから、室長及び学部

長が選考し、学長が任命する者 各４人

教 育 推 進 室 ハ 言語・音声トレーニングセンター長

ニ 留学生センター長

ホ 保健管理センター教員１人

理 事 ヘ 学生課及び入試・学務課に所属する職員

ト その他学長が任命する者

(教育担当) イ 各学部学生生活委員会の委員長及び副委員長並

びに各学部の専門学科留学生担当教員

ロ 各学部教授会構成員のうちから、室長及び学部



学 生 支 援 室 長が選考し、学長が任命する者 各１人

ハ 留学生センター長

ニ 保健管理センター教員１人

ホ 学生課及び入試・学務課に所属する職員

ヘ その他学長が任命する者

研 究 推 進 室 左の各室は次の者で構成

イ 各学部教授会構成員のうちから、室長及び学部

理 事 長が選考し、学長が任命する者 各３人（出版局

国 際 交 流 室 においては、若干人）

(研究担当) ロ 事務職員のうちから、室長及び事務局長が選考

し、学長が任命する者 ３人（出版局においては

広 報 室 、若干人）

ハ その他学長が任命する者

出 版 局

管理・運営室

理 事

(総務担当)

企画・評価室

理 事

社 会 連 携 室 （学長特

命担当)

（任期）

第４条 前条に掲げる室員のうち学長が任命する者の任期は、３年とし、再任を妨

げない。

２ 前項の室員に欠員が生じた場合の補欠の室員の任期は、前任者の残任期間とす

る。

（室長補佐）

第５条 理事室に室長補佐を置くことができる。

２ 室長補佐は、当該理事室の室員のうちから、室長が指名する者をもって充て

る。

３ 室長補佐は、室長を補佐し、室長に事故があるときは、その職務を代行する。

（専門組織）

第６条 理事は、専門の事項を調査研究する必要があるときは、専門の組織を置く

ことができる。

２ 前項に関し必要な事項は、別に定める。

（雑則）

第７条 この規則に定めるもののほか、理事室の運営その他必要な事項は、別に定

める。



附 則

この規則は、平成16年４月１日から施行する。

附 則

１ この規則は、平成16年６月24日から施行する。

２ この規則の施行後、最初に委嘱される第３条第１項の教育推進室及び学生支援

室の室員の任期は、第４条第１項の規定にかかわらず、平成19年３月31日までと

し、再任を妨げない。

附 則

この規則は、平成17年４月12日から施行し、平成17年４月１日から適用する。

附 則

この規則は、平成17年５月30日から施行する。

附 則

１ この規則は、平成17年12月21日から施行する。

２ この規則の施行後、最初に委嘱される第３条第１項の広報室及び出版局の室員

の任期は、第４条第１項の規定にかかわらず、平成19年３月31日までとし、再任

を妨げない。



別表（第２条関係）

理 事 室 理 事 室 の 任 務 庶務担当

教育推進室 １．全学教育計画部会 入試・学務課

・教育内容等に関すること

・教育の実施体制に関すること

２．教養教育部会

・教養教育に関すること

３．ＦＤ対策部会

・授業内容、方法等の改善・向上に関するこ

と

４．専門教育部会

・専門教育（実技、発表会等）に関すること

５．大学院部会

・大学院教育に関すること

６．その他

・入学試験に関すること

・附属音楽高等学校との連携（教育面）に関

すること

・生涯学習（公開講座等）に関すること

・教育推進に係る各部局等との連絡調整に関

すること

学生支援室 １．全学学生支援部会 学生課

・学生の就職指導に関すること

・芸術祭、四芸祭及びクラブサークル等の課

外活動支援に関すること

・学生寮の管理運営に関すること

・学生の厚生施設（大学会館、学生食堂、体

育館等）の管理運営に関すること

・奨学金及び入学料免除、授業料免除に関す

ること

・学生の傷害保険に関すること

・附属音楽高等学校との連携（福利厚生面）

に関すること

２．留学生部会

・留学生の受入れ、派遣に関すること

・留学生の修学及び生活全般支援に関するこ

と

・留学生の奨学金に関すること

・国際交流会館の管理運営に関すること

３．その他



・学生支援に係る各部局等との連絡調整に関

すること関すること

研究推進室 ・研究推進に係る基本方針の策定に関すること 学外連携・研

・研究推進体制の整備に関すること 究協力課

・知的財産に関すること

・競争的な研究資金に関すること

・国内研究機関との研究協力に関すること

・学長の諮問に応じ、本学の役職員の発明等に係

る権利の帰属等に関し審議すること

・研究推進に係る各部局等との連絡調整に関する

こと

国際交流室 ・国際交流に係る基本方針等の策定に関すること

・国際交流体制の整備に関すること

・国際研究交流に関すること

・東京芸術大学芸術国際交流基金に係る運用の基

本方針、助成事業の採否及び助成額等について審

議すること

・芸術国際交流協定の締結に関し審議すること

・国際交流に係る各部局等との連絡調整に関する

こと

広報室 ・広報に係る基本方針等の策定に関すること 総務課参事役

・ホームページの管理運営に関すること 付企画評価・

・「藝大通信」、「大学概要」等の広報誌の発行 広報室

に関すること

・情報公開に関すること

・本学訪問者への対応に関すること

・広報に係る各部局等との連絡調整に関すること

出版局 ・研究成果等の出版に関すること

・教育用図書の出版に関すること

・大学年史の編集・出版に関すること

・出版に係る各部局等との連絡調整に関すること

管理・運営 ・事務組織の改組に関すること 総務課

室 ・就業規則の制定及び改廃に関すること 会計課

・人事及び労務管理の基本方針等の策定に関する

こと

・人事制度の検討に関すること

・給与制度の検討に関すること

・兼業制度の検討及び審査に関すること



・情報セキュリティに関する基本方針等の策定に

関すること

・個人情報保護に関する基本方針等の策定に関す

ること

・概算要求原案の作成に関すること

・予算編成に関すること

・決算の分析及び評価に関すること

・資金及び資産の運用計画に関すること

・業務の効率化・合理化に関すること

・管理・運営に係る各部局等との連絡調整に関す

ること

（施設・環境部会） 施設課

・施設・環境整備に関すること

企画・評価 ・中期目標・中期計画及び年度計画の取りまとめ 総務課参事役

室 に関すること 付企画評価・

・自己点検評価に関すること 広報室

・国立大学法人評価委員会が実施する中期目標・

中期計画期間終了時及び年度計画終了時の自己評

価に関すること

・認証評価機関が実施する認証評価に係る自己評

価に関すること

・教員総覧の作成・公表に関すること

・企画・評価に係る各部局等との連絡調整に関す

ること

社会連携室 ・社会連携に関する基本方針の策定に関すること 学外連携・研

・社会連携に係る体制の整備に関すること 究協力課

・産学公連携に関すること

・地方公共団体等との協力協定に関すること

・社会連携に係る各部局等との連絡調整に関する

こと



○東京芸術大学学長特命規則

平成17年12月21日

制 定

（目的）

第１条 この規則は、本学の東京芸術大学学長特命（以下「学長特命」という｡)の

設置及び任務その他必要な事項について定めることを目的とする。

（設置）

第２条 本学に、学長の円滑な大学運営を補佐し、学長が指示する特定の事項（以

下「特命事項」という｡)について処理するため、学長特命を置くことができる。

（任務）

第３条 学長特命は、特命事項について処理し、その結果を学長に報告しなければ

ならない。

２ 学長特命は、前項に掲げるもののほか、学長から特に指示があった場合は、特

定の理事室について、理事に代わって室長として業務を所掌する。

（任命）

第４条 学長特命は、学長が、本学の職員の中から任命する。

２ 学長は、前項の任命を行ったときは、役員会及び教育研究評議会に報告するも

のとする。

（任期）

、 、 。第５条 学長特命の任期は ２年以内とし 任務の必要に応じて定めるものとする

２ 前項の任期は更新することができる。

３ 前２項の規定にかかわらず、当該学長特命を任命した学長の任期の終期を超え

ることができない。

４ 学長が任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合は、学長特命は辞任しなけ

ればならない。ただし、後任の学長が任命されるまでの間は、引き続き在任する

ものとする。

（解除）

第６条 学長は、前条に基づき定めた任期の途中においても、学長特命を免ずるこ

とができる。

２ 学長は、前項に基づき学長特命を免じたときは、役員会及び教育研究評議会に

報告するものとする。

（雑則）

、 、 。第７条 この規則に定めるもののほか 学長特命に関し必要な事項は 別に定める

附 則

この規則は、平成17年12月21日から施行する。



業務の改善に向けた事務組織の再編の状況（平成１７年度末現在）

※ 網掛け は平成１７年度中に設置又は改組した組織

総務係長
総務課長 課長補佐 人事係長

職員係長( )専門員兼務
専門員( )安全衛生管理

参事役( ) 企画評価・広報室長 企画評価係長企画業務担当
( ) 広報係長参事役兼務

学外連携・ 課長補佐 学外連携・
研究協力課長 研究協力係長

総務係長
会計課長 課長補佐 財務係長

経理係長
専門職員( ｼｽﾃﾑ)会計

契約係長
参事役( ) 資産管理係長契約管理業務担当

事務局長 給与共済係長

総務係長
学生課長 課長補佐 留学生係長

学生支援係長
奨学係長

入試・学務課長 入学試験係長
学務係長

施設課長 課長補佐

企画管理室長( 企画係長専門員）
管理係長( )専門員兼務

計画整備室長( 計画係長課長補佐兼務）
設備係長

庶務係長
美術学部長 美術学部事務長 事務長補佐 会計係長

教務係長
教材係長

(古美術研究施設事務室) 専門職員( )研究協力
取手校地事務室長 総務係長

( )専門員

庶務係長
音楽学部長 音楽学部事務長 事務長補佐 会計係長

教務係長
演奏企画室長( ) 演奏企画管理係長専門員

演奏・楽器係長
音楽高等学校事務室長( )事務長補佐兼務

大学院
映像研究科長 映像研究科事務長 総務係長

専門員

総務係長
資料受入係長

附属図書館長 附属図書館事務長 図書情報係長
資料サービス係長
情報サービス係長

大学美術館長 大学美術館事務長 企画・管理係長
芸術資料係長





１７芸総第６９号

平成17年９月29日

各課長・事務長 殿

総 務 課 長

大 谷 智

（公印省略）

平成１７年度勤務時間管理状況調査について（依頼）

このことについて、別紙のとおり実施しますので、お知らせします。



平成１７年度 勤務時間管理状況調査

１．調査対象期間

平成16年度（平成16年10月１日～平成17年３月31日）

２．実施日及び調査員等

対象部局名 調 査 日 調 査 責 任 者 担 当 者

事 務 局 10月11日(火) 人事係長 ２人

美術学部 10月７日(金) 総務課専門員 ２人

音楽学部 10月12日(水) 人事係長 ２人

附属図書館 10月14日(金)( )午前

総務課専門員 ２人

大学美術館 10月14日(金)( )午後

３．調査対象職員

常勤職員及び事務系非常勤職員

４．調査対象

・出勤簿

・休暇簿（年次・病気・特別）

・勤務を要しない日の振替簿

・勤務時間割振簿

・勤務時間報告書及びその内容を確認できる資料（勤務時間申告書等）

・旅行命令簿



平成１７年度勤務時間管理状況調査報告書

Ⅰ．調査対象期間：平成１６年度（平成１６年１０月１日～平成１７年３月３１日）

Ⅱ．調査対象部局：事務局（保健管理センター含む 、美術学部、音楽学部（演奏芸術）

センター 言語・音声トレーニングセンター含む 附属図書館 芸、 ）、 （

術情報センター含む 、大学美術館）

Ⅲ．実 施 日：平成１７年１０月１１日（火）

Ⅳ．調 査 員：総務課専門員、人事係長 他

Ⅴ．調 査 結 果：

出勤簿に基づき関連する休暇簿、勤務を要しない日の振替簿及び旅行命令簿につ

いて調査を行った。調査結果は、下記のとおり。

対象部局 調 査 日 調査担当者 調 査 結 果

事 務 局 10月11日（火） 人事係長 他２人 出勤簿において、休暇の表示、出張の摘要

欄記載等に不備があった。他はおおむね良

好。

美術学部 10月７日（金） 総務課専門員 他２人 出勤簿において、職務専念義務免除の記載

。 。方法等に誤りがあった 他はおおむね良好

音楽学部 10月12日（水） 人事係長 他２人 出勤簿において、休暇の表示、出張の摘要

欄記載等に不備があった。他はおおむね良

好。

附属図書館 10月14日（金）午前 総務課専門員 他２人 出勤簿において、休暇の表示等に誤りがあ

った。他はおおむね良好。

大学美術館 10月14日（金）午後 出勤簿において、研修の記載方法等に誤り

があった。他はおおむね良好。

Ⅵ．是 正 処 理：前記調査結果に基づく不備等箇所について、平成１７年１１月９日

是正処理確認済み































































○東京芸術大学監査室規則

平成18年３月16日

制 定

（設置）

第１条 本学に学長の直属組織として監査室を置く。

（職務）

第２条 監査室においては、次の業務を行う。

（１）内部監査方針・計画の策定に関すること。

（２）組織運営、業務管理その他業務の監査の実施に関すること。

（３）予算執行、資産管理その他会計の監査の実施に関すること。

（４）監事との連携に関すること及び監事監査の補助に関すること。

（５）会計監査人との連絡調整に関すること。

（６）その他監査室の事務に関すること。

（組織）

第３条 監査室に、室長及び室員を置く。

２ 室長は、総務課参事役をもって充てる。

３ 室員は、次の各号に掲げる職員を兼務させるものとする。

（１）総務課課長補佐

（２）会計課課長補佐

（３）総務課総務係長

（４）会計課総務係長

４ 前項に規定する室員の他、学長は必要に応じて事務職員の中から若干人の室員

を兼務させることができる。

（任期）

第４条 前条第４項に規定する室員の兼務の期間は、当該年度の末日までとし、更

新することができる。

（雑則）

第５条 この規則に定めるもののほか、監査室に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成18年４月１日から施行する。



外部資金の受入れの拡大に向けた取り組みについて

○ 外部資金受入れによる間接経費の確保
外部資金受入れのインセンティブを付与するため、間接費の半額を学部長配分経

費として、間接費の半額を配分し、また、学部に配分した間接費の半額を当該教員
。（ 「 」に配分することとした 別紙 平成１７年度一般寄附金受入及び間接経費配分総表

参照）

○ 外部資金獲得のための組織整備
外部資金獲得に係る事務組織として学外連携・研究協力課を設置し、同課のＨＰ

を開設した （下記参照）。



自己収入増加に向けた取り組み方針・内容とその実績・効果

件数 金 額 件数 金 額

・研究助成情報をホームページに掲載し、更新情報をメールにより配信することにより、迅
速な情報提供を図った。

・外部助成団体等からの資金獲得を組織的に推進するため、原則として事務局をとおして助
成申請をするよう学内手続を改正した。

・H17.10.11 音楽学部大会議室で日本学術振興会から講師を招き、科学研究費補助金説明会
を開催した。参加者は，本学教員13名，事務職員10名。

申請件数及び申
請額（年度は申
請年度）

45 426,456,000 35 357,622,000

・業務の分担を見直して契約担当者を増やし、契約業務の迅速化を図った。 研究費 1,396,500 1,396,500

・ホームページ上で制度の概要、事務手続、関係規則、契約書雛形等を公開した。 研究料 420,000 420,000

・業務の分担を見直して契約担当者を増やし、契約業務の迅速化を図った。 直接経費 16,785,297 85,766,396

・ホームページ上で制度の概要、事務手続、関係規則、契約書雛形等を公開した。 間接経費 4,469,281 22,361,266

直接経費 4,120,770

・受託事業制度において、間接経費を徴収することとした。

その他
・文化庁国際文化交流・協力推進事業（「東京芸術大学・韓国芸術総合学校交流展」－出会
い－）、及び同庁芸術団体人材育成支援事業（国際シンポジウム「映画作りは学校で学べる
か？」）を受託し、事業経費の確保を図った。

直接経費（文化
庁からの受入は
直接経費のみ）

0 0 2 18,150,000

・藝大フレンズの寄附金募集を開始し、制度整備のため藝大フレンズ賛助金に関する要項を
制定した。

・高額の寄附者を顕彰し、寄附を促進するため、東京芸術大学特定寄附者顕彰銘板取扱要項
を制定した。

・藝大フレンズのパンフレットを作成するとともに、ホームページにより広報を行った。

・藝大ルネッサンスの寄附金募集を開始し、制度整備のため藝大ルネッサンス基金に関する
要項を制定した。

・高額の寄附者を顕彰し、寄附を促進するため、東京芸術大学特定寄附者顕彰銘板取扱要項
を制定した。

・ホームページによる広報を行った。

藝大アー
トプラザ ・H17.11.17藝大アートプラザ規則を制定し、芸大アートプラザを設置した。 寄附金の金額 － 619,385

取 組
外部資金の区

分

5,360,000

外部助成金の
獲得

科学研究費補
助金

申請件数及び金額
（年度は申請年
度。事務局で把握
しているもの。）

3 4,032,000

藝大フレ
ンズ

寄附金の件数・
金額

受託研究

受託事業

共同研究

受
託
研
究
等

寄
附
金

藝大ル
ネッサン
ス 寄附金の件数・

金額
5 6,500,000

2

190

実 績 ・ 効 果
平 成 16 年 平 成 17 年 度

摘 要

・本学の特色を活かした社会貢献、文化貢献を行い、併せて外部資金導入を推進するため、
受託事業を制度化した。

間接経費 458,230

1 1

4 16



 平成１７年度　科学研究費補助金の交付内定一覧

研究種目 継続・新規 研究代表者氏名 研究題目 １７年度内定額 内定年度

千円 平成１６年度
継続 1,900 ～

平成１７年度
平成１５年度

継続 2,600 ～
平成１７年度

平成１６年度
〃 〃 5,000 ～

平成１８年度
平成１６年度

〃 〃 2,000 ～
平成１９年度

平成１６年度
〃 〃 4,600 ～

平成１８年度
平成１６年度

〃 〃 4,300 ～
平成１７年度

平成１７年度
〃 新規 2,600 ～

平成１９年度
平成１７年度

〃 〃 6,100 ～
平成１９年度

平成１７年度
〃 〃 3,000 ～

平成２０年度
平成１６年度

継続 1,800 ～
平成１８年度

平成１７年度
〃 新規 4,300 ～

平成２０年度

世界遺産ガッラ・プラチディア廟モザイク壁画の保存
修復調査と修復技法の実証的研究

工　藤　晴　也
（美術学部助教授）

藪内 直樹（佐斗司）
（美術研究科教授）

平等院及び浄瑠璃寺阿弥陀像を中心に３Ｄデジタ
ルデータによる定朝様式の比較研究

桂　　　英　史
(美術学部助教授)

越　　　宏　一
(美術学部　教授)

土　田　英三郎
（音楽学部　教授）

大　角　欣　矢
（音楽学部助教授）

島　田　文　雄
(美術学部　教授)

佐　藤　一　郎
(美術学部　教授)

稲　葉　政　満
(美術研究科助教授)

桐　野　文　良
(美術研究科助教授)

特定領域

基盤研究(Ｂ)
（一　　般）

基盤研究(Ｂ)
（海　　外）

東京美術学校西洋画科卒業制作自画像の技法・材
料に関する総合的研究

貴重音響資料デジタル化の試み

地域精神医療と芸術表現に関する総合的研究

近代日本における音楽専門教育の成立と展開

星座図像の研究－「アラテア」写本を中心に

１３世紀～１４世紀の龍泉窯陶磁技法“青磁大皿”
の復元的焼成研究

ライデン国立民族学博物館所蔵シーボルト和紙コレ
クションの紙質調査

金属文化財の腐食挙動と新防食法の開発

アルカリ性紙と酸性紙の接触変色機構の解明

稲　葉　政　満
(美術研究科助教授)



平成１７年度
新規 2,300 ～

平成１９年度
平成１５年度

継続 600 ～
平成１７年度

平成１６年度
〃 〃 1,300 ～

平成１７年度
平成１６年度

〃 〃 1,300 ～
平成１７年度

平成１７年度
〃 新規 1,600 ～

平成１９年度
平成１７年度

〃 〃 1,400 ～
平成１８年度

平成１７年度
〃 〃 1,200 ～

平成２０年度
平成１７年度

〃 〃 1,400 ～
平成１８年度

平成１７年度
〃 〃 1,500 ～

平成１８年度
平成１７年度

〃 〃 1,100 ～
平成１８年度

平成１７年度
〃 〃 1,400 ～

平成１８年度
平成１７年度

新規 1,000 ～
平成１９年度

交付金額 54,300 千円

継続１０件、新規１３件　　計２３件

芸術表現教育に関する基礎的研究：幼・小・中の系
統的音楽学習プログラムの開発

宇宙茶室２－微小重力空間における“柔”環境デザ
イン－

光　井　　　渉
（美術学部助教授）

初期書院造の空間構成に関する研究

北　郷　　　悟
（美術学部助教授）

彫刻におけるデジタル立体造形の可能性と新たな
表現法の研究と応用

中国客家民居－遷移と住居形式の変容プロセス

山　本　文　茂
(音楽学部　教授)

片　山　和　俊
（美術学部　教授）

越　川　倫　明
(美術学部助教授)

ティントレットの絵画と同時代出版文化の関係に関
する研究

１５世紀初期における多声ミサ曲の研究

北川原　　　温
(美術学部　教授)

塚　原　康　子
（音楽学部助教授）

杉　本　和　寛
（音楽学部助教授）

古　川　　　聖
（美術学部助教授）

尾　登　誠　一
（美術学部　教授）

佐　野　　　靖
（音楽学部助教授）

近代日本の音楽家に関する研究

遠　藤　衣　穂
（音楽学部　助手）

若手研究（Ｂ）

基盤研究(Ｃ)
（一　　般）

基盤研究(Ｂ)
（海　　外）

西沢一風を中心とする、近世前期出版界における
作家・作品・書肆の関係性に関する研究

音楽構造と建築空間の深層における共通構造の知
識表現を通した総合表現システムの研究

日本の音楽教育学の再構築に関する基礎的研究

空間芸術と情報技術を融合した新たな都市空間の
研究　－劇場的道空間の創出－



特別研究員奨励費分

研究種目 継続・新規 研究代表者名 研究指導者氏名・所属・職 １７年度内定額 内定年度

千円 平成１４年度
継続 800 ～

平成１７年度
平成１５年度

〃 〃 1,100 ～
平成１７年度

平成１５年度
〃 〃 700 ～

平成１７年度
平成１５年度

〃 〃 1,000 ～
平成１７年度

平成１７年度
〃 新規 800 ～

平成１９年度
平成１５年度

継続 900 ～
平成１７年度

平成１６年度
継続 500 ～

平成１７年度
平成１６年度

〃 〃 900 ～
平成１７年度

平成１７年度
〃 新規 1,000 ～

平成１８年度
平成１７年度

〃 〃 900 ～
平成１８年度

交付金額（特別研究員奨励費） 8,600 千円

継続７件、新規３件　　計１０件

土　田　英三郎
音楽・教授

塚　原　康　子
音楽・助教授

大　角　欣　矢
音楽・助教授

伊　藤　俊　治
美術・教授

田　口　榮　一
美術・教授

飛ヶ谷　潤一郎
（美術研究科）

野　口　昌　夫
美術・助教授

田　光　美佳子
（美術研究科）

青木（近藤）静乃
（音楽研究科）

佐々木　なおみ
（音楽研究科）

千　田　智　子
(美術研究科)

稲　田　隆　之
（音楽研究科）

特別研究員
奨励費(ＤＣ２)

特別研究員
奨励費(ＰＤ)

土　田　牧　子
(音楽研究科)

特別研究員
奨励費(ＤＣ１)

杉　本　和　寛
音楽・助教授

片　山　千佳子
音楽・教授

植　村　幸　生
音楽・助教授

塚　原　康　子
音楽・助教授

福　田　裕　美
（音楽研究科）

安　川　智　子
（音楽研究科）

金　光　真理子
（音楽研究科）



(共同研究制度・受託研究制度・受託事業制度に戻る)

学外連携／受入実績 

平成17年度受託研究・共同研究・受託事業受入実績一覧

種別 受入部局 研究代
表者 研究題目 相手先

受託研究 美術学部
藤幡正

樹

デジタルメディアを基盤とした新しい芸術創造に関する研

究

独立行政法人科学

技術振興機構

受託研究 美術学部
中村政

人
日韓学生交流アートプロジェクトの研究

株式会社電通テッ

ク

受託研究 美術研究科
薮内佐

斗司
光照寺地蔵菩薩立像調査研究及び修復 宗教法人光照寺

受託研究 美術学部
清水泰

博
「同愛会」施設の環境デザイン･マニュアルの作成 財団法人同愛会

受託研究 美術学部
工藤晴

也
壁画によるまちづくり 取手市

受託研究
美術学部・演奏

藝術センター

六角鬼

丈

野外空間における舞台芸術の研究－発光する舞台を用い

た現代能の創造－

東京ガス豊洲開発

株式会社

受託研究 美術学部
宮田亮

平
ストリートアートステージプロジェクト 取手市

受託研究 美術研究科
清水真

一

取手市指定文化財 東漸寺観音堂及び仁王門の修復計

画に関する調査研究
宗教法人東漸寺

受託研究 美術学部
黒川哲

郎
「環境都市」ソウルの風景的都市改造に関する調査研究

財団法人アーバン

ハウジング

受託研究 音楽学部 佐野靖
都立高等学校における学校設定教科・科目「日本の伝統・

文化（仮称）」のカリキュラムの研究開発委託
東京都教育委員会

受託研究 美術研究科
清水真

一
旧吉田家住宅の調査研究 柏市

受託研究 美術学部
宮田亮

平

日枝神社における古江戸、武蔵野の植物画（天井絵）の表

現研究と創造
宗教法人日枝神社

受託研究 美術学部
長濱雅

彦

取手競輪場取手競輪ファン送迎バスラッピングデザイン策

定

茨城県自転車競技

事務所

受託研究 美術学部
六角鬼

丈
取手競輪場トータルイメージデザイン策定

茨城県競輪施行者

協議会

受託研究 美術学部
六角鬼

丈
取手“芸術の杜”における芸術・文化展開方策の研究 取手市

受託研究 美術学部
六角鬼

丈
取手“芸術の杜”における芸術・文化展開方策の研究 株式会社日本設計

共同研究 美術学部
佐藤一

郎
理想的な油絵具

ホルベイン工業株

式会社

受託事業 美術学部
六角鬼

丈

国際文化交流・協力推進事業「東京芸術大学・韓国芸術

総合学校交流展」－出会い－
文化庁

受託事業 美術学部
藤幡正

樹
国際シンポジウム「映画作りは学校で学べるか？」 文化庁

受託事業 美術学部
布施英

利
ＴＧアートセッション 東京ガス株式会社

受託事業
美術学部・演奏

藝術センター

六角鬼

丈
豊洲プロジェクト『蒼楽』

東京ガス豊洲開発

株式会社

http://www.geidai.ac.jp/office/kenkyo/gakugairenkei/ukeirejisseki.html



(共同研究制度・受託研究制度・受託事業制度に戻る)

平成16年度受託研究・共同研究受入実績一覧

種別 受入部局 研究代表
者 研究題目 相手先

受託研究 美術学部 木島隆康
高橋由一作「上杉鷹山像」基礎調査研究と修

復

独立行政法人国立博物館東京国立

博物館

受託研究 美術学部 六角鬼丈
芸術・文化を軸とする地域連携の方法につい

て
埼玉県吉川市

受託研究 美術学部 松下計
市章のデザイン及び市章使用事例に関する

研究

江戸崎町・新利根町・桜川村・東町

合併協議会

受託研究 美術学部 藤幡正樹
デジタルメディアを基盤とした新しい芸術創造

に関する研究
独立行政法人科学技術振興機構

共同研究 美術学部 佐藤一郎 理想的な油絵具の研究 ホルベイン工業株式会社

http://www.geidai.ac.jp/office/kenkyo/gakugairenkei/ukeirejisseki.html



件数 金額 件数 金額 うち間接経費額 学長裁量分 美術学部 事務局

128 件 101,070,293円 18 件 14,610,000円 1,461,000円 730,500円 715,000円 15,500円

平成１７年度一般寄附金受入及び間接経費配分総表

１７年度受入一般寄附金 間接経費配分内訳うち間接経費徴収寄附金



○東京芸術大学受託研究規則

平成16年４月１日

制 定

改正 平成17年４月１日 平成18年３月16日

（趣旨）

第１条 本学における受託研究（本学において外部からの委託を受けて業務として

行う研究で、これに要する経費を委託者が負担するものをいう｡)の取扱いについ

ては、法令又はこれに基づく特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定め

るところによる。

２ 受託研究は、本学の教育研究上有意義であり、かつ本来の教育研究に支障を生

じるおそれがないと認められる場合に限り行うものとする。

（定義）

第２条 この規則において「部局」とは、美術学部（大学院美術研究科を含む｡)、

音楽学部、大学院映像研究科、附属図書館、大学美術館、言語・音声トレーニン

グセンター、演奏芸術センター、保健管理センター及び芸術情報センターをい

う。

２ この規則において「部局長」とは、前項の部局の長をいう。

（受入の条件）

第３条 受託研究の受入れの条件は、次の各号に掲げるものとする。

（１）受託研究は、委託者が一方的に中止することはできないこと。

（２）受託研究の結果、産業財産権等の権利が生じた場合には、これを無償で使用

させ、又は譲与することはできないこと。

（３）受託研究に要する経費により取得した設備等は、委託者に返還しないこと。

（４）やむを得ない事由により受託研究を中止し又はその期間を延長する場合にお

いても、本学はその責を負わず、また原則として受託研究に要する経費を委託

者に返還しないこと。ただし、特に必要があると認める場合には、不用となっ

た経費の額の範囲内においてその全部又は一部を返還することがあること。

（５）委託者は、受託研究に要する経費を当該研究の開始前に納付すること。

２ 前項に定めるもののほか、部局長において特に必要と認められる条件は、別に

定めることができる。

３ 部局長は、第１項第３号及び第５号の条件については、委託者が国の機関、公

社、公庫若しくは公団等政府関係機関又は地方公共団体である場合には、学長と

協議の上付さないことができる。

（受入れの承認）

第４条 受託研究の受入れは、部局長が決定する。この場合において、部局長は、

あらかじめ当該研究を担当する職員及び当該職員の属する学科主任、講座主任等

の意見を聴し、当該部局において審査を行うものとする。

（申込み）

第５条 部局長は、受託研究の申込みをしようとする者があるときは、別紙様式１

による受託研究申込書を提出させるものとする。ただし、本学が委託者の募集す

る研究に応募することによりこれを受託しようとする場合及び国、地方公共団体

又は独立行政法人等からの申込みの場合には、この限りでない。



２ 部局長は、受託研究の受入れを決定したときは、直ちにその旨を委託者に通知

するとともに、別紙様式２によって学長に通知するものとする。

３ 学長は、受託研究の契約を締結したときは、部局長にその旨通知するものとす

る。ただし、第１項ただし書きに規定する場合には、受託研究の契約書の作成を

省略することができるものとする。

（研究の中止及び延期）

第６条 受託研究を担当する職員は、当該研究を中止し、又はその期間を延長する

必要が生じたときは、直ちに部局長に報告しその指示を受けるものとする。

２ 部局長は、前項の報告により受託研究の遂行上やむを得ないと認めるときは、

これを中止し、又はその期間を延長することを決定し、その旨学長に通知するも

のとする。

（経費）

第７条 受託研究に要する経費については、次の各号により取り扱うものとする。

（１）受託研究を受け入れるに当たって委託者が負担する額は、謝金、旅費、研究

支援者等の人件費、設備費等の当該受託研究遂行に直接必要な経費に相当する

額（以下「直接経費」という｡)及び当該受託研究遂行に関連し、直接経費以外

に必要となる経費（以下「間接経費」という｡)の合算額とするものとする。

（２）前項による間接経費の額を算定する場合には、直接経費の30%に相当する額と

する。ただし、委託者側の事情により30％に相当する額と異なる額とする必要

があると学長が認めた場合には、委託者と本学が合意した額とする。

２ 前項第２号の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、直接経費のみと

することができるものとする。

（１）委託者が国（国以外の団体等で国から補助金を受け、その再委託により研究

を委託することが明確なものを含む。以下同じ｡)、特殊法人、認可法人、独立

行政法人、国立大学法人又は地方公共団体であって、予算又は財政事情で間接

経費がない場合

（２）競争的資金による研究費で、当該研究費に係る間接経費が措置されていない

場合

（研究報告等）

第８条 研究を担当する職員は、当該受託研究が完了したときは、部局長にその旨

報告するものとする。

２ 部局長は、前項の報告をうけたときは、直ちに学長に通知するものとする。

３ 部局長は、受託研究の結果を委託者に報告するときは、当該受託研究を担当す

る職員に行わせるものとする。

４ 受託研究の成果を公表するときは、部局長の承認を得て当該受託研究を担当す

る職員が行うものとする。

（雑則）

第９条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、学

長が別に定めるものとする。

附 則

１ この規則は、平成16年４月１日から施行する。

２ 東京芸術大学受託研究取扱規則（昭和45年12月７日制定）は、廃止する。



附 則

この規則は、平成17年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成18年３月16日から施行し、平成18年２月１日から適用する。



別紙様式１

（元号） 年 月 日

（部局の長） 殿

住所

氏名（名称、代表者） 印

受 託 研 究 申 込 書

東京芸術大学受託研究取扱規則第３条に掲げる条件を遵守の上、下記のとおり

受託研究の申込みをします。

記

１ 研究題目

２ 研究目的及び内容

３ 研究に要する経費 円（消費税額及び地方消費税額を含む）

４ 希望する研究完了期限 （元号） 年 月 日

５ 希望する研究担当者

６ 研究用資材、器具等の提供

７ その他



別紙様式２

文 書 番 号

（元号） 年 月 日

東京芸術大学長 殿

（部局の長) 印

受託研究の受入れについて（通知）

このことについて、下記のとおり受入れを決定したので、受託研究申込書写添付

の上通知します。

記

１ 委託者住所氏名（法人の場合は法人名及び代表者名）

２ 研究題目

３ 研究目的及び内容

４ 研究に要する経費 円（消費税額及び地方消費税額を含む）

５ 研究完了期限 （元号) 年 月 日

６ 研究担当者

７ 研究用資材、器具等の提供

８ その他



東京芸術大学受託研究取扱規則の一部を改正する規則 新旧対照表

新 旧
○東京芸術大学受託研究規則 ○東京芸術大学受託研究取扱規則

（略） （略）

（受入の条件） （受入の条件）
第３条 受託研究の受入れの条件は、次の各号に掲げるものとする。 第３条 受託研究の受入れの条件は、次の各号に掲げるものとする。
（１）受託研究は、委託者が一方的に中止することはできないこと。 （１）受託研究は、委託者が一方的に中止することはできないこと。
（２）受託研究の結果、産業財産権等の権利が生じた場合には、これを無償で使用 （２）受託研究の結果、工業所有権等の権利が生じた場合には、これを無償で使用

させ、又は譲与することはできないこと。 させ、又は譲与することはできないこと。
（３）受託研究に要する経費により取得した設備等は、委託者に返還しないこと。 （３）受託研究に要する経費により取得した設備等は、委託者に返還しないこと。
（４）やむを得ない事由により受託研究を中止し又はその期間を延長する場合にお （４）やむを得ない事由により受託研究を中止し又はその期間を延長する場合にお

いても、本学はその責を負わず、また原則として受託研究に要する経費を委託 いても、本学はその責を負わず、また原則として受託研究に要する経費を委託
者に返還しないこと。ただし、特に必要があると認める場合には、不用となっ 者に返還しないこと。ただし、特に必要があると認める場合には、不用となっ
た経費の額の範囲内においてその全部又は一部を返還することがあること。 た経費の額の範囲内においてその全部又は一部を返還することがあること。

（５）委託者は、受託研究に要する経費を当該受託研究の開始前に納付すること。 （５）委託者は、受託研究に要する経費を当該研究の開始前に納付すること。
２ 前項に定めるもののほか、部局長において特に必要と認められる条件は、別に ２ 前項に定めるもののほか、部局長において特に必要と認められる条件は、別に
定めることができる。 定めることができる。

３ 部局長は、第１項第３号及び第５号の条件については、委託者が国の機関、公 ３ 部局長は、第１項第３号及び第５号の条件については、委託者が国の機関若し
社、公庫若しくは公団等政府関係機関又は地方公共団体である場合には、学長と くは公社、公庫、公団等政府関係機関又は地方公共団体である場合には、学長と
協議の上付さないことができる。 協議の上付さないことができる。

（略） （略）

（申込み） （申込み）
第５条 部局長は、受託研究の申込みをしようとする者があるときは、別紙様式１ 第５条 部局長は、受託研究の申込みをしようとする者があるときは、別紙様式１

による受託研究申込書を提出させるものとする。ただし、本学が委託者の募集す による受託研究申込書を提出させるものとする。
る研究に応募することによりこれを受託しようとする場合及び国、地方公共団体
又は独立行政法人等からの申込みの場合には、この限りでない。

２ 部局長は、受託研究の受入れを決定したときは、直ちにその旨を委託者に通知 ２ 部局長は、受託研究の受入れを決定したときは、直ちにその旨を委託者に通知
するとともに、別紙様式２によって学長に通知するものとする。 するとともに、別紙様式２によって学長に通知するものとする。

３ 学長は、受託研究の契約を締結したときは、部局長にその旨通知するものとす ３ 学長は、受託研究の契約を締結したときは、部局長にその旨通知するものとす
る。ただし、第１項ただし書きに規定する場合には、受託研究の契約書の作成を る。
省略することができるものとする。

（略） （略）



（経費） （経費）
第７条 受託研究に要する経費については、次の各号により取り扱うものとする。 第７条 受託研究に要する経費については、次の各号により取り扱うものとする。
（１）受託研究を受け入れるに当たって委託者が負担する額は、謝金、旅費、研究 （１）受託研究を受け入れるに当たって委託者が負担する額は、謝金、旅費、研究

支援者等の人件費、設備費等の当該受託研究遂行に直接必要な経費に相当する 支援者等の人件費 設備費等の当該研究遂行に直接必要な経費に相当する額 以、 （
額（以下「直接経費」という｡)及び当該受託研究遂行に関連し、直接経費以外 下「直接経費」という｡)及び当該研究遂行に関連し、直接経費以外に必要とな
に必要となる経費（以下「間接経費」という｡)の合算額とする。 る経費（以下「間接経費」という｡)の合算額とするものとする。

（２）前項による間接経費の額を算定する場合には、直接経費の30%に相当する額と （２）当該間接経費は、競争的資金による研究費においては直接経費の30％に相当
する。ただし、委託者側の事情により30％に相当する額と異なる額とする必要 する額とする。なお、委託者側の事情により30％に相当する額と異なる額とな
があると学長が認めた場合には、委託者と本学が合意した額とする。 る場合には、委託者と各機関が合意した額とすることができる。また、競争的

資金以外の研究費においては、委託者の負担する額を算定する場合は、間接経
費は直接経費の30％に相当する額を標準として算定するものとする。

２ 前項第２号の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、直接経費のみと （３）委託者が国（国以外の団体等で国から補助金を受け、その再委託により研究
することができるものとする。 を委託することが明確なものを含む。以下同じ｡)である場合、委託者が特殊法

（１）委託者が国（国以外の団体等で国から補助金を受け、その再委託により研究 人、認可法人、独立行政法人、国立大学法人又は地方公共団体であって、財政
を委託することが明確なものを含む。以下同じ｡)、特殊法人、認可法人、独立 事情で間接経費がない場合、委託者が国以外の場合であっても、従前より直接
行政法人、国立大学法人又は地方公共団体であって、予算又は財政事情で間接 経費のみを受け入れていた研究課題で、継続して受け入れる場合、競争的資金
経費がない場合 による研究費のうち、当該研究費に係る間接経費が措置されていない場合は直

（２）競争的資金による研究費で、当該研究費に係る間接経費が措置されていない 接経費を受け入れるものとする。
場合

（研究報告等） （研究報告等）
第８条 研究を担当する職員は、当該受託研究が完了したときは、部局長にその旨 第８条 研究を担当する職員は、当該研究が完了したときは、部局長にその旨報告
報告するものとする。 するものとする。

２ 部局長は、前項の報告をうけたときは、直ちに学長に通知するものとする。 ２ 部局長は、前項の報告をうけたときは、直ちに学長に通知するものとする。
３ 部局長は、受託研究の結果を委託者に報告するときは、当該受託研究を担当す ３ 部局長は、受託研究の結果を委託者に報告するときは、研究を担当する職員に

る職員に行わせるものとする。 行わせるものとする。
４ 受託研究の成果を公表するときは、部局長の承認を得て当該受託研究を担当す ４ 受託研究の成果を公表するときは、部局長の承認を得て研究を担当する職員が
る職員が行うものとする。 行うものとする。

（略） （略）

附 則
この規則は、平成18年３月16日から施行し、平成18年２月１日から適用する。



○東京芸術大学民間等との共同研究取扱規則

平成16年４月１日

制 定

改正 平成17年４月１日

（趣旨）

第１条 本学における民間等外部の機関（以下「民間機関等」という｡)との共同研

究の取扱いについては、法令等に別段の定めがあるもののほか、この規則の定め

るところによる。

（定義）

第２条 この規則において「共同研究」とは、次に掲げるものとする。

（１）本学における共同研究

民間機関等から研究者及び研究経費等を受け入れて、本学の教員が当該民間

機関等の研究者と共通の課題につき共同して行う研究をいう。

（２）本学及び民間機関等における共同研究

本学及び民間機関等において、共通の課題について分担して行う研究で、本

学において、民間機関等から研究者及び研究経費等、又は研究経費等を受け入

れるものをいう。

２ この規則において「部局」とは、美術学部、音楽学部、大学院美術研究科、大

学院音楽研究科、大学院映像研究科、大学美術館、言語・音声トレーニングセン

ター、演奏芸術センター、保健管理センター及び芸術情報センターをいう。

３ この規則において「部局長」とは、前項の部局の長をいう。

４ この規則において「民間等共同研究員」とは、民間機関等において現に研究業

務に従事しており、共同研究のために在職のまま本学に派遣される者をいう。

５ この規則において「共同研究担当者」とは、共同研究を行う本学の教員をい

い、「研究代表者」とは、共同研究担当者のうち共同研究についての責任者をい

う。

（受入れの原則）

第３条 共同研究は、本学の教育研究上有意義であり、本来の教育研究に支障をき

たすおそれがないと認められ、かつ、優れた研究成果を期待できる場合に限り受

け入れるものとする。

（受入れの手続）

第４条 共同研究の申込みをしようとする民間機関等の長は、当該共同研究の研究

代表者を経て、研究代表者の所属する部局長に共同研究申込書（別紙様式１）を

提出するものとする。

（受入れの決定）

第５条 部局長は、前条の申込みがあったときは、当該共同研究の研究代表者の意

見を聴取の上、当該部局の教授会等において共同研究の受入れについて審査を行

うものとする。この場合において、部局長は、共同研究担当者のうち他の部局に

所属する教員が含まれているときは、事前にその教員が所属する部局長の同意を

得るものとする。

２ 部局長は、前項の審議の結果、共同研究を受け入れようとするときは、共同研

究経費の配分について、学長に申し出るものとする。



３ 学長は、前項の申出による共同研究経費を配分する場合は、当該部局長に通知

するものとする。

４ 部局長は、前項の配分の通知があったときは、当該共同研究の受入れを決定す

るものとする。

（決定の通知）

第６条 部局長は、前条の決定に基づき、共同研究の受入れ決定について、学長、

研究代表者及び当該民間機関等の長に通知するものとする。

（共同研究契約等）

第７条 学長は、前条の通知に基づき、速やかに当該民間機関等と共同研究契約を

締結するものとする。

２ 学長は、共同研究契約を締結したときは、直ちに部局長に通知するものとする

３ 部局長は、学長から前項の通知を受けたときは、当該研究代表者に共同研究の

開始を指示するものとする。

（研究料）

第８条 民間等共同研究員の研究料の額は、別に定める額とし、月割り計算はしな

いものとする。

２ 同一年度内において、研究期間を延長することとなる場合は、同一の民間等共

同研究員に係る研究料は、改めて徴収しないものとする。

３ 納付した研究料は、原則として返付しない。

（共同研究に要する経費）

第９条 本学及び民間機関等は、次の各号に掲げる経費を負担するものとする。

（１）第２条第１項第１号における共同研究

ア 本学は、共同研究遂行のため必要な本学の施設・設備を共同研究の用に供

するとともに、当該施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等を負担する

ものとする。

イ 民間機関等は、共同研究遂行のため特に必要となる謝金、旅費、研究支援

者等の人件費、消耗品費、光熱水料等の直接的な経費（以下「直接経費」と

いう｡)を負担するものとする。

ウ 前号の規定にかかわらず、本学は、共同研究の遂行に必要な経費を適切に

分担する観点から、必要に応じ、予算の範囲内において直接経費の一部を負

担することができる。

（２）第２条第１項第２号における共同研究

ア 前号に加え、民間機関等における研究に要する経費等は、民間機関等の負

担とする。

（共同研究における設備等の取扱い等）

第１０条 第９条第１号の規定における共同研究に要する経費により、研究の必要

上、本学において新たに取得した設備等は、本学の所有に属するものとする。

２ 第９条第２号の規定における共同研究に要する経費により、研究の必要上、民

間機関等において新たに取得した設備等は、民間機関等の所有に属するものとす

る。

３ 共同研究の遂行上必要な場合には、民間機関等からその所有に係る設備を受け

入れることができるものとする。この場合において、設備の搬入及び搬出に要す



る経費は、民間機関等が負担するものとする。

４ 民間機関等の所有する特定の設備を使用することが必要であり、当該設備を本

学に搬入することが困難な場合には、研究上必要な限度内で、当該設備が所在す

る施設において研究を行うことができるものとする。この場合において、本学の

教員が当該施設において研究を行う場合は、研究用務のための出張として取り扱

うものとする。

（共同研究の開始)

第１１条 研究代表者は、第７条第３項に基づき、共同研究を開始するものとする

（中止又は期間の延長）

第１２条 研究代表者は、当該共同研究を中止し、又はその期間を延長する必要が

生じたときは、共同研究中止・延長願（別紙様式２）を部局長に提出するものと

する。

２ 部局長は、前項の願い出を受理したときは、研究代表者の意見を聴取の上、教

授会等の議を経て中止又は期間の延長を決定するものとする。

３ 部局長は、前項の決定をしたときは、学長に通知するものとする。

４ 学長は、前項の通知を受けたときは，直ちに当該民間機関等と変更契約を締結

するものとする。

（研究成果等の報告)

第１３条 研究代表者は、共同研究が完了したときは、部局長に報告しなければな

らない。

２ 部局長は、前項の報告を受けたときは、直ちに学長に報告するものとする。

（研究成果の公表）

第１４条 学長は、共同研究による研究成果の公表の時期・方法について、必要な

場合は、民間機関等と協議するものとする。

（特許の出願)

第１５条 学長及び民間機関等の長は、共同研究に伴い発明が生じた場合には、迅

速に、相互に通報するとともに、帰属の決定、出願事務等が円滑に行われるよう

努めるものとする。

２ 学長又は民間機関等の長は、共同研究担当者又は民間等共同研究員が共同研究

の結果それぞれ独自に発明を行った場合において、特許出願を行おうとするとき

は、当該発明を独自に行ったことについて、あらかじめ、それぞれ相手側の同意

を得るものとする。

３ 学長及び民間機関等の長は、共同研究担当者及び民間等共同研究員が共同研究

の結果共同して発明を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、持

分等を定めた共同出願契約を締結の上、共同出願を行うものとする。ただし、民

間機関等の長から特許を受ける権利を承継した場合は、学長が単独で出願を行う

ものとする。

４ 学長は、前項の共同出願契約を締結する場合は、共同研究担当者が民間等共同

研究員と合意予定の持分案について、「東京芸術大学役職員の発明に係る特許等

の取扱いに関する規則」に定める研究推進室に諮問するものとする。

（特許権等の実施）

第１６条 学長は、共同研究の結果生じた発明につき、本学が承継した特許を受け



る権利又はこれに基づき取得した特許権（以下「本学が承継した特許権等」とい

う｡)を民間機関等又は民間機関等の指定する者に限り、出願したときから10年を

超えない範囲内において優先的に実施させることができる。ただし、この期間は

必要に応じて更新することができる。

２ 学長は、共同研究の結果生じた発明につき、民間機関等との共有に係る特許を

受ける権利又はこれに基づき取得した特許権（以下「共有に係る特許権等」とい

う｡)を民間機関等の同意を得て、民間機関等の指定する者又は、学長の指定する

者に対し、出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させる

ことができる。ただし、この期間は必要に応じて更新することができる。

３ 学長は、本学が承継した特許権等を民間機関等又は民間機関等の指定する者が

優先的実施の期間中、その第２年次以降において、正当な理由なく実施しないと

き、又民間機関等との共有に係る特許権等を民間機関等の指定する者又は学長が

指定する者が優先的実施の期間中、その２年次以降において、正当な理由なく実

施しないときは、民間機関等又は民間機関等の指定する者の意見を聴取の上、民

間機関等、民間機関等の指定する者及び学長の指定する者以外の者に対し、当該

特許権等の実施を許諾することができるものとする。

４ 学長は、第１項及び第２項の規定における優先的実施期間を更新する場合の

扱いに当たっては、公共性・公平性を著しく損なわないことなどについて考慮の

上取り扱うものとする。

（実施料）

第１７条 前条第１項、第２項又は第３項の規定により、本学が継承した特許権等

の実施を許諾したとき、又は共有に係る特許権等を本学と共有する民間機関等が

実施するときは、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。

（実用新案権等の取扱い）

第１８条 実用新案権等の取扱いについては、第15条、第16条及び第17条の規定に

準じて取り扱うものとする。

（雑則）

第１９条 この規則に定めるもののほか、共同研究の取扱いに関し必要な事項は、

別に定める。

附 則

１ この規則は、平成16年４月１日から施行する。

２ 東京芸術大学民間等との共同研究取扱規則（平成８年10月17日制定）は廃止

する。

附 則

この規則は、平成17年４月１日から施行する。



別紙様式１

（元号） 年 月 日

共 同 研 究 申 込 書

殿

民間機関等

所 在 地

名 称

代 表 者 [印]

東京芸術大学共同研究取扱規則を遵守の上、下記のとおり共同研究を申し込み

ます。

記

１ 研究題目

２ 研究目的及び内容

３ 研究期間 （元号) 年 月 日～ （元号） 年 月 日

４ 研究実施場所

５ 研究に要する経費の負担額（消費税及び地方消費税含む｡)

直接経費 円

研 究 料 円

合 計 円

６ 民間等共同研究員（所属・職・氏名）

７ 希望する共同研究代表者（所属・職・氏名）

８ その他の共同研究担当者（所属・職・氏名)

９ 提供設備等

10 その他

添付書類：共同研究員の履歴書及び研究業績



別紙様式２

（元号） 年 月 日

共 同 研 究 中 止 ・ 延 長 願

殿

研究代表者

所属・職

氏 名 [印]

下記のとおり共同研究を中止・延長したいので許可くださるようお願いします。

記

１ 研究題目

２ 相手方民間機関等

３ 研究期間

４ 研究中止年月日

研究延長期間

５ 研究中止・延長の理由

６ その他



東京芸術大学民間等との共同研究取扱規則の一部を改正する規則 新旧対照表 

 

新 旧 

 

○東京芸術大学民間等との共同研究取扱規則 

 

（略） 

 

（定義） 

第２条 この規則において「共同研究」とは、次に掲げるものとする。 

（１）本学における共同研究 

民間機関等から研究者及び研究経費等を受け入れて、本学の教員が当該民間

機関等の研究者と共通の課題につき共同して行う研究をいう。 

（２）本学及び民間機関等における共同研究 

本学及び民間機関等において、共通の課題について分担して行う研究で、本

学において、民間機関等から研究者及び研究経費等、又は研究経費等を受け入

れるものをいう。 

２ この規則において「部局」とは、美術学部、音楽学部、大学院美術研究科、大学

院音楽研究科、大学院映像研究科、大学美術館、言語・音声トレーニングセンタ

ー、演奏芸術センター、保健管理センター及び芸術情報センターをいう。 

３ この規則において「部局長」とは、前項の部局の長をいう。 

４ この規則において「民間等共同研究員」とは、民間機関等において現に研究業務

に従事しており、共同研究のために在職のまま本学に派遣される者をいう。 

５ この規則において「共同研究担当者」とは、共同研究を行う本学の教員をいい、

「研究代表者」とは、共同研究担当者のうち共同研究についての責任者をいう。

 

（略） 

 

附 則 

この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

 

 

○東京芸術大学民間等との共同研究取扱規則 

 

（略） 

 

（定義） 

第２条 この規則において「共同研究」とは、次に掲げるものとする。 

（１）本学における共同研究 

民間機関等から研究者及び研究経費等を受け入れて、本学の教員が当該民間

機関等の研究者と共通の課題につき共同して行う研究をいう。 

（２）本学及び民間機関等における共同研究 

本学及び民間機関等において、共通の課題について分担して行う研究で、本

学において、民間機関等から研究者及び研究経費等、又は研究経費等を受け入

れるものをいう。 

２ この規則において「部局」とは、各学部（研究科を含む｡)、大学美術館、言語・

音声トレーニングセンター、演奏芸術センター及び保健管理センターをいう。 

 

３ この規則において「部局長」とは、前項の部局の長をいう。 

４ この規則において「民間等共同研究員」とは、民間機関等において現に研究業務

に従事しており、共同研究のために在職のまま本学に派遣される者をいう。 

５ この規則において「共同研究担当者」とは、共同研究を行う本学の教員をいい、

「研究代表者」とは、共同研究担当者のうち共同研究についての責任者をいう。 

 

（略） 

 



○ 東京芸術大学受託事業規則

平成18年３月16日

制 定

（趣旨）

第１条 本学における受託事業（本学において外部からの委託を受けて業務として

行う諸活動のうち、受託研究を除くものであり、これに要する経費を委託者が負

担するものをいう｡)の取扱いについては、法令又はこれに基づく特別の定めのあ

る場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

２ 受託事業は、本学の業務運営上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を

生じるおそれがないと認められるとともに、国内外における芸術文化振興や社会

への貢献に資することができる場合に限り行うものとする。

（定義）

第２条 この規則において「部局」とは、事務局、美術学部（大学院美術研究科文

化財保存学専攻を含む｡)、音楽学部、大学院映像研究科、附属図書館、大学美術

館、言語・音声トレーニングセンター、演奏芸術センター、保健管理センター及

び芸術情報センターをいう。

２ この規則において「部局長」とは、前項の部局の長をいう。

（受入の条件）

第３条 受託事業の受入れの条件は、次の各号に掲げるものとする。

（１）受託事業は、委託者が一方的に中止することはできないこと。

（２）受託事業に要する経費により取得した設備等は、委託者に返還しないこと。

（３）やむを得ない事由により受託事業を中止し又はその期間を延長する場合にお

いても、本学はその責を負わず、また原則として受託事業に要する経費を委託

者に返還しないこと。ただし、特に必要があると認める場合には、不用となっ

た経費の額の範囲内においてその全部又は一部を返還することがあること。

（４）委託者は、受託事業に要する経費を当該受託事業の開始前に納付すること。

２ 前項に定めるもののほか、部局長において特に必要と認められる条件は、別に

定めることができる。

３ 部局長は、第１項第２号及び第４号の条件については、委託者が国の機関、公

社、公庫、公団等政府関係機関又は地方公共団体である場合には、学長と協議の

上付さないことができる。

（受入れの承認）

第４条 受託事業の受入れは、部局長が決定する。この場合において、部局長は、

あらかじめ当該受託事業を担当する職員及び当該職員の属する学科主任、講座主

任等の意見を聴し、当該部局において審査を行うものとする。

（申込み）

第５条 部局長は、受託事業の申込みをしようとする者があるときは、別紙様式１



による受託事業申込書を提出させるものとする。ただし、本学が委託者の募集す

る事業に応募することによりこれを受託しようとする場合及び国、地方公共団体

又は独立行政法人等からの申込みの場合には、この限りでない。

２ 委託者は、受託事業の申し込みをしようとする場合には、次に掲げる事項につ

いてあらかじめ当該受託事業を担当する部局と協議するものとする。

（１）委託内容

（２）受託事業の成果の報告及び公表並びに著作権の取扱い

（３）受託事業の中止又は期間の延長の手続き

（４）受託事業の完了又は中止に伴う受託事業経費の取扱い

（５）その他受託事業遂行に関し必要な事項

３ 部局長は、受託事業の受入れを決定したときは、直ちにその旨を委託者に通知

者に通知するとともに、別紙様式２によって学長に通知するものとする。

４ 学長は、受託事業の契約を締結したときは、部局長にその旨通知するものとす

る。ただし、第１項ただし書きに規定する場合には、受託事業の契約書の作成を

省略することができるものとする。

（経費）

第６条 受託事業に要する経費については、次の各号により取り扱うものとする。

（１）受託事業を受け入れるに当たって委託者が負担する額は、謝金、旅費、事業

協力者等の人件費、設備費等の当該受託事業遂行に直接必要な経費に相当する

額（以下「直接経費」という｡)及び当該事業遂行に関連し、直接経費以外に必

要となる経費（以下「間接経費」という｡)の合算額とする。

（２）前項による間接経費の額を算定する場合には、直接経費の30 に相当する額%
とする。ただし、当該受託事業内容により30％に相当する額と異なる額とする

必要があると学長が認めた場合には、委託者と本学が合意した額とすることが

できる。

２ 前項第２号の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、直接経費のみと

することができるものとする。

（１）委託者が国（国以外の団体等で国から補助金を受け、その再委託により事業

を委託することが明確なものを含む。以下同じ｡)、特殊法人、認可法人、独立

行政法人、国立大学法人又は地方公共団体であって、予算又は財政事情で間接

経費がない場合

（２）競争的資金による事業費で、当該事業費に係る間接経費が措置されていない

場合

（終了報告）

第７条 当該受託事業が完了したときは、部局長は、直ちにその旨を学長に報告す

るものとする。

（雑則）

第８条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、学



長が別に定めるものとする。

附 則

この規則は、平成18年３月16日から施行し、平成18年２月１日から適用する。



別紙様式１

（元号） 年 月 日

（部局の長） 殿

住所

氏名（名称、代表者名）印

受託事業申込書

下記のとおり事業を委託したいので、受託くださるよう申し込みます。

記

１ 事業名称

２ 事業内容

３ 事業担当代表者

４ 事業担当者

５ 事業協力者

６ 事業期間 （元号） 年 月 日から（元号） 年 月 日まで

７ 事業経費 円

８ その他



別紙様式２

文書番号

（元号） 年 月 日

東京芸術大学長 殿

（部局の長) 印

受託事業の受入れについて（通知）

このことについて、下記のとおり受託を決定したので、受託事業申込書写添付の

上通知します。

記

１ 委託者住所氏名（法人の場合は法人名及び代表者名）

２ 事業名称

３ 事業内容

４ 事業に要する経費 円（消費税額及び地方消費税額を含む）

５ 事業完了期限 （元号) 年 月 日

６ 事業担当者

７ その他



○東京芸術大学寄附金取扱規則

平成16年４月１日

制 定

改正 平成17年１月11日 平成17年４月１日

平成18年３月16日

（趣旨）

第１条 本学における寄附金の取り扱いについては、東京芸術大学会計通則及びそ

の他の法令等の規定によるもののほか、この規則の定めるところによる。

（定義）

第２条 この規則において「部局」とは、事務局、美術学部（大学院美術研究科を

含む｡)、音楽学部、大学院映像研究科、附属図書館、大学美術館、言語・音声ト

レーニングセンター、演奏芸術センター、保健管理センター及び芸術情報センタ

ーをいう。

２ この規則において、「部局長」とは前項に規定する部局の長をいう。

３ この規則において、「職員等」とは学長、理事及び東京芸術大学就業規則第２

条第１項各号に規定する職員並びに非常勤講師をいう。

（寄附金の受入れの承認）

第３条 学長は、本学を対象とした寄附金の申込みがあったときは、次の各号に定

めるものに限り、審査の上、受け入れることができる。なお、その寄附金が部局

を対象とする場合は、部局において審査の上、当該部局長は学長に申請（別紙第

１号様式）し、承認を得てこれを受け入れることができる。

（１）学生又は生徒に貸与又は給与する学費

（２）学生又は生徒に貸与又は給与する図書、機械、器具及び標本等の購入費

（３）学術研究に要する経費

（４）学生生活及び教育等の助成に要する経費

（５）前各号に掲げるもののほか、教育研究の奨励を目的とする経費

（寄附金の受入れの制限）

第４条 次の各号に掲げる条件が付されている寄附金は、これを受け入れることが

できない。

（１）寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。

（２）寄附金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権

及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し、又は使用させること。

（３）寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこととされていること。

（４）寄附申込後、寄附者がその意思により寄附金の全部又は一部を取り消すこと

ができること。

（５）地方公共団体からの寄附にかかるもの。ただし、地方財政再建促進特別措置

法第24条第２項の規定に基づき、当該地方公共団体が総務大臣の同意を得たも

のを除く。

（６）寄附金を受け入れることによって財政負担が伴うもの

（７）その他学長が特に教育研究上支障があると認める条件

（寄附金の受入）

第５条 寄附金は、現金で受け入れるものとする。ただし、次の有価証券をもって



する寄附は、これを受け入れることができる。

（１）国債及び地方債

（２）鉄道債券その他政府の保証のある債券

（３）銀行、農林中央金庫及び商工組合中央金庫の発行する債券

（４）学長が確実と認める社債

２ 前項各号に定める以外の有価証券による寄附は、換金した後でなければ寄附受

入れの手続をとることができない。ただし、小切手の類は現金に準じて取り扱う

ものとする。

（寄附金の受入れ及び保管）

第６条 学長は、受け入れた寄附金の出納保管を出納責任者に行わせるものとする

２ 寄附金は、銀行又は郵政公社等に学長名義をもって預託するものとし、預託に

より生じた利子は寄附金の増加に充てるものとする。

３ 出納責任者は、寄附金を受入れ又は支出したときは寄附金受払簿（別紙第２号

様式）に記帳整理しなければならない。

（寄附金の使途及び変更等）

第７条 学長は、次の各号に該当する場合には、寄附金を他の使途に使用し、又は

寄附者に返還することができる。

（１）寄附目的が達せられ、寄附金の残額が一万円未満となったものを他の使途の

寄附金として使用する場合

（２）寄附目的にかかる研究担当職員が退職したため、寄附目的が達成できなくな

った場合

（３）その他、寄附金を当該使途に使用することができなくなった場合

２ 前項第２号又は第３号に該当し、寄附金を他の使途に使用しようとするときは

あらかじめ寄附者の同意を得るものとする。

（寄附金の受払命令の委任）

第８条 学長は、寄附金の受払いに関する命令権を会計課長に委任するものとする

（奨学金の貸与又は給与）

第９条 学生又は生徒に貸与又は給与する奨学金に関しては、本学奨学金規則によ

り行うものとする。

２ 学生又は生徒に貸与する奨学金については、奨学金貸付金整理簿（別紙第３号

様式）に被貸与者の氏名、貸付額、償還額その他必要な事項を記帳整理するもの

とする。

（職員等における寄附金の取扱い）

第１０条 職員等が寄附を受けた場合において、次の各号に該当する寄附金は、当

該職員が改めて、本学へ寄附をするものとする。

（１）当該職員等の職務上の教育研究に対する場合

（２）当該寄附金に係る教育研究を本学の施設又は設備等を使用して実施する場合

（特許権等の大学帰属）

第１１条 学長は、寄附金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意

匠権、商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を得たときは、東京芸術大学

固定資産管理規則及び東京芸術大学役職員の発明に係る特許権等の取扱いに関す

る規則により管理するものとする。



（雑則）

第１２条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

１ この規則は、平成16年４月１日から施行する。

２ 東京芸術大学奨学寄附金委任経理金事務取扱規則（昭和59年７月19日制定）

は、廃止する。

附 則

この規則は、平成17年１月11日から施行する。

附 則

この規則は、平成17年４月１日から施行する。

附 則

１ この規則は、平成18年３月16日から施行する。

２ 第６条第２項の規定により生じた利子は、当分の間、本学の収入として取扱う

ものとする。



別紙第１号様式

○○○ 第 号

（元号） 年 月 日

東京芸術大学長 殿

部局長

寄附金受け入れの承認について（申請）

このことについて、別紙のとおり受け入れたいので、東京芸術大学寄附金取扱規

則（平成16年４月１日制定）第３条によりご承認くださるよう申請いたします。



別紙

寄附金額

寄附者の住所

職業・氏名

寄附の目的

及 び

条 件

寄附金の名称

寄附金の

経理方法

そ の 他

参考事項



別紙第２号様式

日 付 摘 要 収 入 金 額 支 出 金 額 残 額 物 品 費 旅 費 謝 金 等 そ の 他 備 考

合 計

寄　附　金　受　払　簿（             　　　            ）

伝票No 相手先



別紙第３号様式

学部名 学科名 住所 氏名

住　所 職業 氏名

年月日 年月日 受領印

年月日 備　考

円

残額

残額

残額

備
考

円

残額

残額

残額

償

還

金　　　額

保 証 人 の 住 所
職 業 及 び 氏 名

受領印

貸

付

金　　　額

円

奨　学 金 貸 付 金 整 理 簿

寄 附 金 の 名 称

貸　付　の　条　件

被貸与者の氏名

金　　　額

円

受領印

円

残額

金　　　額

円

年月日

年月日 年月日 金　　　額金　　　額

残額

残額



東京芸術大学寄附金取扱規則の一部を改正する規則 新旧対照表

新 旧

○東京芸術大学寄附金取扱規則 ○東京芸術大学寄附金取扱規則

（略） （略）

（寄附金の受入れの承認） （寄附金の受入れの承認）

第３条 学長は、本学を対象とした寄附金の申込みがあったときは、次の各号に定 第３条 学長は、本学を対象とした寄附金の申込みがあったときは、次の各号に定

めるものに限り、審査の上、受け入れることができる。なお、その寄附金が部局 めるものに限り、審査の上、受け入れることができる。なお、その寄附金が部局

を対象とする場合は、部局において審査の上、当該部局長は学長に申請（別紙第 を対象とする場合は、部局において審査の上、当該部局長は学長の承認を得てこ

１号様式）し、承認を得てこれを受け入れることができる。 れを受け入れることができる。

（略） （略）

（寄附金の受入れ及び保管） （寄附金の受入れ及び保管）

、 。 、 。第６条 学長は 受け入れた寄附金の出納保管を出納責任者に行わせるものとする 第６条 学長は 受け入れた寄附金の出納保管を出納責任者に行わせるものとする

２ 寄附金は、銀行又は郵政公社等に学長名義をもって預託するものとし、預託に ２ 寄附金は、銀行又は郵政公社等に学長名義をもって預託するものとし、預託に

より生じた利子は寄附金の増加に充てるものとする。 より生じた利子は寄附金の増加に充てるものとする。

３ 出納責任者は、寄附金を受入れ又は支出したときは寄附金受払簿（別紙第２号 ３ 出納責任者は、寄附金を受入れ又は支出したときは現金出納簿及び寄附金別受

様式）に記帳整理しなければならない。 払簿に記帳整理しなければならない。

（略） （略）

（奨学金の貸与又は給与） （奨学金の貸与又は給与）

第９条 学生又は生徒に貸与又は給与する奨学金に関しては、本学奨学金規則によ 第９条 学生又は生徒に貸与又は給与する奨学金に関しては、本学奨学金規則によ

り行うものとする。 り行うものとする。

２ 学生又は生徒に貸与する奨学金については、奨学金貸付金整理簿（別紙第３号 ２ 学生又は生徒に貸与する奨学金については、奨学金貸付金整理簿（別紙第２号

様式）に被貸与者の氏名、貸付額、償還額その他必要な事項を記帳整理するもの 様式）に被貸与者の氏名、貸付額、償還額その他必要な事項を記帳整理するも

とする。 のとする。

（略） （略）

附 則

１ この規則は、平成18年３月16日から施行する。

２ 第６条第２項の規定により生じた利子は、当分の間、本学の収入として取扱う

ものとする。



別紙第１号様式

○○○ 第 号

（元号） 年 月 日

東京芸術大学長 殿

部局長

寄附金受け入れの承認について（申請）

このことについて、別紙のとおり受け入れたいので、東京芸術大学寄附金取扱規則

（平成16年４月１日制定）第３条によりご承認くださるよう申請いたします。

別紙

寄附金額

寄附者の住所

職業・氏名

寄附の目的

及 び

条 件

寄附金の名称

寄附金の

経理方法

そ の 他

参考事項



別紙第２号様式

寄附金受払簿（ ）

日付 摘 要 収入 支出 残額 物品費 旅費 謝金等 その他 伝票 相手先 備考

金額 金額 No

合 計

別紙第３号様式 別紙第２号様式

（略） （略）



○東京芸術大学外部資金間接経費取扱規則

平成16年７月８日

制 定

改正 平成18年３月16日

（目的）

第１条 この規則は、本学の外部資金の一定額を間接経費として確保し、一般管理

経費及び教育研究活動を活性化するための経費として使用することを目的とす

る。

（対象）

第２条 間接経費を導入する外部資金は次の各号に掲げるものとする。

（１）受託研究費

（２）受託事業費

（３）寄附金

、 。２ 前項第３号に規定する寄附金の内 次の各号に掲げるものについては除外する

（１）学生に対する奨学を目的とした寄附金

（２）展覧会、演奏会の開催等を目的とした寄附金で全額を事業の実施に充てなけ

れば支障を来すもの

（間接経費の額）

第３条 次の各号に掲げる外部資金の間接経費は、当該各号に定める額とする。

（１）受託研究費 東京芸術大学受託研究規則第７条に定める額

（２）受託事業費 東京芸術大学受託事業規則第６条に定める額

（３）寄附金 標準として寄附金の10％に相当する額

（間接経費の使途）

第４条 この規則に定める間接経費の使途は、次のとおりとする。

（１）間接経費の二分の一は、教育研究活動を活性化するための経費として使用す

る。

（２）間接経費の二分の一は、一般管理経費として使用する。

（その他）

第５条 この規則に定めるものの他、外部資金の間接経費に関し必要な事項は、別

に定める。

附 則

この規則は、平成16年７月８日から施行する。

附 則

この規則は、平成18年３月16日から施行し、平成18年２月１日から適用する。



東京芸術大学外部資金間接経費取扱規則の一部を改正する規則 新旧対照表
新 旧

○東京芸術大学外部資金間接経費取扱規則 ○東京芸術大学外部資金間接経費取扱規則

（目的） （目的）
第１条 この規則は、本学の外部資金の一定額を間接経費として確保し、一般管理 第１条 この規則は、本学の外部資金の一定額を間接経費として確保し、一般管理

。 。経費及び教育研究活動を活性化するための経費として使用することを目的とする 経費及び教育研究活動を活性化するための経費として使用することを目的とする
（対象） （対象）

第２条 間接経費を導入する外部資金は次の各号に掲げるものとする。 第２条 間接経費を導入する外部資金は次の各号に掲げるものとする。
（１）受託研究費 （１）受託研究費
（２）受託事業費
（３）寄附金 （２）寄附金
２ 前項第３号に規定する寄附金の内 次の各号に掲げるものについては除外する ２ 前項第２号に規定する寄附金の内、学生に対する奨学を目的とした寄附金及び、 。
（１）学生に対する奨学を目的とした寄附金 展覧会、演奏会等の開催を目的とした寄附金で全額を事業の実施に充てなければ
（２）展覧会、演奏会の開催等を目的とした寄附金で全額を事業の実施に充てなけ 支障を来すものについては除外する。

れば支障を来すもの
（間接経費の額） （間接経費の額）

第３条 次の各号に掲げる外部資金の間接経費は、当該各号に定める額とする。 第３条 受託研究費の間接経費は、直接経費の30％に相当する額を標準とする。た
（１）受託研究費 東京芸術大学受託研究規則第７条に定める額 だし、委託者側の都合により間接経費が措置できない場合で学長がやむを得ない
（２）受託事業費 東京芸術大学受託事業規則第６条に定める額 と認めたものについては、間接経費を減額又は免除することができる。
（３）寄附金 標準として寄附金の10％に相当する額 ２ 寄附金の間接経費は、寄附金の10％に相当する額を標準とする。
（間接経費の使途） （間接経費の使途）

第４条 この規則に定める間接経費の使途は、次のとおりとする。 第４条 受託研究費及び寄附金に係る間接経費の使途は、次のとおりとする。
（１）間接経費の二分の一は、教育研究活動を活性化するための経費として使用す （１）間接経費の二分の一は、教育研究活動を活性化するための経費として使用す

る。 る。
（２）間接経費の二分の一は、一般管理経費として使用する。 （２）間接経費の二分の一は、一般管理経費として使用する。
（その他） （その他）

第５条 この規則に定めるものの他、外部資金の間接経費に関し必要な事項は、別 第５条 この規則に定めるものの他、外部資金の間接経費に関し必要な事項は、別
に定める。 に定める。

附 則 附 則
この規則は、平成16年７月８日から施行する。 この規則は、平成16年７月８日から施行する。

附 則
この規則は、平成18年３月16日から施行し、平成18年２月１日から適用する。



○東京芸術大学外部資金間接経費取扱規則に関する申合せ

平成16年７月８日

役 員 会 申 合 せ

改正 平成18年３月16日

東京芸術大学外部資金間接経費取扱規則第４条第１号に規定する当該経費の二分

の一は、全学的観点から教育研究経費として再配分し、残額二分の一は受託研究若

しくは受託事業又は寄附金の受入れに功労のあった教員の教育研究経費として使用

することができる。

附 則

この申合せは、平成16年７月８日から施行する。

附 則

この申合せは、平成18年３月16日から施行し、平成18年２月１日から適用する。



東京芸術大学外部資金間接経費取扱規則に関する申合せの一部を改正する申合せ 新旧対照表

新 旧
○東京芸術大学外部資金間接経費取扱規則に関する申合せ ○東京芸術大学外部資金間接経費取扱規則に関する申合せ

東京芸術大学外部資金間接経費取扱規則第４条第１号に規定する当該経費の二分 東京芸術大学外部資金間接経費取扱規則第４条第１号に規定する当該経費の二分
の一は、全学的観点から教育研究経費として再配分し、残額二分の一は受託研究若 の一は、全学的観点から教育研究経費として再配分し、残額二分の一は受託研究の
しくは受託事業又は寄附金の受入れに功労のあった教員の教育研究経費として使用 受託者又は寄附金の受入れに功労のあった教員の教育研究経費として使用すること
することができる。 ができる。

附 則 附 則
この申合せは、平成16年７月８日から施行する。 この申合せは、平成16年７月８日から施行する。

附 則
この申合せは、平成18年３月16日から施行し、平成18年２月１日から適用する。



 

 

トップ＞トピックス＞

藝大フレンズ 

 
「藝大フレンズ」加入のお願い 

 
 東京藝術大学では、毎年継続的に本学の教育研究活動をご支援いただくとともに、本学
の大学美術館、奏楽堂における展覧会、コンサートを楽しんでいただくために、大学サポ
ート制度として、「藝大フレンズ」制度を創設しました。 
 
 本学では、国立大学の法人化とともに財源の確保が急務となっています。運営費の充実
や教育研究費の確保のほか、老朽化した施設の整備など多くの課題を抱えています。 
 
 このため、「藝大フレンズ」の皆様に本学の実情をご理解いただくために、各種の機会を
提供いたします。また、「藝大フレンズ」の皆様を対象としたイベントや講演会などの行事も
企画しています。これらの機会に忌憚のないご意見を本学にお寄せいただければ幸いで
す。 
 
 なお、皆様からいただきました寄付（賛助金）は、大学美術館、奏楽堂の運営費のほか、
大学の教育研究費、環境整備費として使わせていただく予定です。 
 
 藝大の良き理解者として本学を毎年継続的にご支援いただける方々の「藝大フレンズ」
への加入をお待ちしています。 
 
 

平成17年4月

東京藝術大学 学長

 
 

パンフレットを開く(PDF 1.15MB)

１ 賛助フレンズ

 「賛助フレンズ」は、大学の活動全般を財政的にサポートいただく制度で、個人と法人を単位として募集しています。個人の場合は、一口１万円から
何口の寄付（賛助金）でも結構です。法人の場合は、一口１０万円から何口の寄付（賛助金）でも結構です。 
 「賛助フレンズ」に加入された個人及び法人には、次のような機会を設けています。 
 

 

・ 大学美術館展覧会の招待（年間何回でも鑑賞ください。）

・ 奏楽堂のコンサートの紹待（お好みのコンサートを年１回鑑賞ください。）

２ 特別賛助フレンズ

 個人で１０万円以上、法人で、１００万円以上の寄付（賛助金）をいただいた方々は、「特別賛助フレンズ」として位置付け、次のような機会を設けてい
ます。 
 

・ 大学美術館展覧会の招待（年間何回でも鑑賞ください。）

・ 大学美術館展覧会特別展の開会式及び特別内覧会の招待

・ 大学美術館主催の特別鑑賞会（アート・パイ・ナイト※）の招待

・ 奏楽堂のコンサートの招待（お好みのコンサートを年４回鑑賞ください。）

・ 季刊発行の藝大広報誌「藝大通信」の送付

・ 特別賛助フレンズを対象とした事業報告を兼ねた本学関係者との交流会（年１回）の紹待
 

http://www.geidai.ac.jp/topic/friends.html



 
 なお、特に高額の寄付（賛助金）をいただいた方々には、特別な顕彰方法を考えています。 
 

※ アート・バイ・ナイト：大学美術館の一般観覧時間終了後、特別に、本学教員が直接展示作品を解説するとともに、美術館所蔵の名画等を直
に見学できる特別賛助フレンズのみの夜間鑑賞会

３ フレンズ共通

 

 

・ 設定された各種の機会を通じて、忌悼のないご意見を賜りますようお願いいたします。

・ 藝大フレンズを対象とするイベントや講演会などに参加できます。

・ 藝大の主催する講演会等のイベント情報を提供いたします。

・ ご希望の方にはＥメールによるイベント情報などのお知らせをいたします。

（注） ここに記載されている全ての特典等は、寄付（賛助金）納入後１年間だけの措置です。継続するためには改めて、寄付を納入ください。

◆ 寄付金に関する税制の優遇措置について

大学にいただきました寄付金については、所得税法又は法人税法により税制の優遇措置があります。 
 

 

●個人 ： 寄付金が１万円を超える分（ただし、年間総所得の２５％まで）について、その年の所得から控除されます。

●法人 ： 寄付金は、全額損金に算入されます。

◆ お申込は、銀行振り込み、あるいは本学の窓口で

「お申し込み要領」を参照ください。 
 
東京藝術大学 
〒110－8714 
東京都台東区上野公園１２－８ 
東京藝術大学「藝大フレンズ」担当 
 
TEL 03-3828-1155 
FAX 03-5685-7760 
 

E-Mail  
URL http://www.geidai.ac.jp/ 

「藝大ルネッサンス」と「藝大フレンズ」

藝大ルネッサンス 
東京藝術大学は、世界トップクラスの教育研究・創作活動を展開するため、「藝大ルネッサンス2005-2006」事業を実施します。本事業にご賛同・ご支援い
ただける方を募集しております。 
 
藝大フレンズ 
「藝大フレンズ」は皆様からお寄せいただいた寄附（賛助金）で大学をサポートしていただく制度です。藝大フレンズの皆様には、展覧会・コンサートの無料
鑑賞を含む、本学の実情をご理解いただくための機会を提供させていただきます。

■このページの先頭へ

このページは、東京芸術大学 広報委員会が管理しています。  

このページに関するお問い合わせは、 へどうぞ。  
それぞれのページ内容に関するお問い合わせは、それぞれのページに表示されている問い合わせ先にご確認下さい。 

http://www.geidai.ac.jp/topic/friends.html







○東京芸術大学藝大フレンズ賛助金に関する要項 

 

 （目的） 

第１条 この要項は、藝大フレンズ賛助金（以下「賛助金」という｡)について、運

用等必要な事項を定める。 

 （定義） 

第２条 この要項において「賛助金」とは、東京芸術大学寄附金取扱規則（以下「規

則」という｡)に定める寄附金で、この要項に基づき受け入れたものをいう。 

２ この要項において「口」とは賛助金の寄附を受け付ける単位をいい、個人の場

合は１万円を１口とし、法人の場合は 10 万円を１口とする。 

３ この要項において「賛助フレンズ」とは１口以上の賛助金を寄附した者をいい、

「特別賛助フレンズ」とは同時に 10 口以上の賛助金を寄附した者をいう。 

４ この要項において「フレンズ」とは、賛助フレンズ及び特別賛助フレンズをい

う。 

 （受入れ） 

第３条 賛助金への寄附申し込みについては、規則第３条に定める審査を経たもの

と見なすものとする。 

 （優遇措置等） 

第４条 フレンズには、本学の活動に対する理解を促進するため、申し込みを受け

付けた月の翌月から起算して 12 ヶ月間について、別表に定める優遇措置をする

ものとする。 

２ フレンズに対する顕彰は、東京芸術大学特定寄附者顕彰銘板取扱要項に定める

ものとする。 

 （賛助金の使途） 

第５条 賛助金の使途は、大学美術館及び奏楽堂の運営費、大学の教育研究費、環

境整備費で、学長が適当と認めたもの及び藝大フレンズの運営に要する経費とす

る。 

２ 学長は、社会連携室の議を経て前項の使途及びその使用額を決定する。 

 （事業報告） 

第６条 学長は、各年度の終了後、フレンズに事業報告をおこなうものとする。 

 （賛助金の管理） 

第７条 賛助金の管理は、経理責任者が行う。 

 （事務） 

第８条 賛助金に関する事務は、学外連携・研究協力課において処理する。 

 （雑則） 

第９条 この要項に定めるもののほか、賛助金の取扱いに関し必要な事項は、学長

が別に定める。 

   附 則 

 この要項は、平成 18 年２月 13 日から施行し、平成 17 年４月 11 日から適用する。 

 

平成 18 年２月 13 日

学 長 裁 定



 

別表（第４条第１項関係） 

区
分 

優  遇  措  置 

 大学美術館展覧会観覧料の無料 

 本学が主催する奏楽堂開催演奏会の無料招待券を１枚提供 

 藝大フレンズを対象とするイベントや講演会等の実施 

 本学主催の講演会等のイベント情報の提供 

賛
助
フ
レ
ン
ズ 

 希望者への Eメールによるイベント情報等の提供 

 大学美術館展覧会観覧料の無料 

 大学美術館展覧会特別展の開会式及び特別内覧会への招待 

 大学美術館主催の特別鑑賞会（アート・バイ・ナイト）への招待 

 本学が主催する奏楽堂開催演奏会の無料招待券を 4枚提供 

 広報誌『藝大通信』を刊行ごとに送付 

 事業報告を兼ねた本学関係者との交流会を年 1回開催 

 藝大フレンズを対象とするイベントや講演会等の実施 

 本学主催の講演会等のイベント情報の提供 

 

特
別
賛
助
フ
レ
ン
ズ 

 希望者への Eメールによるイベント情報等の提供 

 



 

 

トップ＞トピックス＞

藝大ルネッサンス 

 
藝大は世界に伍して発展する 

新たな芸術の総合大学を目指します。 

 
謹啓 
 
 貴台にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃から東京藝術大学の教
育研究、創作活動のために格別のご支援を賜り、深く感謝申し上げます。 
 
 東京藝術大学は、創設以来100有余年にわたって、優れた人材を世に送り出すとと
もに、優れた芸術作品を生み出し、我が国の芸術文化活動をリードし、支えてまいりま
した。しかし、本学が21世紀に相応しい芸術大学として、より幅広く社会に芸術を提供
し、芸術文化立国を謳う我が国の芸術創造拠点として活動するためには、新たな飛躍
的な展開が必要な時期となっています。 
 
 本学は、芸術教育研究の中核的拠点として、芸術の持つカを強く自覚し、今まで以
上に現実の社会と広く接し、芸術文化とその重要性を発信していく所存であります。ま
た、他の大学とは違った「美」の基盤構築のため、既存芸術の保存と継承は勿論、新
しい多様な領域も積極的に取り込み、現在以上に横断的な教育・創作・研究活動を行
い、新しい時代に相応しい優れた芸術と人材を社会に提供していく所存であります。 
 
 このようにして東京藝術大学は、本学の芸術教育の伝統と実績を継承しつつ、21世
紀の芸術文化をより輝かしいものに発展させるため、平成16年度の国立大学の法人
化を契機として、新たな芸術の創生を目指し、動き始めています。 
 
 これらの活動を実現するためには、多額の資金が必要となりますが、この度こうした
本学の今後の教育研究活動、創作活動の展開の趣旨に賛同される諸企業、個人、教
職員OB、同窓生の方々などに寄付を仰ぎ、ご後援いただくことにいたしました。 
 
 つきましては、経済情勢厳しき折誠に心苦しく存じますが、本学が自立的に活動でき
るよう、何卒この「藝大ルネッサンス2005-2006」事業の趣旨にご理解とご賛同を賜り、
格別のお力添えをいただけますよう切にお願い申し上げます。              

敬具

平成17年3月

東京藝術大学 学長

パンフレットのダウンロード（PDF 751KB） 

 
「藝大ルネッサンス2005-2006」事業概要 

 

http://www.geidai.ac.jp/topic/renaissance.html



 
 
 

Ⅰ． 社会に開かれた大学としての展開

1． 産業界や地域のニーズに対応した創作・研究の推進

産業界や地域など大学外のニーズを幅広く受け止める体制作りを進め、こうしたニーズに対応した創作・研究を推進し、社会に貢献する。このた
め、大学付属の研究センターとして、アートデザインセンター、伝統工芸・地場産業振興センターなどを新設する。

2． 芸術による地域文化の振興、まちづくりへの貢献

取手アートプロジェクト（TAP、取手市）、別府アルゲリッチ音楽祭（大分県別府市）など、これまで地域と連携で進めてきたまちづくりへの貢献事
業を全国に展開する。 
また、芸術家村、芸術によるまちづくりなど、地方自治体と連携して、芸術を社会に還元していく新たな取り組みを推進する。

Ⅱ． 演奏・展示活動の国際展開、国際発信

藝大オーケストラ等の海外での公演機会の充実を図り、国際的舞台での公演力アップを図るとともに、海外の音楽大学との交流、交歓演奏の
積極的な展開を図り、世界第一級の演奏力を実現する。 
また、美術分野では、海外の友好交流大学・美術館等との連携を図りつつ、海外での展覧会や創作作品・研究成果の海外発表を積極的に進
め、日本美術の国際発信を図る。

Ⅲ． 新たな芸術領域の創造と融合

新たな教育研究領域の拡大とともに、高度かつ専門的な職業人や研究者の養成を図るため、平成17年4月から「映画・アニメ・メディア映像」に
関する大学院（映像研究科）の映画専攻を横浜市に開設するとともに、順次他の専攻を開設していく。

 

◆ 寄付者の顕彰について

100万円以上のご寄付を頂いた個人・法人には、感謝の意を表し、大学キャンパス内に「銘板」を設置し、ご芳名を末永く顕彰させていただきます。
なお、5,000万円以上のご寄付をいただいた個人・法人には、上記の他に特別な顕彰方法を用意しています。お気軽にご相談ください。

◆ 寄付金に関する税制の優遇措置について

大学にいただきました寄付金については、所得税法又は法人税法により税制の優遇措置があります。

●個人 ： 寄付金が1万円を超える分（ただし年間総所得の25％まで）について、その年の所得から控除されます。

●法人 ： 寄付金は全額損金に算入されます。

◆ お申込は、下記基金募金事業担当までご連絡ください。

東京藝術大学「藝大ルネッサンス基金」募金事業担当室 

http://www.geidai.ac.jp/topic/renaissance.html



〒110-8714 東京都台東区上野公園12-8 
電話 03-3828-1155 
FAX 03-5685-7760 
E-mail  

URL http://www.geidai.ac.jp/

「藝大ルネッサンス」と「藝大フレンズ」

藝大ルネッサンス 
東京藝術大学は、世界トップクラスの教育研究・創作活動を展開するため、「藝大ルネッサンス2005-2006」事業を実施します。本事業にご賛同・ご支援い
ただける方を募集しております。 
 
藝大フレンズ 
「藝大フレンズ」は皆様からお寄せいただいた寄附（賛助金）で大学をサポートしていただく制度です。藝大フレンズの皆様には、展覧会・コンサートの無料
鑑賞を含む、本学の実情をご理解いただくための機会を提供させていただきます。

■このページの先頭へ

このページは、東京芸術大学 広報委員会が管理しています。  

このページに関するお問い合わせは、 へどうぞ。  
それぞれのページ内容に関するお問い合わせは、それぞれのページに表示されている問い合わせ先にご確認下さい。 

http://www.geidai.ac.jp/topic/renaissance.html



○東京芸術大学藝大ルネッサンス基金に関する要項 

 
 （目的） 

第１条 この要項は、藝大ルネッサンス基金（以下「基金」という｡)につい

て、運用等必要な事項を定める。 

 （定義） 

第２条 この要項において「基金」とは、東京芸術大学寄附金取扱規則（以

下「規則」という｡)に定める寄附金で、次項で定める藝大ルネッサンス事

業の支援を目的とし、寄附条件を付さずに受け入れたものをいう。 

２ この要項において「藝大ルネッサンス事業」とは、次の各号に掲げる事

業をいう。 

（１）社会に開かれた大学としての展開に係る事業 

（２）演奏・展示活動の国際展開、国際発信に係る事業 

（３）新たな芸術領域の創造と融合に係る事業 

 （受入れ） 

第３条 基金への寄附申し込みについては、規則第３条に定める審査を経た

ものと見なすものとする。 

 （顕彰） 

第４条 基金寄附者に対する顕彰は、東京芸術大学特定寄附者顕彰銘板取扱

要項に定めるものとする。 

 （基金の使途） 

第５条 基金の使途は、藝大ルネッサンス事業の一環として大学が実施する

もの、又は、本学の役職員が実施する事業で藝大ルネッサンス事業の趣旨

に合致するものと学長が認めたものの経費とする。 

２ 学長は、管理・運営室の議を経て前項の使途及びその使用額を決定する。 

 （事業報告） 

第６条 学長は、各年度の終了後、基金寄附者に事業報告をおこなうものと

する。 

 （基金の管理） 

第７条 基金の管理は、経理責任者が行う。 

 （事務） 

第８条 基金に関する事務は、学外連携・研究協力課において処理する。 

 （雑則） 

第９条 この要項に定めるもののほか、基金の取扱いに関し必要な事項は、

学長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要項は、平成 18 年２月 13 日から施行し、平成 17 年５月 23 日から適

用する。 

平成 18 年 2 月 13 日

学 長 裁 定



○ 東京芸術大学藝大アートプラザ規則

平成17年11月17日

制 定

（趣旨）

第１条 この規則は、東京芸術大学学則第22条の規定に基づき、東京芸術大学

藝大アートプラザ（以下「プラザ」という｡)の目的その他必要な事項につい

て定める。

（目的）

第２条 プラザは、本学が企画開発した作品等並びに本学の教職員、学生及び

本学の卒業生が創作した作品等を社会に対して積極的に発信することによ

り、本学の教育研究成果を広く一般に提供するとともに、文化芸術を社会の

身近なものとし、もって心豊かな生活や活力ある社会の実現に寄与すること

を目的とする。

（業務）

第３条 プラザは、次の各号に掲げる業務を行う。

（１）本学が企画開発した作品等並びに本学の教職員及び学生が創作した作品

等を展示及び頒布すること。

（２）本学の卒業生が創作した作品等を展示及び頒布すること。

（３）芸術教育に関し有用な資料を展示及び頒布すること。

（４）その他プラザの目的を達成するための業務に関すること。

（委託）

第４条 プラザは、第３条に掲げる業務の一部又は全部を第三者に委託するこ

とができる。

２ プラザは、前項に基づき第三者にその業務を委託した場合、プラザの設置

目的を達成するため密接に連携を図らなければならない。

（組織）

第５条 プラザに、次の各号に掲げる職員を置く。

（１）所長

（２）その他必要な職員

（所長）

第６条 所長は、学長が指名する役員又は職員をもって充てる。

２ 所長の任期は３年とする。ただし、再任を妨げない。

（企画推進室）

第７条 プラザに企画推進室を置き、次に掲げる業務を行う。

（１）所長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

ア プラザの管理運営に関する基本事項

イ プラザで展示・頒布等する芸術作品等の基本事項

ウ その他所長が必要と認めた事項



（２）プラザの日常的な企画・運営に関する次の事項を審議する。

ア プラザに展示及び頒布する作品等の選定

イ 本学が企画開発する作品等の立案

ウ 関係部局との調整

２ 企画推進室に室長を置き、所長をもって充てる。

３ 企画推進室は、室長及び次に掲げる者（以下「室員」という｡)を持って組

織する。

（１）美術学部教授会構成員（大学美術館の教員を除く｡)から美術学部長が推

薦した教員 ２人

（２）音楽学部教授会構成員から音楽学部長が推薦した教員 ２人

（３）大学美術館の専任の教員（助手を除く｡)から大学美術館長が推薦した教

員 １人

（４）その他室長が指名した者 若干人

４ 前項の室員は、学長が任命する。

５ 第３項に掲げる室員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、室員

に欠員が生じた場合の補欠の室員の任期は、前任者の残任期間とする。

６ 第４条により、プラザの業務を委託した場合には、第１項第２号に掲げる

事項を審議する際、受託者が推薦した者１人を参加させることができる。

（庶務）

第８条 プラザに関する事務は、学外連携・研究協力課で行う。

（雑則）

第９条 この規則に定めるもののほか、プラザに関する必要な事項は、別に定

める。

附 則

１ この規則は、平成17年11月17日から施行する。

２ この規則の施行後、初めて任命される所長の任期は、第６条第２項の規定

、 、 、にかかわらず 平成19年３月31日までとし 初めて任命される室員の任期は

第７条第５項の規定にかかわらず、平成18年３月31日までとする。



特定寄附者顕彰銘板 

東京芸術大学特定寄附者顕彰銘板取扱要項  

 東京芸術大学では、平成17年4月以降に、

全学（藝大ルネッサンス、藝大フレンズ等）及

び部局（学部、大学院研究科、大学美術館、

演奏藝術センター等）単位の教育研究を対象

とした寄附金の額が、特別な事業に関する寄

附金の額を除き、同一年度内において百万円

以上となった学外の方を対象として、ご芳名を

銘板に刻銘し、学内のモニュメントに設置する

ことで顕彰させていただいています。 

 このモニュメントは、本学美術学部の池田政

治教授のデザインで、藝大アートプラザ前の

中庭に設置されています。 

 

 なお、特別の事業に関する寄附金について

は、通常、当該事業の図録、パンフレット等に

ご芳名等を記載させていただいています。 

http://www.geidai.ac.jp/office/kenkyo/kifukin/meiban.html



 

 

トップ＞

東京芸術大学特定寄附者顕彰銘板除幕式の実施について

平成18年4月27日（木）に本学藝大アートプラザ・ガーデン広場において、東京芸術大学特定寄附者顕彰銘板除幕式が行われました。この銘板
は、昨年度以降に本学に100万円以上の寄附をくださった方を対象に、寄附者のお名前を顕彰し、ご厚意に対して感謝の意を示すために設置しま
した。宮田学長の挨拶の後、寄附者の方4名と学長による除幕が行われ、本学美術学部デザイン科池田政治教授のデザインによるモニュメントに
設置された銘板が姿を見せました。その後、場所を事務局に移し、寄附者の方々と本学学長・役員等との懇談会が行われました。 
 
このモニュメントには、今後も本学に100万円以上の寄附をくださった方々を対象に、銘板を作成・設置していきます。

このページは、東京芸術大学広報委員会が管理しています。  

このページに関するお問い合わせは、 へどうぞ。  
それぞれのページ内容に関するお問い合わせは、それぞれのページに表示されている問い合わせ先にご確認下さい。

http://www.geidai.ac.jp/topic/sintyaku_kiji/20060512/index.html



○東京芸術大学特定寄附者顕彰銘板取扱要項 

平成 18 年１月 18 日 

学 長 裁 定 

 （目的） 

第１条 この取扱要項は、東京芸術大学特定寄附者顕彰銘板（以下「銘板」という｡)

の取扱いに関して必要な事項を定める。 

 （銘板の名称） 

第２条 銘板の名称は、次のとおりとする。 

（１）日本語名称「東京芸術大学特定寄附者顕彰銘板」 

（２）英語名称「Contributors' Nameplates」 

 （対象者） 

第３条 この要項により顕彰しようとする者は、全学及び東京芸術大学寄附金取扱

規則（以下「規則」という｡）第２条に定める部局単位の教育研究を対象とした

規則第３条に定める寄附金の額が、同一年度内において百万円以上となった学外

者とする。ただし、特別な事業に関する寄附金の額は除くものとする。 

 （銘板の種類） 

第４条 銘板の種類は、次の各号に掲げる寄附金の金額区分により３種類の大きさ

で作成する。 

（１）百万円以上 

（２）一千万円以上 

（３）一億円以上 

 （刻銘事項） 

第５条  銘板の刻銘は個人寄附者には氏名とし、法人寄附者には法人名とする。     

（銘板作成の時期） 

第６条 銘板は四半期毎に作成し、掲示する。 

 （事務） 

第７条 銘板に関する事務は、学外連携・研究協力課において処理する。 

 （雑則） 

第８条 この要項に定めるもののほか、銘板の取扱いに関し必要な事項は、学長が

別に定める。 

 

   附 則 

 この要項は、平成18年 1月 18日から施行し、平成17年４月１日から適用する。 







































































（円） （円） （円） （円） （円）

1 東京芸術大学取手校地二酸化炭素消火設備保全業務 ニッタン（株） 493,395 493,395 1,386,000 462,000 31,395 6.4%
2 東京芸術大学二酸化炭素・ハロゲン化物・窒素ガス消火設備保全業能美防災（株） 1,995,000 1,995,000 5,685,750 1,895,250 99,750 5.0%
3 東京芸術大学構内エレベーター設備保全業務 日本エレベーター製造（株） 8,522,640 8,522,640 23,757,300 7,919,100 603,540 7.1%
4 東京芸術大学絵画棟等エレベーター設備保全業務 日本オーチス・エレベーター（株） 6,922,440 6,922,440 18,996,390 6,332,130 590,310 8.5%
5 東京芸術大学大学美術館他自動制御設備保全業務 （株）山武 2,866,500 2,866,500 8,010,450 2,670,150 196,350 6.8%
6 東京芸術大学大学美術館他ユニット型空気調和機保全業務 新晃アトモス（株） 915,600 915,600 2,583,000 861,000 54,600 6.0%
7 東京芸術大学自動電話交換設備保守 電通工業（株） 529,200 644,700 1,740,690 580,230 64,470 10.0%
8 古美術研究施設消防用設備点検業務 ニッタン（株）　奈良営業所 145,950 145,950 390,600 130,200 15,750 10.8%
9 国際交流会館消防用設備点検業務 北都防災商事（株） 169,050 169,050 428,400 142,800 26,250 15.5%

計 22,559,775 22,675,275 62,978,580 20,992,860 1,682,415 7.4%

番号 件　　　　　　　　名 請　　負　　者 削減率 備　　考

平成１８年度　保全業務　複数年契約実績表

単年度の場
合の金額

複数年（３年）
の場合の金額

１年当たり
の金額（Ｂ）

単年度と複数
年の金額の比
較（Ａ）－（Ｂ）

平成１８年度契約金額平成１７年
度 契 約 金
額



１７芸施第 ４３ 号
平成１７年７月２２日

各 部 局 長 殿

施設・環境部会長
理 事 太田和 良 幸

（公印省略）

省エネルギー推進行動計画について（通知）

本学は「エネルギーを多く使用する事業所」に指定されており、その活
動に伴う二酸化炭素等の温室効果ガスの排出抑制が法的にも義務付けら
れ、前年度比１％のエネルギー消費量削減が求められています。
これからエネルギー消費量が多くなる夏季を迎えるにあたり、省エネル

ギー対策を効果的に実施するために、省エネルギー推進行動計画を推進し
実施することとしましたので、貴部局教職員への周知方よろしくお願いし
ます。
また、使用電力量の抑制についても、別添の資料に基づき実施しますの

で、ご協力をお願いします。





　　　昨今、温室効果ガスの削減をはじめとする地球温暖化への対応及び燃料資源の有効利用等、
　　省エネルギー対策の実施が社会的に求められています。
　　　本学は「エネルギーを多く使用する事業所」に指定されており、その活動に伴う二酸化
　　炭素等の温室効果ガスの排出抑制が法的にも義務付けられており、前年度比１％以上の
　　エネルギー消費量を削減しなければいけません。
　　　これからエネルギー消費量が多くなる時期を迎えるにあたり、大学としても社会的責任を
　　果たすべく、省エネルギー推進行動を実施します。

　増大する本学のエネルギー消費量

　　　本学のエネルギー消費量は年々増加している。（詳細は別紙、参考資料参照のこと）
　　例として、上野校地の電力使用量の平成15・16年度使用実績をグラフ化してみると、
　　平成16年度電力使用量は前年度比約６％上昇していることがわかる。
　　また、６月（中間期）、７月（冷房期）、１２･１月（暖房期）に電気使用量が増大する
　　傾向が見られる。

電力使用量実績

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計
487,992 567,192 639,696 637,800 530,880 575,304 556,200 590,016 602,064 624,312 526,176 515,328 6,852,960

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計
474,024 527,904 574,728 592,920 519,768 505,488 576,120 591,168 543,024 567,792 499,896 495,576 6,468,408

省エネルギー推進行動計画について

単位：kwh平成１６年度

平成１５年度 単位：kwh

電力使用量実績
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(K
w
h
)

平成１６年度

平成１５年度



- 2 -

省エネルギーへの具体的な取組

◎ 冷暖房・空調設備の省エネ
・ 冷房中の室温は２８℃、暖房中の室温は２０℃に温度設定すること。
・ エアコン等の運転は必要最小限にすること。
不在時の付けっぱなしや消し忘れには気をつけること。

・ カーテンやブラインドをおろし、冷暖房負荷の削減を図ること。
・ 冷暖房時は、ドアや窓の不必要な開放はしない。
また、ドア等を開放したまま運転を行わないこと。

・ エアコンのフイルター清掃をこまめに行い、消費電力の増加及び機器効
率低下を招かないようにすること。

◎ 照明設備の省エネ
・ 室内照明は、通常窓側の列を消灯できるようにしてあるので、昼間時は
窓側列を消灯すること。

・ 外光が期待できる部屋等は昼間時の消灯を励行すること。
・ 補助照明で足りる場合は全体照明を消灯し局部照明とすること。
・ 無人時は照明・換気設備のスイッチをこまめに切ること。
また、授業及び業務上等に支障の無い箇所を除き全消灯する。

・ 照明器具及び管球の清掃をこまめに行い、効率の良い照明環境を確保す
ること。

・ 廊下・ロビー等共用部分の照明は消灯すること。
また、廊下・階段等には通行の妨げになる物を置かないこと。

・ パソコン等は昼休みや外出時には電源を切る。
また 「待機時消費電力」を消費する機器については、使用しない時は、
コンセントからプラグを抜くこと。

・ 階段室照明は通行の都度、点灯・消灯するように心がけること。
・ 昼休み等は支障のない限り照明・ 機器等の電源を切ること。OA

◎ ガス設備の省エネ
・ 湯沸かし時等には火加減に気を配り、ガスの無駄使いに注意すること。
・ 食器洗浄やシャワーで給湯器を使用する時は、出来るだけ低い温度に設
定すること。

◎ 給水設備の省エネ
・ 手洗いやシャワーを使うときは、水の出しすぎや垂れ流しに注意し、節
水に心がけること。

・ 擬音装置のある便所では、装置を利用し無駄な水を流さないこと。
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◎ 昇降機設備の省エネ

以下のとおり、エレベータの使用台数等を制限する。

☆ エレベータ（ )の運転についてELV

・ 移動階が３フロア以内の場合は、エレベータを使用しないで階段を利
用する。

・ 建物内に が複数台ある場合は１台を停止する。ELV

（総合工房棟 棟及び絵画棟は２台のうち１台を停止する ）A 。

・ 練習ホール館の荷物用 （２．６ｔ）は停止する。ELV

最寄の建物の を利用する。ELV

・ 金工棟 は停止する。ELV

・ 管理棟 のかご内照明は通常は消灯しておく。ELV

（利用時のみ利用者が、かご内スイッチを点灯する ）。

◎ その他
・ 早期帰宅を心がけ無駄なエネルギー消費を控えること。
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電力デマンド警報作動時の行動計画

電気使用が多くなる６・７・９月において、使用電力が契約電力
（デマンド）を超過することを防止するために、電力デマンド警報を発令
し、使用電力の抑制（ピークカット）を行うものとする。

◎ 電力デマンド警報とは？
使用電力が契約電力を超過しないように、リアルタイムに中央監視装置

、 『 』にて電力使用量を監視しており 使用電力の状態の程度により 第１警報
（ ） 『 』（ ） 、契約電力８０％超過 と 第２警報 契約電力９０％超過 を発令し
それぞれの警報に応じ使用電力の抑制をすること。

◎ 電力デマンド警報が発令されたら、警報の程度により２段階の区分行動を
行う。

デマンド警報

《 第１警報発令 》
操作１及び行動１の実施

操作１ 行動１

《 第２警報発令 》
行動２操作１及び行動１を継続

追加して行動２の実施

NO

行動２実施後 継続

３０分経過

解除YES

行動２で停止した

冷暖房機の復旧
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『 第１警報発令 』時の行動

及び を実施する。操作１ 行動１

大学美術館収蔵庫の する （施設課担当）操作１ 外側空調機を停止 。
（２５ のピークカットが期待できる ）KW 。

＊ 美術館収蔵庫はいわゆるマホービン構造となっており、庫
内と庫周囲の両方で空調が行われている。
外側空調機は庫周囲の空調を行っており、短時間停止しても
収蔵物へ影響はない。

施設課から会計課契約係に を連絡する。行動１ 『第１警報発令』

、 。契約係は各部局に連絡し を行う共用部及び不要箇所の節電

『 第２警報発令 』時の行動

及び を継続し、追加して を実施する。操作１ 行動１ 行動２

施設課から会計課契約係に を連絡する。行動２ 『第２警報発令』

、 。契約係は各部局に連絡し を行う各事務室の冷暖房機の停止

KW・事務局冷暖房機 ２６
KW・美術学部事務室 １９
KW・音楽学部事務室 ２１
KW・附属図書館事務室 １３
KW KW・大学美術館事務室 ９ 計 ８８

なお 「復旧操作」の時間判断は冷暖房機停止から３０分間経過、
後とし、各部局の判断によるものとする。
ただし、使用電力量の状況により、第２警報発令を継続する場合
も有る。



人件費抑制についての対応状況（平成１７年度）

○ 企業等との連携協力により派遣された教員を特別教授として受入れ、人件費の

抑制を図るとともに、教育研究体制の充実を図った。

・ 特別教授 １人（年度末現在）

○ 教育体制に影響を与えない範囲で、欠員補充教員３名の採用時期を４月から年

度途中に切り替えた。

・ ５月採用 １人、６月採用 １人、１２月採用 １人、

○ 教授に適用する級を４級から５級までの範囲とした （平成１６年９月～）。

・ ４級格付けの教授の数 １０人（年度末現在）

○ 短時間勤務職員制度の導入（平成１７年度～）

・ 短時間勤務職員（週４日勤務）の数 ３人（年度末現在）

○ 任期満了に伴う学長及び理事の交代を契機に、役員給与体系の見直しを図り、

役員人件費の削減に努めた。

役職員の俸給を平均３.８％減（平成１８年１月～）

○ 国家公務員給与制度に準じて、職員の俸給月額を約０.３％削減した （平成。

１８年１月～）

○ 国家公務員給与制度に準じて、職員の扶養手当の単価改定を行った。

（平成１８年１月～ 配偶者分13,500円 → 13,000円）

平成１８年４月から適用することとした制度（平成１７年度中に方針決定）

○ 国家公務員給与制度に準じて、役職員の俸給を平均４.８％減

○ 地域手当の抑制

・ 国家公務員に対して、１％減（東京特別区１２％で据置、取手市２％）

○ ５５歳昇給停止を引き続き維持
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特
集大
学
院
映
像
研
究
科

映
像
表
現
に
つ
い
て
の
芸
術
的
な
表
現
力
と
、
高
度
な
専
門
知
識
を
同
時
に
身
に
つ
け
た

人
材
を
社
会
に
提
供
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
に
、

映
像
制
作
・
発
信
・
交
流
の
拠
点
と
な
る「
映
像
文
化
都
市
」
を
目
指
す
横
浜
市
と
の

連
携
協
力
に
よ
っ
て
大
学
院
映
像
研
究
科
が
四
月
に
開
講
し
た
。

こ
の
た
び
の「
映
画
専
攻
」に
加
え
、「
メ
デ
ィ
ア
映
像
専
攻
」「
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
専
攻
」の

開
設
も
予
定
さ
れ
て
い
る
、
芸
大
の
新
た
な
地
平
を
紹
介
す
る
。

横
浜
を
拠
点
に
切
り
拓
く
新
し
い
領
域

﹇
特
集
対
談
﹈

映
像
表
現
を
教
え
、

学
ぶ
と
い
う
こ
と

黒
沢
清
×

﹇
司
会
﹈

藤
幡
正
樹
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常
に
厳
し
く
て
、
三
段
階
に
分
け
て
ふ
る
い
に

か
け
た
う
え
で
、
最
終
的
に
学
生
を
採
る
ん
で

す
け
れ
ど
も
、
最
終
面
接
の
と
き
に
必
ず
聞
く

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
大
げ
さ

な
話
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
け
れ
ど
、「
あ

な
た
は
映
画
に
人
生
を
か
け
る
覚
悟
が
で
き
て

い
ま
す
か
？
」
と
聞
く
の
で
す
。
一
般
大
学
の

よ
う
に
、
専
攻
を
選
ぶ
の
と
は
違
い
ま
し
て
、

「
ち
ょ
っ
と
映
画
で
も
や
っ
て
み
よ
う
か
な
」

よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

藤
幡

韓
国
の
場
合
に
、
今
、
お
っ
し
ゃ
っ
た

プ
ロ
と
い
う
の
は
、
学
校
を
出
て
か
ら
す
ぐ
に
、

仕
事
が
で
き
る
人
材
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。

別
の
い
い
方
を
す
る
と
、
そ
う
し
た
人
材
を
受

け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
映
画
に
関
す
る
産
業

界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

朴

そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
た
だ
い
て
よ

ろ
し
い
で
す
ね
。
産
業
と
し
て
受
け
入
れ
る
体

黒沢清（くろさわ・きよし）

1955年生まれ。映画監督。東京芸術大学大学院映像
研究科映画専攻教授（監督領域）。
立教大学在学中より8ミリ映画の自主制作を手がける。
代表作に『CURE』、『カリスマ』、『回路』、『アカルイ
ミライ』など。『回路』は第54回カンヌ国際映画祭で
国際映画批評家連盟賞を受賞。

韓
国
映
画
界
の
事
情

藤
幡

本
日
は
、
韓
国
映
画
ア
カ
デ
ミ
ー
の
朴

起

先
生
と
本
研
究
科
の
黒
沢
清
先
生
と
に
お

話
を
お
う
か
が
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
実
際

に
こ
の
映
像
研
究
科
映
画
専
攻
が
開
講
さ
れ
て
、

ま
だ
二
ヵ
月
半
ほ
ど
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

ま
ず
黒
沢
先
生
の
ほ
う
か
ら
、
こ
こ
ま
で
の
手

ご
た
え
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
話
し
て
い
た
だ

け
ま
す
か
。

黒
沢

ま
だ
、
何
の
実
績
も
上
げ
て
お
り
ま
せ

ん
が
、
非
常
に
優
秀
な
若
者
が
集
ま
っ
た
と
い

う
実
感
が
あ
り
ま
す
。
や
は
り
、
最
初
の
年
で

す
の
で
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
発
掘
さ
れ
な
か
っ

た
才
能
の
あ
る
若
い
人
た
ち
が
、
こ
こ
に
集
ま

っ
て
き
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
来
年
、
こ

の
レ
ベ
ル
に
果
た
し
て
到
達
で
き
る
の
か
ど
う

か
は
わ
か
ら
な
い
で
す
。
同
時
に
、
優
秀
な
若

者
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
で
は
僕
た
ち
教
授
陣

が
何
を
教
え
れ
ば
い
い
の
か
、
ま
こ
と
に
難
し

い
、
困
難
も
感
じ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
彼
ら

に
教
え
る
こ
と
は
も
う
ほ
と
ん
ど
な
い
。
映
画

の
才
能
だ
け
と
っ
て
み
れ
ば
、
僕
な
ん
か
よ
り

ず
っ
と
上
だ
。
そ
う
い
う
人
た
ち
を
ど
っ
ち
の

方
向
に
導
い
て
い
く
の
か
を
今
、
試
行
錯
誤
し

て
い
る
段
階
で
す
。

朴

私
ど
も
の
韓
国
映
画
ア
カ
デ
ミ
ー
は
一
九

八
四
年
に
開
校
い
た
し
ま
し
た
。

東
京
芸
術
大
学
と
違
う
の
は
、
私
ど
も
の
学

校
と
い
う
の
は
学
位
を
授
与
す
る
正
式
な
教
育

の
大
学
で
は
な
く
て
、
韓
国
で
唯
一
の
プ
ロ
を

養
成
す
る
国
立
の
映
画
学
校
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
学
科
は
演
出
、
撮
影
、
ア
ニ
メ
ー
シ

ョ
ン
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
シ
ン
グ
、
こ
の
四
つ
に
分

制
が
す
で
に
で
き
て
お
り
ま
し
て
、
学
校
を
卒

業
し
た
人
た
ち
と
い
う
の
は
、
大
体
二
つ
に
分

か
れ
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
ま
ず
一
つ
は
演
出
を

専
攻
し
た
学
生
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
と
、

ほ
と
ん
ど
が
伝
統
的
な
方
式
、
つ
ま
り
卒
業
し

て
す
ぐ
に
助
手
に
な
っ
た
り
、
助
監
督
に
な
る

と
い
う
コ
ー
ス
で
す
。
な
っ
て
二
、
三
年
、
あ

る
い
は
長
い
場
合
は
四
、
五
年
ぐ
ら
い
現
場
で

経
験
を
積
ん
で
監
督
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
す
る
。

で
す
か
ら
す
ぐ
に
現
場
に
入
れ
る
と
い
う
体
制

は
あ
り
ま
す
。

も
う
一
つ
は
助
監
督
の
経
験
は
な
し
で
、
た

ま
た
ま
デ
ビ
ュ
ー
で
き
る
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ

る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
場
合
に
は
ど
ち
ら

を
選
択
す
る
の
か
は
個
人
の
問
題
に
な
っ
て
い

ま
し
て
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
人
材
を
産
業
が

必
要
と
し
て
い
る
の
で
、
仕
事
を
探
す
と
い
う

の
は
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。

藤
幡

今
、
僕
は
映
像
研
究
科
の
科
長
を
や
っ

て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
東
京
芸
術
大
学
の
な
か

で
映
画
と
い
う
分
野
を
取
り
上
げ
よ
う
と
い
う

こ
と
で
、
こ
こ
ま
で
く
る
の
に
は
、
か
な
り
い

ろ
い
ろ
な
経
緯
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
韓
国

の
場
合
に
は
、
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問

題
や
あ
る
種
の
危
機
感
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
推
測
し
て
い
る
の
で
す
が
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。
国
策
と
し
て
映
画
に
も
力
を
入
れ
よ
う

と
い
う
動
き
が
、
二
十
年
ほ
ど
前
に
は
、
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ

の
辺
り
を
確
認
し
た
い
の
で
す
が
。

朴

確
か
に
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
、
約
十
数

年
前
か
ら
そ
う
し
た
動
き
が
あ
り
ま
し
た
。
と

い
う
の
は
、
韓
国
で
金キ

ム

泳ヨ
ン

三サ
ム

大
統
領
が
政
権
の

座
に
つ
い
て
か
ら
、
国
の
産
業
と
し
て
映
画
を

か
れ
て
い
ま
す
。
一
学
年
で
定
員
は
三
十
六
人

な
ん
で
す
が
、
今
は
大
体
毎
年
二
十
五
人
採
用

し
て
お
り
ま
し
て
、
二
年
制
度
で
す
か
ら
、
一

年
生
と
二
年
生
合
わ
せ
て
現
在
五
十
人
の
学
生

が
在
学
し
て
い
ま
す
。
あ
と
国
家
か
ら
運
営
に

か
か
る
す
べ
て
の
費
用
が
支
援
さ
れ
て
い
ま
す
。

韓
国
映
画
ア
カ
デ
ミ
ー
が
、
何
よ
り
も
大
切

に
し
て
い
る
の
は
、
プ
ロ
を
養
成
す
る
と
い
う

こ
と
な
ん
で
す
。
私
ど
も
の
学
校
は
入
試
が
非

と
い
う
生
半
可
な
気
持
ち
で
や
っ
た
と
し
て
、

「
で
も
や
っ
ぱ
り
難
し
い
し
、
大
変
だ
か
ら
や

め
ち
ゃ
お
う
」
と
い
う
学
生
は
要
ら
な
い
の
で

す
。
本
当
に
悩
ん
で
、
悩
ん
で
そ
の
末
に
、
も

う
自
分
の
人
生
の
一
生
の
仕
事
と
し
て
や
ろ
う

と
決
心
し
た
学
生
を
採
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
の
で
、
必
ず
聞
く
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
学

生
た
ち
に
も
、「
あ
な
た
た
ち
は
、
こ
れ
か
ら

プ
ロ
に
な
る
の
だ
」
と
い
う
こ
と
を
教
え
込
む
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や
っ
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と

を
言
い
ま
し
て
、
そ
れ
が
一
九
九
三
年
の
こ
と

で
す
か
ら
十
年
以
上
に
な
り
ま
す
。
映
像
産
業

を
国
家
と
し
て
支
援
し
よ
う
と
い
う
こ
と
を
唱

え
ま
し
て
、
そ
の
結
果
今
に
至
っ
て
、
こ
う
い

う
い
い
結
果
が
生
ま
れ
た
と
い
っ
て
も
、
決
し

て
過
言
で
は
な
い
で
す
。

藤
幡

当
初
と
い
う
の
は
、
今
の
よ
う
な
産
業

界
と
の
結
び
つ
き
と
か
、
国
の
支
援
と
い
う
の

は
そ
れ
ほ
ど
強
く
は
な
か
っ
た
ん
で
す
か
。

朴

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
本
当
に
設
立
当
時

の
八
四
年
と
い
う
の
は
全
く
今
と
状
況
が
九
〇

年
代
と
も
変
わ
っ
て
い
ま
し
て
、
実
は
知
ら
れ

ざ
る
ビ
ハ
イ
ン
ド
・
ス
ト
ー
リ
ー
と
い
う
の
が

あ
り
ま
す
。
ま
ず
一
九
八
一
年
に
全

チ
ョ
ン

斗ド
ゥ

煥
フ
ァ
ン

大

統
領
が
政
権
を
握
っ
た
こ
ろ
に
、
ア
メ
リ
カ
か

ら
圧
力
が
か
け
ら
れ
た
ん
で
す
。
ど
ん
な
圧
力

か
と
い
う
と
、
貿
易
の
自
由
化
み
た
い
に
、
ア

メ
リ
カ
映
画
を
全
面
的
に
開
放
し
て
く
だ
さ
い

と
い
う
も
の
で
す
。
以
前
は
、
直
接
配
給
で
は

な
く
て
韓
国
の
配
給
会
社
を
通
し
て
、
ア
メ
リ

カ
映
画
が
配
給
さ
れ
て
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
、

ア
メ
リ
カ
の
配
給
会
社
が
直
接
や
っ
て
き
て
配

給
で
き
る
よ
う
に
し
ろ
と
圧
力
を
か
け
ら
れ
て
、

全
斗
煥
大
統
領
は
、
ア
メ
リ
カ
に
い
い
顔
を
し

な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
、
そ
の
要
求
を
の
ん

で
し
ま
っ
た
ん
で
す
。

し
か
し
、
映
画
界
は
大
騒
ぎ
に
な
り
ま
し
た
。

一
九
七
〇
年
代
の
半
ば
か
ら
映
画
産
業
が
斜
陽

に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
韓
国

映
画
が
生
き
残
れ
な
い
状
況
だ
っ
た
ん
で
す
。

そ
こ
へ
も
っ
て
き
て
、
ア
メ
リ
カ
映
画
ま
で
直

接
配
給
さ
れ
た
ら
、
も
う
韓
国
映
画
は
終
わ
り

だ
、
つ
ぶ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
、

映
画
界
の
人
た
ち
は
、
そ
れ
に
対
し
て
反
対
の

声
を
上
げ
た
ん
で
す
。
す
る
と
政
府
の
ほ
う
は
、

交
換
条
件
の
よ
う
な
形
で
、
そ
れ
に
合
わ
せ
た

何
か
計
画
を
立
て
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
、

二
つ
の
計
画
を
立
て
た
ん
で
す
。

一
つ
は
、
そ
れ
以
前
は
、
映
画
制
作
は
自
由

化
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
ん
で
す
。
政
府
の
許

可
を
受
け
た
二
十
社
の
制
作
会
社
だ
け
が
撮
影

を
許
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
全
斗
煥
大
統
領
以
前

デ
ミ
ー
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
、
で
き
た
の
が
私
ど
も
の
学
校
で
す
。
で

す
か
ら
八
四
年
当
時
と
い
う
の
は
、
映
画
産
業

が
本
当
に
死
に
か
け
の
瀕
死
状
態
で
、
私
は
映

画
ア
カ
デ
ミ
ー
の
第
三
期
の
卒
業
生
で
す
か
ら

八
七
年
の
卒
業
に
な
る
ん
で
す
が
、
そ
の
当
時

で
さ
え
も
映
画
産
業
は
零
細
企
業
の
よ
う
な
も

の
で
、
全
く
希
望
は
な
か
っ
た
で
す
。

藤
幡

す
ご
い
発
展
で
す
ね
。

教
え
る
の
が
う
ま
い
と
は
限
ら
な
い
わ
け
で
す
。

韓
国
で
映
画
を
教
え
る
人
と
い
う
の
は
、
ど
の

よ
う
に
育
っ
て
き
た
の
か
。
日
本
で
も
今
、
僕

な
ん
か
も
一
生
懸
命
教
え
て
い
ま
す
が
、
ど
う

教
え
て
い
い
の
か
。
だ
れ
か
教
え
方
を
教
え
て

く
れ
と
言
い
た
い
の
で
す
が
、
な
か
な
か
教
え

方
と
い
う
の
が
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
教
え

る
人
が
ど
う
育
っ
て
き
た
の
か
と
い
う
の
を
ち

ょ
っ
と
お
う
か
が
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

朴

実
は
そ
の
点
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
も
い

ま
だ
に
悩
み
な
ん
で
す
。
本
当
に
う
ま
く
教
え

ら
れ
て
い
る
人
と
い
う
の
は
、
韓
国
に
も
あ
ま

り
い
な
く
て
、
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
つ
く
る

の
と
教
え
る
と
い
う
の
は
全
く
違
う
も
の
が
あ

り
ま
す
。
韓
国
で
教
え
る
側
の
人
た
ち
も
、
大

体
二
つ
に
分
か
れ
る
ん
で
す
。
一
つ
は
、
ア
メ

リ
カ
な
ど
に
留
学
の
経
験
が
あ
っ
て
、
教
授
に

な
っ
て
教
え
て
い
る
人
た
ち
は
、
さ
す
が
に
教

え
方
を
教
わ
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
あ
っ
て
、

教
育
は
非
常
に
う
ま
い
ん
で
す
。
た
だ
し
、
現

場
の
経
験
は
な
い
ん
で
す
。
反
対
に
現
場
の
経

験
が
あ
っ
て
か
ら
後
に
、
教
え
る
側
に
つ
い
た

人
と
い
う
の
は
、
映
画
を
体
系
的
な
学
問
と
し

て
習
っ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
、
い
つ
も

大
声
を
上
げ
て
ど
な
っ
た
り
と
か
、
し
っ
か
り

し
ろ
と
い
う
ふ
う
に
ハ
ッ
パ
を
か
け
た
り
と
か
、

学
問
よ
り
も
精
神
を
教
え
て
い
る
部
分
の
ほ
う

が
非
常
に
大
き
い
で
す
。

そ
し
て
私
た
ち
は
、
教
え
な
く
て
は
と
い
う

気
持
ち
は
あ
ま
り
持
た
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま

し
て
、
学
生
自
ら
が
悟
る
よ
う
な
方
向
に
持
っ

て
い
こ
う
、
そ
の
お
膳
立
て
を
し
よ
う
と
思
っ

て
い
る
ん
で
す
。
で
き
る
だ
け
授
業
も
セ
ミ
ナ

ー
形
式
に
し
ま
し
て
、
学
生
同
士
で
討
論
を
さ

朴起●（パク・キョン）

1961年生まれ。映画監督・プロデューサー・韓国映
画アカデミー院長。
1977年に監督、脚本として参加した『モーテルカク
タス』で釜山国際映画祭New Currents賞を受賞する
など、各国の映画祭にて受賞多数。 2002年より韓国
映画振興の中心である韓国映画アカデミーの院長を務
める。

の
朴パ

ク

正
チ
ョ
ン

□ヒ

大
統
領
が
規
制
を
か
け
た
ん
で
す
。

だ
れ
で
も
つ
く
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
許
可
制

に
し
て
許
可
の
あ
る
会
社
だ
け
が
撮
れ
る
。
と

こ
ろ
が
、
そ
れ
を
や
め
て
登
録
制
。
だ
か
ら
、

私
た
ち
は
映
画
の
製
作
会
社
で
す
と
登
録
し
た

と
こ
ろ
な
ら
撮
っ
て
い
い
と
い
う
こ
と
に
ま
ず

変
え
た
。
そ
れ
が
一
つ
。

も
う
一
つ
は
、
映
画
を
撮
る
た
め
に
は
、
産

業
を
助
け
る
う
え
で
人
材
が
必
要
だ
か
ら
ア
カ

朴

そ
う
で
す
ね
。
結
果
的
に
み
ま
し
て
、
韓

国
映
画
が
こ
の
二
十
年
間
で
発
展
し
た
お
か
げ

で
、
幸
い
に
私
た
ち
も
発
展
す
る
こ
と
が
で
き

た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
発
展
の
お

役
に
も
少
し
立
て
た
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

作
家
と
教
育
者
の
は
ざ
ま

黒
沢

普
遍
的
な
こ
と
を
聞
き
た
い
の
で
す
が
、

映
画
を
つ
く
る
の
に
長
け
た
人
が
、
必
ず
し
も
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せ
る
ん
で
す
。
幸
い
に
、
学
生
た
ち
は
い
ろ
い

ろ
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
持
っ
て
こ
こ
の
学

校
に
入
る
人
が
多
く
て
、
あ
る
学
生
は
既
に
大

学
で
映
画
を
専
攻
し
た
り
、
大
学
院
で
勉
強
し

た
り
し
た
後
に
入
っ
て
来
た
人
も
い
れ
ば
、
本

当
に
町
中
の
、
映
画
を
ち
ょ
っ
と
教
え
る
よ
う

な
私
設
学
校
み
た
い
な
と
こ
ろ
で
、
少
し
だ
け

習
っ
た
人
も
い
れ
ば
、
現
場
の
経
験
が
あ
る
人

も
い
ま
す
。
お
互
い
が
教
え
合
っ
て
学
び
合
う

と
い
う
こ
と
も
大
切
だ
と
思
う
の
で
、
こ
ち
ら

と
し
て
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
提
示
し
て
、
こ
の

方
向
に
行
き
な
さ
い
と
い
う
の
を
道
案
内
し
て
、

あ
と
は
学
生
た
ち
が
そ
こ
を
歩
い
て
く
れ
る
の

を
願
っ
て
い
る
感
じ
で
す
。

黒
沢

映
画
は
監
督
一
人
だ
け
で
は
つ
く
れ
な

く
て
、
脚
本
家
も
い
る
、
ス
タ
ッ
フ
も
俳
優
も

と
、
多
く
の
人
た
ち
が
い
な
い
と
つ
く
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
監
督
は
何
と
か
教
育
で
き
た
と

し
て
も
、
そ
れ
以
外
の
ス
タ
ッ
フ
や
俳
優
は
ど

の
よ
う
に
育
成
さ
れ
て
き
た
の
か
。
も
う
少
し

具
体
的
に
は
、
例
え
ば
監
督
候
補
の
学
生
が
、

実
習
で
一
本
短
編
映
画
を
撮
る
と
い
っ
た
と
き

に
、
一
体
ど
う
い
う
ス
タ
ッ
フ
と
俳
優
で
や
っ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

朴

今
、
私
た
ち
の
学
校
は
二
年
課
程
に
な
っ

て
お
り
ま
し
て
、
二
年
の
間
に
四
回
制
作
を
す

る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
持
っ
て
い
ま
す
。
卒
業

作
品
以
外
は
、
す
べ
て
学
内
で
、
み
ん
な
持
ち

回
り
で
や
る
よ
う
に
し
て
い
る
ん
で
す
。
た
だ

し
、
演
技
と
メ
イ
ク
と
音
楽
は
で
き
な
い
の
で
、

ほ
か
の
人
に
お
願
い
し
て
も
い
い
ん
で
す
が
、

そ
れ
以
外
は
、
各
自
が
持
ち
回
り
な
ん
で
す
。

例
え
ば
、
演
出
専
攻
の
人
は
一
回
自
分
の
演
出

を
し
た
ら
、
次
に
ほ
か
の
人
が
や
っ
て
い
る
作

品
に
関
し
て
は
、
助
監
督
と
し
て
手
伝
う
、
同

時
録
音
を
し
て
あ
げ
る
、
美
術
を
担
当
す
る
と

い
う
ふ
う
に
お
互
い
が
役
割
を
変
え
て
、
い
ろ

い
ろ
な
経
験
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
ん
で

す
。
演
出
だ
け
で
は
な
く
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
経

験
を
積
む
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
し
卒
業
作
品
だ
け
は
、
外
か
ら
ス
タ
ッ

フ
を
連
れ
て
来
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
る
の
で
で
き
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ

で
も
や
は
り
メ
ー
ン
と
な
る
照
明
と
か
撮
影
は

在
校
生
が
担
当
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
同

時
録
音
な
ん
か
は
、
外
か
ら
お
願
い
す
る
と
い

う
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
が
、
基
本
的
に
一
人
の

人
が
、
い
ろ
い
ろ
な
経
験
を
す
る
と
い
う
こ
と

を
メ
ー
ン
に
し
て
お
り
ま
し
て
、
も
ち
ろ
ん
プ

ロ
と
し
て
現
場
に
入
っ
た
ら
、
演
出
だ
け
を
や

る
こ
と
に
な
る
と
思
う
ん
で
す
が
、
少
な
く
と

も
在
学
中
は
外
部
の
ス
タ
ッ
フ
に
頼
ら
ず
に
、

一
人
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
見
て
、
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
が
解
決
で
き
る
と
い
う
力
を
養
う
こ
と

が
大
切
か
と
思
い
ま
す
。

共
同
作
業
か
ら
生
ま
れ
る
芸
術
表
現

藤
幡

東
京
芸
術
大
学
で
は
美
術
と
音
楽
を
、

こ
れ
ま
で
教
え
て
き
た
ん
で
す
が
両
方
と
も
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
個
人
芸
な
ん
で
す
。
個
人
の
な

か
で
自
分
の
わ
ざ
を
磨
く
と
い
う
こ
と
が
中
心

な
の
で
す
が
、
映
画
の
場
合
に
は
、
今
、
黒
沢

さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
チ
ー
ム
ワ
ー
ク

に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
部
分
で
、
な
か
な
か
こ

の
大
学
自
体
に
そ
う
い
う
ノ
ウ
ハ
ウ
が
な
い
と

こ
ろ
が
あ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
そ
う
い
う
意
味
で

も
、
新
し
い
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
仕
組
み
を
つ
く

ら
な
く
て
は
い
け
な
い
と
、
僕
は
思
っ
て
い
ま

最
近
は
、
こ
の
制
度
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
学
年
、
み
ん
な
が
力
を
合
わ
せ
て
何
か
を
つ

く
る
と
い
う
ふ
う
に
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

逆
に
今
度
は
黒
沢
さ
ん
に
そ
う
い
う
意
味
で

お
聞
き
し
た
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
い
ま
ま
で

映
画
を
撮
ら
れ
て
き
て
、
や
っ
ぱ
り
、
本
当
に

教
え
る
と
い
う
経
験
が
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い

わ
け
で
す
ね
。
作
品
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
を

前
提
に
な
さ
る
と
き
に
、
い
ろ
い
ろ
な
ス
タ
ッ

フ
を
ま
と
め
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
で
す

よ
ね
。
そ
の
部
分
で
黒
沢
さ
ん
な
り
に
、
学
校

の
や
り
方
と
は
も
ち
ろ
ん
違
う
と
思
う
ん
で
す

が
、
人
を
ま
と
め
て
い
く
た
め
に
、
何
か
持
っ

て
ら
っ
し
ゃ
る
考
え
方
と
か
、
何
か
努
力
さ
れ

て
い
る
部
分
が
あ
れ
ば
教
え
て
い
た
だ
け
ま
せ

ん
か
。
い
つ
も
感
心
し
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
僕
は
一
人
で
も
の
を
つ
く
っ
て
い
る
タ
イ

プ
な
の
で
。

黒
沢

自
分
で
自
分
の
こ
と
を
正
し
く
分
析
は

で
き
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
僕
は
人
を
ま
と

め
よ
う
と
は
あ
ま
り
し
て
い
な
く
て
、
た
だ
人

を
信
頼
し
て
い
る
。
無
条
件
に
信
頼
す
る
こ
と
。

俳
優
で
も
ス
タ
ッ
フ
で
も
、
こ
の
人
は
絶
対
才

能
が
あ
る
と
信
じ
る
こ
と
。
そ
れ
が
僕
の
や
っ

て
い
る
こ
と
で
す
。
た
だ
、
そ
れ
は
自
然
に
そ

う
な
っ
て
き
た
こ
と
で
、
た
だ
一
つ
だ
け
コ
ツ

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
監
督
の
個
性
、
そ
の
人
の

や
り
方
で
や
れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と
で
、
決
ま

り
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
全
員
に
強
制
的

に
何
か
を
押
し
つ
け
て
、
ど
な
り
散
ら
す
よ
う

な
人
も
い
ま
す
。
も
と
も
と
そ
う
い
う
人
で
あ

る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
ん
で
す
。
無

理
に
紳
士
に
な
る
必
要
も
な
い
。
元
来
穏
や
か

で
、
人
の
意
見
を
聞
く
タ
イ
プ
の
人
が
監
督
を

や
る
場
合
は
、
む
り
や
り
ス
タ
ッ
フ
を
ど
な
り

つ
け
る
必
要
も
な
い
。
監
督
本
来
の
人
格
、
一

番
合
っ
た
や
り
方
で
や
る
し
か
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
す
。
き
っ
と
僕
は
も
と
も
と
人
を
信
頼

し
や
す
い
性
格
な
の
で
、
人
を
無
条
件
に
信
頼

す
る
こ
と
で
、
何
と
か
ス
タ
ッ
フ
や
俳
優
に
無

理
を
お
願
い
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

朴

本
当
に
そ
の
と
お
り
で
す
。

藤
幡

結
局
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
い
う
か
、
非
常
に

独
創
的
な
こ
と
を
し
よ
う
と
す
る
と
、
自
分
自

司会

藤幡正樹（ふじはた・まさき）

1956年生まれ。東京芸術大学大学院映像研究科科長。同美術
学部先端芸術表現科教授。
1980年東京芸術大学大学院美術研究科修了。コンピュータな
らではのテクノロジーを媒介としながら、環境や人間の知覚の
関係性を顕在化させる多彩な活動を繰り広げている。

す
。

朴

本
当
に
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。
や
は

り
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、

さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
な
持
ち
回
り
制
度
に
し
ま

し
て
、
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
養
う
と
い
う
ふ
う
に

し
た
の
で
す
。
こ
れ
は
、
以
前
は
そ
う
で
は
な

か
っ
た
の
で
す
。
以
前
は
外
か
ら
友
だ
ち
を
連

れ
て
来
て
、
勝
手
に
自
分
が
や
り
た
い
よ
う
に

撮
っ
て
い
た
の
で
、
学
内
で
の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク

と
い
う
の
が
と
れ
な
か
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
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身
の
思
っ
て
い
る
も
の
か
ら
離
れ
る
と
い
う
か
、

例
え
ば
教
わ
っ
た
と
お
り
に
や
っ
て
し
ま
う
と
、

そ
れ
は
偽
物
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
や
は

り
、
い
か
に
自
分
の
オ
リ
ジ
ン
に
下
り
て
い
く

こ
と
が
で
き
る
か
、
自
分
を
見
つ
め
直
す
と
い

う
と
こ
ろ
が
な
い
と
僕
は
だ
め
だ
と
思
っ
て
い

る
ん
で
す
が
、
そ
れ
が
そ
う
い
う
形
で
出
て
く

る
と
思
い
ま
す
。

朴

と
て
も
重
要
な
こ
と
で
す
。

藤
幡

問
題
な
の
は
教
え
る
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。
そ
の
こ
と
に
気
が
つ
く
と
い
う
か
、
フ
ァ

ッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル
な
も
の
に
振
り
回
さ
れ
な
い
で
、

じ
っ
と
つ
く
っ
た
も
の
を
見
つ
め
て
い
く
と
い

う
こ
と
が
大
事
だ
と
言
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、

そ
れ
を
口
で
言
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
れ
は
そ

れ
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
そ
れ
を
ど
う

い
う
ふ
う
に
教
え
る
か
と
い
う
の
は
、
か
な
り

難
し
い
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

産
業
と
し
て
の
映
画

黒
沢

も
う
一
つ
朴
先
生
に
お
う
か
が
い
し
た

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
韓
国
の
今
の
映
画
界
は
、

産
業
的
に
も
社
会
的
に
も
大
成
功
し
て
い
て
、

日
本
か
ら
見
る
と
本
当
に
う
ら
や
ま
し
い
状
況

の
よ
う
で
す
。
つ
ま
り
お
金
が
も
う
か
り
、
同

時
に
監
督
の
ス
テ
イ
タ
ス
も
上
が
る
と
い
う
こ

と
で
す
け
れ
ど
も
。
そ
う
い
う
お
金
も
地
位
も

獲
得
で
き
る
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い
る
こ
と

が
、
映
画
を
教
え
る
こ
と
で
プ
ラ
ス
に
な
る
面

も
あ
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
逆
に
マ
イ
ナ
ス
に

な
る
面
、
つ
ま
り
み
ん
な
が
社
会
的
成
功
し
か

目
指
さ
な
く
な
る
。
そ
う
い
っ
た
マ
イ
ナ
ス
面

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
お
感
じ
に
な
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。

朴

た
だ
、
韓
国
で
成
功
し
て
も
、
そ
の
成
功

と
い
う
の
は
永
遠
で
は
な
い
と
い
う
の
が
、
結

構
知
ら
れ
て
い
ま
し
て
、
確
か
に
一
時
的
に
成

功
す
る
人
も
い
る
ん
で
す
が
、
や
は
り
ご
く
少

数
な
ん
で
す
。
そ
れ
以
外
の
人
は
、
映
画
を
ず

っ
と
つ
く
り
続
け
る
の
が
難
し
い
の
が
大
部
分

で
す
。
一
つ
例
を
挙
げ
ま
す
と
、
一
九
七
〇
年

代
に
大
活
躍
し
た
代
表
的
な
李イ

長
鍋

ジ
ャ
ン
ホ

監
督
が
い

ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
こ
の
監
督
さ
ん

は
今
は
も
う
十
年
間
映
画
を
つ
く
れ
な
い
で
い

ま
す
。
一
九
八
〇
年
代
に
有
名
だ
っ
た
裴ぺ

昶
チ
ャ
ン

浩ホ

監
督
も
、
今
は
低
予
算
で
す
が
、
自
己
資
金

で
つ
く
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
だ
れ
も

見
て
く
れ
な
い
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
二
人
と
い
う
の
は
、
一
世
を
風
靡
し
た
ぐ

ら
い
の
方
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
一
度
有
名
に
な

っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
場
に
ず
っ
と
と
ど

ま
っ
て
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
人
も
い

る
ん
で
す
け
れ
ど
、
し
か
し
、
成
功
を
目
指
し

て
映
画
界
に
入
っ
て
く
る
人
は
た
く
さ
ん
い
る

ん
で
す
。
私
た
ち
は
、
そ
う
い
う
学
生
は
警
戒

す
る
よ
う
に
し
て
お
り
ま
し
て
、
ま
ず
選
ば
な

い
、
採
ら
な
い
ん
で
す
。
入
学
さ
せ
な
い
。
だ

か
ら
き
ち
ん
と
見
極
め
て
、
こ
ち
ら
か
ら
も
教

え
込
ん
で
、
な
る
べ
く
そ
う
い
う
学
生
を
採
ら

な
い
努
力
を
し
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
ち
ょ

っ
と
見
解
が
ま
ち
が
っ
て
、
そ
う
い
う
学
生
が

入
っ
て
き
て
し
ま
う
ん
で
す
が
、
そ
う
す
る
と

お
互
い
に
と
て
も
つ
ら
い
状
況
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
私
た
ち
は
学
生
に
い
つ
も
教
え

て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
映
画
を
つ
く
っ
て

一
時
有
名
に
な
っ
て
消
え
る
よ
り
も
、
死
ぬ
ま

で
と
に
か
く
映
画
を
こ
つ
こ
つ
と
長
く
撮
り
続

け
る
こ
と
の
ほ
う
が
大
切
な
ん
だ
と
い
う
こ
と

を
教
え
て
い
ま
す
。

黒
沢

ま
さ
に
今
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
を
、
僕

も
学
生
に
教
え
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
な
か
な

か
う
ま
く
言
葉
で
、
ど
う
教
え
て
い
い
か
わ
か

ら
な
い
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
こ
そ
、
若

い
人
に
伝
え
た
い
と
思
う
こ
と
で
す
。

朴

そ
う
い
う
点
で
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
マ
ノ
エ

ル
・
デ
・
オ
リ
ヴ
ェ
イ
ラ
監
督
が
、
今
九
十
一

歳
で
す
け
れ
ど
映
画
を
撮
り
続
け
て
い
ま
す
よ

ね
。
だ
か
ら
自
分
た
ち
も
そ
う
な
ろ
う
、
九
十

歳
を
す
ぎ
て
も
、
映
画
を
撮
っ
て
い
よ
う
と
教

え
て
い
ま
す
。

黒
沢

す
ば
ら
し
い
で
す
ね
。
ち
な
み
に
一
昨

年
、
日
本
に
オ
リ
ヴ
ェ
イ
ラ
監
督
が
来
日
し
た

と
き
に
僕
は
会
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
元
気
で
し

た
ね
。
あ
と
十
年
か
二
十
年
は
映
画
を
撮
る
感

じ
で
し
た
。

朴

こ
れ
は
言
っ
て
い
い
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん

が
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
若
い
人
た
ち
は
、
ち
ょ
っ

と
見
方
が
違
う
よ
う
で
す
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
も
や

は
り
映
画
産
業
は
非
常
に
難
し
い
の
で
、
政
府

の
支
援
を
得
て
映
画
を
撮
る
若
い
人
が
多
い
ん

で
す
が
、
オ
リ
ヴ
ェ
イ
ラ
監
督
が
ず
っ
と
君
臨

し
て
い
る
の
で
、
若
い
人
に
機
会
が
な
い
。
だ

か
ら
、
あ
の
ご
老
人
は
い
つ
あ
の
世
に
行
く
ん

で
し
ょ
う
な
ん
て
い
う
こ
と
を
話
し
て
い
る
と

聞
き
ま
し
た
。

映
画
界
に
お
け
る
成
功

朴

新
し
く
大
学
院
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
、

学
生
た
ち
を
ど
の
よ
う
に
選
抜
さ
れ
て
い
る
ん

で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、
そ
れ
以
前
は
、
そ
の

学
生
さ
ん
た
ち
は
何
か
別
の
専
攻
が
あ
っ
た
の

か
、
年
齢
層
は
ど
う
な
の
か
、
あ
る
い
は
現
場

の
経
験
が
あ
る
人
た
ち
な
の
で
す
か
。

黒
沢

僕
は
、
監
督
を
志
す
若
者
を
選
ば
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
最
も
重
視
し
た
の
は
、

そ
の
人
が
こ
れ
ま
で
撮
っ
て
き
た
作
品
で
す
。

そ
れ
と
、
簡
単
な
課
題
を
与
え
て
短
期
間
に
ビ

デ
オ
で
撮
影
し
て
も
ら
い
、
そ
れ
も
参
考
に
し

ま
し
た
。
学
歴
は
全
く
考
慮
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
れ
ま
で
、
既
に
自
分
で
映
画
を
つ
く
っ
て
い

て
、
し
っ
か
り
し
た
個
性
を
持
っ
て
い
る
人
、

自
分
が
映
画
で
や
り
た
い
こ
と
は
こ
う
い
う
こ

と
だ
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
を
ち
ゃ
ん
と
持
っ
て
い

る
人
、
そ
う
い
う
人
を
選
ん
だ
つ
も
り
で
す
。

朴

で
は
学
部
で
、
映
画
を
専
攻
し
た
学
生
と

い
う
の
は
何
パ
ー
セ
ン
ト
ぐ
ら
い
で
す
か
。

黒
沢

大
学
で
映
画
を
専
攻
し
た
と
い
う
人
は

ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
。
た
だ
大
学
で
は
な
い
ん

で
す
け
れ
ど
、
ぼ
く
も
か
か
わ
っ
て
い
る
映
画

美
学
校
と
い
う
専
門
学
校
が
あ
り
ま
し
て
、
そ

こ
の
出
身
者
と
い
う
の
は
い
ま
す
。

藤
幡

技
術
系
に
は
、
日
本
大
学
芸
術
学
部
や

大
阪
芸
大
の
出
身
者
が
い
ま
す
が
、
特
に
監
督

領
域
は
バ
ラ
エ
テ
ィ
が
豊
か
で
す
ね
。
僕
に
と

っ
て
は
非
常
に
興
味
深
か
っ
た
の
で
す
け
れ
ど

も
、
黒
沢
先
生
が
審
査
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て

い
る
と
、
す
ご
く
丁
寧
に
ご
ら
ん
に
な
る
ん
で

す
。
そ
の
姿
を
見
て
い
る
と
、
黒
沢
先
生
は
、

作
品
を
送
っ
て
来
た
子
が
、
実
際
に
一
生
ド
ラ

マ
を
つ
く
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い

う
こ
と
を
見
て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
し
た
。
そ

れ
は
本
当
に
上
辺
の
う
ま
い
下
手
で
は
な
く
ご

ら
ん
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
僕
は
驚
い
た
と
同

時
に
、
非
常
に
好
感
を
持
ち
ま
し
た
。

黒
沢

選
ぶ
の
は
大
変
で
し
た
。
お
そ
ら
く
世
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界
的
な
レ
ベ
ル
で
見
て
も
、
才
能
の
あ
る
若
者

が
集
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
、
そ
う
い
う

若
者
に
対
し
て
、
自
信
を
持
っ
て
こ
れ
か
ら
一

生
映
画
を
つ
く
り
続
け
て
ほ
し
い
と
思
う
ん
で

す
が
、
そ
れ
は
大
変
な
人
生
だ
よ
、
こ
れ
か
ら

し
ん
ど
い
こ
と
が
多
い
よ
、
と
い
う
こ
と
だ
け

し
か
言
え
な
い
の
が
つ
ら
い
で
す
ね
。
ち
ょ
っ

と
は
い
い
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
本
当

は
言
い
た
い
ん
で
す
が
。
多
分
、
韓
国
は
そ
れ

が
堂
々
と
具
体
的
に
言
え
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。

い
や
、
わ
ざ
わ
ざ
言
わ
な
く
た
っ
て
、
映
画
を

つ
く
っ
て
栄
光
を
勝
ち
取
ろ
う
と
す
る
こ
と
は

周
知
の
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ

け
を
目
指
し
て
は
い
け
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の

こ
と
は
や
っ
ぱ
り
非
常
に
強
く
、
若
者
た
ち
が

映
画
を
目
指
す
動
機
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
ん

で
す
。
日
本
で
は
今
の
と
こ
ろ
、
な
か
な
か
そ

れ
が
言
え
な
い
。
い
い
こ
と
が
一
つ
ぐ
ら
い
あ

る
か
も
し
れ
な
い
よ
、
と
い
う
ふ
う
に
し
か
言

え
な
い
と
こ
ろ
が
つ
ら
い
ん
で
す
。

芸
術
大
学
に
お
け
る
人
材
育
成

朴

確
か
に
い
い
状
況
も
あ
る
の
で
す
が
、
必

ず
し
も
楽
観
視
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
ず
、
学
校

が
始
ま
る
と
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
し
ま
し

て
、
卒
業
生
を
呼
ん
で
話
を
し
て
も
ら
う
ん
で

す
。
今
年
は
、
奉ポ

ン

俊
昊

ジ
ュ
ノ

監
督
と
林イ

ム

常
樹

サ
ン
ス

監
督
を

呼
ん
だ
の
で
す
。

林
常
樹
監
督
は
、
学
生
た
ち
に
向
か
っ
て
、

「
僕
が
見
た
と
こ
ろ
、
君
た
ち
は
一
〇
パ
ー
セ

ン
ト
も
生
き
残
れ
な
い
、
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
は

成
功
で
き
そ
う
も
な
い
な
」
と
い
き
な
り
否
定

的
な
こ
と
を
言
う
ん
で
す
。
学
生
た
ち
は
希
望

を
持
っ
て
、
新
入
生
と
し
て
入
っ
て
そ
の
場
に

い
る
の
で
、
み
ん
な
真
っ
青
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
林
常
樹
監
督
と
い
え
ば
韓
国
で
も
成
功
し

て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
、「
あ
の
時
あ
の
人
た

ち
」
と
い
う
作
品
で
い
ろ
い
ろ
な
問
題
に
巻
き

込
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
そ
う
い
う
状

況
に
も
な
り
得
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
話
し
た

気
持
ち
は
私
に
は
わ
か
り
ま
し
た
が
、
学
生
た

ち
は
驚
い
て
い
ま
し
た
。

私
か
ら
見
る
と
、
数
値
的
な
こ
と
で
す
が
大

体
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ぐ
ら
い
の
人
た
ち
が
、
い

い
監
督
さ
ん
に
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
反

対
に
言
う
と
残
り
の
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
は
、
監

督
と
し
て
や
っ
て
い
け
な
い
か
も
し
れ
な
い
ん

で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
は
も
し
か
し
た
ら
、
そ
う

い
う
可
能
性
は
あ
る
と
わ
か
っ
て
選
抜
し
た
部

分
も
あ
る
ん
で
す
。
た
だ
、
今
年
の
例
で
言
い

ま
す
と
、
九
人
入
っ
た
の
で
す
が
、
三
人
だ
け

選
ぶ
わ
け
に
も
い
か
な
い
の
で
、
も
し
か
し
た

ら
可
能
性
は
な
い
か
な
と
思
い
つ
つ
、
ほ
か
の

学
生
た
ち
も
受
け
入
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん

努
力
を
す
れ
ば
、
半
分
ぐ
ら
い
ま
で
は
上
り
詰

め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
が
、
や
は
り

全
員
と
い
う
の
は
無
理
で
す
。
九
人
選
抜
し
た

中
で
、せ
い
ぜ
い
三
、四
人
ぐ
ら
い
で
し
ょ
う
か
。

私
か
ら
の
質
問
な
の
で
す
が
、
今
年
入
っ
た
一

期
生
の
方
た
ち
は
、
年
齢
と
性
別
の
比
率
は
ど

う
で
す
か
。

黒
沢

監
督
専
攻
の
者
だ
け
で
言
わ
せ
て
も
ら

い
ま
す
と
、
監
督
を
専
攻
し
た
者
は
七
人
で
、

年
齢
は
い
ち
ば
ん
若
く
て
、
大
学
を
出
た
ば
か

り
で
す
か
ら
二
十
二
、
三
歳
で
す
。
年
上
で
は
、

二
十
八
、
九
歳
ぐ
ら
い
ま
で
い
た
か
な
。
既
に

プ
ロ
を
経
験
し
て
い
る
人
も
い
ま
す
。
性
別
は
、

女
三
人
、
男
四
人
で
す
。
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
た

わ
け
で
は
な
く
て
、
偶
然
そ
う
な
っ
た
ん
で
す

が
。こ

の
な
か
で
何
人
が
、
将
来
ず
っ
と
映
画
を

撮
り
続
け
て
い
く
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

た
だ
僕
が
若
い
人
に
言
っ
て
い
る
の
は
、
こ
う

い
う
大
学
、
学
校
に
入
っ
て
出
て
、
そ
こ
か
ら

が
ま
た
人
生
だ
か
ら
。
さ
っ
き
の
オ
リ
ヴ
ェ
イ

ラ
の
例
で
は
な
い
で
す
け
れ
ど
、
四
十
歳
を
過

ぎ
て
か
ら
監
督
に
な
る
人
も
日
本
で
は
い
ま
す

し
、
五
十
歳
を
過
ぎ
て
い
き
な
り
映
画
を
撮
っ

て
大
成
功
す
る
な
ん
て
い
う
人
も
い
ま
す
し
、

人
生
の
中
で
ず
っ
と
映
画
を
考
え
て
ほ
し
い
。

大
学
を
出
て
す
ぐ
に
そ
こ
で
映
画
を
や
る
か
や

ら
な
い
か
の
選
択
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
ん
だ
、

と
い
う
こ
と
だ
け
は
言
い
続
け
て
い
ま
す
。
僕

も
ま
と
も
に
大
学
を
出
て
映
画
業
界
に
就
職
を

し
た
わ
け
で
は
な
く
て
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を

や
り
な
が
ら
、
い
つ
の
ま
に
か
映
画
を
撮
っ
て
、

コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
映
画
を
撮
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
四
十
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
で
す
。
日
本

で
は
そ
れ
ぐ
ら
い
の
ス
パ
ン
な
の
で
、
焦
っ
ち

ゃ
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

朴

年
齢
制
限
と
か
は
あ
る
ん
で
す
か
。

黒
沢

そ
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
。

藤
幡

芸
術
大
学
以
外
の
大
学
だ
と
、
必
ず
就

職
の
面
倒
と
い
う
の
を
先
生
は
見
な
く
て
は
い

け
な
い
。
韓
国
と
日
本
が
ど
れ
ぐ
ら
い
違
う
か

ち
ょ
っ
と
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
日
本
で
は
大
学

は
就
職
の
た
め
に
あ
る
と
い
う
認
識
が
か
な
り

強
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
行

く
と
、
ア
ー
チ
ス
ト
は
み
ん
な
三
十
歳
ぐ
ら
い

ま
で
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
い
る
の
が
普
通
だ
よ
、
み

た
い
な
こ
と
を
言
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で

は
東
京
芸
大
は
割
と
そ
れ
に
近
く
て
、
三
十
歳

を
過
ぎ
る
ま
で
成
功
す
る
わ
け
は
な
い
と
い
う

前
提
で
、
学
生
は
入
っ
て
来
て
い
る
の
で
、
そ

う
い
う
性
根
の
据
わ
っ
た
学
生
に
会
え
る
と
い

う
部
分
が
、
こ
の
学
校
の
す
ご
く
お
も
し
ろ
い

と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

一
般
的
に
行
政
や
省
庁
が
産
業
と
し
て
の
映

画
を
支
援
す
る
と
い
う
話
に
な
る
と
、
必
ず
ハ

リ
ウ
ッ
ド
が
モ
デ
ル
に
な
っ
て
出
て
く
る
わ
け

で
す
が
、
日
本
に
は
ハ
リ
ウ
ッ
ド
的
な
産
業
の

形
態
が
な
じ
ま
な
い
と
僕
は
ず
っ
と
思
っ
て
い

ま
す
。
今
回
、
こ
の
学
科
を
つ
く
る
と
き
に
も
、

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
、
あ
る

い
は
フ
ラ
ン
ス
的
な
映
画
の
あ
り
方
、
ビ
ジ
ネ

ス
と
い
う
よ
り
も
ア
ー
ト
と
し
て
、
作
品
と
し

て
つ
く
っ
て
い
く
よ
う
な
人
間
を
し
ぶ
と
く
育

て
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い

う
意
味
で
は
い
ろ
い
ろ
同
調
す
る
部
分
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

朴

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
東
京
芸
術
大
学
の

皆
さ
ん
が
、
た
し
か
二
、
三
年
前
に
私
ど
も
の

学
校
を
訪
問
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
の
と

き
に
、
ど
ん
な
学
校
を
つ
く
る
か
と
皆
さ
ん
が

一
生
懸
命
悩
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
姿
を
思
い

出
し
ま
す
。
つ
い
に
新
し
く
開
講
さ
れ
て
、
本

当
に
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
今
後
も
、
私
ど

も
と
お
互
い
交
流
を
重
ね
て
、
お
互
い
が
発
展

で
き
る
よ
う
な
方
向
に
い
け
れ
ば
い
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

（
六
月
十
八
日
、
大
学
院
映
像
研
究
科
に
て
）



9

誘
致
の
い
き
さ
つ

横
浜
市
は
「
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
シ
テ
ィ
」

と
い
う
考
え
方
を
、
市
の
今
後
の
活
性
化
に

あ
た
っ
て
大
き
な
比
重
を
お
い
て
い
ま
す
。

「
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
シ
テ
ィ
」
と
い
う
の
は
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
な
ど
で
広
ま
り
つ
つ
あ
る
考
え
な

の
で
す
が
、
都
市
の
活
性
化
・
開
発
の
さ
い

に
、
そ
れ
ま
で
の
都
市
の
歴
史
で
あ
る
と
か
、

文
化
・
風
土
と
い
う
も
の
を
ベ
ー
ス
と
し
て

都
市
づ
く
り
を
し
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
で
、

い
わ
ば
い
ま
ま
で
日
本
が
国
全
体
を
金
太
郎

飴
的
に
イ
ン
フ
ラ
整
備
し
て
み
た
り
、
同
じ

施
策
を
展
開
し
て
み
た
り
と
い
う
こ
と
と
は
、

逆
の
考
え
方
と
い
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

「
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
シ
テ
ィ
」
を
考
え
て
い

っ
た
と
き
、
横
浜
か
ら
新
し
い
芸
術
・
文
化

と
い
う
も
の
を
発
信
を
し
て
い
こ
う
と
い
う

ふ
う
に
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
裏
を
返
せ

ば
横
浜
が
文
化
・
芸
術
活
動
に
お
い
て
歴
史

的
に
活
発
な
地
域
で
あ
る
こ
と
、
洋
の
東
西

が
合
わ
さ
っ
た
文
化
を
つ
く
り
あ
げ
て
き
た

と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
意
味
で

は
と
く
に
映
像
文
化
と
い
う
こ
と
で
は
た
と

え
ば
フ
ィ
ル
ム
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
も
日
本

で
い
ち
ば
ん
最
初
に
導
入
し
て
き
た
わ
け
で

す
。こ

の
よ
う
に
自
分
た
ち
の
都
市
を
客
観
的

に
分
析
す
る
と
、
都
市
的
な
十
分
な
利
便
性

や
ア
メ
ニ
テ
ィ
が
あ
る
。
そ
れ
が
一
方
で
利

便
性
だ
け
が
追
求
さ
れ
る
よ
う
な
無
機
質
な

都
市
で
あ
っ
て
は
、
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
都

市
に
つ
な
が
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
、

横
浜
の
場
合
は
港
が
あ
り
、
緑
が
ま
だ
十
分

に
あ
り
、
そ
の
う
え
で
都
市
と
し
て
の
ア
メ

ニ
テ
ィ
や
利
便
性
が
あ
る
と
い
う
の
は
創
作

活
動
を
し
て
い
く
う
え
で
は
非
常
に
い
い
場

所
だ
と
思
う
の
で
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
国
立
大
学
と
し
て
は

唯
一
の
総
合
芸
術
大
学
で
あ
る
東
京
芸
術
大

学
の
、
な
か
で
も
映
像
研
究
科
と
い
う
国
立

大
学
で
初
め
て
映
像
関
係
の
大
学
院
が
で
き

る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
ま
さ
に
横
浜
市

に
と
っ
て
も
ウ
ェ
イ
ト
を
置
い
て
い
る
分
野

で
も
あ
り
、
ま
た
東
京
芸
大
の
新
し
い
挑
戦

に
対
し
て
十
分
に
お
役
に
立
て
る
だ
ろ
う
と

思
っ
て
誘
致
を
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
な
の

で
す
。

芸
術
教
育
に
つ
い
て

二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
取
り
組
み
、
そ
れ

を
融
合
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
な
ん
だ
ろ
う
と

思
う
の
で
す
。

ひ
と
つ
は
高
い
専
門
性
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。
も
う
ひ
と
つ
は
よ
り
広
範
な
人
々
を
巻

き
込
ん
だ
活
動
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ

う
か
。
前
者
に
つ
い
て
は
ま
さ
に
大
学
院
と

い
う
性
格
づ
け
そ
の
も
の
が
専
門
的
な
研
究

を
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
が
、

映
像
文
化
と
い
う
と
、
と
も
す
る
と
わ
が
国

の
中
で
は
、
い
ま
ま
で
芸
術
の
中
で
は
な
か

な
か
メ
イ
ン
に
は
捉
え
ら
れ
な
か
っ
た
分
野

だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
影
響
力
の
大
き
さ

や
芸
術
性
の
高
さ
は
、
世
界
で
長
ら
く
注
目

を
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
い
っ
た

意
味
で
わ
が
国
の
中
で
専
門
性
を
高
め
て
い

く
こ
と
は
、
そ
の
分
野
に
お
け
る
わ
が
国
の

水
準
を
世
界
の
中
で
伍
し
て
い
く
と
い
う
こ

と
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
優
秀
な
人

材
を
世
界
に
輩
出
し
て
い
く
と
い
う
意
味
で

大
き
い
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

一
方
で
、
そ
の
裾
野
を
広
げ
て
い
く
と
い

う
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
映
像
な
ど
は
と
く

に
そ
う
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
わ
れ
わ
れ
の

日
常
の
中
か
ら
生
ま
れ
、
日
常
の
中
に
供
し

て
い
く
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ

り
、
存
在
の
あ
り
方
だ
と
思
う
の
で
す
。
す

な
わ
ち
多
く
の
人
た
ち
の
創
作
活
動
が
広
い

裾
野
の
中
で
行
わ
れ
て
く
る
こ
と
で
優
れ
た

人
材
が
出
て
く
る
わ
け
だ
し
、
そ
し
て
日
常

の
多
く
の
人
た
ち
に
鑑
賞
さ
れ
る
と
い
う
存

在
の
あ
り
方
で
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
ご
く

一
部
の
専
門
家
だ
け
が
理
解
で
き
れ
ば
い
い

と
い
う
も
の
で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
。

こ
の
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
あ
り
、

そ
れ
を
融
合
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
必
要

だ
と
思
い
ま
す
ね
。

古
い
も
の
か
ら
新
し
い
価
値
を

創
造
す
る

歴
史
的
建
造
物
で
あ
る
旧
富
士
銀
行
の
建

物
で
み
な
さ
ん
が
学
ば
れ
て
い
る
姿
を
見
て
、

や
っ
ぱ
り
よ
か
っ
た
と
い
う
の
が
率
直
な
感

想
で
す
。

あ
の
建
物
を
東
京
芸
大
の
皆
さ
ん
に
対
し

て
、
ご
提
示
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
段
階
か
ら
、

古
く
て
重
厚
な
建
物
と
、
未
来
の
映
像
文
化

を
担
う
教
育
機
関
の
活
動
の
あ
り
方
が
、
非

常
に
マ
ッ
チ
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

い
ま
し
た
か
ら
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
歴

史
が
詰
ま
っ
た
建
物
の
中
で
創
作
活
動
が
行

わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
す
ご
く
意
味
の
あ
る

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

古
い
も
の
を
破
壊
す
る
こ
と
が
、
新
し
い

も
の
の
創
造
な
の
で
は
な
く
、
古
い
も
の
に

立
脚
を
し
て
新
た
な
意
味
を
付
け
加
え
る
こ

と
が
重
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ

れ
は
い
ま
ど
の
分
野
に
も
求
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。
建
物
が
あ
ん
な
に

「
生
き
る
」
使
い
方
は
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い

か
な
と
思
い
ま
す
。

そ
の
上
、
海
ま
で
五
分
と
か
か
ら
な
い
と

こ
ろ
で
す
か
ら
、
そ
ち
ら
に
は
こ
れ
か
ら
ス

タ
ジ
オ
も
整
備
し
て
い
く
わ
け
で
す
か
ら
、

ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
こ
と
を
し
て
い
く
方
々

に
と
っ
て
は
、
い
い
立
地
条
件
だ
と
感
じ
て

も
ら
え
る
と
思
い
ま
す
。

私
の
映
像
体
験

映
画
と
い
う
の
は
人
生
で
重
要
な
存
在
だ

と
思
い
ま
す
。
私
は
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
や

事
実
に
基
づ
く
ス
ト
ー
リ
ー
を
も
っ
た
映
画
、

人
の
生
き
方
に
関
す
る
映
画
が
好
き
な
ん
で

す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
人
生
と
か
、
社

会
に
お
け
る
役
割
だ
と
か
に
つ
い
て
大
き
な

影
響
を
受
け
て
き
ま
し
た
。

私
が
い
ま
ま
で
見
た
映
画
で
い
ち
ば
ん
好

き
な
の
は
、「
パ
ッ
チ
・
ア
ダ
ム
ス
」
と
い
う

精
神
科
医
を
主
人
公
に
し
た
映
画
で
す
。
も

と
も
と
は
自
分
自
身
も
精
神
的
に
追
い
込
ま

れ
た
こ
と
の
あ
る
主
人
公
が
、
医
師
の
あ
り

方
と
は
何
か
を
考
え
な
が
ら
生
き
て
い
く
と

い
う
映
画
で
す
。
人
間
に
と
っ
て
の
使
命
感

で
あ
る
と
か
私
に
示
唆
を
与
え
て
く
れ
た
映

画
で
す
。

私
が
映
画
を
見
る
う
え
で
い
ち
ば
ん
重
要

だ
と
思
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
映
画
に
ど
れ

だ
け
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
か
と
い
う
点
な

の
で
す
。
ス
ト
ー
リ
ー
に
の
め
り
こ
む
た
め

に
は
、
目
の
前
で
展
開
さ
れ
て
い
る
映
像
ひ

と
つ
ひ
と
つ
に
ど
れ
だ
け
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ

る
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
要
素
な
ん
で
す
。

ド
ア
の
開
け
方
ひ
と
つ
、
光
の
照
り
方
ひ
と

つ
で
も
リ
ア
リ
テ
ィ
の
あ
る
な
し
が
、
ス
ト

ー
リ
ー
に
集
中
し
、
感
動
さ
せ
て
く
れ
る
。

最
近
の
日
本
映
画
で
は
「
下
妻
物
語
」
は

よ
か
っ
た
で
す
ね
。
こ
の
映
画
は
、
そ
ん
な

に
お
金
を
か
け
て
い
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、

リ
ア
リ
テ
ィ
の
あ
る
部
分
と
、
そ
う
で
な
い

部
分
の
メ
リ
ハ
リ
が
利
い
て
い
て
、
テ
ン
ポ

も
い
い
し
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
夢
中
で
追
う
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
最
後
は
感
動
で

き
ま
し
た
ね
。

こ
う
い
う
表
現
方
法
で
あ
れ
ば
、
日
本
人

が
切
り
開
い
て
い
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
く
ら
い
、
自
分
の
中
で
は
評
価
の
高
い
映

画
で
す
。

中
田
宏
横
浜
市
長
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

な
ぜ
、
芸
大
大
学
院
映
像
研
究
科
を

横
浜
に
誘
致
し
た
か
。

中田宏（なかだ・ひろし）

1964年生まれ。 1989年青山学院大学経済学部
卒業後、松下政経塾に入塾。
1993年 第40回総選挙で初当選。衆議院議員と
して3期の当選を経て、2002年横浜市長に初当
選。
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日
本
映
画
史
の
な
か
で

東
京
芸
術
大
学
大
学
院
映
像
研
究
科
映
画
専
攻

が
、
日
本
で
初
め
て
の
国
立
大
学
大
学
院
と
し
て
、

本
年
四
月
に
開
設
さ
れ
ま
し
た
。
世
界
に
通
用
す

る
映
画
作
家
を
育
成
す
る
こ
と
が
、
最
大
の
目
的

に
な
り
ま
す
が
、
映
画
教
育
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な

問
題
点
が
あ
り
ま
す
。
映
画
に
は
、
実
験
映
画
や

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
な
ど
、
多
く
の
ジ
ャ
ン
ル
が

あ
り
ま
す
が
、
こ
の
専
攻
で
取
り
上
げ
る
の
は
、

劇
形
式
に
基
づ
い
た
作
品
が
中
心
に
な
り
ま
す
。

そ
の
な
か
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
模
索
し
て

い
く
人
材
が
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

劇
映
画
の
問
題
点
と
し
て
、
製
作
費
が
か
さ
む

と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
機
材
や
設
備
も
、
個

人
レ
ベ
ル
で
揃
え
る
の
は
不
可
能
な
ほ
ど
高
価
で

す
。
そ
れ
か
ら
、
ひ
と
り
で
は
作
れ
な
い
も
の
だ

と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
美
術
で
も
音
楽

で
も
、
共
同
作
業
は
当
然
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ

れ
で
も
、
ま
ず
個
人
の
表
現
が
基
本
に
な
る
わ
け

で
、
個
人
単
位
の
教
育
が
中
心
に
な
る
か
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
、
映
画
の
場
合
は
複
数
の
人
間
が

関
わ
り
、
監
督
が
映
画
製
作
の
中
心
に
な
る
と
は

い
え
、
す
べ
て
を
思
い
通
り
仕
切
れ
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
ス
タ
ッ
フ
間
で
の
作
品

の
世
界
観
の
共
有
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
う
え
で

建
設
的
な
プ
ラ
ス
・
ア
ル
フ
ァ
を
加
え
ら
れ
る
人

材
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
す
。
ま
た
、
映
画
の
キ

ャ
メ
ラ
の
特
性
か
ら
も
、
そ
れ
は
言
え
ま
す
。
フ

ィ
ル
ム
上
に
定
着
さ
れ
る
の
は
、
レ
ン
ズ
の
前
の

現
実
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
偶

然
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、

自
分
が
思
い
浮
か
べ
た
世
界
の
再
現
と
い
う
よ
り
、

現
実
の
偶
然
性
を
い
か
に
取
り
込
む
か
、
と
い
う

こ
と
が
映
画
の
大
き
な
可
能
性
で
あ
る
と
も
言
え

る
の
で
す
。
こ
れ
は
、
従
来
の
撮
影
所
で
量
産
さ

れ
て
い
た
よ
う
な
商
業
映
画
の
規
範
と
は
異
な
り

ま
す
。
そ
も
そ
も
、
日
本
映
画
界
で
は
一
九
七
〇

年
代
以
降
、
撮
影
所
シ
ス
テ
ム
が
崩
壊
し
て
い
き
、

若
い
映
画
人
を
養
成
す
る
機
能
を
失
っ
た
こ
と
か

ら
、
そ
れ
に
代
わ
る
教
育
機
関
の
必
要
性
が
出
て

き
た
と
い
う
歴
史
的
な
経
緯
が
あ
る
わ
け
で
す
。

メ
デ
ィ
ア
選
択
の
重
要
性

し
た
が
っ
て
、
現
在
、
ひ
と
り
の
監
督
を
生
み

出
す
だ
け
で
は
、
十
分
で
は
な
い
の
で
す
。
問
題

意
識
を
共
有
し
つ
つ
、
よ
き
ラ
イ
バ
ル
で
も
あ
る

作
家
が
集
団
で
出
て
き
て
、
な
お
か
つ
新
し
い
表

現
を
支
え
る
技
術
ス
タ
ッ
フ
も
同
時
に
出
て
こ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
芸
大
で
は
、
監

督
以
外
に
、
製
作
、
脚
本
、
撮
影
照
明
、
美
術
、

録
音
、
編
集
と
い
う
映
画
製
作
に
お
い
て
重
要
な

領
域
の
人
材
を
同
時
に
育
成
す
る
必
要
が
あ
る
の

で
す
。
入
学
後
は
各
領
域
に
分
か
れ
て
指
導
が
行

わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
前
に
、
共
通
講
義
を
行
い
、

他
の
領
域
の
仕
事
に
つ
い
て
の
理
解
が
深
ま
る
よ

う
に
配
慮
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
、
映
画
製
作
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
と
い
う

新
し
い
時
代
に
突
入
し
て
い
ま
す
。
次
々
と
新
製

品
が
発
売
さ
れ
、
Ｃ
Ｇ
を
含
め
た
映
像
加
工
技
術

が
進
歩
し
て
い
る
の
で
す
が
、
一
方
で
、
旧
来
の

ア
ナ
ロ
グ
技
術
と
の
互
換
性
の
な
さ
や
、
撮
影
と

編
集
、
ダ
ビ
ン
グ
で
の
音
を
同
期
さ
せ
る
処
理
の

複
雑
さ
な
ど
、
問
題
も
起
き
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

現
在
の
映
画
製
作
で
の
メ
デ
ィ
ア
を
ど
う
選
択
す

る
か
、
こ
れ
は
重
要
な
問
題
で
す
。
一
般
的
に
は
、

予
算
に
よ
っ
て
、
使
う
メ
デ
ィ
ア
が
選
ば
れ
る
の

で
す
が
、
理
想
的
な
の
は
、
監
督
が
描
こ
う
と
す

る
作
品
世
界
に
適
し
た
メ
デ
ィ
ア
を
選
ぶ
こ
と
で

す
。
芸
大
で
は
、
Ｄ
Ｖ
（
デ
ジ
タ
ル
・
ヴ
ィ
デ
オ
）、

ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン
、
16
ミ
リ
・
フ
ィ
ル
ム
、
35
ミ

リ
・
フ
ィ
ル
ム
な
ど
、
現
在
主
に
使
わ
れ
て
い
る

撮
影
・
編
集
メ
デ
ィ
ア
を
段
階
的
に
実
習
に
使
っ

て
体
験
し
て
も
ら
い
、
作
り
手
に
選
択
の
幅
を
与

え
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
映
画
表
現
に
お
い
て
、

常
に
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
が
い
い
と
は
限
ら
な
い
の

で
す
。

実
習
を
中
心
と
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
言
え
ば
、
徹
底
的
に
製
作
実

習
中
心
で
行
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
一
般
公
開
で

き
る
レ
ヴ
ェ
ル
の
作
品
を
作
る
と
い
う
実
戦
を
通

し
て
し
か
、
実
力
は
身
に
つ
か
な
い
と
い
う
考
え

か
ら
で
す
。
監
督
領
域
の
学
生
に
お
い
て
は
、
二

年
間
で
、
三
本
か
ら
五
本
く
ら
い
の
作
品
を
撮
る

チ
ャ
ン
ス
が
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
黒
沢
清
教

授
が
「
プ
ロ
と
は
、
一
生
、
作
品
を
作
り
続
け
る

者
の
こ
と
だ
」
と
い
う
定
義
を
言
わ
れ
ま
し
た
。

い
ま
、
い
ち
ば
ん
難
し
い
の
は
、
作
り
続
け
る
こ

と
だ
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
誰
で
も
、
一

本
は
そ
れ
ま
で
の
自
分
を
投
入
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
れ
な
り
に
面
白
い
映
画
を
作
れ
る
も
の
で

す
。
プ
ロ
の
映
画
作
家
と
し
て
の
勝
負
は
、
作
り

続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
未
知
の
領
域
に
踏
み
込

む
こ
と
に
こ
そ
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
た
め
に
は
、
実
戦
と
並
行
し
て
、
映
画
を
観

大
学
院
映
像
研
究
科

映
画
専
攻
と
は

筒
井
武
文

映画専攻初授業 映画専攻初授業
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る
こ
と
も
重
要
に
な
り
ま
す
。
映
画
史
、
映
像
理

論
か
ら
刺
激
を
受
け
る
こ
と
も
必
要
に
な
る
の
で

す
が
、
そ
れ
も
映
画
製
作
に
結
び
つ
か
な
け
れ
ば
、

意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
直
面
し
て
い
る
問
題

が
、
す
で
に
五
十
年
前
の
作
品
に
お
い
て
克
服
さ

れ
て
い
る
こ
と
だ
っ
て
、
大
い
に
あ
り
う
る
こ
と

な
の
で
す
。

作
ら
れ
る
作
品
は
、
メ
デ
ィ
ア
が
違
う
だ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
製
作
体
制
や
企
画
の
主
体
も
、

い
ろ
い
ろ
な
ケ
ー
ス
が
想
定
さ
れ
ま
す
。
監
督
主

体
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
脚
本
主
体
、
製
作
主
体
の

場
合
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
撮
り
た
い
映
画
ば
か
り

撮
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
監
督
は
作
家
で

あ
る
場
合
ば
か
り
で
な
く
、
職
人
で
あ
る
必
要
も

あ
る
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
今
年
入
学
し
て
最
初

の
製
作
作
品
は
、「
戦
時
下
の
日
常
」
と
い
う
テ
ー

マ
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
入
試
の
三
次

試
験
と
し
て
、
受
験
生
が
半
日
で
撮
っ
た
モ
チ
ー

フ
な
の
で
す
が
、
そ
れ
を
さ
ら
に
煮
詰
め
て
も
ら

う
こ
と
を
要
求
し
た
わ
け
で
す
。
入
試
の
時
は
、

限
ら
れ
た
場
所
を
、
い
か
に
戦
時
下
に
見
せ
る
か

に
、
知
恵
が
絞
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
台
詞
で
や

る
か
、
衣
裳
で
や
る
か
、
も
し
く
は
ロ
ー
プ
一
本

や
ポ
ス
タ
ー
一
枚
で
、
現
実
の
空
間
を
異
化
し
た

か
、
と
い
っ
た
こ
と
で
、
各
人
の
映
画
的
な
資
質

が
判
断
で
き
た
の
で
す
。
た
だ
、
今
度
は
そ
う
し

た
資
質
以
上
に
、「
戦
時
下
」
と
い
う
状
況
認
識
、

そ
の
結
果
起
き
る
で
あ
ろ
う
事
態
へ
の
想
像
力
が

問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
結
果
は
、
こ
ち

ら
が
想
像
し
た
よ
り
も
、
は
る
か
に
多
様
性
に
富

ん
だ
七
作
品
が
完
成
す
る
と
い
う
嬉
し
い
誤
算
で
、

さ
ら
な
る
今
後
の
展
開
が
期
待
で
き
る
状
況
で
す
。

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
制
作
の
現
状

ま
た
、
劇
映
画
の
製
作
の
間
を
縫
っ
て
、
ド
キ

ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
制
作
も
行
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、

多
面
化
し
て
い
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
方
法
論

を
経
由
す
る
こ
と
で
、
劇
映
画
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

ク
し
て
く
る
も
の
が
大
き
い
だ
ろ
う
と
い
う
判
断

に
よ
る
も
の
で
す
。
と
り
わ
け
、
編
集
領
域
に
お

い
て
は
、
構
成
能
力
を
つ
け
る
絶
好
の
素
材
で
も

あ
り
ま
す
。
い
ま
は
、
こ
う
し
た
製
作
の
た
め
、

機
材
を
揃
え
て
い
る
段
階
で
す
。
前
期
は
Ｄ
Ｖ
や

や
Ｈ
Ｄ
Ｖ
キ
ャ
メ
ラ
、
ガ
ン
マ
イ
ク
、
ミ
キ
シ
ン

グ
機
材
、
編
集
機
を
揃
え
ま
し
た
が
、
後
期
に
は

16
ミ
リ
キ
ャ
メ
ラ
や
照
明
の
機
材
が
加
わ
り
、
フ

ィ
ル
ム
と
ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン
の
編
集
室
、
録
音
ス
タ

ジ
オ
が
設
置
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
来
年
に
は
、
大

小
の
撮
影
ス
タ
ジ
オ
が
完
成
し
、
付
属
す
る
衣
裳

ル
ー
ム
、
メ
イ
ク
ル
ー
ム
、
美
術
工
作
室
、
照
明

関
連
施
設
な
ど
の
設
置
に
よ
り
、
本
格
的
な
セ
ッ

ト
撮
影
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
す
な

わ
ち
、
映
像
研
究
科
自
体
が
、
小
規
模
な
撮
影
所

と
し
て
機
能
す
る
わ
け
で
す
。

入
試
に
つ
い
て

最
後
に
、
入
試
に
つ
い
て
補
足
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
原
則
と
し
て
は
、
映
画
を
撮
っ
た
こ
と
の

あ
る
経
験
者
で
な
い
と
、
受
験
条
件
を
ク
リ
ア
で

き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
美
術
、
録
音
領
域
で
は
、

映
画
作
品
以
外
で
の
提
出
が
可
能
と
な
っ
て
い
ま

す
。
で
す
か
ら
、
芸
大
の
美
術
、
音
楽
学
部
で
映

画
を
や
っ
て
み
た
い
と
い
う
方
は
、
ぜ
ひ
受
験
さ

れ
て
、
造
形
や
音
響
の
資
質
を
映
画
に
生
か
し
て

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
撮
影
照
明
領
域
に

お
い
て
は
、
プ
ロ
の
現
場
で
助
手
を
経
験
し
て
い

る
撮
影
部
、
照
明
部
の
参
加
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
で
撮
影
監
督
を
経
験
し
て
い
る

栗
田
豊
通
教
授
の
意
向
で
も
あ
る
の
で
す
が
、
要

は
若
い
う
ち
に
キ
ャ
メ
ラ
マ
ン
の
経
験
を
し
た
方

が
い
い
し
、
ま
た
プ
ロ
と
自
主
映
画
の
経
験
者
が

交
じ
る
こ
と
で
、
お
互
い
刺
激
に
な
る
だ
ろ
う
と

い
う
判
断
で
す
。

映
画
の
醍
醐
味
は
、
い
ろ
い
ろ
な
才
能
が
結
集

し
て
、
思
い
も
よ
ら
な
い
も
の
を
生
み
出
す
こ
と

で
す
。
こ
こ
で
の
二
年
間
が
、
卒
業
後
も
チ
ー
ム

と
し
て
機
能
し
、
次
々
と
作
品
が
で
き
て
い
く
と

い
う
展
開
へ
と
つ
な
が
る
こ
と
こ
そ
、
私
た
ち
の

理
想
と
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

（
つ
つ
い
・
た
け
ふ
み
／
大
学
院
映
像
研
究
科
助
教

授
）

映像研究科の拠点となる横浜市旧富士銀行の建物
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映
像
研
究
科
が

目
指
す
も
の

東
京
芸
術
大
学
大
学
院
映
像
研
究
科
の
目
的
は
、
映
像
に
関
す
る
学
術
的
な
理
論

お
よ
び
応
用
を
教
育
研
究
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
映
像
に
関
す
る
芸
術
文
化

の
奥
義
を
究
め
、
表
現
者
と
し
て
の
問
題
発
見
能
力
と
専
門
家
と
し
て
の
問
題
解
決
能

力
と
い
う
二
つ
の
能
力
を
兼
ね
備
え
た
人
材
を
養
成
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
人
材
の

養
成
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
映
像
文
化
の
進
展
と
国
際
競
争

力
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
が
大
き
な
目
的
で
す
。

映
像
研
究
科
が
進
め
て
い
る
教
育
研
究
環
境
は
、
急
速
に
変
化
す
る
国
際
情
勢
や
メ

デ
ィ
ア
関
連
の
技
術
革
新
に
あ
っ
て
も
、
自
立
し
て
創
作
活
動
と
研
究
活
動
を
行
う
の

に
必
要
な
柔
軟
な
思
考
力
と
技
術
力
を
も
っ
た
人
材
を
養
成
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、

最
終
的
に
「
映
画
（
平
成
十
七
年
四
月
開
設
）」、「
メ
デ
ィ
ア
映
像
（
平
成
十
八
年
四

月
開
設
予
定
）」
及
び
「
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
平
成
十
九
年
度
以
降
開
設
予
定
）」
の
三

専
攻
か
ら
な
る
教
育
研
究
組
織
と
し
て
完
成
す
る
よ
う
に
構
想
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
専
攻
相
互
の
有
機
的
な
連
携
に
よ
っ
て
、
作
品
の
制
作
創
造
は
い
う
に
及
ば
ず
、
展

示
、
配
給
、
流
通
や
保
存
継
承
ま
で
も
視
野
に
入
れ
、
映
像
文
化
と
コ
ン
テ
ン
ツ
産
業

に
貢
献
で
き
る
創
造
者
、
表
現
者
あ
る
い
は
研
究
者
を
養
成
し
て
い
き
ま
す
。
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メ
デ
ィ
ア
映
像
専
攻
の
理
念
と
目
的

本
学
は
、
コ
ン
テ
ン
ツ
を
創
造
す
る
人
材
を
養
成
す

る
大
学
で
あ
り
、
映
像
研
究
科
メ
デ
ィ
ア
映
像
専
攻
で

は
、
物
語
を
中
心
と
す
る
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
・
コ
ン

テ
ン
ツ
の
創
造
と
メ
デ
ィ
ア
技
術
と
の
融
合
を
目
指
し

て
い
ま
す
。

メ
デ
ィ
ア
映
像
専
攻
は
、
今
後
三
十
年
先
を
視
野
に

い
れ
た
視
点
に
立
ち
、
映
画
や
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
が
用

い
る
リ
ニ
ア
（
一
次
元
的
）
な
物
語
世
界
と
、
ゲ
ー
ム

や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の
ノ
ン
リ
ニ
ア
（
多
次
元
的
）

な
メ
デ
ィ
ア
が
作
り
出
す
世
界
と
の
融
合
を
図
り
な
が

ら
、
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
・
コ
ン
テ
ン
ツ
の
教
育
研
究

を
行
い
ま
す
。
こ
の
教
育
研
究
に
よ
っ
て
、
メ
デ
ィ
ア

映
像
専
攻
は
新
し
い
芸
術
表
現
を
成
熟
さ
せ
映
像
表
現

に
関
す
る
教
育
研
究
と
産
業
界
（
映
画
や
ア
ニ
メ
ー
シ

ョ
ン
な
ど
の
映
像
産
業
や
メ
デ
ィ
ア
技
術
関
連
業
界
）

と
の
接
点
と
な
る
こ
と
を
図
り
ま
す
。

デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
・
コ
ン
テ
ン
ツ
全
体
の
生
産
か

ら
流
通
を
表
現
と
技
術
の
両
面
か
ら
と
ら
え
、
コ
ン
テ

ン
ツ
作
品
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
総
合
的
に
教
育
研
究

す
る
こ
と
を
教
育
の
理
念
・
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

（
注：

メ
デ
ィ
ア
映
像
専
攻
は
十
八
年
四
月
に
開
設
す
る

よ
う
申
請
中
で
す
）

映像研究科オリエンテーション。4月11日 映像研究所開所式。4月8日

大学院映像研究科が開設されてい

る横浜校地馬車道校舎は、横浜市

認定歴史的建造物である旧富士銀

行横浜支店（旧安田銀行横浜支店）

の建物を利用している。1929年

（昭和4）竣工の重厚な銀行建築の

中に、大小の視聴覚室をはじめと

した設備が据えられている。

6月18日（土）に開催された大学

院映像研究科設置記念式典のよう

す。野田暉行理事の指揮による

自作の“ファンファーレ”（演奏

は守山光三音楽学部教授と音楽学

部生）。平山郁夫学長による式辞、

中田宏横浜市長らの祝辞と来賓紹

介や施設見学がが行われた。また

横浜赤レンガ倉庫に場所を移して、

国際シンポジウム“映画づくりは

学校で学べるか？”が開催された。
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北野武 教授（監督領域）

1947年生まれ。83年大島渚監督の『戦場のメリークリスマス』で俳優

として高い評価を受ける。89年、主演を務めた『その男、凶暴につき』

を初監督。97年には監督・主演作『HANA-BI』でヴェネツィア国際映

画祭金獅子賞、さらに2003年の『座頭市』で同映画祭監督賞（銀獅子

賞）を受賞。

黒沢清 教授（監督領域）

1955年生まれ。大学在学中より8㎜映画を起点とした創作活動を続け、

その後さまざまなジャンルの作品を監督。代表作に『CURE』、『カリ

スマ』、『回路』、『アカルイミライ』など。『回路』は第54回カンヌ映画

祭で国際批評家連盟賞を受賞。「映画はおそろしい」など映画批評、ノ

ベライズの著書も多数。

田中陽造 助教授（脚本領域）

1939年生まれ。大学卒業後ただちに脚本活動を開始。曽根中生、神代

辰巳、大和屋竺、小沼勝監督らと日活ロマンポルノの全盛期をつくる。

その後相米慎二と『セーラー服と機関銃』、鈴木清順と『ツィゴイネル

ワイゼン』、その他深作欣二や降旗康男、崔洋一などの脚本を執筆して

いる。

堀越謙三 教授（製作領域・教育主任）

1945年生まれ。77年にヴィム・ヴェンダース監督の作品を公開。83

年にミニシアターを開設以来、張芸謀、トリアー、アルモドヴァル、

キアロスタミらを日本で初めて配給。92年より『スモーク』『TOKYO

EYES』などの海外作品、『大いなる幻影』『どこまでもいこう』など

の日本映画をプロデュース。97年にはNPO法人映画美学校を設立。

栗田豊通 教授（撮影照明領域）

1950年生まれ。撮影の鈴木達夫氏に師事。助手として寺山修司、藤田

敏八、篠田正浩、黒木和雄らの作品に参加。American Film Institute

で芸術修士号を取得後アメリカで活動。アラン・ルドルフ監督とのコ

ンビによる『モダーンズ』などのほか、日本でも相米慎二『お引越し』、

大島渚『御法度』などの撮影監督を務めた。90年に日本撮影協会三浦

賞を受賞。

磯見俊裕 助教授（美術領域）

1957年生まれ。大学卒業後、さまざまな職業を経て、舞台美術・監督

を手がけるようになる。その後、映画美術担当として多くの映画に参

加。おもな作品に利重剛『BERＬiN』、是枝裕和『ワンダフルライフ』

『誰も知らない』、石井聰互『五条霊戦記』崔洋一『血と骨』などがあ

る。諏訪敦彦『2／デュオ』、山本政志『JUNK FOOD』などを製作。

堀内戦治 助教授（録音領域）

1943年生まれ。『その男、凶暴につき』以降、『ソナチネ』『キッズ・

リターン』など北野武監督作品のトータルサウンドを担当。他監督と

のおもな作品に下山天『弟切草』、五十嵐匠『みすゞ』、金守珍『夜を

賭けて』など。『あの夏、いちばん静かな海。』で毎日映画録音賞、『座

頭市』では日本アカデミー賞最優秀録音賞を受賞。

筒井武文 助教授（編集領域）

1957年生まれ。フリーの助監督、フィルム編集者を経て、87年に初長

編『ゆめこの大冒険』、2004年に『オーバードライブ』を監督作品と

して公開。TV、記録映画、企業CMなどを幅広く演出・編集。篠崎誠

『おかえり』ではプロデューサーと編集を兼務した。映画評論や書籍の

編集も数多く手がけている。

平成17年度開設　映画専攻専任教員

東京藝術大学大学院映像研究科

映画専攻
アニメーション
専攻

メディア映像
専攻

修
士
課
程

修
士
課
程

修
士
課
程

博
士
後
期
課
程

博
士
後
期
課
程

博
士
後
期
課
程

平成18年度開設予定 平成19年度以降
開設予定



も
と
も
と
、
私
立
の
四
年
制
大
学
の
法
学

部
の
と
き
、
映
画
サ
ー
ク
ル
で
活
動
し
て
い

ま
し
た
。
芸
大
大
学
院
に
入
っ
た
の
は
、
こ

れ
ま
で
独
学
で
や
っ
て
き
た
映
画
を
ち
ゃ
ん

と
し
た
教
育
機
関
で
学
び
た
い
と
い
う
の
も

あ
っ
た
し
、
大
学
時
代
の
友
人
た
ち
が
み
ん

な
就
職
を
し
て
い
く
中
で
一
緒
に
撮
っ
て
く

れ
る
仲
間
が
欲
し
か
っ
た
と
い
う
の
も
あ
り

ま
す
。
そ
れ
に
北
野
武
さ
ん
や
黒
沢
清
さ
ん

に
教
わ
れ
る
の
は
す
ご
い
環
境
だ
な
あ
と
、

ご
く
自
然
に
志
望
し
て
い
ま
し
た
。

尊
敬
す
る
先
生
と
身
近
に
接
す
る
こ
と
が

で
き
て
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
ら
れ
る
、
と

い
う
の
は
そ
れ
だ
け
で
も
う
幸
せ
で
す
。
黒

沢
さ
ん
は
必
要
最
小
限
か
つ
必
要
不
可
欠
な

こ
と
し
か
お
っ
し
ゃ
ら
な
い
よ
う
な
方
で
す

が
、
そ
の
一
つ
一
つ
が
自
分
の
糧
に
な
っ
て

る
と
思
い
ま
す
し
。
院
生
も
ひ
と
り
ひ
と
り

が
個
性
的
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
も
っ
て

い
る
の
で
、
仲
間
た
ち
か
ら
刺
激
を
受
け
る

こ
と
も
多
い
。
自
分
の
つ
く
っ
た
作
品
に
対

し
て
み
ん
な
か
ら
質
問
を
受
け
、
デ
ィ
ス
カ

ッ
シ
ョ
ン
す
る
と
い
う
の
も
す
ご
く
鍛
え
ら

れ
る
と
思
い
ま
す
ね
。
こ
れ
ま
で
、
自
腹
で

つ
く
っ
て
き
た
映
画
も
今
で
は
学
校
か
ら
制

作
費
が
出
ま
す
し
、
本
当
に
あ
り
が
た
い
環

境
だ
と
思
い
ま
す
。

映
画
を
撮
っ
て
み
た
い
と
思
っ
た
の
は
、

高
校
三
年
生
の
と
き
に
、
ロ
バ
ー
ト
・
ロ
ド

リ
ゲ
ス
監
督
の
『
エ
ル
・
マ
リ
ア
ッ
チ
』
を

観
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
す
ね
。
七
百
ド
ル

と
い
う
低
予
算
で
つ
く
ら
れ
た
映
画
な
ん
で

す
が
、
そ
れ
が
と
て
も
面
白
く
て
。
当
時
高

校
の
文
化
祭
で
演
劇
を
つ
く
っ
て
い
た
ん
で

す
が
、
み
ん
な
で
作
品
を
つ
く
れ
る
と
い
う

こ
と
に
魅
力
を
感
じ
始
め
て
い
て
、
ひ
ょ
っ

と
し
た
ら
自
分
で
も
映
画
を
撮
れ
る
か
も
し

れ
な
い
と
思
い
始
め
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
大

学
に
入
っ
た
ら
絶
対
映
画
を
撮
ろ
う
と
思
っ

た
ん
で
す
。

最
近
で
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
エ
リ
セ
監
督

の
作
品
に
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
光
が
あ
っ

て
、
構
図
が
あ
っ
て
、
ピ
ン
ト
が
あ
る
、
と

い
う
当
た
り
前
の
こ
と
が
感
動
的
で
。
あ
ん

な
映
画
が
撮
れ
た
ら
最
高
だ
と
思
い
ま
す
。

（
つ
き
か
わ
・
し
ょ
う
）

大
学
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン

に
あ
る
美
術
大
学
で
、
そ
こ
で
映
画
の
勉
強

を
し
ま
し
た
。

小
さ
な
こ
ろ
か
ら
『
イ
ン
デ
ィ
ー
・
ジ
ョ

ー
ン
ズ
』
な
ど
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
が
好
き
で
、

ア
メ
リ
カ
の
文
化
に
触
れ
て
み
た
い
と
い
う

気
持
ち
を
ず
っ
と
持
っ
て
い
ま
し
た
。
高
校

を
出
た
ら
、
動
物
看
護
の
専
門
学
校
に
進
も

う
と
決
め
て
い
た
ん
で
す
が
、
高
二
の
夏
休

み
に
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
で
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
を

し
た
ん
で
す
。
そ
の
と
き
に
、
ア
メ
リ
カ
の

大
学
に
進
む
こ
と
も
可
能
だ
と
わ
か
り
、
進

路
を
変
更
し
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。

見
て
楽
し
ん
で
い
た
の
は
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド

の
ア
ク
シ
ョ
ン
映
画
ば
か
り
だ
っ
た
ん
で
す

け
ど
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
は
小
さ
な
シ
ア
タ

ー
が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
て
、
そ
こ
で
接
し
た
ア

ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
フ
ィ
ル
ム
に
刺
激
を
受

け
て
、
自
分
が
つ
く
る
の
は
こ
れ
だ
と
決
め

ま
し
た
。

映
像
研
究
科
に
入
っ
た
の
は
、
一
緒
に
映

画
を
つ
く
れ
る
仲
間
を
求
め
て
い
た
か
ら
で

す
。
大
学
を
終
え
て
日
本
に
戻
っ
て
き
た
ら
、

映
画
を
自
主
的
に
撮
っ
て
い
る
仲
間
が
ひ
と

り
も
い
な
く
て
。
ま
た
、
芸
大
に
入
る
前
に

筒
井
武
文
先
生
の
講
演
を
聞
い
た
こ
と
が
あ

っ
た
の
で
す
が
、
編
集
に
つ
い
て
の
見
識
が

た
い
へ
ん
高
い
方
だ
と
思
っ
て
、
先
生
が
来

ら
れ
る
と
い
う
の
も
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し

た
。こ

の
大
学
で
、
自
分
の
編
集
ス
タ
イ
ル
に

合
う
監
督
と
出
会
え
る
こ
と
が
で
き
た
ら
幸

せ
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
編
集
者
冥
利
に
尽

き
る
の
は
、
監
督
が
頭
に
描
い
て
い
る
作
品

よ
り
も
、
編
集
の
力
に
よ
っ
て
よ
り
よ
い
作

品
に
す
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
大
学
時
代

に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
や
っ
て
み
て
、
自
分

に
と
っ
て
い
ち
ば
ん
楽
し
か
っ
た
の
が
編
集

の
仕
事
で
し
た
。

編
集
に
お
い
て
、
自
分
の
色
と
い
う
も
の

を
出
し
た
い
と
は
あ
ま
り
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。

で
き
る
だ
け
監
督
の
求
め
て
い
る
こ
と
を
生

か
し
つ
つ
、
そ
れ
を
越
え
ら
れ
れ
ば
い
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
一
人
の
尊
敬
す
る

監
督
か
ら
信
頼
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
が
、

い
ち
ば
ん
の
理
想
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

（
ふ
く
お
か
・
の
り
こ
）

院
生
が
語
る
映
像
専
攻
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月
川
翔

（
監
督
領
域
）

福
岡
典
子

（
編
集
領
域
）
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16

歴史ゆかしい「上野」という場所に校地を構え、

明治以来の伝統を誇る芸大の隠れた「名所」を

毎回テーマを変えて紹介する。

－上野の杜のキャンパスガイド－

第3回★名木

19エノキ
ニレ科の落葉高木。高さ20
メートルにも達する。初夏、
淡黄色の雌花と雄花をつけ、
秋に橙色で小豆大の甘い実
を結ぶ。

20イチョウ
イチョウ科の裸子植物。落
葉高木で、高さ約30メート
ルに達する。春、葉のつけ
根に、尾のような雄花、柄
のある2個の胚珠をもつ雌
花をつける。

21モッコク
ツバキ科の常緑高木。暖地
の海岸近くの林に自生。夏、
白い小さな五弁花を下向き
に開き、楕円形の朱赤色の
実を結ぶ。

22カヤ
イチイ科の常緑高木。山野
に自生し、高さ約20メート
ルに達する。4月ごろ花が
咲き、翌年秋に楕円形の実
がなる。

18サクラ
バラ科の落葉高木。里桜の代表である
ソメイヨシノは、公園や街路・河川の
堤防など各所に植栽されている。

23タイサンボク
モクレン科の常緑高木。5、
6月ごろ、白色の大きな花
を開き、強い芳香を放つ。
北アメリカの原産で、日本
には明治初期に渡来。

24ヤマモモ
ヤマモモ科の常緑高木。本
州中部以西の山地に多く、
高さ約15メートル。4月ご
ろ開花し、雄花穂は黄褐色、
雌花穂は花柱が紅色。

25クロマツ
マツ科の常緑高木。東北か
ら九州の海岸近くに生える。
4月ごろ、雌花と雄花をつ
ける。材は建築や土木に、
樹脂は燃料や香料に用いら
れる。

26イヌマキ
マキ科の常緑高木。関東以
南の山地に自生し、高さは
約25メートルに達する。庭
園に植栽し、材は建築材な
どにする。

27ウメ
バラ科の落葉高木。早春、葉より先に、
白・淡紅・紅色などの香りの強い花を
開く。実は球形で、6月ごろ黄熟し、
酸味がある。 30タブノキ

クスノキ科の常緑高木。暖地の海岸近
くに生え、高さ10～15メートル。初夏、
黄緑色の花が円錐状に集まって咲く。

29オリーブ
モクセイ科の常緑高木。高
さ7～18メートル。5～7月
ごろ、黄白色の香りのよい
花を総状につける。地中海
地方の原産。

28モミジ
カエデ科の落葉小高木。北
海道中部以南から九州にま
で分布。山地の森林に生育
し、庭園木としてもよく植
栽される。

32キンモクセイ
モクセイ科の常緑低木。秋、
強い芳香のある赤黄色の小
花を密集してつける。中国
の原産。

34アラカシ
ブナ科の常緑高木。本州中
部以南の山地に自生。春、
尾状の雄花と上向きの雌花
とをつける。材は家具や木
炭にする。

33ビワ
バラ科の常緑高木。四国・
九州の一部に自生し、高さ
約10メートル。夏、倒卵形
の実が黄橙色に熟し、食用
とされる。

＊樹木解説：『大辞泉』（小学館）ほかより。
『大辞泉』は以下の有料サイトで公開されています。
JapanKnowledge（ジャパンナレッジ） http://www.japanknowledge.com/
JapanKnowledge  Mobiile（JKモバイル） http://jk.e-junction.tv/
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31ミズキ
ミズキ科の落葉高木。山地
に自生し、枝を横に伸ばす。
5月ごろ、白い小花を散房
状に密生してつけ、黒い実
を結ぶ。
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。
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都
市
か
ら
自
然
が
失
わ
れ
て
い
る
昨
今
、

芸
大
キ
ャ
ン
パ
ス
は
緑
の
聖
地
で
あ
る
。
上

野
の
杜
は
、
植
物
の
種
類
・
数
と
も
に
豊
か

だ
。美

術
学
部
中
央
棟
前
の
「
保
存
森
」
は
、

あ
た
か
も
渓
谷
の
奥
に
入
り
込
ん
だ
よ
う
に
、

暗
く
静
謐
だ
。
ま
た
音
楽
学
部
の
中
央
に
は
、

ク
ロ
マ
ツ
が
純
和
風
の
盆
栽
の
よ
う
に
佇
ん

で
い
る
。
キ
ャ
ッ
ス
ル
前
に
あ
る
ソ
テ
ツ
は

南
国
を
思
わ
せ
、
奏
楽
堂
前
に
は
オ
リ
ー
ブ

が
あ
る
が
、
地
中
海
原
産
の
そ
の
木
の
前
に

立
つ
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
光
に
包
ま
れ
て
い

る
よ
う
な
気
分
に
な
る
。

巨
木
も
多
い
。
大
浦
食
堂
前
の
シ
イ
ノ
キ

は
、
周
囲
五
・
七
メ
ー
ト
ル
、
樹
齢
六
百
年

説
も
あ
る
。
図
書
館
横
の
ト
チ
ノ
キ
は
高
さ

二
〇
メ
ー
ト
ル
、
さ
ら
に
美
術
学
部
中
央
に

は
、
ク
ス
ノ
キ
が
天
を
つ
く
よ
う
に
繁
っ
て

い
る
。

私
は
、
芸
大
で
生
物
学
の
授
業
を
担
当
し

て
い
る
が
、
学
生
を
連
れ
て
植
物
観
察
を
す

る
。
芸
大
の
庭
は
、
教
材
の
宝
庫
で
あ
る
。

学
生
た
ち
は
、
初
夏
に
は
ビ
ワ
を
、
秋
に

は
ギ
ン
ナ
ン
を
採
り
、
密
か
に
「
栄
養
補
給
」

を
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
果
実
や
木
の

実
は
、
コ
ン
ビ
ニ
や
ス
ー
パ
ー
だ
け
に
あ
る

の
で
は
な
い
。
大
地
の
恵
み
か
ら
学
ぶ
と
こ

ろ
は
多
い
。
木
々
は
、
最
高
の
教
師
で
も
あ

る
。上

野
の
山
は
、
昔
か
ら
緑
が
豊
か
だ
っ
た
。

百
年
以
上
を
経
て
、
樹
木
の
数
は
だ
い
ぶ
減

っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
明
治
・
大
正
・
昭
和

と
新
た
な
植
樹
も
く
り
か
え
さ
れ
て
き
た
。

と
き
に
学
生
た
ち
の
ス
ケ
ッ
チ
の
モ
デ
ル
に

な
り
、
と
き
に
木
陰
を
提
供
し
、
と
き
に
は

舌
を
楽
し
ま
せ
て
も
き
た
。
芸
大
の
植
物
た

ち
は
、
誰
よ
り
も
大
学
の
歴
史
を
知
っ
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
ふ
せ
・
ひ
で
と
／
美
術
学
部
助
教
授
美
術

解
剖
学
研
究
室
）

布
施
英
利

2ゲッケイジュ
クスノキ科の常緑高木。春、
黄色の小花が密集して咲く。
南ヨーロッパの原産で、日
本には明治期に渡来。

3ネムノキ
マメ科の落葉高木。東北地
方以南の山野に自生。夏、
淡紅色の約20個からなる頭
状の花をつけ、夕方開花。

8ムクノキ
ニレ科の落葉高木。別名ム
クエノキ。山地に生え、高
さ20メートル。5月ごろ、
淡緑色の雄花と雌花とが群
がり咲く。関東以南に分布。

9トチノキ
トチノキ科の落葉高木。山
地に自生。5月ごろ、白色
で紅斑のある花が円錐状に
咲く。近縁種にマロニエが
ある。

4ボダイジュ
シナノキ科の落葉高木。夏、
香りのある淡黄色の小花を
下向きにつけ、実は球形で
堅い。中国の原産。

5ホオノキ
モクレン科の落葉高木。日
本特産。山林中に自生し、
高さ約20メートル。5、6月
ごろ、黄白色の大型の花を
開き、強い芳香を放つ。

1シイノキ
ブナ科のシイと呼ばれる常
緑高木の総称。暖地に自生。
初夏に開花。実はどんぐり
になり、食用。

6クスノキ
クスノキ科の常緑高木。暖
地に自生し、高さ約20メー
トルにもなり、長命。5月
ごろ、黄白色の小花を密生
し、実は熟すと黒色。

7カリン
バラ科の落葉高木。高さ約
8メートル。葉は卵形。春、
淡紅色の五弁花が咲く。中
国の原産で庭木などにする。

10ケヤキ
ニレ科の落葉高木。山野に
みられ、高さは約30メート
ルにまで達し、よく枝分か
れする。春、淡黄色の小花
を新しい枝につける。

14コブシ
モクレン科の落葉高木。北
海道から九州に分布する。
3～５月にかけ、白い花を
咲かせる。花弁は6枚で中
心に近い部分は赤味を帯び
る。

15ヒマラヤシーダー
マツ科の裸子植物。常緑高
木でヒマラヤ原産。ヒマラ
ヤスギとも呼ばれる。明治
初期に導入され、庭園木と
して利用されている。

11カラスザンショウ
ミカン科の落葉高木。暖地に自生。夏、
淡黄色の小花を円錐状につけ、実は丸
く辛みがある。

12マメザクラ
バラ科の落葉小高木。4～6
月白または微紅色の花を下
向きに開く。異名をフジザ
クラという。

13アカンサス
キツネノマゴ科の多年草。
原産地は地中海沿岸から小
アジア、熱帯アフリカ。和
名をハアザミというがアザ
ミではない。

16マテバシイ
ブナ科の常緑高木。九州以南の海岸近
くに生え、高さ10メートル。6月ごろ、
雄花穂と雌花穂とを上向きにつける。

17ソテツ
ソテツ科の常緑低木。九州南部から沖
縄に自生。高さは2～5メートルに達す
る。雄花，雌花とも茎頂に一つつき、
夏に開花。

1
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5
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18

と
な
り
、
同
三
十
一
年
ま
で
在
任
す
る
。
そ
の
間
、
職
員
に
も

生
徒
に
も
古
代
の
官
服
で
あ
る
闕
腋
・
折
烏
帽
子
を
模
し
た
制

服
・
制
帽
を
着
用
さ
せ
、
国
粋
主
義
的
校
風
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
。

洋
風
を
旨
と
す
る
男
女
共
学
の
東
京
音
楽
学
校
と
対
照
的
で
あ

っ
た
の
は
勿
論
の
こ
と
、
一
般
の
官
立
学
校
の
な
か
で
も
き
わ

め
て
異
色
の
存
在
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

天
心
と
い
う
と
、
本
学
に
残
る
下
村
観
山
作
の
「
天
心
岡
倉

先
生
（
画
稿
）」
や
平
櫛
田
中
作
の
「
岡
倉
天
心
銅
像
」
の
よ

う
な
聖
人
的
風
貌
な
い
し
は
老
成
し
た
偉
人
の
姿
を
思
い
浮
か

べ
る
人
が
多
い
だ
ろ
う
が
、
校
長
時
代
の
天
心
は
ま
だ
二
十
九

〜
三
十
七
歳
と
い
う
若
さ
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
校
長
の
職
務

の
ほ
か
に
美
学
、
日
本
（
東
洋
）
美
術
史
、
西
洋
美
術
史
、
西

洋
史
の
講
義
を
担
当
し
、
依
嘱
製
作
事
業
や
内
外
博
覧
会
出
品

物
の
製
作
を
推
進
し
、
若
手
美
術
家
た
ち
の
活
動
を
支
援
し
、

さ
ら
に
隣
接
す
る
帝
国
博
物
館
の
理
事
兼
美
術
部
長
と
い
う
要

職
も
兼
ね
て
古
美
術
保
護
行
政
と
も
取
り
組
み
、
中
国
旅
行
ま

で
成
し
遂
げ
る
と
い
っ
た
風
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
こ
か
ら
生
ま

れ
る
イ
メ
ー
ジ
は
使
命
感
に
燃
え
、
よ
く
勉
強
し
、
画
策
し
、

額
に
汗
し
て
東
奔
西
走
す
る
若
々
し
い
情
熱
家
の
姿
だ
。
橋
本

雅
邦
を
は
じ
め
と
し
て
遥
か
年
上
の
教
授
た
ち
も
、
そ
の
意
気

と
才
能
に
心
服
し
て
よ
く
協
力
し
、
そ
の
結
果
、
こ
の
異
色
の

学
校
の
運
営
は
一
応
軌
道
に
乗
り
、
明
治
二
十
六
年
か
ら
美
術
、

工
芸
、
美
術
教
育
、
美
術
史
学
、
古
美
術
保
存
の
担
い
手
た
ち

を
世
に
送
り
出
し
は
じ
め
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
当
時
の
美
校
（
明
治
二
十
五
、
六
年
）
は
教
員

二
十
五
人
、
生
徒
二
百
十
四
人
、
経
費
約
一
万
六
千
円
と
い
う

小
規
模
の
学
校
で
あ
っ
て
、
天
心
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
教
員

さ
て
、
こ
の
天
心
が
情
熱
を
注
ぎ
込
ん
で
作
っ
た
の
が
東
京

美
術
学
校
（
美
校
）
だ
。
本
学
美
術
学
部
の
前
身
で
あ
り
、
明

治
二
十
（
一
八
八
七
）
年
、
文
部
省
直
轄
学
校
と
し
て
東
京
音

楽
学
校
と
一
緒
に
設
置
さ
れ
た
。
美
校
は
五
年
制
の
男
子
校
で
、

絵
画
科
（
日
本
画
）、
彫
刻
科
（
木
彫
）、
美
術
工
芸
科
（
金

工
・
漆
工
）
が
あ
り
、
日
本
美
術
の
独
自
性
を
維
持
・
開
発
す

る
こ
と
を
目
標
に
伝
統
派
の
作
家
が
中
心
と
な
っ
て
指
導
に
あ

た
っ
た
。
天
心
は
初
代
浜
尾
新
に
次
い
で
明
治
二
十
三
年
校
長

岡
倉
天
心
に
惹
か
れ
る
の
は
、
天
心
と
い
う
人
物
の
魅
力
に

よ
る
と
と
も
に
、
天
心
を
含
む
明
治
の
日
本
人
の
持
つ
パ
ッ
シ

ョ
ン
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
、
信
念
あ
る
生
き
方
の
魅
力
な
ど
に

よ
る
も
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
昨
今
、
天
心
展
が
開
か
れ
、
新
た

な
評
伝
が
出
版
さ
れ
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
の
研
究
の
成
果

が
生
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
一
面
に
お
い
て
こ
の
困
難
な
時

代
に
対
処
す
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
を
天
心
な
い
し
明
治
と
い
う
時

代
に
求
め
よ
う
と
い
う
志
向
の
表
れ
か
も
し
れ
な
い
。

第
一
回
　

美
校
騒
動

吉
田
千
鶴
子

東
京
芸
術
大
学
一
二
〇
年
の
歴
史
の
中
で
、

大
き
な
節
目
に
な
っ
た
出
来
事

転
機
を
呼
び
寄
せ
た
事
件
な
ど
を
紹
介
す
る
新
連
載
。

制服姿の教官たち。左より加納夏雄、高村光雲、黒川真頼、岡倉天心、橋本雅邦

草創期の東京美術学校



厳
し
い
処
置
（
大
正
元
年
免
除
）
を
受
け
た
。
辞
職
組
の
大
半

は
直
ち
に
谷
中
で
天
心
・
雅
邦
を
中
心
と
す
る
在
野
団
体
・
日

本
美
術
院
を
立
ち
上
げ
た
。

夢
半
ば
に
し
て
美
校
を
去
っ
た
天
心
は
そ
の
後
美
術
院
の
指

導
者
、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
の
キ
ュ
レ
イ
タ
ー
、
古
社
寺
保
存
会

委
員
と
し
て
の
任
務
を
遂
行
し
つ
つ
思
想
家
と
し
て
世
界
的
に

活
躍
す
る
。
一
方
、
美
校
は
騒
動
後
一
時
期
混
乱
に
陥
っ
た
が
、

明
治
三
十
四
年
就
任
の
名
校
長
正
木
直
彦
に
よ
っ
て
日
本
美
術

も
西
洋
美
術
も
同
等
に
尊
重
す
る
と
い
う
方
針
の
も
と
に
諸
般

の
整
備
が
行
わ
れ
、
正
木
の
在
任
三
十
一
年
の
間
に
専
門
学
校

と
し
て
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
正
木
は
就
任
の
年
に
日

本
美
術
院
と
の
和
解
を
な
し
と
げ
、
西
洋
派
と
の
バ
ラ
ン
ス
を

と
り
つ
つ
天
心
の
伝
統
復
興
路
線
も
引
き
継
い
で
ゆ
く
こ
と
に

し
た
の
で
あ
っ
た
。

（
よ
し
だ
・
ち
づ
こ
／
学
史
編
集
担
当
）
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東
京
音
楽
学
校
存
廃
論
争

第
一
回
帝
国
議
会
が
開
院
し
た
明
治
二
十
三
年
、
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
は
、
経
費
節
減
を

理
由
に
高
等
中
学
校
、
女
子
高
等
師
範
学
校
と
と
も
に
、
三
年
前
に
設
置
さ
れ
た
ば
か
り
の

東
京
音
楽
学
校
の
廃
止
が
議
題
に
上
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
議
会
の
内
外
に
議
論
が
百
出
し
、

東
京
音
楽
学
校
存
廃
論
争
へ
と
発
展
し
た
。
廃
止
を
免
れ
る
ま
で
の
経
緯
、
議
事
録
の
一
部
、

新
聞
雑
誌
記
事
、
お
よ
び
学
校
側
が
官
立
音
楽
学
校
存
続
の
必
要
性
を
ま
と
め
た
資
料
な
ど

を
紹
介
す
る
。

次
号
予
告

動
の
原
因
は
天
心
の
私
行
な
ど
で
は
な
く
、
も
と
も
と
は
西
洋

派
の
政
治
力
に
よ
る
圧
迫
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

西
洋
画
科
設
置
よ
り
半
年
後
の
明
治
三
十
年
三
月
、
早
く
も

天
心
批
判
の
論
説
が
新
聞
に
載
り
、
引
き
続
き
各
紙
に
批
判
論

や
暴
露
記
事
が
掲
載
さ
れ
、
排
斥
気
運
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
。

そ
う
し
た
な
か
で
、
翌
三
十
一
年
三
月
十
七
日
、
帝
国
博
物
館

総
長
九
鬼
隆
一
も
天
心
排
斥
の
姿
勢
を
示
し
た
た
め
、
天
心
は

理
事
兼
美
術
部
長
の
辞
表
を
提
出
（
二
十
二
日
受
理
）。
す
る

と
矢
継
ぎ
早
に
天
心
や
美
校
の
内
情
に
通
じ
た
者
か
ら
天
心
を

誹
謗
す
る
お
ぞ
ま
し
い
怪
文
書
が
各
方
面
に
配
布
さ
れ
、
西
園

寺
文
相
指
揮
下
の
文
部
省
が
即
刻
校
長
更
迭
内
定
の
措
置
を
と

っ
た
た
め
、
同
年
同
月
二
十
九
日
を
も
っ
て
天
心
は
美
校
校
長

も
辞
任
し
た
。
義
憤
を
感
じ
た
橋
本
雅
邦
以
下
三
十
三
名
の
教

官
は
連
袂
辞
職
の
覚
悟
で
辞
表
を
提
出
。
世
間
を
騒
が
す
大
騒

動
と
な
っ
た
が
、
天
心
自
身
が
慰
留
に
つ
と
め
た
こ
と
も
あ
っ

て
、
結
局
教
授
の
雅
邦
、
川
崎
千
虎
、
岡
崎
雪
声
、
助
教
授
の

六
角
紫
水
、
剣
持
忠
四
郎
、
新
納
忠
之
介
、
西
郷
孤
月
、
横
山

大
観
、
岡
部
覚
弥
、
寺
崎
広
業
、
桜
岡
三
四
郎
、
小
堀
鞆
音
、

関
保
之
助
、
下
村
観
山
、
嘱
託
の
後
藤
貞
行
、
桜
井
正
次
、
菱

田
春
草
、
山
田
敬
中
ら
が
辞
職
。
こ
の
う
ち
新
納
、
西
郷
、
横

山
、
岡
部
、
寺
崎
、
桜
岡
ら
助
教
授
六
名
は
懲
戒
免
官
と
い
う

足
ら
ず
教
場
足
ら
ず
実
験
材
料
足
ら
ず
参
考
標
本
足
ら
ず
実
技

教
育
に
必
要
な
る
実
験
は
世
上
の
依
嘱
製
作
を
以
て
之
に
充
つ

る
の
み
」
と
い
う
状
態
。
こ
れ
で
は
目
標
達
成
は
お
ぼ
つ
か
な

い
。
そ
こ
で
天
心
は
政
財
界
の
協
力
者
と
提
携
画
策
し
て
「
美

術
学
校
拡
張
法
案
」
を
帝
国
議
会
に
上
程
し
、
年
来
の
計
画
を

一
気
に
推
し
進
め
よ
う
と
し
た
。
彼
が
そ
の
た
め
に
書
い
た
の

が
「
美
術
教
育
施
設
ニ
付
意
見
」
で
あ
る
。
わ
が
国
に
置
く
べ

き
美
術
教
育
機
関
全
般
に
つ
い
て
の
構
想
を
開
示
し
た
も
の
だ

が
、
主
眼
は
美
校
の
拡
張
に
あ
り
、
西
洋
画
、
西
洋
彫
刻
部
門

の
増
設
を
含
む
組
織
・
予
算
の
拡
大
に
関
す
る
具
体
案
が
示
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
はc
凡
社
版
『
岡
倉
天
心
全
集
』
に
収
録

さ
れ
お
り
、
ま
た
、
原
本
（
蒟
蒻
版
印
刷
）
も
本
学
附
属
図
書

館
所
蔵
「
諸
新
聞
切
り
抜
き
」
の
台
紙
に
な
っ
て
奇
跡
的
に
残

っ
て
い
る
の
で
、
見
よ
う
と
思
え
ば
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

「
美
術
学
校
拡
張
法
案
」
は
明
治
二
十
八
年
三
月
に
可
決
さ
れ

た
。
し
か
し
可
決
さ
れ
た
の
は
天
心
の
意
図
と
異
な
る
修
正
案

で
あ
っ
て
、
今
後
日
本
美
術
と
西
洋
美
術
を
と
も
に
奨
励
す
る

と
い
う
方
針
の
も
と
に
美
校
を
拡
張
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ

た
。
こ
の
修
正
が
時
の
文
相
西
園
寺
公
望
の
意
向
に
よ
る
こ
と

は
ほ
ぼ
間
違
い
な
く
、
法
案
可
決
後
た
だ
ち
に
西
洋
画
科
設
置

が
決
ま
っ
て
西
園
寺
と
近
し
い
黒
田
清
輝
お
よ
び
久
米
桂
一
郎

が
指
導
者
に
選
ば
れ
、
翌
二
十
九
年
に
は
西
洋
画
科
が
発
足
、

従
来
の
学
校
方
針
と
係
わ
り
な
く
フ
ラ
ン
ス
流
教
育
を
開
始
し

た
。
黒
田
と
久
米
は
と
も
に
華
族
階
級
。
長
い
間
フ
ラ
ン
ス
で

絵
の
勉
強
を
続
け
、
明
治
二
十
六
年
に
帰
国
し
て
洋
画
新
派
の

エ
ー
ス
と
し
て
美
術
界
に
登
場
し
た
。
美
校
に
お
け
る
彼
ら
は

上
記
修
正
案
を
盾
と
し
て
行
動
し
、
発
言
権
を
行
使
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
黒
田
の
美
校
改
革
に
関
す
る
意
見
書
（
明
治
美
術

学
会
編
『
近
代
画
説
』
五
所
載
）
を
読
め
ば
わ
か
る
が
、
天
心

と
黒
田
に
は
妥
協
の
余
地
が
な
く
、
そ
の
た
め
対
立
が
起
こ
り
、

そ
れ
が
種
々
の
方
面
に
波
及
し
た
。
天
心
の
地
位
は
大
き
く
揺

ら
い
で
反
対
派
の
乗
じ
る
き
っ
か
け
が
生
ま
れ
、
遂
に
は
天
心

の
辞
職
お
よ
び
美
校
騒
動
に
と
至
る
。
未
曾
有
の
こ
の
学
校
騒

下村観山「天心岡倉先生（画稿）」
（大学美術館蔵）
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現
在
学
生
部
員
十
数
名
。
内
訳
、
合
宿
隊
三
十
名
以
上
、
試
合
要
員

約
五
名
、
飲
み
部
隊
二
十
数
名
、
稽
古
参
加
者
数
知
れ
ず
。

芸
大
剣
道
部
は
、
学
部
生
、
院
生
だ
け
で
な
く
、
Ｏ
Ｂ
・
Ｏ
Ｇ
、

体
育
の
授
業
で
の
剣
道
選
択
者
、
他
道
場
の
剣
士
の
活
動
に
よ
っ
て

成
り
立
っ
て
い
る
。
所
属
の
学
科
も
さ
ま
ざ
ま
で
、
音
楽
学
部
も
美

術
学
部
も
入
り
乱
れ
て
交
流
中
。
顧
問
は
剣
道
七
段
、
心
身
と
も
に

ビ
ッ
ク
な
高
橋
亨
先
生
だ
。
卒
業
生
は
ち
ょ
く
ち
ょ
く
顔
を
出
す
の

ク
ラ
ブ
・

サ
ー
ク
ル

訪
問

芸
大
生
た
ち
は
、
創
作
・
演
奏
に
研
鑽
を
積
む
一
方
で

さ
ま
ざ
ま
な
ク
ラ
ブ
、
サ
ー
ク
ル
に
属
し
て
い
る
。

「
明
る
く
」「
楽
し
く
」「
美
し
く
」
活
動
す
る
、

東
京
芸
大
の〝
部
活
〞
を
紹
介
す
る
。

剣
道
部

自
由
で
さ
ま
ざ
ま
な
つ
な
が
り

前
島
安
奈

第2回
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秋田県男鹿への夏季合宿のときに催された「ふれあい交流ワークショップ」。
地元の子どもたちとの芸術をとおした交流イベントである。2004年、2005年

OBも積極的に参加し
て行われる体育館（上
野）での定期練習。

で
、
個
人
的
に
一
緒
に
企
画
の
仕
事
を
し
た
り
す
る
ほ
ど
、
関
係
は

深
い
。

こ
こ
数
年
剣
道
部
で
お
熱
い
の
は
合
宿
だ
。
毎
年
秋
田
県
の
男
鹿

半
島
に
行
き
、
剣
道
だ
け
で
な
く
、
地
元
の
小
・
中
学
生
の
参
加
を

募
っ
て
美
術
と
音
楽
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
た
り
、
展
示
と

コ
ン
サ
ー
ト
を
行
っ
た
り
す
る
。
こ
の
合
宿
は
十
年
計
画
で
、
二
〇

〇
七
年
秋
田
県
で
開
催
さ
れ
る
国
体
に
向
け
盛
り
上
げ
て
い
こ
う
と

い
う
企
画
か
ら
始
ま
り
、
今
年
で
九
年
目
に
な
る
。
男
鹿
市
と
剣
道

連
盟
と
剣
道
部
の
三
本
柱
で
す
す
む
た
め
、
関
わ
る
人
も
多
く
、
不

思
議
な
つ
な
が
り
の
人
々
も
参
加
す
る
の
で
、
今
や
誰
が
実
際
学
生

で
あ
る
の
か
本
人
た
ち
に
も
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
当
然
剣
道
も

参
加
者
の
幅
は
広
く
、
各
地
の
大
学
生
も
い
れ
ば
地
元
の
道
場
の
小

学
生
も
い
る
。
楽
な
条
件
も
あ
る
と
は
い
え
わ
り
と
過
酷
な
状
況
の

合
宿
は
、
結
構
私
た
ち
の
経
験
値
を
あ
げ
て
く
れ
る
。

夏
に
は
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
つ
く
り
、
藝
祭
で
は
や
き
と
り
と
広
島
風
お

好
み
焼
き
の
店
を
出
店
す
る
。
イ
ベ
ン
ト
し
か
や
ら
な
い
の
か
と
お

も
い
き
や
、
五
美
戦
や
四
芸
祭
な
ど
の
試
合
で
も
、
本
番
に
な
れ
ば

そ
れ
な
り
に
ノ
リ
ノ
リ
に
な
る
。
高
校
ま
で
剣
道
部
だ
っ
た
人
も
大

学
か
ら
始
め
た
人
も
、
負
け
た
時
の
陰
湿
な
ほ
ど
の
悔
し
が
り
よ
う

っ
た
ら
な
い
。

代
々
か
ら
の
こ
の
部
の
性
根
な
の
か
、
自
由
人
を
多
数
受
け
つ
け

る
よ
う
で
、
現
在
の
参
加
の
仕
方
も
さ
ま
ざ
ま
な
ら
ば
、
将
来
の
排

出
の
仕
方
も
さ
ま
ざ
ま
で
、
部
の
あ
り
か
た
も
さ
ま
ざ
ま
な
の
だ
と
、

世
を
相
対
的
に
見
た
と
き
に
し
み
じ
み
思
う
。
剣
道
部
よ
、
末
永
く

あ
れ
。

（
ま
え
じ
ま
・
あ
ん
な
／
美
術
学
部
先
端
芸
術
表
現
科
三
年
）
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強
制
し
な
い
教
育

│
│
吉
村
先
生
は
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
芸
大
に
か
か
わ
り
続

け
て
こ
ら
れ
て
、
芸
大
の
持
っ
て
い
る
教
育
シ
ス
テ
ム
の

よ
さ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す

か
。

吉
村

基
本
を
教
え
て
、
あ
と
は
そ
の
先
生
の
作
品
と
か

後
ろ
姿
を
見
て
勉
強
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
あ
ま
り
強
要

し
な
い
、
あ
ま
り
教
え
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

自
分
も
そ
う
で
し
た
け
れ
ど
も
、
先
生
の
助
言
や
友
達
を

見
て
勉
強
し
て
き
ま
し
た
。
技
術
的
に
こ
う
し
た
ら
い
い

と
ア
ド
バ
イ
ス
は
あ
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
こ
う
す
れ
ば

あ
な
た
は
よ
く
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
み
た
い
こ
と
は
あ
ま

り
な
い
で
す
ね
。

押
し
つ
け
な
い
で
、
自
分
は
こ
う
思
っ
て
い
る
と
提
示

す
る
だ
け
で
、
そ
れ
に
共
感
す
る
か
し
な
い
か
は
本
人
の

自
由
な
の
で
、
別
に
反
抗
し
た
か
ら
っ
て
怒
る
わ
け
で
も

な
い
。
賛
成
し
て
く
れ
た
ら
う
れ
し
い
で
す
け
れ
ど
も
と

い
う
程
度
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
基
本
的
に
自
分
が

正
し
い
わ
け
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

学
部
生
だ
と
幼
い
と
考
え
の
人
が
多
い
け
れ
ど
も
、
大
学

院
ぐ
ら
い
に
な
る
と
、
こ
れ
は
す
ご
い
か
も
し
れ
な
い
な

と
感
じ
る
人
も
い
る
わ
け
で
す
。
す
る
と
、
自
分
が
言
っ

て
い
る
こ
と
が
正
し
い
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
の
に
教

え
ら
れ
な
い
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
ぼ
く
は
こ
う
思
う
よ
と

言
う
だ
け
で
、
あ
と
は
そ
の
学
生
が
自
分
の
力
で
伸
び
て

い
け
ば
い
い
。
頭
を
押
さ
え
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
だ

け
み
た
い
な
、
感
じ
で
す
ね
。

漆
原

今
の
お
話
を
伺
っ
て
い
た
ら
、
音
楽
で
言
っ
た
ら

作
曲
家
は
そ
う
か
な
と
思
い
ま
す
。
自
分
で
ゼ
ロ
か
ら
生

み
出
し
て
い
く
と
い
う
仕
事
で
す
か
ら
。

だ
か
ら
作
曲
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
押
し
つ
け
て
は
い
け

な
い
で
し
ょ
う
し
、
自
分
の
考
え
や
独
創
性
が
重
要
に
な

り
ま
す
。
だ
れ
か
の
真
似
を
し
た
り
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な

も
の
を
混
ぜ
合
わ
せ
て
作
品
が
で
き
る
の
で
は
な
く
て
、

強
い
ア
イ
デ
ア
が
あ
っ
て
初
め
て
作
品
を
つ
く
る
こ
と
が

で
き
る
。
け
れ
ど
も
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
で
す
と
既
存
の
曲

を
演
奏
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
を
表
現
す
る
ん
で
す
。

し
か
も
、
自
分
を
表
現
す
る
前
に
、
ま
ず
西
洋
音
楽
と
い

う
伝
統
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
き
っ
ち
り
と
解
釈
が
で
き
て
、

演
奏
の
面
で
も
技
術
的
に
ク
リ
ア
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
ま
ず
基
本
に
あ
る
の
で
、
そ
れ
は
教
え
な
い
と
い
け
な

い
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
も
の
が
す
べ
て
い
い
形
で
で
き

た
う
え
で
、
そ
こ
か
ら
自
分
の
個
性
と
い
う
も
の
が
自
然

吉
村
誠
司

助
教
授
―
絵
画
科
（
日
本
画
専
攻
）

×

漆
原
朝
子

助
教
授
―
器
楽
科
（
弦
楽
）

教
員
は

語
る

│
芸
大
へ
の
期
待
・
抱
負
・
提
言
│

吉村誠司「Tree」2003年

第
三
回
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同
じ
よ
う
に
弾
い
て
も
全
然
構
わ
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う

人
が
あ
ま
り
に
も
多
か
っ
た
の
で
、
先
生
た
ち
も
と
に
か

く
個
性
を
出
し
な
さ
い
と
言
う
。
も
ち
ろ
ん
ア
メ
リ
カ
に

も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
寄
り
の
考
え
方
の
先
生
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

っ
て
、
そ
う
い
う
先
生
の
と
こ
ろ
に
行
く
と
そ
う
で
も
な

い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
私
の
場
合
は
、
師
事
し
た
先
生
か

ら
も
っ
と
個
性
的
に
な
り
な
さ
い
、
あ
な
た
の
演
奏
は
地

味
だ
と
言
わ
れ
て
い
な
が
ら
、
個
性
的
に
な
る
こ
と
で
ア

メ
リ
カ
的
に
な
る
の
が
嫌
で
、
す
ご
く
葛
藤
が
あ
っ
た
ん

で
す
。
で
も
、
は
た
か
ら
見
た
ら
ア
メ
リ
カ
的
な
演
奏
に

な
っ
た
と
言
わ
れ
た
り
も
し
た
ん
で
す
。
今
は
悪
い
意
味

で
の
ア
メ
リ
カ
的
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
も
は
っ
き
り
わ

か
っ
て
い
る
の
で
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど

も
。外

れ
る
こ
と
の
難
し
さ

吉
村

日
本
画
の
場
合
も
、
個
性
が
重
要
だ
か
ら
と
い
っ

て
型
か
ら
完
璧
に
外
れ
れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
ん

で
す
。
基
本
を
き
ち
ん
と
や
っ
て
、
そ
の
な
か
か
ら
自
分

で
考
え
て
、
外
れ
る
。
で
も
、
外
れ
る
と
い
う
の
は
す
ご

く
難
し
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
外
れ
よ
う
と
思
っ
て
奇
を

て
ら
っ
た
り
す
る
と
、
ま
た
ほ
か
の
グ
ル
ー
プ
の
な
か
に

入
っ
て
い
っ
ち
ゃ
う
わ
け
で
す
か
ら
。

日
本
画
と
し
て
完
璧
に
外
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
認

め
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
絵
画
を
真
剣
に
考
え
な

が
ら
人
と
違
う
表
現
、
自
分
の
表
現
を
探
っ
て
い
く
こ
と

を
奨
励
し
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
奇
を
て
ら
っ
て
も
、

新
し
い
と
み
ん
な
が
思
っ
て
く
れ
れ
ば
い
い
ん
で
す
け
れ

ど
、
新
し
い
こ
と
な
ん
か
な
か
な
か
な
い
ん
で
す
。
す
ぐ

立
体
に
走
っ
た
り
、
表
面
的
な
お
も
し
ろ
さ
に
走
る
学
生

が
い
た
り
す
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
の
を
認
め

て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
基
本
的
に
は
、
平
面
と
い

う
わ
か
り
や
す
い
か
ら
こ
そ
難
し
い
世
界
で
、
深
く
考
え

て
創
作
す
る
も
の
だ
と
思
う
ん
で
す
。
本
当
に
深
く
考
え

た
結
果
、
ち
ょ
っ
と
人
と
は
違
っ
て
い
た
作
品
が
生
み
出

さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

日
本
画
に
は
模
写
と
い
う
勉
強
方
法
が
あ
り
ま
す
。
技

術
的
に
は
絵え

面づ
ら

の
わ
び
、
さ
び
、
味
な
ど
を
会
得
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
作
品
の
制
作
過
程
を
一
緒
に
た
ど
る
こ
と

で
相
手
の
心
の
道
す
じ
を
か
い
ま
み
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
。
ま
た
、
模
写
に
限
ら
ず
教
室
で
ほ
か
の
人

の
制
作
過
程
を
通
し
て
疑
似
体
験
し
た
り
、
与
え
ら
れ
た

課
題
を
こ
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
自
分
を
発
見
し
、

成
長
す
る
き
っ
か
け
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま

す
。
地
道
に
一
歩
ず
つ
踏
み
出
し
て
行
く
し
か
な
い
で
す

よ
ね
。

音
楽
に
お
け
る
自
己
表
現

漆
原

精
神
性
と
い
う
こ
と
は
す
ご
く
難
し
い
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。
今
、
世
界
的
に
活
躍
し
て
い
る
方
た
ち
も
、

エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
の
要
素
の
強
い
方
と
、
本
当
に

真
の
芸
術
を
求
め
て
演
奏
し
て
い
る
方
と
大
き
く
二
つ
に

吉
村
誠
司
（
よ
し
む
ら
・
せ
い
じ
）

一
九
六
〇
年
福
岡
県
生
ま
れ
。

一
九
九
〇
年
東
京
芸
術
大
学
大
学
院
後
期
博
士
課
程
修
了
。

一
九
九
六
年
第
八
十
一
回
院
展
日
本
美
術
院
賞
。

一
九
九
八
年
第
八
十
三
回
院
展
日
本
美
術
院
賞
。

東
京
芸
術
大
学
美
術
学
部
非
常
勤
講
師
を
経
て
、
二
〇
〇
五
年
よ
り
助
教
授
。

に
に
じ
み
出
る
の
が
い
い
か
な
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
私
た
ち
は
日
本
人
な
の
で
西
洋
音
楽
の
血
が
流

れ
て
い
な
い
ん
で
す
。
放
っ
て
お
く
と
、
お
能
の
摺
り
足

の
よ
う
に
、
音
楽
も
足
を
引
き
摺
っ
て
し
ま
う
学
生
が
少

な
く
な
い
ん
で
す
。
私
も
い
ろ
い
ろ
試
行
錯
誤
し
な
が
ら

演
奏
家
同
士
の
間
で
も
学
び
合
い
、
ア
メ
リ
カ
に
も
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
も
住
ん
で
、
い
ろ
い
ろ
な
文
化
の
違
い
を
す
ご

く
実
感
し
て
き
ま
し
た
の
で
、
ま
ず
、
そ
の
文
化
の
違
い

を
説
明
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
ま
す
。
例
え
ば
踊
り
に
お

い
て
も
、
西
の
ほ
う
の
地
域
で
あ
る
ほ
ど
足
が
上
が
る
。

そ
れ
か
ら
東
に
行
く
と
だ
ん
だ
ん
低
く
な
っ
て
い
っ
て
重

心
が
ど
ん
ど
ん
下
が
り
、
最
後
は
日
本
で
摺
り
足
に
な
る

と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。

今
の
芸
大
と
比
べ
て
み
る
と
、
以
前
の
方
が
音
楽
的
な

こ
と
を
教
え
る
と
い
う
内
容
が
薄
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま

す
。
ど
う
楽
譜
を
読
ん
で
、
ど
う
解
釈
す
る
か
と
い
う
よ

う
な
、
フ
レ
ー
ズ
の
つ
く
り
方
や
様
式
感
を
教
え
る
よ
り

も
、
指
が
回
る
こ
と
が
ま
ず
大
事
と
い
う
姿
勢
が
今
よ
り

も
ア
メ
リ
カ
的
だ
っ
た
か
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

逆
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
教
え
る
立
場
か
ら
見
た
り
、

ほ
か
の
先
生
の
マ
ス
タ
ー
ク
ラ
ス
も
見
な
が
ら
思
っ
た
の

は
、
き
ち
っ
と
弾
く
こ
と
よ
り
感
じ
る
こ
と
が
先
と
い
う

人
が
多
い
こ
と
で
す
。
ア
メ
リ
カ
で
は
い
か
に
ア
ピ
ー
ル

す
る
か
、
い
か
に
華
々
し
く
見
え
る
か
、
い
か
に
個
性
的

に
弾
け
る
か
に
重
点
が
置
か
れ
る
。
例
え
ば
、
モ
ー
ツ
ア

ル
ト
を
弾
い
て
も
、
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
を
弾
い
て
も
、
バ
ル

ト
ー
ク
の
よ
う
な
近
代
の
作
曲
家
の
作
品
を
弾
い
て
も
、
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分
か
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。
た
だ
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン

ト
の
要
素
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
こ
と
も
才
能
だ
と
思
う

の
で
、
そ
ち
の
ほ
う
に
行
き
た
い
人
は
目
指
せ
ば
い
い
か

な
と
私
は
思
っ
て
い
て
、
無
理
に
芸
術
を
な
ん
て
無
理
強

い
は
し
な
い
つ
も
り
で
は
あ
る
ん
で
す
。
た
だ
、
い
ろ
い

ろ
な
作
曲
家
が
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
曲
を
演
奏
す
る
と
き

に
、
も
ち
ろ
ん
様
式
感
と
か
解
釈
と
か
も
違
う
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
呼
吸
が
違
う
ん
で
す
が
、

自
己
中
心
的
な
演
奏
を
し
て
い
る
と
、
ど
の
曲
も
自
分
の

呼
吸
に
な
っ
て
し
ま
う
。
例
え
ば
、
息
の
深
さ
が
違
う
と

か
、
ち
ょ
っ
と
専
門
的
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
同
じ
四

拍
子
で
も
、
ど
こ
で
吸
っ
て
、
ど
こ
で
吐
く
か
が
作
曲
家

に
よ
っ
て
違
っ
た
り
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
曲
に
よ
っ

て
も
違
う
し
、
曲
の
場
所
に
よ
っ
て
も
違
い
ま
す
け
れ
ど

も
、
よ
り
作
曲
家
に
近
づ
き
、
よ
り
深
み
の
あ
る
演
奏
を

し
て
い
く
た
め
の
手
段
と
し
て
は
、
呼
吸
の
こ
と
を
一
緒

に
考
え
る
こ
と
は
と
て
も
大
事
な
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。

吉
村

音
楽
の
場
合
、
基
本
的
に
は
作
曲
家
に
近
づ
こ
う

と
す
る
ん
で
す
か
。

漆
原

そ
う
で
す
。
作
曲
家
が
あ
っ
て
、
演
奏
家
が
い
る

わ
け
で
す
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
の

ほ
う
に
行
く
人
た
ち
は
作
曲
家
を
軽
視
し
て
、
よ
り
自
分

を
出
す
と
い
う
方
向
の
方
が
多
い
で
す
が
。

吉
村

自
分
を
出
そ
う
と
思
っ
て
自
分
が
出
る
ん
で
す
か
。

漆
原

い
ち
ば
ん
私
が
理
想
に
し
て
い
る
の
は
、
演
奏
す

る
曲
、
そ
の
作
曲
家
の
存
在
が
あ
っ
て
、
そ
れ
と
同
時
に

自
分
が
あ
る
と
い
う
、
そ
れ
が
理
想
的
で
、
何
か
し
よ
う

と
し
て
最
終
的
に
は
こ
う
し
よ
う
、
あ
あ
し
よ
う
と
い
う

の
で
は
な
く
て
、
い
ろ
い
ろ
な
知
識
と
か
、
テ
ク
ニ
ッ
ク

が
身
に
つ
い
た
う
え
で
自
然
に
に
じ
み
出
て
く
る
も
の
、

そ
れ
が
個
性
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
の
人
た
ち

は
、
無
理
や
り
外
側
か
ら
の
見
せ
か
け
の
も
の
を
個
性
と

言
う
こ
と
が
多
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
よ
り
に
じ
み

出
て
く
る
も
の
が
、
そ
の
人
の
個
性
か
な
と
思
っ
て
い
ま

す
。

―
そ
れ
は
、
吉
村
先
生
の
話
に
あ
っ
た
枠
か
ら
は
み
出
す
、

は
み
出
さ
な
い
と
い
う
話
と
同
じ
で
す
よ
ね
。

吉
村

そ
う
で
す
ね
。

漆
原

西
洋
音
楽
の
知
識
が
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
、
に
じ

み
出
て
く
る
も
の
を
妨
害
し
て
し
ま
う
し
、
変
な
方
向
に

行
っ
て
し
ま
う
の
で
、
ま
ず
き
ち
っ
と
し
た
解
釈
と
か
知

識
、
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
身
に
つ
け
た
う
え
で
、
あ
と
は
自
然

に
で
き
る
と
い
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
難
し
い
こ
と
な
ん

で
す
け
れ
ど
も
。

ド
イ
ツ
の
マ
イ
ン
ツ
大
学
の
音
楽
学
部
で
教
え
て
い
た

こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
こ
で
私
が
教
え
た
の
は
イ
タ

リ
ア
人
、
韓
国
人
、
日
本
人
で
し
た
。
結
局
、
ド
イ
ツ
人

は
直
接
は
教
え
な
か
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
で
も
、
国

に
よ
っ
て
違
う
な
と
い
う
印
象
が
あ
り
ま
す
。
ほ
か
の
先

生
の
レ
ッ
ス
ン
を
ち
ょ
っ
と
見
た
り
す
る
と
、
生
徒
さ
ん

が
国
に
よ
っ
て
違
う
。
私
が
た
ま
た
ま
教
え
た
イ
タ
リ
ア

人
の
子
は
男
の
子
で
、
す
ご
く
感
じ
て
弾
い
て
い
る
ん
で

す
け
れ
ど
も
、
ど
こ
か
ア
バ
ウ
ト
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、

も
っ
と
こ
の
音
は
こ
う
で
、
こ
の
音
は
と
か
言
っ
て
い
た

ら
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
苦
し
ん
で
正
し
い
音
を
弾
か
な

け
れ
ば
い
け
な
い
ん
だ
、
ぼ
く
は
楽
し
む
た
め
に
音
楽
を

や
っ
て
い
る
ん
だ
、
だ
か
ら
し
か
め
っ
面
を
し
て
弾
い
て

い
る
ド
イ
ツ
人
は
嫌
い
だ
、
な
ん
て
彼
は
言
っ
て
い
ま
し

た
ね
。

吉
村

今
は
何
か
楽
し
く
や
る
と
か
、
い
ろ
い
ろ
は
や
っ

て
い
る
で
し
ょ
う
。
で
も
苦
し
い
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど

ね
。
お
も
し
ろ
い
と
い
う
の
は
、
要
す
る
に
絵
を
描
く
と

い
う
こ
と
は
、
ト
ン
ネ
ル
を
掘
っ
て
い
る
み
た
い
な
も
の

だ
と
思
う
ん
で
す
。
苦
し
く
て
、
も
う
だ
め
だ
と
思
っ
た

と
き
に
、
杭
を
さ
し
た
ら
向
こ
う
か
ら
光
が
見
え
て
き
て
、

そ
れ
を
か
き
分
け
て
い
る
と
き
は
楽
し
い
じ
ゃ
な
い
で
す

か
。
そ
う
い
う
楽
し
さ
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
れ
を
初

め
か
ら
何
も
し
な
い
で
楽
し
く
や
る
と
い
う
。
で
も
、
そ

れ
で
い
い
作
品
が
で
き
た
ら
い
い
で
す
け
ど
ね
（
笑
）。

芸
大
生
気
質
が
変
わ
っ
て
き
た
か

│
│
漆
原
先
生
は
助
教
授
に
着
任
さ
れ
て
、
ま
だ
二
、
三

カ
月
で
す
け
れ
ど
も
、
先
生
が
学
ば
れ
て
い
た
こ
ろ
と
、

今
の
学
生
さ
ん
で
、
芸
大
の
雰
囲
気
な
ど
で
何
か
ち
ょ
っ

と
変
わ
っ
た
か
な
と
思
わ
れ
る
部
分
と
い
う
の
は
何
か
あ

り
ま
す
か
。

漆
原

学
生
さ
ん
た
ち
の
曲
に
対
す
る
理
解
が
以
前
よ
り

高
ま
っ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。
こ
れ
は
ひ
と
え
に
先
生
方

の
ご
指
導
の
賜
物
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
、
ヴ
ァ
イ
オ

リ
ン
し
か
知
ら
な
い
み
た
い
な
学
生
が
前
よ
り
減
っ
た
ん

じ
ゃ
な
い
か
な
と
い
う
感
じ
で
す
。
ソ
ロ
だ
け
が
で
き
れ

ば
い
い
と
い
う
よ
り
、
室
内
楽
が
で
き
て
、
オ
ー
ケ
ス
ト

ラ
の
な
か
で
も
弾
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
弾
き

方
が
自
然
に
で
き
る
と
理
想
的
だ
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
先
生
方
の
お
話
を
う
か
が
っ
て

漆原朝子の演奏風景（写真提供：ザ・フェニックスホール）
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聴
き
な
が
ら
一
緒
に
音
楽
を
つ
く
っ
て
い
く
と
か
、
一
緒

に
空
気
を
感
じ
な
が
ら
一
緒
に
呼
吸
す
る
と
か
、
そ
う
い

う
こ
と
と
い
う
の
は
す
ご
く
大
事
で
、
ソ
リ
ス
ト
が
オ
ー

ケ
ス
ト
ラ
と
ソ
ロ
を
弾
く
と
き
で
も
、
一
人
で
突
っ
走
っ

て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
音
楽
と
い

う
意
味
で
内
容
の
深
い
も
の
に
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
や

は
り
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
音
が
聴
け
て
一
緒
に
呼
吸
で
き
た

ほ
う
が
よ
い
の
で
す
。
私
は
ソ
ロ
し
か
弾
か
な
い
わ
と
、

も
し
言
っ
て
い
る
人
が
い
た
と
し
て
も
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル

の
勉
強
を
積
極
的
に
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
、
今
の
先
生
方

の
お
考
え
は
す
ご
く
い
い
と
思
い
ま
す
。
前
か
ら
そ
う
だ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
よ
り
、
そ
れ

が
明
確
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
な
と
い
う
気
が
し

て
い
ま
す
。

吉
村

美
術
の
場
合
、
人
と
一
緒
に
一
枚
の
絵
を
か
く
と

い
う
わ
け
に
い
か
な
い
で
す
か
ら
ね
。
例
え
ば
自
分
が
や

っ
た
の
は
「
狩
野
派
再
現
」
と
い
う
、
過
去
の
も
の
を
再

現
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
み
ん
な
で
共
同
作
業
で
や
っ
た

の
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
言
っ
て
み
れ
ば
自
分

の
考
え
の
絵
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
言
い
か
え
る
と
、
そ

の
人
を
通
し
て
の
体
験
で
す
ね
。
自
分
の
考
え
で
描
け
と

言
わ
れ
た
ら
、
人
に
何
か
言
わ
れ
た
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
し
、

孤
独
な
ん
で
す
よ
（
笑
）。

芸
大
が
果
た
す
べ
き
の
役
割

吉
村

基
本
は
日
本
画
を
通
し
て
、
深
い
考
え
で
絵
を
描

い
て
い
く
よ
う
な
人
が
育
っ
て
ほ
し
い
な
と
思
い
ま
す
。

何
が
深
い
か
。
表
面
的
な
物
事
の
お
も
し
ろ
さ
と
か
き
れ

い
さ
と
か
で
絵
を
描
い
て
い
く
人
で
は
な
く
て
、
本
質
的

に
な
ぜ
こ
れ
を
描
き
た
い
ん
だ
と
か
、
な
ぜ
こ
れ
を
描
く

ん
だ
と
い
う
こ
と
を
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
人
が
増
え
て
い

く
と
い
い
な
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。

漆
原

芸
大
が
果
た
し
て
い
る
日
本
に
お
け
る
役
割
は
大

き
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
、
西
洋
音
楽
を
た
だ
の
借
り

物
で
は
な
く
て
、
ち
ゃ
ん
と
本
質
を
と
ら
え
て
演
奏
さ
せ

よ
う
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
先
生
が
増
え

て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

日
本
人
で
欧
米
と
か
で
活
躍
し
て
い
る
人
は
、
ほ
か
の

楽
器
に
比
べ
て
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
で
は
結
構
比
率
的
に
は
多

い
か
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
残
念
な
こ
と
に
あ
ち
ら

の
音
楽
家
た
ち
が
話
す
の
は
、
日
本
人
は
よ
く
弾
け
る
ね

と
い
う
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
た
だ
そ
れ

が
そ
の
音
楽
を
深
く
理
解
し
て
い
て
よ
く
弾
け
る
と
い
う

の
で
は
な
く
て
、
音
楽
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
は
置
い
て

お
い
て
、
よ
く
弾
け
る
ね
と
。
そ
こ
か
ら
日
本
が
な
か
な

か
そ
れ
以
上
に
行
け
な
い
状
態
な
の
で
、
よ
く
弾
け
る
だ

け
で
な
く
、
音
楽
を
深
く
表
現
で
き
る
人
が
出
て
く
る
た

め
に
は
、
日
本
で
役
割
が
大
き
い
と
さ
れ
て
い
る
芸
大
の

学
生
た
ち
が
そ
う
い
う
意
識
を
持
て
る
よ
う
に
な
る
こ
と

が
必
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
と
し
て
は
、
エ

ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
を
目
指
す
音
楽
家
よ
り
、
芸
術
を

深
め
る
と
い
う
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
音
楽
家
が
増
え
て

ほ
し
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

漆
原
朝
子
（
う
る
し
は
ら
・
あ
さ
こ
）

一
九
八
三
年
第
二
回
日
本
国
際
音
楽
コ
ン
ク
ー
ル
に
お
い
て
最
年
少
で
優
勝
な
ら
び
に
日
本
人
作
品
最
優
秀
演
奏
賞
を
受
賞
。

一
九
八
五
年
東
京
芸
術
大
学
に
入
学
し
、
翌
年
よ
り
文
化
庁
芸
術
家
在
外
研
修
員
と
し
て
ジ
ュ
リ
ア
ー
ド
音
楽
院
に
留
学
。

一
九
八
七
年
第
四
回
ア
リ
オ
ン
賞
。

一
九
九
〇
年
ジ
ュ
リ
ア
ー
ド
音
楽
院
本
科
を
卒
業
。
同
年
モ
ー
ビ
ル
音
楽
賞
奨
励
賞
。

二
〇
〇
五
年
よ
り
東
京
芸
術
大
学
音
楽
学
部
助
教
授
。

み
て
も
前
よ
り
は
ず
っ
と
視
野
を
広
く
持
つ
よ
う
に
教
育

す
る
よ
う
に
し
て
い
る
先
生
が
多
い
、
と
の
こ
と
で
、
と

て
も
い
い
傾
向
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ソ
ロ
だ
け
弾
け
れ
ば
い
い
と
い
う
の
は
危
険
で
、
例
え

ば
、
普
通
の
プ
ロ
の
音
楽
業
界
の
な
か
で
、
だ
れ
か
ソ
リ

ス
ト
が
来
て
室
内
楽
を
弾
い
た
ら
、
全
然
相
手
の
音
が
聴

け
な
く
て
自
分
だ
け
勝
手
に
弾
い
て
、
や
っ
ぱ
り
ソ
リ
ス

ト
は
弾
け
な
い
ね
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
言
っ
た
り
す
る

の
を
よ
く
聞
く
ん
で
す
。

吉
村

例
え
ば
学
生
で
、
絵
で
も
人
の
意
見
を
聞
か
な
い

人
が
い
る
。
人
の
意
見
を
全
く
聞
か
な
い
よ
う
な
の
は
だ

め
な
ん
で
す
。
人
の
意
見
も
聞
い
て
、
自
分
が
し
っ
か
り

あ
る
人
じ
ゃ
な
い
と
。

だ
か
ら
譲
る
と
こ
ろ
は
譲
っ
て
、
人
の
話
も
聞
い
て
、

そ
れ
で
い
て
自
分
の
信
念
を
持
っ
て
い
る
人
が
い
い
絵
を

描
け
る
と
思
う
ん
で
す
。

共
同
作
業
の
あ
り
方

漆
原

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
一
人
で
弾
く
と
い
う
、
ソ
ロ
の

曲
は
す
ご
く
少
な
い
ん
で
す
。
バ
ッ
ハ
の
ソ
ロ
と
か
、
バ

ル
ト
ー
ク
の
ソ
ロ
と
か
、
そ
の
ぐ
ら
い
で
、
ほ
と
ん
ど
の

場
合
、
必
ず
だ
れ
か
と
一
緒
な
ん
で
す
。
や
は
り
ア
ン
サ

ン
ブ
ル
の
経
験
が
な
い
と
、
た
と
え
ピ
ア
ノ
と
二
人
で
弾

い
て
も
相
手
の
音
が
聴
け
な
い
と
い
う
弊
害
が
出
て
く
る

ん
で
す
。

だ
か
ら
自
分
の
音
だ
け
で
な
く
て
、
ほ
か
の
人
の
音
を



◆
文
化
財
保
存
教
育
の
四
〇
年

展
開
催

本
学
に
お
け
る
文
化
財
保
存
学
に
関

す
る
教
育
は
保
存
修
復
講
座
の
発
足
後

四
十
年
、
そ
し
て
文
化
財
保
存
学
専
攻

に
改
組
さ
れ
て
か
ら
十
年
を
経
た
。
こ

の
間
の
研
究
成
果
及
び
最
近
の
教
育
・

研
究
の
一
部
を
紹
介
す
る
た
め
、
五
月

十
三
日
か
ら
十
六
日
ま
で
、
大
学
美
術

館
陳
列
館
に
お
い
て
「
文
化
財
保
存
教

育
の
四
〇
年
展
」
が
開
催
さ
れ
た
。

◆
五
芸
大
学
長
懇
話
会
で
意
見

交
換四

芸
祭
の
初
日
に
あ
た
る
五
月
十
九

日
、
本
学
事
務
局
会
議
室
に
お
い
て
、

四
芸
術
大
学
に
沖
縄
県
立
芸
術
大
学
を

加
え
た
五
芸
大
学
長
懇
話
会
が
開
催
さ

れ
、
各
大
学
に
お
け
る
取
り
組
み
な
ど

活
発
な
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
。

◆
東
京
芸
術
大
学
附
属
図
書
館

講
演
会
開
催

五
月
二
十
六
日
、
附
属
図
書
館
二
階

閲
覧
室
に
お
い
て
東
京
芸
術
大
学
附
属

図
書
館
講
演
会
「
読
書
と
芸
術
と
人
生
」

が
開
催
さ
れ
た
。
講
演
者
は
福
原
義
春

学
長
特
命
担
当
理
事
・
資
生
堂
名
誉
会

長
。講

演
で
は
、
人
生
に
と
っ
て
の
読
書

運
　
営

◆
四
芸
術
大
学
体
育
・
文
化
交

歓
会ス

ポ
ー
ツ
競
技
や
展
示
会
・
演
奏
会

を
通
し
て
学
生
交
流
を
深
め
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
「
四
芸
術
大
学
体
育
・
文

化
交
歓
会
」（
四
芸
祭
／
東
京
芸
術
大
学
、

愛
知
県
立
芸
術
大
学
、
金
沢
美
術
工
芸

大
学
、
京
都
市
立
芸
術
大
学
）
が
、
五

月
十
九
日
か
ら
四
日
間
、
本
学
及
び
都

内
運
動
施
設
数
カ
所
で
実
施
さ
れ
た
。

交
歓
会
は
、
学
生
主
催
に
よ
り
毎
年

実
施
さ
れ
る
も
の
で
、
今
年
で
五
十
一

回
目
。
幹
事
校
は
輪
番
制
で
本
学
が
担

当
し
た
。
会
場
と
な
っ
た
各
競
技
場
で

は
、
各
大
学
チ
ー
ム
が
白
熱
し
た
試
合

を
繰
り
広
げ
た
。
ま
た
、
学
内
で
は
展

覧
会
や
演
奏
会
が
行
わ
れ
、
教
員
に
よ

る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
上
野
公
園
の
美

術
館
巡
り
な
ど
も
行
わ
れ
た
。

◆
外
国
人
留
学
生
懇
談
会
を
開

催
五
月
二
十
六
日
、
大
学
会
館
内
食
堂

で
「
外
国
人
留
学
生
懇
談
会
」
が
開
催

さ
れ
た
。
会
に
は
、
留
学
生
約
八
十
名

を
迎
え
、
学
長
、
学
部
長
を
は
じ
め
と

す
る
関
係
教
職
員
、
チ
ュ
ー
タ
ー
、
大

学
か
ら
の
招
待
者
と
し
て
、
奨
学
団
体
、

取
手
市
国
際
交
流
協
会
、
本
学
の
国
際

交
流
会
館
が
あ
る
新
松
戸
七
丁
目
町
内

会
な
ど
約
百
四
十
名
が
出
席
し
た
。

交
　
流

こ
の
懇
談
会
は
、
外
国
人
留
学
生
と

大
学
関
係
者
等
が
交
流
を
通
し
て
相
互

理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
に
、
学
長

主
催
で
毎
年
開
催
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、

学
長
挨
拶
、
留
学
生
謝
辞
の
あ
と
、
く

つ
ろ
い
だ
雰
囲
気
の
な
か
で
新
留
学
生

紹
介
、
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
が
行
わ

れ
、
日
本
語
、
母
国
語
を
織
り
交
ぜ
な

が
ら
盛
会
の
う
ち
に
終
了
し
た
。

◆
大
学
間
国
際
交
流
協
定
締
結
、

昨
年
か
ら
飛
躍
的
に
増
え
る

七
月
二
十
八
日
、
中
国
美
術
学
院

（
中
国
）
と
本
学
が
芸
術
国
際
交
流
協
定

を
締
結
し
た
。
調
印
式
に
は
、
中
国
美

術
学
院
か
ら
許
江
院
長
、
宋
建
明
副
院

長
ほ
か
五
名
、
本
学
か
ら
平
山
学
長
、

宮
田
理
事
、
野
田
理
事
、
太
田
和
理
事
、

六
角
美
術
学
部
長
が
出
席
し
た
。
調
印

後
の
懇
談
で
は
、
今
後
の
交
流
の
進
め

方
な
ど
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

な
お
、
今
回
の
調
印
に
よ
り
本
学
に

お
け
る
交
流
協
定
締
結
校
は
十
三
カ
国

地
域
二
十
七
大
学
等
と
な
っ
た
。
平
成

元
年
に
中
央
美
術
学
院
（
中
国
）
及
び

中
央
工
芸
美
術
学
院
（
中
国
。
現
清
華

大
学
美
術
学
院
）
と
締
結
し
て
か
ら
平

成
十
六
年
三
月
ま
で
に
十
八
大
学
等
を

数
え
て
い
た
が
、
法
人
化
を
機
に
九
大

学
が
増
え
た
こ
と
に
な
る
。

◆
萩
岡
松
韻
助
教
授
が
芸
術
選

奨
文
部
科
学
大
臣
新
人
賞
を
受

賞
平
成
十
七
年
三
月
十
五
日
、
音
楽
学

部
萩
岡
松
韻
助
教
授
（
邦
楽
）
が
、
平

成
十
六
年
度
芸
術
選
奨
文
部
科
学
大
臣

新
人
賞
を
受
賞
し
た
。

受
章
・
受
賞
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藝
大
は
世
界
に
伍
し
て
発
展
す
る

新
た
な
芸
術
の
総
合
大
学
を
目
指
し
ま
す
。

●
事
業
概
要

Ⅰ
　
社
会
に
開
か
れ
た
大
学
と
し
て
の
展
開

一
　
産
業
界
や
地
域
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
創

作
・
研
究
の
推
進

産
業
界
や
地
域
な
ど
大
学
外
の
ニ
ー
ズ
を
幅

広
く
受
け
止
め
る
体
制
作
り
を
進
め
、
こ
う
し

た
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
創
作
・
研
究
を
推
進
し
、

社
会
に
貢
献
す
る
。
こ
の
た
め
、
大
学
付
属
の

研
究
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、
ア
ー
ト
デ
ザ
イ
ン
セ

ン
タ
ー
、
伝
統
工
芸
・
地
場
産
業
振
興
セ
ン
タ

ー
な
ど
を
新
設
す
る
。

二
　
芸
術
に
よ
る
地
域
文
化
の
振
興
、
ま
ち
づ

く
り
へ
の
貢
献

取
手
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
Ｔ
Ａ
Ｐ
、
取

手
市
）、
別
府
ア
ル
ゲ
リ
ッ
チ
音
楽
祭
（
大
分
県

別
府
市
）
な
ど
、
こ
れ
ま
で
地
域
と
連
携
で
進

め
て
き
た
ま
ち
づ
く
り
へ
の
貢
献
事
業
を
全
国

に
展
開
す
る
。

ま
た
、
芸
術
家
村
、
芸
術
に
よ
る
ま
ち
づ
く

り
な
ど
、
地
方
自
治
体
と
連
携
し
て
、
芸
術
を

社
会
に
還
元
し
て
い
く
新
た
な
取
り
組
み
を
推

進
す
る
。

Ⅱ
　
演
奏
・
展
示
活
動
の
国
際
展
開
、
国
際
発

信
藝
大
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
等
の
海
外
で
の
公
演
機

会
の
充
実
を
図
り
、
国
際
的
舞
台
で
の
公
演
力

ア
ッ
プ
を
図
る
と
と
も
に
、
海
外
の
音
楽
大
学

と
の
交
流
、
交
歓
演
奏
の
積
極
的
な
展
開
を
図

り
、
世
界
第
一
級
の
演
奏
力
を
実
現
す
る
。

ま
た
、
美
術
分
野
で
は
、
海
外
の
友
好
交
流

大
学
・
美
術
館
等
と
の
連
携
を
図
り
つ
つ
、
海

外
で
の
展
覧
会
や
創
作
作
品
・
研
究
成
果
の
海

外
発
表
を
積
極
的
に
進
め
、
日
本
美
術
の
国
際

発
信
を
図
る
。

東
京
藝
術
大
学
で
は
、
創
設
以
来
一
〇
〇
有

余
年
に
わ
た
る
本
学
の
芸
術
教
育
の
伝
統
と

実
績
を
継
承
し
つ
つ
、
二
十
一
世
紀
の
芸
術

文
化
を
よ
り
輝
か
し
い
も
の
に
発
展
さ
せ
る

た
め
、
平
成
十
六
年
度
の
国
立
大
学
の
法
人

化
を
契
機
と
し
て
、
新
た
な
芸
術
の
創
生
を

目
指
し
、「
藝
大
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
２
０
０

５
‐
２
０
０
６
」
事
業
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

藝
大
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
２
０
０
５
―
２
０
０
６



Ⅲ
　
新
た
な
芸
術
領
域
の
創
造
と
融
合

新
た
な
教
育
研
究
領
域
の
拡
大
と
と
も
に
、

高
度
か
つ
専
門
的
な
職
業
人
や
研
究
者
の
養
成

を
図
る
た
め
、
平
成
十
七
年
四
月
か
ら
「
映

画
・
ア
ニ
メ
・
メ
デ
ィ
ア
映
像
」
に
関
す
る
大

学
院
（
映
像
研
究
科
）
の
映
画
専
攻
を
横
浜
市

に
開
設
す
る
と
と
も
に
、
順
次
他
の
専
攻
を
開

設
し
て
い
く
。

こ
れ
ら
の
活
動
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
多

額
の
資
金
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
本
学
の
今
後

の
教
育
研
究
活
動
・
創
作
活
動
の
展
開
の
趣
旨

に
賛
同
さ
れ
る
諸
企
業
、
個
人
、
教
職
員
Ｏ
Ｂ
、

同
窓
生
の
方
々
な
ど
に
寄
付
を
仰
ぎ
、
ご
後
援

い
た
だ
く
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
詳
し
く
は
、

次
の
担
当
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

東
京
藝
術
大
学
「
藝
大
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
基
金
」
募
金
事
業
担
当
室
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展覧会・演奏会の最新情報は、東京芸術大学公式ホー
ムページ（http://www.geidai.ac.jp）をご覧下さい。

展覧会についてのお問い合わせ
東京芸術大学大学美術館　Tel 03-5685-7755
NTTハローダイヤル　Tel 03-5777-8600

演奏会についてのお問い合わせ
東京芸術大学大学音楽学部演奏企画室　Tel 03-5685-
7700

演奏会チケットの取り扱い
チケットぴあ　Tel 0570-02-0990
東京文化会館チケットサービス　Tel 03-5815-5452
東京芸大大学美術館ミュージアムショップ　Tel 03-
5685-1176

第11号刊行にあたって

今回の藝大通信では映像研究科の

特集を組み、創設されたばかりの映

像研究科の様子をお伝えできること

になりました。この映像研究科の創

設を提言したのは、新学部等構想検

討部会のレポートほかで、そのレポ

ートは、映像だけでなく舞台芸術全

体を含んだ新しい時代の芸術教育の

再考プランでありました。こうして

私たちの夢が一歩一歩実現されてい

くのはうれしい限りです。

本誌の3月から8月までのニュース

欄に見られますように、芸大はいま

大きく飛躍すべくさまざまなとり組

みを行っています。読者の皆様方に、

映像研究科はもとよりのこと、こう

した取り組みへのご理解とご協力を

お願いいたします。

藝大通信編集長

舩山 隆

の
意
味
、
芸
術
に
と
っ
て
読
書
が
ど
う

い
う
意
味
を
持
つ
の
か
な
ど
、
氏
の
経

験
に
基
づ
い
た
話
題
で
語
ら
れ
た
。
質

疑
応
答
で
は
参
加
し
た
聴
衆
か
ら
熱
心

な
質
問
が
あ
っ
た
。

◆
秋
篠
宮
同
妃
両
殿
下
お
成
り

六
月
二
十
九
日
、
大
学
美
術
館
に
秋

篠
宮
同
妃
両
殿
下
が
お
成
り
に
な
り
、

開
催
中
の
英
国
王
立
園
芸
協
会
（
Ｒ
Ｈ

Ｓ
）
創
立
二
〇
〇
周
年
記
念
「
五
〇
〇

年
の
大
系：

植
物
画
世
界
の
至
宝
展
」

と
芸
大
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
「
柴
田
是
真

（
ぜ
し
ん
）
―
明
治
宮
殿
の
天
井
画
と
写

生
帖
」
を
ご
鑑
賞
さ
れ
ま
し
た
。

◆
仲
代
達
矢
氏
が
舞
台
芸
術
分

野
検
討
Ｗ
Ｇ
で
講
演

七
月
十
二
日
、
舞
台
芸
術
分
野
の
教

育
研
究
組
織
の
在
り
方
に
つ
い
て
調

査
・
検
討
を
行
っ
て
い
る
将
来
構
想
委

員
会
舞
台
芸
術
分
野
検
討
ワ
ー
キ
ン
グ

グ
ル
ー
プ
が
、
仲
代
達
矢
氏
（
俳
優
、

無
名
塾
主
宰
）
を
招
き
、
学
内
教
職
員

向
け
の
講
演
会
を
開
催
し
た
。
仲
代
氏

は
、
俳
優
座
養
成
所
時
代
の
体
験
と
無

名
塾
の
立
ち
上
げ
か
ら
現
在
ま
で
の
経

緯
な
ど
に
つ
い
て
、
ユ
ー
モ
ア
や
秘
話

な
ど
を
交
え
熱
心
に
語
る
と
と
も
に
、

芸
大
に
演
劇
に
関
す
る
専
攻
分
野
が
で

き
れ
ば
す
ば
ら
し
い
こ
と
と
も
語
っ
た
。

◆
次
期
学
長
に
宮
田
亮
平
氏

七
月
二
十
一
日
、
東
京
芸
術
大
学
学

長
選
考
会
議
は
、
次
期
学
長
候
補
者
と

し
て
現
理
事
・
副
学
長
・
美
術
学
部
教

授
の
宮
田
亮
平
氏
を
選
考
し
た
こ
と
を

公
表
。
選
考
理
由
は
、「
意
向
聴
取
投
票

の
結
果
を
参
考
に
、
本
学
学
長
候
補
適

任
者
と
し
て
四
人
を
選
定
し
、
各
人
に

学
長
候
補
適
任
者
と
な
る
こ
と
に
つ
い

て
の
意
思
確
認
を
し
た
結
果
、
二
人
が

辞
退
し
た
。
こ
の
た
め
、
辞
退
し
た
者

を
除
い
た
二
人
に
つ
い
て
経
歴
及
び
所

信
表
明
書
な
ど
を
参
考
に
し
て
、
慎
重

に
審
議
の
う
え
、
宮
田
亮
平
氏
を
適
任

と
認
め
、
次
期
学
長
候
補
者
に
選
考
し

た
」
と
し
て
い
る
。
任
期
は
平
成
十
七

年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
。

◆
今
年
度
上
半
期
に
開
催
さ
れ

た
主
な
展
覧
会
、
演
奏
会
記
録

大
学
美
術
館

「
台
風
被
災
復
興
支
援
　
厳
島
神
社
国
宝

展
」会

期
　
三
月
二
十
五
日
〜
五
月
八
日

入
場
者
数
　
五
九
八
〇
四
人

「
英
国
王
立
園
芸
協
会
（
Ｒ
Ｈ
Ｓ
）
創
立

二
〇
〇
周
年
記
念

五
〇
〇
年
の
大
系
植
物
画
世
界
の
至
宝

展
」会

期
　
六
月
十
一
日
〜
七
月
十
八
日

入
場
者
数
　
三
五
九
〇
八
人

奏
楽
堂

「
藝
大
　
和
楽
の
美
〜
邦
楽
叙
事
詩
〈
ス

サ
ノ
ヲ
〉
〜
」

開
催
日
　
五
月
六
日
（
金
）

観
客
数
　
八
五
〇
人

「
ラ
ヴ
ェ
ル
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
全
六
回
」

開
催
日
　
五
月
二
十
一
日
、
二
十
八

日
、
六
月
十
一
日
、
十
八
日
、
二
十

四
日
、
二
十
八
日

観
客
数
　
四
七
八
四
人

大
学
サ
ポ
ー
ト
制
度
「
藝
大
フ
レ
ン
ズ
」
創
設

東
京
藝
術
大
学
で
は
、
寄
付
に
よ
り
毎
年
継

続
的
に
本
学
の
教
育
研
究
活
動
を
ご
支
援
い
た

だ
く
た
め
の
大
学
サ
ポ
ー
ト
制
度
で
あ
る
「
藝

大
フ
レ
ン
ズ
」
を
創
設
し
ま
し
た
。

「
藝
大
フ
レ
ン
ズ
」
の
皆
様
に
は
、
本
学
の
活

動
を
ご
理
解
い
た
だ
く
た
め
に
、
本
学
の
大
学

美
術
館
、
奏
楽
堂
に
お
け
る
展
覧
会
、
コ
ン
サ

ー
ト
の
無
料
鑑
賞
そ
の
他
の
機
会
を
提
供
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

「
藝
大
フ
レ
ン
ズ
」
に
よ
る
寄
付
（
賛
助
金
）

は
、
大
学
美
術
館
、
奏
楽
堂
の
運
営
費
の
ほ
か
、

大
学
の
教
育
研
究
費
、
環
境
整
備
費
と
し
て
使

わ
せ
て
い
た
だ
く
予
定
で
す
。

お
問
い
合
わ
せ
先

東
京
藝
術
大
学
「
藝
大
フ
レ
ン
ズ
」
担
当
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１
０-
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台
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3

特
集新

学
長
、

芸
大
を
語
る

東
京
芸
術
大
学
の
学
長
に
宮
田
亮
平
が
新
た
に
選
任
さ
れ
た
。

国
立
大
学
法
人
化
、
創
立
一
二
〇
年
な
ど
節
目
の
と
き
に

新
学
長
が
語
る
、
決
意
、
抱
負
、
そ
し
て
夢
。

﹇
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
﹈

創
造
の
現
場
か
ら

宮
田
亮
平
学
長
　
﹇
聞
き
手
﹈
野
倉
恵



4

学
長
と
し
て
、
作
家
と
し
て

野
倉

芸
大
は
国
立
大
学
法
人
に
な
っ
て
大
き

い
改
革
の
流
れ
の
な
か
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
な
か
で
芸
大
の
目
標
に
つ
い
て
、
改
め
て

宮
田
先
生
の
お
言
葉
で
語
っ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

宮
田

芸
大
は
来
年
、
創
立
一
二
〇
年
を
迎
え

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

岡
倉
天
心
以
来
延
々
と
続
い
て
い
る
、
日
本

文
化
を
ど
の
よ
う
に
世
界
に
発
信
し
て
い
く
か
、

世
界
の
文
化
を
、
ど
れ
だ
け
柔
軟
に
自
分
の
中

に
入
れ
て
い
く
か
と
い
う
大
き
な
目
標
の
な
か

で
芸
大
は
つ
ね
に
考
え
て
い
ま
す
。
中
期
目
標

と
い
う
の
は
、
そ
れ
を
六
年
の
計
画
の
な
か
に

あ
て
は
め
よ
う
と
す
る
こ
と
な
の
で
す
。
た
だ

評
価
と
い
う
部
分
が
あ
る
の
で
、
あ
る
達
成
目

標
を
決
め
て
や
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
ふ
う
に
し

て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

こ
う
し
て
野
倉
さ
ん
に
お
い
で
い
た
だ
い
て

い
る
こ
と
に
、
僕
は
大
変
感
謝
し
て
い
ま
す
。

芸
大
を
評
価
し
て
い
た
だ
く
上
で
最
も
重
要
な

の
は
、
現
場
を
見
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
か
ら
。
つ
ま
り
視
覚
や
聴
覚
の

世
界
な
ん
で
す
。
私
ど
も
は
触
覚
で
教
え
て
い

る
わ
け
で
す
が
、
触
覚
は
触
ら
な
け
れ
ば
感
じ

な
い
。
そ
う
い
っ
た
部
分
が
、
こ
の
芸
大
の
お

も
し
ろ
さ
な
の
で
す
。
だ
か
ら
、
量
産
と
い
う

も
の
は
な
か
な
か
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
学
校
は
よ
い
芸
術
家
が
育
つ
確
率
が
高
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

個
人
的
な
こ
と
で
す
が
、
現
場
の
時
間
が
少

な
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
、
学
長
を
引
き
受
け

る
と
き
に
い
ち
ば
ん
悩
ん
だ
こ
と
で
す
。
こ
れ

そ
う
い
う
ジ
ャ
ン
ル
分
け
に
対
し
て
、
住
み

分
け
を
崩
す
よ
う
な
組
織
改
革
は
、
む
し
ろ
改

悪
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
う
少
し
違
っ
た

と
こ
ろ
で
何
か
で
き
な
い
の
か
、
こ
れ
か
ら
探

っ
て
い
き
た
い
な
と
思
い
ま
す
。

芸
大
に
と
っ
て
の
「
実
績
」
と
は

野
倉

国
立
大
学
法
人
に
な
り
、
大
学
ご
と
の

裁
量
が
大
き
く
広
が
り
ま
し
た
。
教
養
部
門
や

学
科
の
再
編
も
委
ね
ら
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
部

分
で
何
か
お
考
え
は
あ
り
ま
す
か
。

宮
田

僕
は
こ
ん
な
こ
と
を
よ
く
言
う
ん
で
す
。

「
仕
事
を
見
た
ら
ベ
テ
ラ
ン
、
一
回
で
も
や
っ

た
ら
指
導
者
だ
」
と
。
も
の
を
教
え
る
と
い
う

の
は
つ
く
る
よ
り
大
変
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、

ど
ん
ど
ん
教
え
さ
せ
る
。「
僕
が
つ
く
る
の
を

見
た
で
し
ょ
う
。
じ
ゃ
あ
あ
な
た
は
ベ
テ
ラ
ン

な
ん
だ
か
ら
自
信
を
持
っ
て
つ
く
り
な
さ
い
」。

も
う
そ
の
次
に
は
「
教
え
て
み
な
さ
い
」
と
。

人
に
教
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
実
に
な

る
わ
け
な
ん
で
す
。
そ
れ
が
芸
大
の
教
育
の
方

針
な
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
本
物
が
育
っ
て

い
き
ま
す
ね
。

野
倉

芸
大
の
場
合
に
は
、
一
般
教
養
を
持
っ

た
学
生
を
ど
う
や
っ
て
育
て
る
べ
き
だ
と
思
わ

れ
ま
す
か
。

宮
田

勉
強
の
た
め
の
勉
強
と
い
う
の
は
、
長

い
ス
パ
ン
で
考
え
れ
ば
、
学
生
た
ち
の
ほ
と
ん

ど
が
忘
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学

の
な
か
に
必
要
な
の
が
、
生
き
た
教
養
だ
と
思

う
ん
で
す
。
た
と
え
ば
歴
史
で
も
、
単
な
る
政

治
的
な
歴
史
だ
け
で
は
な
く
て
、
そ
こ
に
文
化

と
い
う
も
の
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
教
え
て
い

く
こ
と
が
重
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う

ま
で
で
も
、
私
の
場
合
、
学
校
へ
来
る
と
ま
ず

何
を
す
る
か
と
い
う
と
、
副
学
長
室
で
は
な
く
、

工
芸
科
の
現
場
へ
行
く
わ
け
で
す
。

人
を
育
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
の
文
化
と

い
う
の
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
芸
大

か
ら
発
信
し
て
い
き
た
い
と
い
う
意
識
な
ん
で

す
。
た
だ
、
い
ろ
い
ろ
な
表
現
の
仕
方
が
あ
る
。

音
楽
で
あ
っ
た
り
、
美
術
で
あ
っ
た
り
、
映
像

で
あ
っ
た
り
表
現
手
段
は
違
う
の
だ
け
れ
ど
も
、

根
幹
は
同
じ
な
ん
で
す
。

野
倉

芸
大
の
学
長
と
い
う
、
芸
術
家
養
成
の

ト
ッ
プ
機
関
の
顔
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
ど
う
い

う
期
待
を
受
け
て
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
か
。

宮
田

ど
う
で
し
ょ
う
か
。
あ
ま
り
人
に
自
慢

は
で
き
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
、
僕
は
ま
め
な
ん

で
す
。

す
て
き
な
人
が
す
て
き
な
こ
と
を
し
て
い
る

こ
と
を
、
だ
れ
か
に
伝
え
た
く
な
る
。
自
分
自

身
も
作
家
で
は
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
人
の
す

て
き
さ
を
多
く
の
人
に
広
め
る
「
伝
道
者
」
で

あ
る
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
学
長

と
い
う
の
は
、
広
告
宣
伝
の
仕
事
と
い
う
面
も

あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
も
若
者

た
ち
を
世
界
に
発
表
す
る
た
め
の
伝
道
者
で
あ

る
。
た
だ
自
分
も
作
品
を
つ
く
っ
て
い
な
か
っ

た
ら
学
長
を
引
き
受
け
て
い
な
か
っ
た
と
思
い

ま
す
。
作
家
で
あ
り
続
け
る
限
り
、
い
い
も
の

を
見
る
こ
と
に
対
し
て
目
も
狂
い
ま
せ
ん
か
ら
。

野
倉

芸
大
は
、
伝
統
的
な
表
現
と
現
代
社
会

に
お
け
る
発
信
の
あ
り
方
と
い
う
、
背
負
っ
て

い
る
も
の
が
大
き
な
大
学
だ
と
思
い
ま
す
。
こ

れ
か
ら
の
教
育
目
標
で
い
ち
ば
ん
大
事
な
課
題

は
何
で
し
ょ
う
か
。

宮
田

芸
術
家
に
と
っ
て
、
最
低
限
の
共
通
言

語
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
、
ベ
ー
シ
ッ
ク
な

基
礎
教
育
に
よ
っ
て
培
わ
れ
る
も
の
で
す
。
こ

れ
が
き
ち
ん
と
で
き
た
う
え
で
、
お
互
い
に
話

し
合
お
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
だ
か
ら
基

礎
教
育
を
踏
ま
え
て
、
専
門
教
育
を
や
る
。
ど

ん
な
に
先
端
の
現
代
的
な
美
術
で
あ
ろ
う
と
、

あ
る
い
は
現
代
音
楽
で
あ
ろ
う
と
、
芸
術
の

「
い
ろ
は
」
の
部
分
を
、
ま
ず
最
低
限
は
き
ち

ん
と
勉
強
す
る
。
そ
う
い
う
部
分
を
な
い
が
し

ろ
に
し
て
、「
お
い
し
い
と
こ
ど
り
」
だ
け
を

し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
砂
上
の
楼
閣
で
す
。

野
倉

組
織
に
つ
い
て
、
ど
ん
な
戦
略
を
お
考

え
で
す
か
。

宮
田

ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
と
い
う
の
は
非
常
に
難

し
い
問
題
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。

芸
大
に
は
こ
の
一
二
〇
年
の
歴
史
の
な
か
で
、

延
々
と
築
き
上
げ
て
き
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

い
ろ
い
ろ
な
立
場
の
人
が
、
ア
イ
デ
ィ
ア
を
出

し
合
う
こ
と
が
大
事
だ
と
思
う
ん
で
す
。
ボ
ト

ム
ア
ッ
プ
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
、
両
者
は
い
い
連

携
で
あ
っ
て
も
ら
い
た
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
大
学
は
専
門
性
が
非
常
に
は
っ
き
り
と

し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
ひ
と
口
に
「
工
芸
」

と
い
っ
て
も
、
本
学
に
は
「
漆
芸
」「
陶
芸
」

「
染
織
」
な
ど
の
ほ
か
、
金
属
系
の
三
講
座
が

あ
り
、
私
は
そ
の
な
か
の
「
鍛
金
」
が
専
門
な

の
で
す
が
、
世
界
中
の
大
学
の
な
か
に
、
金
属

を
素
材
と
し
て
追
求
し
た
三
つ
の
講
座
を
持
っ

て
い
る
大
学
は
芸
大
し
か
な
い
ん
で
す
。
彫
金
、

鍛
金
、
鋳
金
、
そ
の
三
つ
の
講
座
が
成
り
立
っ

て
学
生
を
輩
出
し
て
い
る
。
そ
の
講
座
に
お
け

る
そ
の
特
殊
性
を
尊
重
す
る
と
い
う
伝
統
が
あ

る
ん
で
す
。
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す
れ
ば
、
同
じ
教
養
で
も
生
き
た
教
養
が
で
き

て
い
く
と
思
う
。
そ
う
い
う
視
点
に
立
っ
て
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
を
充
実
さ
せ
て
い
こ
う
と
思
っ
て

い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
自
分
の
心
を
伝
え
る
た
め
の
語
学

力
。
こ
れ
は
や
は
り
必
要
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

僕
も
在
外
研
究
で
ド
イ
ツ
へ
行
っ
て
、
自
分
の

世
界
観
が
変
わ
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
若
い
先

生
方
に
も
チ
ャ
ン
ス
が
あ
れ
ば
、
海
外
に
行
く

よ
う
、
す
す
め
て
い
ま
す
。

教
養
教
育
と
い
う
の
は
、
専
門
性
に
つ
な
が

っ
て
い
く
た
め
の
、
基
礎
と
な
る
こ
と
で
あ
る

と
い
う
も
の
で
す
。
だ
か
ら
客
観
性
の
あ
る
よ

う
な
学
問
が
、
芸
術
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
い

う
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
ひ
と
つ
の
例
で
す
が
、

美
術
解
剖
学
と
い
う
、
医
師
が
解
剖
学
を
す
る

の
で
は
な
く
て
美
術
家
が
人
の
体
を
解
剖
的
に

捉
え
る
と
い
う
講
座
が
あ
り
ま
す
。
昔
は
人
体

美
学
と
言
っ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
大
変
興

味
深
い
授
業
で
す
ね
。
こ
の
学
問
な
ど
は
、
日

本
画
で
も
油
絵
で
も
建
築
で
も
工
芸
で
も
、
基

礎
教
養
に
な
る
も
の
で
す
。

野
倉

多
く
の
大
学
が
国
立
大
学
法
人
化
に
あ

た
り
「
第
三
者
評
価
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
課
題

に
直
面
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
課
題
の
受
け

皿
を
ど
う
つ
く
る
か
。
配
慮
さ
れ
た
こ
と
は
。

宮
田

自
分
ひ
と
り
で
で
き
る
こ
と
に
は
限
り

が
あ
る
も
の
で
す
か
ら
、
大
変
苦
労
し
ま
し
た
。

「
天
の
時
、
地
の
利
、
人
の
和
」
と
い
う
言
葉

が
あ
り
ま
す
。
先
輩
で
社
会
的
に
も
大
変
評
価

の
高
い
先
生
方
、
そ
れ
か
ら
若
く
て
頭
脳
明
晰

で
こ
れ
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
吸
収
し
て
提

案
を
し
て
く
だ
さ
る
先
生
方
、
私
の
同
輩
で
あ

り
異
な
っ
た
す
ば
ら
し
い
感
性
を
も
っ
た
先
生

方
、
外
部
の
多
く
の
有
識
者
の
方
々
と
い
う
バ

ラ
ン
ス
を
考
慮
し
ま
し
た
。

野
倉

芸
大
の
場
合
、
先
生
方
は
そ
れ
ぞ
れ
独

立
し
て
作
家
と
し
て
国
際
的
に
も
活
動
し
て
お

り
、
学
生
さ
ん
も
在
学
中
か
ら
プ
ロ
と
し
て
の

実
績
の
あ
る
人
も
多
い
。
今
大
学
の
評
価
と
し

て
求
め
ら
れ
る
も
の
に
間
尺
を
合
わ
せ
る
の
は

難
し
い
部
分
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ど
う
わ
か

り
や
す
く
伝
え
て
い
き
ま
す
か
。

宮
田

た
と
え
ば
毎
年
年
末
に
「
メ
サ
イ
ア
」

の
公
演
を
続
け
て
い
ま
す
。
戦
後
す
ぐ
か
ら
、

何
十
回
と
芸
大
は
無
償
で
協
力
し
て
い
ま
す
。

フ
ァ
ン
の
人
が
つ
い
て
い
る
か
ら
続
け
て
い
け

る
わ
け
で
す
ね
。
こ
の
公
演
を
見
る
と
、
こ
の

演
奏
会
は
世
界
一
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

現
役
の
学
生
さ
ん
た
ち
が
、
一
年
間
よ
く
が
ん

ば
っ
た
、
と
い
う
気
分
に
さ
せ
て
も
ら
え
る
ん

で
す
。
こ
う
い
っ
た
も
の
の
評
価
は
文
章
で
は

書
き
に
く
い
ん
で
す
よ
ね
。

こ
れ
か
ら
巣
立
っ
て
い
く
人
た
ち
の
刺
激
的

な
営
み
に
目
を
向
け
る
と
、
そ
れ
を
育
ん
で
い

こ
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
ん
で
す
。
完
結
し

た
人
た
ち
だ
け
を
見
て
い
る
と
、
た
だ
感
動
し

て
終
わ
り
な
ん
で
す
。
芸
大
が
求
め
て
い
る
学

生
は
、
今
は
ま
だ
八
割
く
ら
い
か
も
し
れ
な
い

け
れ
ど
、
こ
れ
か
ら
一
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
な

る
だ
ろ
う
と
い
う
将
来
性
を
感
じ
さ
せ
る
人
で

す
。
そ
ん
な
可
能
性
を
育
て
て
み
よ
う
、
バ
ッ

ク
ア
ッ
プ
を
し
て
み
よ
う
、
と
教
員
た
ち
は
思

っ
て
い
る
と
確
信
し
て
い
ま
す
。
教
員
は
、
学

生
に
対
し
て
、
い
い
意
味
で
の
長
い
ス
パ
ン
を

持
っ
た
フ
ァ
ン
に
な
る
わ
け
で
す
。
皆
さ
ん
に

至
福
の
状
態
で
帰
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
う

い
う
若
い
感
性
に
、
多
く
の
方
に
来
て
い
た
だ

い
て
感
じ
て
も
ら
え
る
と
あ
り
が
た
い
で
す
。

野
倉

た
と
え
ば
、
私
た
ち
の
よ
う
な
素
人
で

も
、
小
学
生
や
中
学
生
の
絵
な
ど
の
作
品
に
触

れ
、
感
動
し
て
、
伸
び
て
ほ
し
い
な
と
思
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

宮
田

だ
れ
で
も
ピ
カ
ソ
で
は
な
い
ん
で
す
け

れ
ど
、
生
き
て
い
る
人
間
は
す
べ
て
芸
術
家
な

ん
で
す
。
小
さ
い
と
き
は
み
ん
な
、
お
絵
描
き

が
好
き
だ
っ
た
り
、
歌
が
好
き
だ
っ
た
り
し
た

わ
け
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
れ
が
、
小
学
校
へ

あ
が
っ
た
と
き
か
ら
、
素
直
な
気
持
ち
に
蓋
を

し
て
し
ま
う
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
人
か
ら
評

価
さ
れ
る
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
が
あ
る
か
ら
な

ん
で
す
。

プ
ロ
で
も
プ
ロ
で
な
く
て
も
、
皆
さ
ん
が
美

し
さ
に
対
し
て
は
平
等
に
と
き
め
き
の
心
を
持

っ
て
い
ま
す
か
ら
。
そ
れ
を
よ
り
自
分
の
中
で

触
発
す
る
と
い
う
よ
う
な
環
境
に
な
っ
て
い
く

と
あ
り
が
た
い
な
と
思
い
ま
す
。
自
分
も
芸
術

家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
信
で
き
る
チ
ャ
ン

ス
と
し
て
、
芸
大
を
発
信
の
場
所
に
使
っ
て
い

た
だ
け
た
ら
お
も
し
ろ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

先
端
へ
の
取
り
組
み

野
倉

二
〇
〇
五
年
度
に
は
大
学
院
に
映
像
研

究
科
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
映
像
分
野
に
つ
い

て
は
、
非
常
に
コ
ン
テ
ン
ツ
産
業
が
多
様
に
な

っ
て
い
ま
す
。
新
し
く
人
材
養
成
を
し
て
い
く

受
け
皿
を
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
。

日
本
で
は
映
画
会
社
の
撮
影
所
と
い
っ
た
、

今
ま
で
民
間
が
主
に
担
っ
て
い
た
人
材
養
成
を

国
と
し
て
さ
れ
る
。
国
立
で
す
る
役
割
を
ど
う

お
考
え
で
す
か
。
ど
の
よ
う
な
映
像
人
、
メ
デ

ィ
ア
・
映
像
に
か
か
わ
る
人
間
を
育
て
た
い
と

思
わ
れ
ま
す
か
。

宮
田

ま
ず
、
芸
大
で
は
、
す
で
に
一
九
四
九

年
に
映
像
学
科
を
「
つ
く
ろ
う
」
と
い
う
目
標

を
掲
げ
て
い
ま
し
た
。
二
〇
〇
五
年
に
な
っ
て
、

い
よ
い
よ
時
期
が
来
て
チ
ャ
ン
ス
が
訪
れ
た
と

捉
え
て
い
ま
す
。

ど
の
よ
う
な
人
材
を
と
い
う
ご
質
問
で
す
が
、

こ
う
あ
る
べ
き
と
い
う
形
や
枠
組
み
を
大
学
は

つ
く
ら
な
い
ほ
う
が
い
い
と
僕
は
思
い
ま
す
。

要
す
る
に
大
学
と
い
う
の
は
、
若
い
と
き
に
自

己
表
現
を
大
き
く
膨
ら
ま
せ
る
場
所
だ
と
思
う

宮
田
亮
平
（
み
や
た
・
り
ょ
う
へ
い
）

一
九
四
五
年
新
潟
県
生
ま
れ
。
一
九
七
二
年
東
京
芸
術
大
学
大
学
院
美
術
研
究
科
（
工
芸
）
修

士
課
程
修
了
。
一
九
九
〇
年
同
大
学
美
術
学
部
鍛
金
助
教
授
、
一
九
九
七
年
同
教
授
。
二
〇
〇

一
年
東
京
芸
術
大
学
美
術
学
部
学
部
長
就
任
。
二
〇
〇
四
年
四
月
か
ら
理
事
お
よ
び
副
学
長
。

イ
ル
カ
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
「
シ
ュ
プ
リ
ゲ
ン
」
シ
リ
ー
ズ
な
ど
の
作
品
で
、
日
本
現
代
工
芸

美
術
展
大
賞
、
読
売
新
聞
社
賞
、
日
本
Ｔ
Ｖ
賞
、
日
本
現
代
工
芸
美
術
展
文
部
大
臣
賞
、
日
展

特
選
、
西
武
工
芸
大
賞
展
奨
励
賞
、
朝
日
「
海
と
の
ふ
れ
あ
い
賞
」、
秋
田
ワ
ー
ル
ド
ゲ
ー
ム

表
彰
メ
ダ
ル
デ
ザ
イ
ン
賞
、
第
三
一
回
日
本
銅
セ
ン
タ
ー
賞
、
瀬
戸
山
賞
な
ど
を
受
賞
。

二
〇
〇
五
年
一
二
月
に
東
京
芸
術
大
学
学
長
に
就
任
し
た
。
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ん
で
す
。
だ
か
ら
、
映
像
研
究
科
を
出
た
か
ら

と
い
っ
て
映
像
の
人
間
に
な
ら
な
く
て
も
い
い
。

鍛
金
の
技
術
を
習
得
し
て
、
自
分
の
心
の
形
を

す
ば
ら
し
く
表
現
で
き
る
人
間
に
な
っ
た
。
で

も
、
大
学
を
出
た
と
き
に
す
ば
ら
し
い
デ
ザ
イ

ナ
ー
に
な
っ
た
。
何
を
し
て
も
い
い
ん
で
す
。

た
だ
し
、
大
学
で
の
勉
強
と
い
う
の
は
、
も

の
す
ご
く
専
門
的
な
こ
と
を
さ
せ
ま
す
。
刺
激

的
な
こ
と
を
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の

中
の
あ
る
芸
術
観
を
大
き
な
と
き
め
き
感
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
武
器
と

し
て
、
み
ん
な
荒
野
に
旅
立
っ
て
も
ら
い
た
い

と
思
い
ま
す
。

野
倉

日
本
全
国
の
い
ろ
い
ろ
な
高
校
生
た
ち

が
大
き
な
夢
を
持
っ
て
、
芸
大
に
入
っ
て
く
る

と
思
い
ま
す
。
現
在
進
行
形
の
国
立
大
と
し
て

の
組
織
や
軸
足
に
つ
い
て
は
、
ど
う
い
う
イ
メ

ー
ジ
を
お
持
ち
で
す
か
。

宮
田

国
立
だ
か
ら
と
い
う
し
ば
り
を
先
生
方

に
は
持
た
せ
た
く
な
い
な
と
思
っ
て
い
る
ん
で

す
。
芸
大
は
も
っ
と
自
由
に
、
自
分
自
身
が
今

現
在
活
躍
し
て
い
る
姿
を
学
生
た
ち
に
見
せ
る

ス
リ
リ
ン
グ
な
場
所
で
あ
っ
て
も
ら
い
た
い
。

芸
大
で
は
一
〇
〇
人
の
人
に
意
見
を
聞
く
と
、

二
〇
〇
の
意
見
が
返
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
個
の

お
も
し
ろ
さ
、
芸
大
の
お
も
し
ろ
さ
で
す
。

映
像
研
究
科
の
メ
デ
ィ
ア
映
像
専
攻
に
し
て

も
、
世
界
中
の
国
の
教
育
機
関
は
相
当
進
ん
で

い
ま
す
。
で
も
、
芸
大
が
、
世
界
と
比
較
し
て

後
発
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
が
マ
イ
ナ
ス
な
こ

と
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
映
像
研
究
科

を
つ
く
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
ひ
と
つ
の
新
し

い
何
か
の
き
っ
か
け
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

野
倉

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
っ
て
、

非
常
に
表
現
の
裾
野
が
個
人
単
位
に
広
が
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
な
か
で
、
先
端
で
あ
る
と
同
時

に
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
指
標
に
な
る
よ
う
な

も
の
を
も
、
芸
大
は
求
め
ら
れ
続
け
る
と
思
う

の
で
す
が
。

宮
田

ア
ー
チ
ス
ト
に
対
し
て
ア
ル
チ
ザ
ン
、

マ
イ
ス
タ
ー
制
度
と
ア
カ
デ
ミ
ア
制
度
の
違
い

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
日
本
人
と
い
う
の

は
両
方
を
、
体
全
部
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る

ん
で
す
。
こ
れ
は
日
本
人
の
持
っ
て
い
る
何
か

特
性
み
た
い
な
も
の
で
、
東
洋
人
の
特
性
か
も

し
れ
な
い
で
す
ね
。
そ
う
い
っ
た
部
分
で
は
、

あ
ま
り
気
に
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

先
端
的
な
感
性
の
部
分
で
は
学
生
の
ほ
う
が

僕
た
ち
よ
り
も
優
秀
だ
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ

け
で
す
。
た
だ
、
い
ろ
い
ろ
な
選
択
肢
の
な
か

で
の
表
現
手
段
が
わ
か
ら
な
い
。
僕
ら
は
歳
を

経
て
い
る
た
め
に
い
ろ
い
ろ
な
伝
達
手
段
を
持

っ
て
い
る
と
い
う
、
そ
こ
の
違
い
が
あ
る
ん
で

す
。
だ
か
ら
メ
デ
ィ
ア
表
現
で
あ
ろ
う
と
、
そ

れ
が
今
、
先
端
と
言
わ
れ
て
も
明
日
に
な
っ
た

ら
先
端
で
は
な
く
な
る
わ
け
で
す
か
ら
。
時
代

の
な
か
で
の
あ
る
部
分
で
あ
り
、
切
っ
た
部
分

で
見
た
と
き
に
先
端
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
芸

大
の
歴
史
を
見
て
い
く
と
、
一
八
八
七
年
の
創

設
以
来
、
そ
の
断
面
が
つ
ね
に
変
わ
っ
て
き
て

い
る
、
変
化
し
つ
づ
け
て
い
る
の
が
お
も
し
ろ

い
と
こ
ろ
な
の
で
す
。

芸
術
の
未
来
は

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か

野
倉

先
生
は
鍛
金
が
ご
専
門
で
す
ね
。
た
と

え
ば
工
芸
系
の
組
織
な
ど
も
、
芸
大
の
歴
史
の

を
変
に
つ
く
っ
て
し
ま
う
と
、
宗
教
に
な
っ
て

し
ま
う
か
ら
、
そ
れ
も
や
り
た
く
な
い
。
や
は

り
、
個
を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
の
で
。

野
倉

言
葉
に
し
て
、
形
式
的
な
も
の
を
掲
げ

る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
人
ご
と
の
教
育
の
場

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

宮
田

そ
の
ほ
う
が
、
ス
リ
リ
ン
グ
で
す
よ
ね
。

学
校
へ
来
る
と
い
う
の
は
、
学
生
も
、
教
員
も

ス
リ
ル
を
求
め
に
来
る
。
そ
う
い
う
場
所
で
す

か
ら
。
芸
大
の
そ
う
い
っ
た
部
分
を
世
に
問
う
。

こ
ん
な
に
す
て
き
で
す
よ
、
こ
ん
な
に
お
も
し

ろ
い
ん
だ
よ
。
で
も
ま
だ
こ
ん
な
に
不
安
と
期

待
が
両
方
あ
る
ん
だ
よ
と
い
う
の
を
見
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
フ
ァ
ン
を
増
や
し
て
い
き
た
い

で
す
ね
。

野
倉

サ
ポ
ー
タ
ー
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

宮
田

サ
ポ
ー
タ
ー
と
い
う
の
は
い
い
表
現
で

す
ね
。

野
倉

鍛
金
の
こ
と
を
う
か
が
っ
た
の
は
、
先

生
ご
自
身
の
こ
と
も
お
尋
ね
す
る
た
め
で
す
。

若
い
こ
ろ
に
は
、
ど
う
い
っ
た
こ
と
に
チ
ャ
レ

ン
ジ
な
さ
っ
て
い
た
の
で
す
か
。

宮
田

鍛
金
と
い
う
の
は
金
属
を
叩
い
て
形
を

つ
く
る
技
法
な
の
に
、
一
度
も
叩
か
な
い
で
つ

く
っ
た
り
し
た
も
の
で
す
。
ク
レ
ー
ン
で
運
ば

れ
て
き
た
素
材
の
厚
い
鉄
の
板
が
、
と
て
も
き

れ
い
だ
っ
た
。
最
初
の
こ
の
出
合
い
の
一
枚
の

板
を
、
大
切
に
し
て
い
く
作
品
を
つ
く
っ
て
み

た
い
。
だ
か
ら
叩
か
な
い
で
作
品
を
つ
く
っ
た

ら
、
そ
れ
は
鍛
金
で
は
な
い
と
言
わ
れ
た
ん
で

す
。

野
倉

で
は
そ
う
い
う
新
た
な
地
平
を
開
き
た

い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

な
か
で
の
変
遷
を
ど
う
見
ら
れ
て
い
る
の
か
。

今
後
二
一
世
紀
の
鍛
金
工
芸
へ
の
人
材
養
成
を

ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
。

宮
田

学
生
の
こ
ろ
は
、
僕
が
や
っ
て
い
た
作

品
は
否
定
さ
れ
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
僕
は
劣
等

生
で
し
た
。

で
も
、
自
分
が
実
験
的
に
や
っ
て
い
た
作
品

に
近
い
も
の
を
、
今
の
若
い
先
生
方
は
日
常
的

に
や
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
ま
た
す
ご
く
い
い
評

価
を
受
け
て
い
る
。
だ
か
ら
最
初
は
な
か
な
か

難
し
い
部
分
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
ん
で
す
。
ひ
と

つ
の
こ
と
を
や
り
続
け
る
と
、
必
ず
人
は
そ
れ

を
見
て
い
て
、
感
動
し
て
、
次
の
人
た
ち
が
そ

れ
を
受
け
継
い
で
く
れ
る
ん
で
す
。
す
る
と
、

次
は
ま
た
自
分
も
新
し
い
こ
と
を
や
っ
て
い
く

と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
か
ら
、

そ
の
都
度
変
わ
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

未
来
は
ど
う
な
っ
て
い
く
ん
で
す
か
と
聞
か

れ
る
の
が
い
ち
ば
ん
困
る
ん
で
す
。
今
肯
定
さ

れ
て
い
る
も
の
が
す
べ
て
、
未
来
も
必
ず
肯
定

さ
れ
る
と
い
う
図
式
の
な
か
に
は
な
い
ん
で
す
。

そ
こ
が
ま
た
、
芸
大
の
と
い
う
か
芸
術
の
お
も

し
ろ
さ
だ
と
僕
は
思
う
。
芸
術
家
は
、
死
ん
で

か
ら
評
価
さ
れ
る
と
い
う
話
が
あ
る
じ
ゃ
な
い

で
す
か
。
も
ち
ろ
ん
今
、
評
価
さ
れ
る
こ
と
も

大
事
だ
と
思
う
ん
だ
け
れ
ど
も
、
次
に
そ
の
評

価
を
期
待
で
き
る
よ
う
な
待
ち
の
部
分
、
蓄
え

の
部
分
も
重
要
な
の
で
す
。
即
効
性
の
あ
る
化

学
肥
料
と
、
葉
が
落
ち
て
ま
た
土
に
戻
っ
て
と

い
う
ふ
う
に
長
い
時
間
を
か
け
て
出
来
上
が
る

腐
葉
土
。
そ
の
両
者
が
教
育
の
な
か
に
し
っ
か

り
意
識
さ
れ
て
い
れ
ば
、
未
来
構
想
は
こ
う
で

あ
り
た
い
と
い
う
図
式
は
む
し
ろ
描
か
な
い
ほ

う
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
カ
リ
ス
マ
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宮
田

僕
は
基
本
的
に
鍛
金
家
に
な
ろ
う
と
は

思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
。
自
動
車
の
デ

ザ
イ
ナ
ー
に
な
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
。

自
動
車
の
デ
ザ
イ
ン
を
す
る
に
は
、
車
は
ほ
と

ん
ど
が
板
金
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
だ
か
ら
、
ス

ケ
ッ
チ
し
た
り
す
る
よ
り
も
、
大
学
に
鍛
金
科

と
い
う
の
が
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
こ
で
技
術

を
習
得
し
て
企
業
に
入
れ
ば
、
デ
ス
ク
ワ
ー
ク

以
外
で
現
場
に
出
て
い
っ
た
と
き
に
も
、
現
場

の
職
人
さ
ん
た
ち
に
身
に
つ
い
た
こ
と
が
言
え

る
で
し
ょ
う
。
両
方
が
わ
か
る
、
そ
う
い
う
人

間
に
な
り
た
か
っ
た
。

じ
つ
は
最
近
、
自
動
車
メ
ー
カ
ー
で
デ
ザ
イ

ン
の
仕
事
を
で
き
た
も
の
で
す
か
ら
、
す
ご
く

喜
ん
で
い
る
ん
で
す
。
学
生
に
も
、
夢
は
捨
て

る
な
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
必
ず
か

な
う
。
若
い
と
き
に
こ
う
い
う
こ
と
を
し
た
い

と
思
っ
て
、
そ
の
ま
ま
そ
れ
が
で
き
る
人
は
そ

ん
な
に
は
い
ま
せ
ん
か
ら
。

鍛
金
で
も
自
分
の
表
現
し
た
い
も
の
は
表
現

で
き
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
に
満
足
し

な
い
で
つ
ね
に
違
う
夢
を
持
っ
て
い
ま
す
。
幼

い
話
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
人
間
と
い
う
の

は
、
は
つ
ね
に
夢
を
持
ち
続
け
て
い
た
ほ
う
が

い
い
な
と
思
い
ま
す
。
必
ず
実
現
し
ま
す
か
ら
。

触
覚
の
な
か
で
感
じ
ら
れ
る
教
育

野
倉

イ
ル
カ
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
作
品
を
た

く
さ
ん
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
ね
。
還
暦
を
迎
え

た
今
、
鍛
金
で
伝
え
て
き
た
こ
と
は
ど
ん
な
こ

と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
か
。

宮
田

イ
ル
カ
を
つ
く
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は

ド
イ
ツ
か
ら
帰
っ
て
き
て
か
ら
の
こ
こ
十
年
く

ら
い
の
の
こ
と
な
ん
で
す
。

そ
れ
ま
で
は
抽
象
的
な
形
を
つ
く
っ
た
り
、

日
本
の
民
話
の
世
界
に
モ
チ
ー
フ
を
求
め
て

「
鵺ぬ

え

」
の
よ
う
な
超
具
象
的
な
も
の
を
つ
く
っ

た
り
し
て
い
ま
し
た
。
イ
ル
カ
と
の
出
会
い
は
、

郷
里
の
佐
渡
か
ら
東
京
へ
出
て
く
る
と
き
に
、

初
め
て
イ
ル
カ
を
見
た
ん
で
す
。

当
時
は
五
〇
〇
ト
ン
く
ら
い
の
小
さ
な
連
絡

船
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
芸
大
を
受
験
す
る

た
め
に
、
負
け
を
覚
悟
で
東
京
に
行
く
わ
け
で

す
。
離
れ
て
い
く
佐
渡
を
後
ろ
の
甲
板
で
見
て

い
る
と
き
に
向
こ
う
か
ら
こ
う
何
か
が
や
っ
て

来
る
。
自
分
に
と
っ
て
は
大
集
団
だ
っ
た
ん
だ

け
れ
ど
、
五
、
六
頭
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
緒
に
伴
走
し
て
く
れ
て
、
あ
れ
は
何
だ
ろ
う

と
思
っ
た
ら
、
船
員
さ
ん
が
「
あ
れ
は
イ
ル
カ

だ
よ
」
と
。
夏
、
ト
ロ
ピ
カ
ル
＝
イ
ル
カ
と
い

う
印
象
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
後
ろ
に
ま

だ
雪
を
い
た
だ
い
た
山
を
感
じ
な
が
ら
イ
ル
カ

の
集
団
に
出
会
っ
た
と
き
は
び
っ
く
り
し
ま
し

た
。
そ
れ
が
原
風
景
で
す
。

野
倉

日
本
海
を
渡
っ
た
と
き
に
、
イ
ル
カ
が

出
た
ん
で
す
か
。

宮
田

イ
ル
カ
と
か
水
生
の
哺
乳
動
物
を
つ
く

る
よ
う
に
な
っ
て
、
心
の
安
ら
ぎ
み
た
い
な
も

の
が
自
分
の
中
に
と
て
も
感
じ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
。
安
ら
ぎ
を
求
め
る
と
い
う
の
は
す
ご

く
大
切
な
こ
と
で
す
。
で
も
、
僕
は
ま
だ
佐
渡

で
個
展
を
や
っ
て
い
な
い
ん
で
す
。
い
ろ
い
ろ

な
と
こ
ろ
で
展
覧
会
を
や
っ
て
い
る
、
海
外
で

も
や
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
。

野
倉

イ
ル
カ
と
い
う
の
は
、
先
生
の
軌
跡
と

も
重
な
る
の
か
、
希
望
や
平
和
の
象
徴
の
よ
う

な
気
が
し
ま
す
。

そ
こ
で
、
今
子
供
た
ち
を
取
り
巻
い
て
い
る

世
界
で
、
生
と
死
を
め
ぐ
り
悲
惨
な
事
件
が
多

発
し
て
い
ま
す
。
自
分
の
生
き
て
い
る
と
い
う

手
応
え
を
子
供
た
ち
が
な
か
な
か
見
出
せ
な
い
。

そ
れ
で
も
こ
こ
の
扉
を
目
指
し
て
入
っ
て
く
る

学
生
さ
ん
た
ち
が
毎
年
た
く
さ
ん
い
る
。
現
在

の
子
供
を
め
ぐ
る
状
況
を
先
生
は
ど
う
お
考
え

で
す
か
。

宮
田

最
近
あ
る
作
品
を
つ
く
り
ま
し
た
。
あ

る
産
婦
人
科
の
先
生
か
ら
病
院
の
マ
ス
コ
ッ
ト

を
つ
く
っ
て
く
だ
さ
い
と
い
う
依
頼
が
あ
っ
た

の
で
、
フ
ク
ロ
ウ
を
つ
く
っ
た
ん
で
す
。

そ
の
と
き
に
、
そ
の
先
生
と
息
が
あ
っ
た
の

は
、
今
の
子
供
た
ち
に
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の

赤
ん
ぼ
う
を
抱
か
せ
て
あ
げ
て
い
る
と
い
う
話

が
あ
っ
た
ん
で
す
。
す
る
と
、
生
命
と
い
う
も

の
の
大
切
さ
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

ど
ん
な
言
葉
や
ど
ん
な
す
ば
ら
し
い
本
よ
り
も

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ち
ゃ
ん
を
抱
か
せ
て
あ

げ
る
、
と
い
う
話
を
聞
い
た
と
き
に
、
す
ご
く

感
動
し
ま
し
た
。

生
き
て
い
る
と
い
う
す
ば
ら
し
さ
を
触
覚
的

な
部
分
で
感
じ
さ
せ
て
あ
げ
た
い
。
最
初
に
も

僕
は
触
覚
の
話
を
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
た
と

え
ば
お
互
い
に
握
手
を
す
る
と
き
の
暖
か
さ
で

あ
る
と
か
、
そ
れ
か
ら
強
く
握
り
す
ぎ
れ
ば
痛

く
な
る
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
ど
う
や
っ
た
ら

伝
わ
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
。
そ
う
し
た
リ

ア
ル
な
現
実
を
、
自
分
の
握
力
の
な
か
で
、
触

覚
の
な
か
で
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
教
育
が
今
こ

そ
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

野
倉

今
日
は
、
貴
重
な
お
話
を
聞
か
せ
て
い

た
だ
き
ほ
ん
と
う
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
東
京
芸
大
に
、
ま
す
ま
す
興
味
が
深
ま
り

ま
し
た
。

宮
田

こ
ち
ら
こ
そ
。
次
回
は
ぜ
ひ
、
ゆ
っ
く

り
芸
大
の
教
育
の
現
場
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
芸

術
が
生
ま
れ
る
瞬
間
を
見
て
い
た
だ
く
こ
と
が
、

芸
大
の
ほ
ん
と
う
の
評
価
に
つ
な
が
る
と
思
っ

て
お
り
ま
す
か
ら
。

野
倉
恵
（
の
く
ら
・
め
ぐ
み
）

東
京
都
生
ま
れ
。
早
稲
田
大
学
大
学
院
政
治
学
研
究
科
卒
。
一
九
九
〇
年
毎
日
新
聞
入
社
。
前

橋
支
局
、
東
京
社
会
部
、
中
部
報
道
セ
ン
タ
ー
、
東
京
地
方
部
、
二
〇
〇
五
年
四
月
教
育
取
材

班
。
都
庁
、
公
正
取
引
委
員
会
、
調
査
報
道
班
な
ど
を
担
当
。
薬
害
エ
イ
ズ
、
厚
生
省
汚
職
な

ど
の
取
材
班
に
参
加
。

障
害
者
虐
待
取
材
班
連
載
「
福
祉
を
食
う
」
で
第
二
回
新
聞
労
連
大
賞
（
一
九
九
七
年
）。
児

童
虐
待
取
材
班
連
載
「
殺
さ
な
い
で
〜
児
童
虐
待
と
い
う
犯
罪
」
で
二
〇
〇
一
年
日
本
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
会
議
賞
（
い
ず
れ
も
取
材
班
で
受
賞
）。
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勇
気
を
も
っ
て
越
え
て
い
く
こ
と

小
田

大
学
院
美
術
研
究
科
で
専
門
は
鍛
金
の
小
田
と

申
し
ま
す
。
修
士
一
年
で
す
。
学
部
二
年
の
後
半
か
ら

宮
田
先
生
に
鍛
金
研
究
室
で
ご
指
導
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。
主
に
鉄
、
銅
の
金
属
を
使
っ
て
制
作
し
て
い
ま

す
。
私
は
、
自
然
と
自
分
の
か
か
わ
り
や
、
自
然
が
つ

く
り
だ
す
形
を
取
り
込
ん
で
、
そ
こ
か
ら
自
分
を
表
現

す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え

な
が
ら
、
制
作
を
し
て
お
り
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。

ウ
ォ
ー
カ
ー

僕
の
フ
ル
ネ
ー
ム
は
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
キ

ャ
ノ
ン
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
で
す
。
今
、
美
術
学
部
の
デ
ザ

イ
ン
科
修
士
一
年
生
で
、
映
像
画
像
を
学
ん
で
い
ま
す
。

実
際
に
つ
く
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
立
体
に
ビ
デ
オ

を
仕
込
む
と
い
う
、
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
的
な
作
品

が
最
近
増
え
て
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

神

音
楽
研
究
科
の
修
士
二
年
、
尺
八
を
専
攻
し
て
い

ま
す
。
大
学
で
は
「
本
曲
」
と
い
う
尺
八
の
オ
リ
ジ
ナ

ル
の
独
奏
曲
を
中
心
に
勉
強
し
て
い
ま
す
。
尺
八
は
今
、

Ｃ
Ｍ
や
映
画
音
楽
な
ど
に
も
使
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
も
と
も
と
は
虚
無
僧
た
ち
が
修
行
の
た
め
に

吹
く
音
楽
と
し
て
成
立
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
い
ち
ば

ん
原
点
に
な
る
音
楽
を
勉
強
し
て
い
ま
す
。

閔

は
じ
め
ま
し
て
。
芸
大
に
は
修
士
か
ら
入
ら
せ
て

い
た
だ
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
修
士
の
と
き
に
は
オ
ペ

ラ
団
体
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
研
究
い
た
し
ま
し

た
。
博
士
課
程
か
ら
は
、
主
に
音
楽
を
中
心
と
し
て
公

演
芸
術
政
策
に
つ
い
て
研
究
し
て
お
り
ま
す
。
音
楽
を

国
民
に
普
及
し
た
り
振
興
さ
せ
た
り
す
る
に
あ
た
っ
て

は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
、
文
化
庁
で
ど
の
よ
う
な

政
策
を
行
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
と
い
っ
た
こ
と
で

す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

小
田

私
か
ら
先
生
へ
最
初
に
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
も
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
ず
東
京
芸
術
大
学
は
、
も
と
は
別
々
の
学
校
が
ひ

と
つ
に
な
っ
た
と
い
う
経
緯
も
あ
り
、
学
内
に
は
全
く

知
ら
な
い
分
野
が
あ
り
、
閔
さ
ん
が
お
ら
れ
る
応
用
音

楽
学
と
い
う
分
野
も
、
全
く
私
は
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

も
し
、
サ
ー
ク
ル
活
動
に
参
加
し
て
い
た
な
ら
ば
、
そ

れ
を
と
お
し
て
、
ほ
か
の
分
野
の
人
た
ち
と
つ
な
が
り

が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
が
、
参
加
し
て
い
な
い
私
の
よ

う
な
者
に
と
っ
て
は
、
接
す
る
機
会
も
少
な
い
で
す
し
、

会
う
と
し
た
ら
入
学
式
だ
っ
た
り
卒
業
式
だ
っ
た
り
、

芸
祭
（
芸
術
祭
）
だ
っ
た
り
す
る
わ
け
で
す
。
私
た
ち

は
制
作
し
て
い
る
し
、
尺
八
の
方
は
演
奏
会
を
さ
れ
て

い
る
の
に
、
全
然
か
か
わ
り
が
な
い
。
も
し
、
発
表
会

で
同
じ
舞
台
を
つ
く
っ
て
い
こ
う
と
い
う
機
会
が
大
学

内
で
あ
れ
ば
、
す
ご
く
み
ん
な
知
り
合
え
る
と
思
う
し
、

道
を
挟
ん
で
い
る
境
界
み
た
い
な
も
の
も
取
り
払
わ
れ

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
先
生
は
ど
う
お
考

え
で
し
ょ
う
か
。

宮
田

学
生
か
ら
そ
う
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
と
い
う

の
は
、
僕
の
望
む
と
こ
ろ
な
ん
で
す
よ
ね
。

僕
自
身
は
つ
ね
に
境
界
を
取
り
払
う
よ
う
な
こ
と
を

や
っ
て
い
ま
す
か
ら
。
芸
大
の
よ
う
な
、
こ
ん
な
宝
の

山
の
場
所
は
ほ
か
に
は
な
い
。
だ
け
ど
宝
の
山
は
、
蓋

を
開
け
な
け
れ
ば
だ
め
な
ん
で
す
。
た
だ
蓋
を
開
け
る

に
は
、
勇
気
と
努
力
が
要
る
。
違
う
宝
が
出
て
く
る
か

も
知
れ
な
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
は
自
分
が
そ
れ
だ
け

の
も
の
に
対
応
で
き
る
力
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
い
け

な
い
。

だ
か
ら
期
待
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
攻
め
な
け
れ

ば
い
け
な
い
。
大
学
の
法
人
化
と
い
う
の
は
、
あ
る
意

味
で
は
挑
戦
を
し
や
す
い
よ
う
な
環
境
に
な
っ
て
い
る

ん
で
す
。
つ
ま
り
い
ま
ま
で
国
立
で
あ
っ
た
と
き
に
は

枠
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。
い
ま
ま
で
国
が
決
め
て

い
た
こ
と
を
今
度
は
自
分
た
ち
で
決
め
れ
ば
、
こ
れ
は

お
も
し
ろ
い
。

そ
の
な
か
の
ひ
と
つ
に
両
学
部
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ

ン
が
あ
り
ま
す
。
今
度
映
像
が
で
き
た
か
ら
、
そ
の
映

像
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
で
き
る
。
い
ろ
い
ろ
な

こ
と
が
で
き
る
と
思
う
ん
で
す
。

た
と
え
ば
何
年
か
前
に
「
ド
ン
・
ジ
ョ
バ
ン
ニ
」
と

い
う
オ
ペ
ラ
を
や
り
ま
し
た
。
夏
休
み
の
間
に
ず
っ
と

彫
刻
の
先
生
と
一
緒
に
、
僕
の
研
究
室
の
人
た
ち
と
大

道
具
、
小
道
具
を
つ
く
る
わ
け
で
す
。
衣
装
か
ら
舞
台

ま
で
、
す
べ
て
を
学
部
の
垣
根
を
越
え
た
学
生
と
先
生

た
ち
で
つ
く
っ
た
。
い
ま
だ
に
そ
れ
が
つ
な
が
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
こ
の
間
、
宮み

や

廻さ
こ

先
生
（
大
学
院
美
術
研

究
科
文
化
財
保
存
学
）
が
舞
台
美
術
を
担
当
し
た
森
■

外
翻
訳
の
オ
ペ
ラ
「
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
」
を
奏
楽
堂
で
公

演
し
ま
し
た
。
と
て
も
よ
か
っ
た
。
美
術
の
先
生
が
装

飾
を
し
、
音
楽
の
先
生
が
歌
を
指
導
す
る
。
み
ん
な
が

主
役
に
な
れ
る
よ
う
な
演
出
で
、
ま
さ
し
く
こ
れ
は
芸

大
だ
な
と
い
う
感
じ
が
し
ま
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
は

先
生
方
だ
け
で
は
な
く
、
学
生
た
ち
が
率
先
し
て
や
っ

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

芸
術
を
五
感
で
と
ら
え
る

神

芸
大
美
術
館
を
初
め
、
上
野
に
は
多
く
の
美
術
館

が
あ
り
ま
す
。
芸
大
美
術
館
は
学
生
証
を
提
示
す
る
と

フ
リ
ー
で
入
れ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ほ
か
の
都
美
術

館
や
国
立
博
物
館
も
、
も
っ
と
自
由
に
学
生
が
出
入
り

で
き
て
、
さ
っ
き
の
よ
う
な
共
同
の
イ
ベ
ン
ト
を
企
画

し
た
り
、
さ
ら
に
社
会
人
の
人
た
ち
に
門
戸
を
開
く
こ

と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
。

上
野
の
美
術
館
や
音
楽
ホ
ー
ル
と
い
う
の
は
、
ど
こ

か
ま
だ
か
し
こ
ま
っ
て
行
く
場
所
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の

歴
史
を
担
い
、未
来
に
架
け
る

小
田
薫
大
学
院
美
術
研
究
科
工
芸
専
攻

ア
ン
ソ
ニ
ー
・
キ
ャ
ノ
ン
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
大
学
院
美
術
研
究
科
デ
ザ
イ
ン
専
攻

神
令
大
学
院
音
楽
研
究
科
邦
楽
専
攻

閔
鎮
京
大
学
院
音
楽
研
究
科
音
楽
学
専
攻

宮
田
亮
平
学
長

小
田
薫
（
お
だ
・
か
お
る
）

大
学
院
美
術
研
究
科
工
芸
専
攻
（
鍛
金
）

一
九
七
九
年
東
京
生
ま
れ
。
二
〇
〇
四
年
藤
野
賞
受
賞
。
二
〇

〇
五
年
東
京
芸
術
大
学
美
術
学
部
工
芸
科
卒
業
。
現
在
、
同
大

学
院
美
術
研
究
科
修
士
課
程
一
年
。

﹇
座
談
会
﹈
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あ
る
方
た
ち
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
う
の
で
、
そ
の
垣

根
を
ど
ん
ど
ん
低
く
し
て
い
く
こ
と
。
さ
ら
に
、
自
分

た
ち
の
共
同
作
業
を
豊
か
に
し
て
い
く
と
い
う
意
味
で

も
、
そ
う
い
う
活
動
が
芸
大
主
導
で
で
き
た
ら
お
も
し

ろ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
。

宮
田

上
野
に
は
「
上
野
の
山
文
化
ゾ
ー
ン
」
と
い
う

の
が
あ
る
ん
で
す
。
国
立
博
物
館
か
ら
科
学
博
物
館
ま

で
、
い
ろ
い
ろ
な
施
設
を
束
ね
て
構
成
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
す
。
た
と
え
ば
東
京
国
立
博
物
館
で
「
興
福
寺
創

建
一
三
〇
〇
年
記
念
特
別
公
開
『
国
宝
仏
頭
』」
を
や

っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
企
画
の
ベ
ー
ス
は
芸
大
で

や
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
取
り
組
み
は
実

は
も
う
や
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

僕
が
強
調
し
た
い
の
は
、
そ
う
い
っ
た
場
所
で
美
術

や
音
楽
に
接
す
る
と
き
、
五
感
で
触
れ
な
い
と
記
憶
に

は
残
ら
な
い
。
視
覚
や
触
覚
や
聴
覚
、
味
覚
も
入
れ
て

も
い
い
と
思
う
ん
だ
け
れ
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
感
性
が
響

き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
に
残
る
。
僕
た
ち
芸
術
家

が
何
を
す
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
を
次
の
人
に
自
分
な

り
に
消
化
し
て
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ

れ
が
芸
大
生
の
使
命
な
ん
で
す
。
芸
大
に
入
っ
た
と
い

う
こ
と
は
、
も
う
責
務
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
教
員
も

そ
れ
を
、
そ
れ
だ
け
の
人
た
ち
を
つ
く
る
だ
け
の
場
と

資
料
と
環
境
を
つ
く
っ
て
い
る
。
そ
し
て
自
分
た
ち
も

研
究
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
連
携
が
あ
る
ん
で
す
。

そ
の
場
に
自
分
が
登
場
す
る
と
、
次
か
ら
行
く
き
っ

か
け
が
で
き
る
ん
で
す
。
ひ
と
つ
の
例
で
す
け
れ
ど
僕

が
な
ぜ
こ
ん
な
に
音
楽
が
好
き
に
な
っ
た
か
と
い
う
と
、

舞
台
に
登
場
し
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。
カ
ー
テ
ン
コ

ー
ル
に
乗
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
の
と
き

に
も
の
づ
く
り
に
は
な
い
感
動
と
い
う
の
を
感
じ
ら
れ

た
。
そ
れ
以
来
、
ひ
と
つ
の
殻
を
破
っ
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
へ
挑
戦
す
る
よ
う
に
な
っ
た

ん
で
す
。

美
術
の
な
か
で
お
も
し
ろ
い
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン

を
や
っ
て
い
る
先
生
は
、
垣
根
を
越
え
て
挑
戦
し
て
い

ま
す
。
で
も
、
大
事
な
こ
と
は
、
美
術
や
音
楽
を
や
っ

て
い
る
人
た
ち
は
、
確
実
な
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
も
の
を

き
ち
ん
と
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
技
術
的
な
問
題
だ
と

か
、
感
性
的
な
問
題
だ
と
か
の
な
か
で
の
ア
カ
デ
ミ
ッ

ク
な
も
の
の
上
に
立
っ
て
い
ろ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
地
域
の
連
携
も
と
て
も
い
い
こ
と
で

す
し
、
ど
ん
ど
ん
や
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
の
援
助
は
惜
し
ま
な
い
つ
も
り
で
い
ま

す
か
ら
。

神

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

異
国
で
自
覚
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

ウ
ォ
ー
カ
ー

日
本
で
、
ア
ー
ト
活
動
を
や
っ
て
い
く

に
は
「
結
構
や
り
づ
ら
い
国
を
選
ん
だ
な
」
と
言
わ
れ

る
こ
と
が
多
い
ん
で
す
。
日
本
で
評
価
さ
れ
て
い
る
も

の
で
も
い
ち
ど
日
本
を
出
て
、
逆
輸
入
さ
れ
る
と
い
う

パ
タ
ー
ン
が
多
い
と
い
う
の
が
現
状
だ
と
思
う
ん
で
す
。

先
生
ご
自
身
は
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
、
ど
の
よ
う
に
感

じ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
学
校
に
も
そ
れ
に
対
し

て
で
き
る
こ
と
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

宮
田

僕
は
四
十
五
歳
の
と
き
に
在
外
研
究
員
で
ド
イ

ツ
へ
行
っ
て
い
る
ん
で
す
。
ド
イ
ツ
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
に

あ
る
ゲ
ベ
ル
・
ク
ン
ス
ト
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
い
う
工

芸
美
術
博
物
館
の
な
か
に
入
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
美

術
館
に
は
、
日
本
の
鎌
倉
や
室
町
か
ら
、
明
治
に
至
る

ま
で
の
す
ば
ら
し
い
収
蔵
品
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
と
こ

ろ
が
あ
ま
り
き
れ
い
に
管
理
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
と

く
に
僕
は
金
属
が
専
門
で
す
か
ら
、
日
本
の
修
復
の
技

術
、
金
属
の
錆さ

び

を
取
っ
た
り
、
色
を
再
現
さ
せ
た
り
、

象
眼
し
た
も
の
を
磨
い
た
り
に
つ
い
て
の
発
表
会
を
し

た
。
す
る
と
も
の
す
ご
く
喜
ば
れ
た
ん
で
す
ね
。
宮
田

に
は
、
こ
ん
な
す
ば
ら
し
い
技
術
や
表
現
力
と
い
う
歴

史
が
背
景
に
あ
る
の
か
。
で
も
一
方
で
、
な
ぜ
こ
ん
な

歴
史
か
ら
離
れ
た
も
の
を
つ
く
っ
て
い
る
の
か
と
言
わ

れ
た
。
そ
れ
は
す
ご
く
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
。

異
国
へ
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
国
の
よ
さ
を

改
め
て
知
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。
た
ぶ
ん
お

ふ
た
り
も
日
本
へ
来
て
、
違
う
国
か
ら
自
分
の
国
を
見

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
確
認
、
よ
さ
み
た
い
な
も
の
を

感
じ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
僕
は
思
う
ん
で
す
。

逆
輸
入
と
い
っ
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
方
法
が
あ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
日
本
人
と
い
う
の
は
不
思
議

な
も
の
で
、
何
か
西
洋
文
化
に
対
し
て
非
常
に
意
識
が

あ
っ
て
、
そ
れ
を
取
り
入
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
評
価
し

ま
し
ょ
う
と
。
こ
れ
は
ど
こ
の
国
に
も
あ
る
ん
じ
ゃ
な

い
で
し
ょ
う
か
、
い
か
が
で
す
か
。
た
と
え
ば
韓
国
で

も
、
ア
メ
リ
カ
で
高
い
評
価
を
得
て
帰
っ
て
き
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
韓
国
で
賞
を
も
ら
っ
た
よ
り
も
す
ご
く
評

価
さ
れ
る
。

閔

は
い
、
評
価
さ
れ
ま
す
。

宮
田

逆
に
言
う
と
、
日
本
の
お
ふ
た
り
も
日
本
の
技

術
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
日
本
の
邦
楽
の
文
化
を
、

そ
し
て
日
本
の
工
芸
の
文
化
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す

か
ら
、
金
槌
を
持
っ
て
、
尺
八
持
っ
て
、
旅
立
っ
て
く

だ
さ
い
。
そ
し
て
帰
っ
て
き
た
と
き
に
、
全
く
違
う
も

の
を
持
っ
て
帰
っ
て
く
れ
ば
い
い
で
す
し
、
あ
る
い
は

再
確
認
し
て
帰
っ
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

日
本
の
こ
の
技
術
と
い
う
の
は
、
西
洋
や
中
近
東
の

す
ば
ら
し
い
技
術
、
い
わ
ゆ
る
四
大
文
明
の
か
ら
流
れ

て
い
ま
す
よ
ね
。
そ
の
技
術
が
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
経

て
中
国
や
、
あ
る
い
は
閔
さ
ん
の
母
国
で
あ
る
韓
国
を

経
て
、
日
本
へ
流
れ
て
き
て
い
る
ん
で
す
。
そ
の
な
か

で
、
い
ろ
い
ろ
な
変
化
を
し
て
い
き
な
が
ら
、
最
後
に

地
の
果
て
る
国
日
本
へ
来
て
、
こ
こ
で
ず
っ
と
蓄
え
ら

れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

国
立
大
学
法
人
化
と
大
学
運
営

閔

大
学
が
法
人
化
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
学
の

運
営
面
は
厳
し
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
う
ん

で
す
。
た
と
え
ば
す
で
に
あ
る
施
設
を
効
率
よ
く
活
用

し
て
、
利
用
率
を
高
め
る
こ
と
ま
で
問
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
今
後
大
学
と
し
て
教
育
面
と

法
人
と
し
て
の
運
営
の
成
果
面
の
両
面
を
、
ど
の
よ
う

に
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
な
が
ら
運
営
し
て
い
く
予
定
で
し

ょ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
か
っ
た
ん
で
す
。

宮
田

学
生
か
ら
逆
に
そ
う
い
う
話
が
出
て
く
る
っ
て
、

本
当
に
芸
大
愛
か
ら
出
た
言
葉
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
す
ご
く
謙
虚
に
受
け
と
め
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
施
設
の
問
題
、
こ
れ
は
足
り
な
い
と
い
う

く
ら
い
利
活
用
し
て
い
ま
す
。
そ
の
一
方
で
芸
大
の
施

設
を
、
あ
ま
り
広
げ
す
ぎ
て
い
く
と
い
う
の
は
教
育
上
、

限
度
が
あ
る
ん
で
す
。
特
権
視
す
る
つ
も
り
は
な
い
ん

で
す
け
れ
ど
も
、
芸
大
は
つ
ね
に
、
一
流
の
道
具
、
一

流
の
感
性
、
一
流
の
教
員
、
そ
れ
か
ら
一
流
の
学
生
で

あ
る
と
、
全
部
が
一
流
で
あ
り
た
い
。
そ
こ
で
行
な
わ

れ
る
教
育
や
研
究
、
実
践
と
い
う
の
は
、
時
間
の
凝
縮

さ
れ
た
も
の
が
あ
る
と
い
う
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
そ

う
す
る
と
や
は
り
そ
こ
に
は
限
度
が
あ
る
。

美
術
学
部
の
総
合
工
房
棟
の
ほ
う
に
新
し
い
空
間
を

つ
く
り
ま
し
た
よ
ね
。
あ
れ
は
僕
が
お
願
い
し
た
ん
で

す
。
い
つ
で
も
芸
術
祭
が
で
き
る
、
い
つ
で
も
演
奏
会

が
で
き
る
、
い
つ
で
も
宴
会
が
で
き
る
。
宴
会
と
い
う

の
は
、
人
の
出
会
い
な
ん
で
す
、
心
を
開
く
こ
と
が
で

き
る
き
っ
か
け
づ
く
り
な
ん
で
す
。
授
業
以
上
に
大
事

な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
か
ら
。
だ
か
ら
施
設
課
の

人
た
ち
に
お
願
い
し
た
ら
、
大
変
す
ば
ら
し
い
空
間
が

で
き
ま
し
た
。

法
人
化
に
な
っ
て
、
運
営
費
や
交
付
金
は
下
が
っ
て

き
ま
す
。
む
し
ろ
そ
れ
に
よ
っ
て
今
ま
で
括
ら
れ
て
い

た
の
に
、
逆
に
括
ら
な
く
て
も
す
む
と
い
う
も
の
も
あ

り
ま
す
。
大
学
の
授
業
と
い
う
の
は
職
員
、
教
員
、
学

生
の
三
つ
が
な
い
と
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
そ
の
三
者
が

協
力
し
合
っ
て
、
こ
う
い
う
授
業
を
や
っ
て
み
よ
う
じ

ゃ
な
い
か
、
と
考
え
た
ほ
う
が
い
い
ん
で
す
。

そ
の
基
盤
に
な
る
の
は
学
生
の
研
究
な
ん
で
す
。
学

生
の
上
に
は
必
ず
先
生
が
い
て
と
い
う
形
が
で
き
上
が

っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
先
生
の
評
価
に
も
な
る
。

ア
ン
ソ
ニ
ー
・
キ
ャ
ノ
ン
・
ウ
ォ
ー
カ
ー

（A
nthony

C
annon

W
alker

）

大
学
院
美
術
研
究
科
デ
ザ
イ
ン
専
攻

一
九
八
一
年
ア
メ
リ
カ
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
ス
ト
ッ
ク
ト
ン

市
生
ま
れ
。

二
〇
〇
一
年
早
稲
田
大
学
国
際
部
に
留
学
。
二
〇
〇
三
年
サ
ン

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
州
立
大
学
日
本
語
学
科
を
卒
業
、
二
〇
〇
五
年

東
京
芸
術
大
学
大
学
院
美
術
研
究
科
入
学
。
現
在
、
同
大
学
院

美
術
研
究
科
修
士
課
程
一
年
。



10

大
学
の
評
価
に
も
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
大
い
に
羽

ば
た
い
て
、
自
信
を
持
っ
て
不
安
に
な
ら
ず
に
や
っ
て

い
た
だ
け
れ
ば
、
必
ず
や
評
価
は
上
が
っ
て
い
く
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
組
織
構
造
で
い
け
た
ら
い
い

ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

閔

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

神

何
年
か
前
、
芸
術
祭
の
と
き
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が

あ
っ
て
、
油
画
の
学
生
が
非
常
に
お
も
し
ろ
い
こ
と
を

質
問
し
ま
し
た
。「
自
分
が
小
学
校
の
と
き
か
ら
友
達

の
家
に
遊
び
に
行
っ
て
、
絵
が
掛
か
っ
て
い
る
の
を
見

た
こ
と
が
な
い
」
と
言
う
ん
で
す
。「
僕
は
油
絵
を
描

い
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
買
っ
て
く
れ
る
人
が
い
な

い
。
僕
は
ど
う
や
っ
て
生
活
し
て
い
け
ば
い
い
ん
で
し

ょ
う
」
と
い
う
質
問
を
し
た
学
生
が
い
て
、
そ
の
と
き

は
も
う
大
爆
笑
の
嵐
だ
っ
た
ん
で
す
。

こ
れ
は
今
の
日
本
の
文
化
状
況
と
し
て
、
か
な
り
痛

い
と
こ
ろ
を
突
い
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま

す
。
ど
う
も
戦
後
経
済
の
ほ
う
に
目
を
向
け
す
ぎ
た
あ

ま
り
に
、「
文
化
」
に
目
を
向
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ

て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
あ
た
り

を
、
芸
大
発
信
で
変
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
必
要
な

の
で
は
な
い
か
。
先
生
は
ど
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
か
。

宮
田

例
え
ば
絵
画
で
風
景
が
あ
っ
た
と
し
ま
す
。
な

ぜ
風
景
の
絵
を
描
く
か
と
い
う
と
、
そ
こ
の
場
所
に
行

っ
て
い
な
く
て
も
、
ひ
と
つ
の
窓
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

自
分
が
忙
し
く
て
と
て
も
行
け
な
い
け
れ
ど
も
、
秋
の

す
ご
く
す
て
き
な
風
景
を
見
た
い
な
と
思
っ
た
と
き
に
、

秋
の
風
景
の
絵
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
閉
ざ
し

た
心
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。

自
分
の
作
品
が
売
れ
て
生
活
が
で
き
た
り
す
る
こ
と

が
い
ち
ば
ん
あ
り
が
た
い
で
す
よ
ね
。
で
も
、
若
い
と

き
は
妙
に
こ
び
る
と
自
分
を
な
く
す
か
ら
食
え
な
く
て

い
い
よ
。
大
い
に
石
を
磨
き
な
さ
い
、
ダ
イ
ヤ
に
し
て

い
き
な
さ
い
。
夢
を
信
ず
る
こ
と
が
大
事
な
ん
で
す
。

自
分
に
対
し
て
そ
の
夢
を
捨
て
な
い
。
も
し
か
し
た
ら

違
う
石
か
も
し
れ
な
い
ん
だ
け
れ
ど
、
少
な
く
と
も
自

分
の
夢
と
希
望
と
す
る
も
の
が
あ
っ
て
、
磨
き
込
ん
で

い
け
ば
必
ず
そ
れ
は
す
ば
ら
し
い
石
で
あ
る
こ
と
は
ま

ち
が
い
な
い
。

東
京
と
い
う
都
市
の
魅
力

ウ
ォ
ー
カ
ー

日
本
に
住
ん
で
い
て
も
留
学
生
と
い
う

の
は
情
報
が
な
か
な
か
入
り
づ
ら
い
立
場
に
置
か
れ
て

い
る
と
思
う
ん
で
す
。
東
京
は
あ
り
得
な
い
く
ら
い
大

き
い
。
こ
れ
で
ひ
と
つ
の
都
市
か
と
い
う
感
じ
な
ん
で

す
。
僕
が
生
ま
れ
た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
ス
ト
ッ
ク

ト
ン
市
は
非
常
に
小
さ
い
町
で
、
工
場
も
あ
る
ん
で
す

け
れ
ど
、
牧
場
も
多
い
。
い
ち
ば
ん
大
き
な
産
業
が
ア

ス
パ
ラ
ガ
ス
で
す
ね
。
そ
こ
で
宮
田
先
生
の
お
薦
め
の

場
所
が
あ
れ
ば
、
せ
っ
か
く
東
京
に
来
て
い
る
の
で
、

そ
こ
に
行
か
な
い
と
損
で
す
よ
と
い
う
よ
う
な
場
所
が

あ
れ
ば
教
え
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

宮
田

だ
い
た
い
求
め
る
も
の
は
な
に
で
も
答
え
ら
れ

る
と
い
う
の
が
、
こ
の
東
京
の
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
で

す
ね
。
た
と
え
ば
、
宇
宙
へ
行
き
た
い
と
し
ま
し
ょ
う
。

以
前
僕
は
、
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ａ
へ
行
っ
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に

出
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
、
ス
ペ
ー
ス
シ
ャ
ト
ル
の

先
端
部
分
は
大
田
区
の
町
工
場
が
つ
く
っ
て
い
る
ん
で

す
。「
え
っ
、
こ
こ
で
」
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
で
、

職
人
さ
ん
が
頑
張
っ
て
つ
く
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
極
端

な
例
で
す
け
れ
ど
、
非
常
に
ハ
イ
テ
ク
の
仕
事
を
見
た

け
れ
ば
、
そ
う
い
う
工
場
も
多
い
、
ぜ
ひ
お
薦
め
し
た

い
場
所
も
あ
り
ま
す
。

僕
は
金
属
の
専
門
な
も
の
だ
か
ら
、
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト

を
つ
く
っ
て
い
る
工
場
と
か
、
大
変
お
も
し
ろ
い
工
場

が
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
よ
。
尺
八
の
素
材
で
あ
る
竹
で

す
と
江
戸
は
川
が
多
か
っ
た
か
ら
、
釣
り
ざ
お
の
名
手

と
い
う
の
が
い
っ
ぱ
い
い
る
ん
で
す
。
江
戸
は
職
人
の

町
で
す
か
ら
。

た
だ
見
せ
か
け
の
部
分
と
い
う
の
も
あ
る
。
観
光
目

的
で
は
な
く
、
本
当
は
そ
こ
に
根
づ
い
て
い
る
人
た
ち

の
仕
事
を
選
ん
で
見
た
ほ
う
が
い
い
で
し
ょ
う
ね
。

異
文
化
と
の
交
流
、
出
会
い

小
田

私
た
ち
は
い
つ
も
制
作
を
し
て
い
て
、
汚
い
格

好
で
学
内
を
歩
い
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
に
つ

い
て
き
れ
い
な
格
好
の
音
校
の
方
た
ち
は
ど
う
思
わ
れ

て
い
る
の
か
聞
き
た
い
ん
で
す
が
。
少
し
心
配
…
…
。

神

汚
く
て
も
お
し
ゃ
れ
な
人
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。
絵

の
具
や
ペ
ン
キ
が
着
い
て
い
る
の
は
、
僕
ら
は
む
し
ろ

格
好
い
い
と
思
っ
て
み
て
い
ま
す
。
邦
楽
の
人
た
ち
は

舞
台
で
着
物
を
着
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
襟
元
が
だ
ら
し

な
い
人
と
、
し
っ
か
り
と
閉
じ
て
い
る
人
で
全
く
印
象

が
異
な
り
ま
す
。
そ
の
仕
事
に
合
っ
た
ス
タ
イ
ル
が
一

番
だ
と
思
い
ま
す
。

小
田

安
心
し
ま
し
た
。
い
つ
も
汚
い
格
好
で
、
道
を

渡
る
の
が
す
ご
い
嫌
だ
っ
た
ん
で
す
。

閔

私
は
中
学
か
ら
芸
術
学
校
に
通
っ
て
い
る
の
で
、

そ
う
い
う
学
校
で
見
な
れ
て
い
た
ん
で
す
が
、
音
楽
の

側
か
ら
見
る
と
、
格
好
い
い
と
い
う
の
は
あ
り
ま
す
ね
。

先
ほ
ど
交
流
と
い
う
お
話
が
出
て
き
た
と
思
う
の
で

す
け
れ
ど
、
交
流
す
る
に
あ
た
っ
て
、
や
は
り
お
互
い

に
知
り
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
ふ

だ
ん
美
術
を
や
っ
て
い
る
方
っ
て
、
演
奏
会
に
ど
の
く

ら
い
来
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
か
知
り
た
い
ん
で
す
。
逆

に
私
も
含
め
て
、
音
楽
を
や
っ
て
い
る
人
た
ち
は
ど
の

く
ら
い
美
術
館
に
行
っ
て
い
る
の
か
。
そ
う
い
っ
た
と

こ
ろ
か
ら
交
流
が
で
き
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
。

小
田

小
さ
い
こ
ろ
か
ら
ピ
ア
ノ
を
習
っ
て
い
た
り
、

音
楽
は
好
き
な
ん
で
す
。
部
活
動
も
ず
っ
と
音
楽
で
、

実
は
美
術
部
に
入
っ
た
こ
と
は
な
い
ん
で
す
。
で
も
恥

ず
か
し
い
話
な
の
で
す
が
、
奏
楽
堂
に
は
入
学
式
と
卒

業
式
し
か
行
っ
た
こ
と
が
な
い
ん
で
す
。
告
知
を
見
て

も
、
お
も
し
ろ
そ
う
だ
な
と
思
う
だ
け
で
、
行
く
勇
気

が
出
な
か
っ
た
り
。
今
度
行
っ
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

学
校
に
来
る
と
、
制
作
モ
ー
ド
に
入
っ
て
し
ま
う
か
ら

か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

神

僕
た
ち
音
楽
も
同
じ
で
、
学
校
に
来
る
と
練
習
と

レ
ッ
ス
ン
モ
ー
ド
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
、
同
じ
よ

う
に
美
術
学
部
に
ま
で
行
く
余
裕
が
な
く
な
る
と
い
う

の
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

楽
器
の
こ
と
で
い
え
ば
、
た
と
え
ば
尺
八
の
中
身
と

い
う
の
は
全
部
漆
を
塗
っ
て
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
い

う
の
は
工
芸
の
部
分
に
も
入
る
と
思
う
し
、
や
す
り
で

削
っ
て
、
磨
い
て
と
い
う
世
界
で
す
か
ら
、
ど
ん
な
楽

器
で
も
美
術
の
人
た
ち
の
技
術
に
頼
っ
て
い
る
部
分
が

あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
学
校
で
楽
器
製
作
み
た
い
な
こ

と
を
美
術
学
部
と
共
同
作
業
で
で
き
た
ら
、
す
ご
く
お

も
し
ろ
い
と
思
い
ま
す
ね
。

宮
田

た
と
え
ば
漆
と
い
う
の
は
、
水
分
が
あ
る
ほ
う

が
丈
夫
な
ん
で
す
。
二
〇
〇
〇
年
ぐ
ら
い
前
の
漆
の
漆

器
が
、
水
の
多
い
土
の
中
か
ら
完
全
な
状
態
で
発
見
さ

れ
る
ん
で
す
ね
。
外
へ
出
し
ち
ゃ
う
と
条
件
が
変
わ
る
。

漆
は
保
た
れ
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
、
中
の
木
が
腐
っ
て

い
く
。
こ
の
間
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
話
を
聞
い
た
と
き

は
、
お
も
し
ろ
い
話
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う

の
を
お
互
い
に
知
っ
た
ほ
う
が
い
い
で
す
ね
。

最
初
の
話
に
戻
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
挑
戦
す
る
気
持

ち
が
大
事
で
す
。
知
ら
な
い
先
生
で
も
自
分
は
こ
ん
な

こ
と
を
や
っ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
、
教
え
て
く
だ
さ
い

と
門
を
叩
く
。
す
る
と
、
こ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る

の
か
、
だ
っ
た
ら
こ
の
引
き
出
し
を
出
し
て
あ
げ
よ
う

と
答
え
て
く
れ
ま
す
か
ら
。
大
学
と
は
、
そ
う
い
う
場

所
だ
と
思
い
ま
す
。

芸
大
を
発
信
し
て
い
く

神

美
術
学
部
に
は
、
副
科
と
い
う
制
度
は
あ
る
の
で

す
か
。
音
楽
学
部
の
ほ
う
は
、
自
分
の
専
攻
の
楽
器
の

ほ
か
に
副
科
と
い
う
も
の
を
履
修
で
き
て
、
僕
は
尺
八

が
専
門
な
ん
で
す
け
れ
ど
、
ピ
ア
ノ
を
と
っ
た
り
ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン
を
と
っ
た
り
で
き
る
ん
で
す
。

小
田

専
門
の
鍛
金
だ
け
で
、
副
科
と
い
う
の
は
あ
り

ま
せ
ん
ね
。

神

美
術
、
音
楽
の
垣
根
を
越
え
た
副
科
を
新
設
し
た

ら
お
も
し
ろ
い
と
思
う
の
で
す
が
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

音
楽
で
も
邦
楽
と
洋
楽
で
は
、
楽
譜
が
全
く
異
な
り
、

神
令
（
じ
ん
・
れ
い
）

大
学
院
音
楽
研
究
科
邦
楽
専
攻
（
尺
八
）

一
九
八
〇
年
東
京
生
ま
れ
。
二
〇
〇
四
年
東
京
芸
術
大
学
音
楽

学
部
邦
楽
科
卒
業
。
現
在
、
同
大
学
院
修
士
課
程
二
年
。
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副
科
の
ピ
ア
ノ
の
先
生
や
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
の
先
生
方

に
は
大
変
お
世
話
に
な
り
、
感
謝
し
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
差
が
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
逆
に
も
っ
と
頑
張
ろ
う

と
思
う
部
分
も
あ
り
ま
す
し
、
美
術
と
音
楽
の
枠
を
取

り
払
っ
て
副
科
が
履
修
で
き
れ
ば
刺
激
的
だ
と
思
う
の

で
す
が
。

閔

私
は
韓
国
に
帰
る
と
芸
術
界
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
方

に
接
す
る
よ
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
ほ
か
の
政
策
側

と
か
行
政
の
世
界
の
方
に
接
す
る
機
会
が
多
い
ん
で
す
。

私
は
東
京
に
い
る
と
、
東
京
芸
大
生
と
し
て
誇
り
を
持

っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
韓
国
の
場
合
は
総
合
大
学

の
中
に
音
大
も
入
っ
て
い
る
し
美
術
大
も
入
っ
て
い
る

ん
で
す
ね
。
韓
国
に
は
ソ
ウ
ル
芸
大
と
い
う
の
が
あ
っ

て
、
そ
れ
は
専
門
学
校
な
ん
で
す
。
芸
大
は
日
本
の
芸

術
大
学
の
ト
ッ
プ
で
す
が
、
そ
う
い
う
知
名
度
が
ま
だ

伝
わ
っ
て
い
な
く
て
、
残
念
だ
な
と
い
う
の
が
あ
り
ま

す
。外

国
人
は
や
っ
ぱ
り
芸
術
家
の
名
前
は
覚
え
て
い
る

と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
、
出
身
学
校
ま
で
は
覚
え
て
も

ら
う
こ
と
は
な
か
な
か
至
ら
な
い
な
と
い
う
の
が
あ
り

ま
し
て
、
や
っ
ぱ
り
学
校
の
知
名
度
を
ア
ッ
プ
す
る
に

あ
た
っ
て
、
ア
ピ
ー
ル
対
策
と
か
を
と
っ
て
い
た
だ
け

る
と
あ
り
が
た
い
の
で
す
が
。

宮
田

ま
さ
し
く
そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う

い
う
努
力
と
い
う
の
は
あ
ま
り
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

ま
ず
き
ち
ん
と
し
た
学
生
を
育
て
る
と
い
う
こ
と
を
主

眼
に
置
い
て
い
ま
し
た
か
ら
、
外
か
ら
見
た
自
分
の
学

校
に
対
す
る
客
観
性
み
た
い
な
も
の
が
少
し
足
ら
な
か

っ
た
の
か
な
と
い
う
感
じ
は
し
な
い
で
も
な
い
で
す
ね
。

で
も
、
大
学
間
交
流
と
い
う
の
は
結
構
や
っ
て
い
る

ん
で
す
よ
。
提
携
を
充
実
さ
せ
て
、
学
生
さ
ん
が
つ
な

が
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
知
名
度
が
出

て
く
る
と
思
い
ま
す
。
留
学
生
の
方
も
随
分
大
勢
お
い

で
に
な
っ
て
い
ま
す
し
。

ウ
ォ
ー
カ
ー

芸
大
に
入
っ
た
ば
か
り
の
こ
ろ
、
こ
れ

だ
け
人
が
い
な
い
学
校
は
初
め
て
だ
っ
た
ん
で
す
。
と

く
に
デ
ザ
イ
ン
科
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
一
台
あ
れ
ば
家

で
も
制
作
で
き
る
と
い
う
状
態
な
の
で
、
学
校
に
来
な

い
人
が
多
い
わ
け
で
す
よ
ね
。
僕
が
研
究
生
一
年
目
は
、

ほ
ぼ
毎
日
学
校
で
制
作
を
や
っ
て
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
、

こ
ん
な
こ
と
で
ど
う
や
っ
て
友
達
を
つ
く
れ
ば
い
い
の

か
な
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
。
そ
の
う
ち
芸
祭
と
か
授

業
の
つ
な
が
り
で
友
達
は
で
き
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
何

か
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
れ
ば
混
乱
し
な
い
の
か

な
と
思
い
ま
し
た
。

神

日
本
人
と
し
て
音
楽
を
は
じ
め
と
し
た
文
化
を
考

え
る
と
き
に
、
今
、
日
本
の
独
自
の
文
化
と
い
う
も
の

が
ど
ん
ど
ん
生
活
の
な
か
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
と
思

う
ん
で
す
ね
。
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
絵
の
景
色

に
し
て
も
、
実
感
が
な
い
と
ど
う
し
て
も
共
感
は
得
ら

れ
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
邦
楽
の
歌
詞
の

内
容
に
あ
る
生
活
様
式
だ
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
と
い

う
の
が
な
い
と
文
化
を
理
解
で
き
な
い
で
す
よ
ね
。

僕
の
家
は
祖
父
の
代
か
ら
大
学
で
尺
八
を
通
じ
て
日

本
の
文
化
を
教
え
る
と
い
う
こ
と
を
し
て
い
る
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
い
す
に
座
る
と
い
う
生
活
様
式
か
ら
、
今

す
ぐ
畳
の
上
に
正
坐
す
る
と
い
う
の
は
難
し
い
と
思
う

ん
で
す
。
大
学
や
高
校
で
そ
う
い
う
日
本
文
化
を
紹
介

す
る
授
業
を
概
説
レ
ベ
ル
で
つ
く
ら
な
い
と
理
解
で
き

な
い
。
美
術
、
音
楽
問
わ
ず
、
総
合
の
学
科
と
し
て
つ

く
っ
て
啓
蒙
し
て
い
か
な
い
と
、
世
界
に
出
た
と
き
に

「
君
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
」
と
問
わ
れ
て
困
っ
て
し
ま
う

と
思
う
ん
で
す
ね
。

開
か
れ
た
芸
術
を
め
ざ
し
て

宮
田

大
学
と
い
う
の
は
最
先
端
を
つ
か
む
け
れ
ど
も
、

だ
れ
も
見
向
き
も
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
も
の
も
押
さ

え
て
い
る
ん
で
す
。
そ
の
両
者
が
あ
る
の
が
こ
の
芸
大

の
お
も
し
ろ
さ
、
国
立
の
よ
さ
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か

ら
目
先
の
も
の
だ
け
を
つ
か
ん
で
大
学
を
維
持
す
る
こ

と
だ
け
で
は
な
く
て
、
両
者
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
共
存
す

る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
事
実
邦
楽
は
そ
れ
な

り
の
す
ば
ら
し
さ
、
洋
楽
は
そ
れ
な
り
の
す
ば
ら
し
さ

が
あ
る
。
ど
こ
の
国
へ
行
っ
て
も
、
や
は
り
民
族
音
楽

は
す
て
き
で
す
も
の
ね
。

神

国
際
科
に
通
う
子
た
ち
が
う
ち
に
お
稽
古
に
来
て
、

日
本
の
文
化
に
つ
い
て
日
本
人
よ
り
詳
し
い
と
い
う
こ

と
が
あ
る
ん
で
す
。
そ
れ
は
す
ご
く
お
も
し
ろ
い
こ
と

で
す
が
、
シ
ョ
ッ
ク
な
部
分
で
も
あ
り
ま
す
。

宮
田

僕
も
ド
イ
ツ
の
あ
る
友
達
の
う
ち
へ
呼
ば
れ
て

行
っ
て
、
い
き
な
り
「
太
宰
を
ど
う
思
う
」
と
聞
か
れ

た
と
き
に
す
ぐ
に
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
部
屋
を
眺
め
る
と
本
棚
に
は
、
日
本
の
文

学
全
集
だ
と
か
絵
画
集
、
工
芸
の
本
が
ず
ら
っ
と
並
ん

で
い
て
、
び
っ
く
り
し
ま
し
た
ね
。

閔

ま
さ
に
先
生
が
先
ほ
ど
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、

私
は
中
学
か
ら
ず
っ
と
声
楽
一
本
で
や
っ
て
き
ま
し
て
、

も
う
西
洋
音
楽
が
世
界
一
と
い
う
、
そ
う
い
う
考
え
で

日
本
に
来
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
日
本
に
来
て
か
ら
い
ろ

い
ろ
な
人
か
ら
、「
韓
国
の
こ
う
い
う
と
こ
ろ
は
ど

う
？
」
と
か
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
聞
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
と
き
に
改
め
て
感
じ
た
の
が
、

私
は
自
分
の
母
国
の
こ
と
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
ん
で
す
ね
。
留
学
と

い
う
の
が
単
に
留
学
先
の
こ
と
ば
か
り
勉
強
す
る
ん
じ

ゃ
な
く
て
、
自
分
の
国
の
こ
と
も
改
め
て
勉
強
さ
せ
ら

れ
る
の
か
な
と
い
う
こ
と
を
思
い
ま
し
た
ね
。

ウ
ォ
ー
カ
ー

今
日
は
、
お
も
し
ろ
い
お
話
ば
か
り
で
、

参
加
が
で
き
て
と
て
も
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ま
た

い
ろ
い
ろ
こ
れ
か
ら
教
え
て
く
だ
さ
い
。

宮
田

そ
れ
は
お
互
い
に
。
だ
け
ど
、
ふ
た
り
と
も
す

ご
く
日
本
語
が
流
暢
で
す
ね
。

小
田

こ
の
間
、
展
示
を
し
た
と
き
に
い
ろ
ん
な
方
が

見
に
来
ら
れ
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
シ
ー
ト
を
つ
く
っ
て
、

意
見
を
書
い
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
、「
芸
大

生
は
期
待
外
れ
だ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
を
書
か
れ
た
ん

で
す
。
と
て
も
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
。
先
生
が
、
す
べ
て

一
流
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
ら
れ
ま

し
た
が
、
ま
だ
そ
れ
に
至
っ
て
い
な
い
自
分
と
い
う
の

が
い
て
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ま
し
た
。
す
ご
く
力
を
出
し

た
つ
も
り
だ
っ
た
ん
だ
け
れ
ど
、「
あ
あ
、
ま
だ
だ
め

な
ん
だ
な
」
と
思
っ
て
。
美
術
っ
て
い
う
の
は
、
ま
だ

一
握
り
の
少
数
の
人
が
楽
し
ん
で
終
わ
っ
て
い
る
よ
う

な
気
が
し
た
ん
で
す
。

神

音
楽
も
同
じ
で
す
、
全
く
。

小
田

私
が
や
っ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
と
み
ん
な
に
知

っ
て
も
ら
う
と
い
う
か
、
慣
れ
親
し
ん
で
い
た
だ
け
れ

ば
い
い
な
と
、
す
ご
く
そ
の
と
き
に
思
い
ま
し
た
。
も

し
、
私
た
ち
が
つ
く
っ
た
器
を
使
っ
て
も
ら
っ
た
り
、

作
品
に
触
れ
て
も
ら
っ
た
り
、
そ
う
い
う
機
会
が
も
っ

と
増
え
た
ら
、
ひ
と
握
り
の
人
か
ら
ど
ん
ど
ん
つ
な
が

っ
て
、
も
っ
と
私
た
ち
が
や
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て

も
ら
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
感
じ
た
ん
で
す
。

宮
田

大
学
と
い
う
の
は
、
い
ろ
ん
な
人
が
い
て
い
い

と
思
う
ん
で
す
。
さ
っ
き
も
言
っ
た
け
れ
ど
先
端
を
つ

か
も
う
と
す
る
よ
う
な
人
、
そ
れ
か
ら
土
の
温
度
を
感

じ
る
く
ら
い
の
地
べ
た
を
這
う
よ
う
に
進
ん
で
い
く
人
、

い
ろ
い
ろ
な
人
が
い
る
。
そ
れ
が
大
学
の
お
も
し
ろ
さ

で
す
。

だ
け
れ
ど
、
真
摯
に
、
実
直
に
物
事
を
捉
え
よ
う
と

す
る
人
た
ち
の
集
団
で
あ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
そ

の
上
で
い
ろ
い
ろ
な
評
価
が
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
と
思

う
。
評
価
と
い
う
の
は
あ
る
意
味
で
は
瞬
間
的
な
部
分

し
か
見
て
い
な
い
わ
け
で
す
か
ら
。
人
生
と
い
う
の
は

も
っ
と
縦
に
長
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
だ
け
に
惑
わ
さ
れ

な
い
、
も
っ
と
高
邁
に
な
っ
て
進
ん
で
い
っ
て
も
ら
い

た
い
な
と
思
い
ま
す
。
厳
し
い
叱
咤
も
当
然
受
け
る
、

こ
れ
も
ま
た
大
事
な
こ
と
な
の
で
す
。

僕
は
教
職
に
つ
い
て
か
ら
、
学
生
と
同
じ
目
線
で
対

話
す
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
き
ま
し
た
が
、
今
日
み

な
さ
ん
と
話
す
こ
と
が
で
き
て
、
今
後
も
そ
う
あ
り
続

け
た
い
と
強
く
感
じ
ま
し
た
。
そ
し
て
気
軽
に
、
学
長

室
に
来
て
も
ら
え
る
よ
う
な
雰
囲
気
づ
く
り
を
心
が
け

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

閔
鎮
京
（
ミ
ン
・
ジ
ン
キ
ョ
ン
）

大
学
院
音
楽
研
究
科
音
楽
学
専
攻
（
応
用
音
楽
学
）

一
九
七
四
年
韓
国
ソ
ウ
ル
生
ま
れ
。
韓
国
国
立
オ
ペ
ラ
団
で
演

出
助
手
を
経
て
、
二
〇
〇
〇
年
文
化
庁
の
招
聘
研
修
生
と
し
て

来
日
。
二
〇
〇
二
年
東
京
芸
術
大
学
大
学
院
音
楽
研
究
科
応
用

音
楽
学
専
攻
入
学
。
現
在
、
同
博
士
課
程
二
年
。
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歴史ゆかしい「上野」という場所に校地を構え、

明治以来の伝統を誇る芸大の隠れた「名所」を

毎回テーマを変えて紹介する。

－上野の杜のキャンパスガイド－

第4回★芸大ショップ案内

1ミュージアムカフェ
ホテルオークラ経営のレスト
ラン。この日の「おすすめラ
ンチプレート」はリブロース
ステーキ和風ソースとパンま
たはライス、コーヒーまたは
紅茶がついて1890円（税込）。

2ミュージアムショップ
大学美術館で開催される企画
展の図録、ポストカードなど
を販売する。

3大浦食堂
大学美術館の1階。ガラス張りの明るい
食堂で、惣菜やサンドイッチの種類も
豊富。

1 2 （2F）

3 （1F）

4 5 （B1F）

7 （2F）

8 （1F）
6 （1F）
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芸
大
キ
ャ
ン
パ
ス
は
、
お
す
す
め
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
ス
ポ
ッ
ト
で
も
あ
る
。
じ
つ
は
、
い

ろ
い
ろ
な
お
店
が
あ
る
。
グ
ル
メ
な
飲
食
か

ら
、
美
術
品
、
書
籍
、
Ｃ
Ｄ
、
い
ろ
い
ろ
揃

っ
て
い
る
。

こ
の
た
び
藝
大
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
が
オ
ー
プ

ン
し
た
。
旧
東
京
美
術
学
校
正
門
の
前
に
立

つ
と
、
奥
に
お
し
ゃ
れ
な
ス
ペ
ー
ス
が
み
え

る
。
パ
リ
の
カ
フ
ェ
？
　
と
思
え
る
よ
う
な

テ
ー
ブ
ル
と
椅
子
が
並
ん
で
い
る
。
シ
ョ
ッ

プ
の
バ
ナ
ー
が
風
に
揺
れ
て
い
る
。
こ
の
バ

ナ
ー
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
現
役
教
員
の
日
比
野

克
彦
先
生
に
よ
る
も
の
だ
。
東
京
美
術
学
校

の
伝
統
と
、
日
比
野
デ
ザ
イ
ン
の
新
し
い
風
。

藝
大
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
は
そ
こ
に
あ
る
。

扱
っ
て
い
る
の
は
、
教
員
、
院
生
、
卒
業

生
ら
の
美
術
品
。
数
千
円
の
も
の
か
ら
、
数

十
万
円
も
す
る
も
の
ま
で
多
彩
だ
。
食
器
、

絵
画
、
彫
刻
。
さ
ら
に
芸
術
関
係
の
書
籍
も

充
実
し
て
い
る
。
教
員
の
サ
イ
ン
本
も
あ
る
。

音
楽
学
部
教
員
の
Ｃ
Ｄ
も
あ
る
。
こ
こ
に
来

れ
ば
「
芸
大
の
今
」
が
わ
か
る
。

大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
に
あ
る
の
は
、
藝
大
ア

ー
ト
プ
ラ
ザ
だ
け
で
は
な
い
。
美
術
館
地
下

に
は
、
画
材
を
扱
っ
て
い
る
画
翠
と
、
芸
大

生
協
が
あ
る
。
生
協
に
は
文
房
具
、
雑
誌
、

イ
ン
ス
タ
ン
ト
食
品
ま
で
あ
り
、
ち
ょ
っ
と

し
た
コ
ン
ビ
ニ
で
あ
る
。

お
な
か
が
空
い
た
ら
食
堂
へ
行
こ
う
。
美

術
館
二
階
に
あ
る
の
は
ホ
テ
ル
オ
ー
ク
ラ
の

レ
ス
ト
ラ
ン
だ
。
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
す
ま
そ
う

と
い
う
な
ら
、
音
楽
学
部
の
キ
ャ
ッ
ス
ル
、

美
術
学
部
の
大
浦
食
堂
が
あ
る
。「
大
学
」

ら
し
い
空
気
に
触
れ
た
い
な
ら
、
こ
の
二
つ

の
食
堂
が
お
勧
め
。
た
と
え
ば
大
浦
食
堂
な

ら
バ
タ
ー
丼
は
い
か
が
。
バ
タ
ー
と
モ
ヤ
シ

と
豆
腐
を
混
ぜ
た
ご
飯
。
私
は
学
生
時
代
か

ら
好
物
だ
。

大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
に
入
る
の
に
お
金
は

い
ら
な
い
。
し
か
し
芸
大
に
お
越
し
の
際
は
、

お
財
布
も
忘
れ
ず
に
。

（
ふ
せ
・
ひ
で
と
／
美
術
学
部
助
教
授
美
術

解
剖
学
研
究
室
）

布
施
英
利

4生協（美術学部）
大学美術館の地下1階。文
具・書籍などを販売。

6藝大アートプラザ
図書館と陳列館の間を入ったところにある。
芸大教員のデザインによるアートグッズや
美術・音楽関連の書籍も充実。2005年11
月にオープン。

7生協（音楽学部）
大学会館2階にある。食料品中心の品揃え。

8キャッスル
大学会館1階の食堂。「本日の盛り合わせ
（スペシャル）」は610円（税込）。この日の
メニューはフーヨーハイ、ポークカツ、ハ
ンバーグ、ハムエッグとライス。

5画翠
各種の画材を販売する。美術
学部生協に隣接。
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奏
会
を
催
し
た
。
と
こ
ろ
が
議
会
が
始
ま
る
と
ま
も
な
く
、
衆

議
院
予
算
委
員
会
で
は
、
予
算
削
減
の
た
め
高
等
中
学
校
、
女

子
師
範
学
校
と
と
も
に
東
京
音
楽
学
校
の
廃
止
案
が
出
さ
れ
た
。

「
衆
議
院
予
算
委
員
会
速
記
録
第
十
一
号
」
は
明
治
二
十
三
年

十
二
月
二
十
三
日
の
議
場
の
模
様
を
伝
え
て
い
る
。

東
京
音
楽
学
校
の
存
廃
論
争
は
、
工
藤
行
幹
議
員
に
よ
る

「
私
ハ
音
楽
学
校
ヲ
廃
シ
タ
イ
ト
イ
フ
説
ヲ
提
出
致
シ
マ
ス
」

と
い
う
発
言
に
始
ま
っ
た
。
教
育
上
の
必
要
は
認
め
る
が
、
私

立
学
校
で
で
き
る
も
の
を
国
費
で
保
護
す
る
必
要
は
な
い
と
い

う
意
見
で
あ
っ
た
。

当
時
、
文
部
省
の
直
轄
学
校
は
、
東
京
帝
国
大
学
、
高
等
師

範
学
校
な
ど
十
三
校
、
東
京
音
楽
学
校
の
二
十
四
年
度
予
算
は

政
府
原
案
で
は
一
万
四
千
五
百
円
、
う
ち
政
府
支
出
金
一
万
二

千
百
二
十
二
円
で
あ
っ
た
が
、
査
定
案
で
ゼ
ロ
と
な
っ
た
。
参

考
ま
で
に
、
東
京
帝
国
大
学
予
算
は
政
府
原
案
で
五
十
三
万
四

千
四
百
七
十
一
円
三
十
八
銭
九
厘
、
う
ち
政
府
支
出
金
四
十
一

万
六
千
百
六
十
二
円
で
あ
っ
た
。

帝
国
議
会
で
の
学
校
廃
止
案
は
新
聞
各
紙
で
一
斉
に
報
じ
ら

れ
た
。
わ
が
国
最
初
の
音
楽
専
門
誌
『
音
樂
雜
誌
』
は
も
と
よ

り
、『
國
家
教
育
』『
教
育
時
論
』『
大
日
本
教
育
界
雜
誌
』
な

ど
も
音
楽
の
効
用
や
音
楽
学
校
の
必
要
を
説
い
た
。
音
楽
学
校

の
矢
田
部
良
吉
商
議
委
員
も
「
音
楽
学
校
論
」
を
発
表
。
明
け

て
一
月
十
三
日
、
議
会
で
は
査
定
案
廃
棄
の
動
議
、
廃
止
反
対

意
見
、
そ
し
て
修
正
案
が
提
出
さ
れ
る
。

「
音
楽
は
徳
育
か
智
育
か
将

は
た
ま

た
体
育
乎か

」

二
十
九
日
に
は
全
議
員
を
委
員
と
す
る
全
院
委
員
会
が
始
ま

明
治
の
余
韻
を
今
に
伝
え
、
現
在
も
活
用
さ
れ
て
い
る
重
要
文

化
財
「
東
京
音
楽
学
校
旧
奏
楽
堂
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
大
学
内

の
旧
奏
楽
堂
跡
地
に
は
平
成
十
年
三
月
、
現
在
の
東
京
藝
術
大

学
奏
楽
堂
が
竣
工
し
た
。

明
治
二
十
三
年
の
「
本
校
規
則
」
第
一
条
に
は
「
本
校
ハ

汎
（
ひ
ろ
）ク

音
楽
専
門
ノ
教
育
ヲ
施
シ
善
良
ナ
ル
音
楽
教
員
及
音
楽

師
ヲ
養
成
ス
ル
所
ト
ス
」
と
あ
る
。
入
学
資
格
は
満
十
四
歳
以

上
二
十
歳
以
下
、
入
学
試
験
科
目
に
は
、
身
体
検
査
、
高
等
小

学
校
卒
業
以
上
も
し
く
は
こ
れ
と
同
等
の
学
力
検
査
、
唱
歌
集

初
編
卒
業
以
上
、
英
語
の
綴
字
・
読
法
・
文
法
が
あ
っ
た
。
入

学
後
の
一
年
間
は
全
員
が
予
科
生
と
な
り
、
予
科
卒
業
試
験
を

合
格
す
る
と
、
特
別
の
才
能
を
有
す
る
者
は
三
年
制
の
専
修
部
、

音
楽
教
員
に
適
す
る
者
は
二
年
制
の
師
範
部
に
進
ん
だ
。

職
員
名
簿
に
は
、
初
代
校
長
（
兼
文
部
省
参
事
官
）
伊い

澤さ
わ

修
し
ゅ
う

二じ

、
教
授
（
式
部
職
楽
師
兼
伶
人
）
上う

え

眞さ
ね

行み
ち

、
オ
ー
ス
ト

リ
ア
か
ら
招
聘
さ
れ
た
お
雇
い
外
国
人
教
師
ル
ー
ド
ル
フ
・
デ

ィ
ッ
ト
リ
ヒ
ら
の
名
前
が
並
ぶ
。
生
徒
数
は
研
究
科
、
専
修
部
、

師
範
部
、
予
科
を
合
わ
せ
て
五
十
三
名
。
授
業
料
は
休
み
の
期

間
を
除
き
一
カ
月
一
円
で
あ
っ
た
。
ほ
か
に
選
科
生
二
十
三
名

が
在
籍
し
て
い
た
。
入
学
資
格
九
歳
以
上
で
、
ピ
ア
ノ
・
オ
ル

ガ
ン
・
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
・
唱
歌
の
う
ち
希
望
す
る
専
門
実
技
の

み
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。

第
一
回
帝
国
議
会
開
院

〜
「
音
楽
学
校
ヲ
廃
シ
タ
イ
ト
イ
フ
説
」

奏
楽
堂
落
成
か
ら
五
カ
月
後
の
十
一
月
二
十
九
日
、
第
一
回

帝
国
議
会
が
開
院
し
、
音
楽
学
校
で
は
全
校
を
挙
げ
て
祝
賀
演

明
治
二
十
（
一
八
八
七
）
年
十
月
、
文
部
省
直
轄
学
校
と
し

て
東
京
音
楽
学
校
が
設
置
さ
れ
、
二
十
三
年
五
月
に
は
新
校
舎

も
落
成
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
矢
先
、
同
年
開
院
し
た
第
一
回

帝
国
議
会
に
お
い
て
、
音
楽
学
校
の
廃
止
案
が
提
出
さ
れ
る
。

予
算
削
減
の
た
め
で
あ
っ
た
。
東
京
音
楽
学
校
存
廃
論
争
の
始

ま
り
で
あ
る
。
学
校
の
存
続
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
た
、
本
学
の

歴
史
に
お
い
て
類
を
見
な
い
出
来
事
で
あ
っ
た
。

東
京
音
楽
学
校
の
草
創
期

新
校
舎
の
二
階
中
央
部
分
に
、
わ
が
国
最
初
の
コ
ン
サ
ー
ト

ホ
ー
ル
、
奏
楽
堂
が
あ
っ
た
。
日
本
の
近
代
化
の
調
べ
を

奏
で
、
落
成
か
ら
九
十
七
年
を
経
た
昭
和
六
十
二
年
三
月
、
校

舎
の
ご
く
一
部
と
と
も
に
上
野
公
園
の
一
角
に
移
築
さ
れ
た
。

第
二
回

東
京
音
楽
学
校

存
廃
論
争

橋
本
久
美
子

明
治
二
十
三
年
、
三
年
前
に
設
置
さ
れ
た
ば
か
り
の

東
京
音
楽
学
校
の
廃
止
が
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
議
題
に
上
っ
た
。

廃
止
を
免
れ
る
ま
で
の
経
緯
、
学
校
側
が
官
立
音
楽
学
校
存
続
の

必
要
性
を
ま
と
め
た
資
料
な
ど
を
紹
介
す
る
。

明治23年5月に新築された当時の校舎。奏楽堂は建物の2階中央部分に
位置し、その両側に校長室、女教員室、教室、練習室などがあった。1
階は事務室、男教員室、教室、練習室、食堂、小使室など。生徒が校
舎に出入りする際は、正門から玄関に向かって建物の左端に「男生徒
昇降口」、右端に「女生徒昇降口」が別々にあった。



対
し
て
論
陣
を
張
る
た
め
緊
急
に
整
え
た
資
料
と
推
察
さ
れ
る
。

お
も
な
内
容
は
、
学
校
の
沿
革
、
事
業
の
成
果
と
将
来
計
画
、

音
楽
教
育
が
国
家
に
必
要
な
理
由
、
生
徒
調し

ら
べ

、
欧
州
各
国
に
お

け
る
音
楽
学
校
経
費
と
国
庫
支
出
金
、
支
那
に
お
け
る
音
楽
保

護
の
歴
史
、
日
本
で
推
古
帝
の
昔
か
ら
音
楽
が
ど
の
よ
う
に
考

え
ら
れ
保
護
助
成
さ
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
の
詳
説
な
ど
で
あ

る
。
綴
り
を
開
い
て
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
頁
が
整
然
と
記
さ

れ
て
い
る
の
と
は
対
照
的
に
、
音
楽
教
育
の
必
要
性
や
明
治
二

十
四
年
度
予
算
の
概
要
に
関
す
る
部
分
は
、
Ｂ
５
サ
イ
ズ
の
文

部
省
用
箋
十
二
枚
に
細
か
い
字
で
走
り
書
き
さ
れ
て
い
る
。
し

か
も
ど
の
頁
に
も
行
間
や
余
白
が
朱
書
を
含
め
た
加
筆
訂
正
で

埋
め
ら
れ
、
解
読
困
難
な
ほ
ど
で
あ
る
。

存
続
決
定
後
も
音
楽
学
校
論
の
発
表
は
続
い
た
。「
猶

（
な
ほ
）

努
め

よ
」「
時
来

（
き
た
）れ

り
」「
唱
歌
論
」「
音
楽
の
必
要
」「
音
楽
は
国
家

事
業
な
り
」
な
ど
音
楽
学
校
へ
の
期
待
を
表
明
す
る
も
の
が
相

次
い
だ
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
経
費
節
減
を
求
め
る
声
も
止
ま

ず
、
東
京
音
楽
学
校
は
二
十
六
年
九
月
か
ら
高
等
師
範
学
校
附

属
音
楽
学
校
と
な
り
、
三
十
二
年
四
月
に
再
独
立
す
る
ま
で
五

年
半
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
。

（
は
し
も
と
・
く
み
こ
／
音
楽
学
部
講
師
）
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美
校
の
依
嘱
製
作
事
業
。

楠
木
正
成
銅
像
や
西
郷
隆
盛
銅
像
に
始
ま
る
製
作
事
業
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
、
美
校
の
経
営

戦
略
と
製
作
上
の
波
瀾
な
ど
を
紹
介
す
る
。

次
号
予
告

学
校
は
天
野
議
員
ら
に
よ
る
修
正
案
で
存
続
決
定
、
衆
議
院
は

三
月
三
日
を
以
て
特
別
委
員
の
提
出
し
た
修
正
案
を
可
決
し
た
。

最
終
的
に
、
東
京
音
楽
学
校
の
二
十
四
年
度
予
算
は
原
案
よ

り
五
百
円
少
な
い
一
万
四
千
円
、
政
府
支
出
金
一
万
千
六
百
二

十
二
円
で
可
決
し
た
（
東
京
帝
国
大
学
は
四
十
八
万
三
千
四
百

七
十
一
円
三
十
八
銭
九
厘
、
政
府
支
出
金
三
十
六
万
五
千
百
六

十
二
円
で
可
決
）。
議
場
が
存
廃
の
応
酬
に
揺
れ
て
い
た
頃
、

議
会
の
前
後
や
休
憩
に
陸
海
軍
軍
楽
隊
の
演
奏
を
入
れ
て
「
議

員
の
激
熱
を
融
和
」
し
て
は
ど
う
か
と
提
案
す
る
「
帝
国
議
会

に
音
楽
を
用
ひ
よ
」（『
教
育
時
論
』）
と
い
う
記
事
も
現
れ
た
。

三
月
に
入
る
と
議
員
の
音
楽
学
校
参
観
が
行
わ
れ
た
。
伊
澤

校
長
は
演
奏
曲
目
を
自
ら
解
説
し
、
唱
歌
編
纂
事
業
な
ど
に
お

け
る
音
楽
学
校
の
役
割
を
強
調
し
、
唱
歌
は
徳
性
を
涵
養
し
健

康
に
益
し
愛
国
の
信
条
を
育
て
る
と
い
う
演
説
を
行
っ
た
。

音
楽
学
校
廃
止
論
へ
の
学
校
側
の
対
応

〜
『
明
治
廿

に
じ
ゅ
う

四
年
以
降
帝
國
議
會
關か

ん

渉
し
ょ
う

綴つ
づ
り

』

存
廃
論
争
に
関
す
る
膨
大
な
資
料
を
こ
こ
で
紹
介
す
る
こ
と

は
と
う
て
い
望
め
な
い
が
、
お
も
な
も
の
は
『
東
京
芸
術
大
学

百
年
史
　
東
京
音
楽
学
校
篇
第
一
巻
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

特
記
す
べ
き
資
料
と
し
て
本
学
図
書
館
に
保
管
さ
れ
る
『
明

治
廿

に
じ
ゅ
う

四
年
以
降
帝
國
議
會
關か

ん

渉
し
ょ
う

綴つ
づ
り

』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
表

紙
に
「
草
稿
モ
ノ
」
と
記
さ
れ
た
一
綴
り
の
書
類
で
、
厚
さ
十

二
ミ
リ
ほ
ど
、
六
十
六
丁
す
べ
て
が
筆
書
き
で
あ
る
。
議
会
に

っ
た
。
宮
崎
県
選
出
の
安
田
愉ゆ

逸い
つ

議
員
の
質
問
が
、
存
廃
論
争

を
さ
ら
に
刺
戟
し
た
。
質
問
は
、
従
来
楽
し
み
の
た
め
で
あ
っ

た
音
楽
の
た
め
に
国
費
で
学
校
を
維
持
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
、

前
年
度
よ
り
増
額
に
な
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
、
音
楽
は
徳
育

智
育
体
育
の
い
ず
れ
な
の
か
と
い
っ
た
内
容
で
あ
っ
た
。
以
下

は
質
問
の
一
部
で
あ
る
。「
従
来
我
邦

（
わ
が
く
に
）ニ

於
キ
マ
シ
テ
ハ
音
楽

ノ
如
キ
モ
ノ
ハ
、
単
ニ
人
ノ
耳
目
ヲ
バ
怡

（
よ
ろ
こ
）バ

セ
ル
モ
ノ
ヽ
如
キ

モ
ノ
デ
御
坐
リ
マ
シ
タ
…
（
中
略
）
…
此
ノ
音
楽
ヲ
バ
研
究
ノ

為
ニ
、
一
万
円
以
上
ノ
国
費
ノ
負
担
ヲ
要
ス
価
ガ
ア
ル
カ
…

（
中
略
）
…
抑
々

（
そ
も
そ
も
）

此
ノ
音
楽
ハ
徳
育
ノ
為
デ
御
坐
リ
マ
セ
ウ

カ
、
若

（
も
し
）ク

ハ
智
育
ノ
為
デ
御
坐
リ
マ
ス
ル
カ
、
或
ハ
体
育
ノ
為

デ
御
坐
リ
マ
ス
ル
カ
、
ソ
レ
ヲ
バ
承
リ
タ
イ
」。
答
弁
に
立
つ

政
府
委
員
は
辻
新
次
。
明
治
五
年
に
三
十
一
歳
で
大
学
南
校
校

長
と
な
り
、
十
八
年
よ
り
文
部
次
官
に
招
か
れ
、
教
育
の
諸
制

度
を
整
え
た
人
物
で
あ
る
。
辻
次
官
が
、
音
楽
は
徳
育
に
近
く
、

音
楽
学
校
の
目
的
は
音
楽
師
と
音
楽
教
員
を
育
成
す
る
こ
と
に

あ
る
と
答
え
る
と
、
安
田
議
員
は
、
そ
れ
で
は
音
楽
は
智
育
体

育
に
は
無
関
係
か
と
質
問
。

安
田
議
員
の
質
問
は
、
翌
三
十
日
付
『
東
京
新
聞
』
で
「
面

白
き
質
問
」、
さ
ら
に
三
十
一
日
付
同
紙
で
「
音
楽
は
徳
育
か

智
育
か
将

（
は
た
ま
）た

体
育
乎（

か
）

」
と
い
う
見
出
し
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

他
紙
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。
以
後
、
東
京
音
楽
学
校
存
廃
論
争

は
い
っ
そ
う
白
熱
し
、
伊
澤
修
二
、
神
津
專
三
郎
ら
学
校
関
係

者
も
音
楽
学
校
の
必
要
を
説
く
論
述
を
展
開
し
た
。

二
月
十
四
日
、
辻
次
官
は
、
国
の
品
位
と
社
会
の
道
徳
を
守

る
こ
と
こ
そ
が
音
楽
学
校
の
必
要
不
可
欠
な
理
由
で
あ
る
と
述

べ
、
こ
の
よ
う
な
任
務
を
地
方
や
民
間
で
果
た
す
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
と
説
明
。
十
九
日
に
は
さ
ら
に
、
唱
歌
教
員
を
育
成

す
る
こ
と
は
国
家
の
急
務
で
あ
り
、
東
京
音
楽
学
校
を
除
い
て

こ
れ
を
求
め
る
場
所
は
な
い
と
訴
え
た
。
こ
れ
よ
り
先
、
衆
議

院
は
特
別
委
員
九
名
を
選
出
し
予
算
案
再
審
査
を
附
託
し
て
い

た
が
、
そ
の
一
人
天あ

ま

野の

爲た
め

之ゆ
き

議
員
が
自
分
を
含
む
特
別
委
員
三

名
は
学
校
廃
止
に
反
対
で
あ
る
と
報
告
。
二
月
二
十
一
日
、
諸

音楽学校正門

明治22年7月卒業生と教師　前列左から
4人目、伊澤修二（写真3点とも東京芸
術附属図書館蔵）
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東
京
芸
術
大
学
バ
ッ
ハ
カ
ン
タ
ー
タ
ク
ラ
ブ
は
、
そ
の
名
の
示
す

通
り
ヨ
ハ
ン
・
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
バ
ッ
ハ
の
カ
ン
タ
ー
タ
を
演
奏

す
る
、
東
京
芸
術
大
学
の
ク
ラ
ブ
で
す
。

こ
の
ク
ラ
ブ
は
一
九
七
〇
年
に
芸
大
の
学
生
た
ち
に
よ
っ
て
創
立

さ
れ
ま
し
た
。
創
立
当
初
か
ら
、
日
本
を
代
表
す
る
チ
ェ
ン
バ
リ
ス

ト
で
あ
り
バ
ッ
ハ
演
奏
の
第
一
人
者
で
あ
る
小こ

林
ば
や
し

道み
ち

夫お

先
生
を
指
導

ク
ラ
ブ
・

サ
ー
ク
ル

訪
問

「
バ
ッ
ハ
カ
ン
タ
ー
タ
ク
ラ
ブ
」
は
三
十
五
年
の
歴
史
を
も
ち
、

定
期
演
奏
会
の
開
催
を
は
じ
め
積
極
的
な
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。

膨
大
な
数
の
バ
ッ
ハ
の
教
会
音
楽
、
室
内
楽
曲
の

演
奏
・
研
究
に
研
鑽
を
積
む
ク
ラ
ブ
の
歴
史
と
現
在
。

バ
ッ
ハ
カ
ン
タ
ー
タ

ク
ラ
ブ教

会
カ
ン
タ
ー
タ
の
深
遠
な
世
界斎

藤
洵

第3回
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2005年12月11日、女子聖学院内チャペルで催された演奏会とリハーサル風景。曲目はJ.S.バッハ《ブランデンブルク協
奏曲第5番》と《カンタータ第26番「なんと儚く虚しき」》。

毎週金曜日の夕刻に行われる練習のようす。

者
に
迎
え
、
主
に
Ｊ
・
Ｓ
・
バ
ッ
ハ
の
カ
ン
タ
ー
タ
や
室
内
楽
曲
の

演
奏
・
研
究
を
目
的
と
し
て
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

こ
の
三
十
五
年
の
間
に
幾
度
と
な
く
存
続
の
憂
目
に
晒さ

ら

さ
れ
た
よ

う
で
す
が
、
近
年
は
部
員
の
増
加
に
伴
い
《
ロ
短
調
ミ
サ
》《
ヨ
ハ
ネ

受
難
曲
》《
マ
タ
イ
受
難
曲
》
の
大
曲
に
も
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

年
間
の
演
奏
会
は
四
月
と
五
月
の
新
入
生
歓
迎
演
奏
会
、
八
月
の

日
光
演
奏
旅
行
、
九
月
の
芸
術
祭
、
十
月
の
上
野
下
谷
教
会
で
の
音

楽
礼
拝
、
二
月
の
定
期
演
奏
会
と
通
常
六
回
。
年
間
六
、
七
曲
に
取

り
組
む
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
で
も
バ
ッ
ハ
の
教
会
カ
ン
タ
ー
タ
は
約

二
百
曲
あ
り
ま
す
。
一
曲
仕
上
げ
る
の
で
さ
え
七
転
八
倒
の
苦
し
み

な
の
に
、
そ
れ
が
ま
だ
二
百
曲
も
横
た
わ
っ
て
い
る
な
ん
て
、
到
底

先
の
見
え
な
い
作
業
で
す
。
逆
に
言
え
ば
、
一
曲
一
曲
の
内
容
の
深

さ
が
あ
り
、
そ
し
て
作
曲
家
の
底
が
見
え
な
い
。
そ
れ
ら
こ
そ
私
た

ち
が
バ
ッ
ハ
に
魅
せ
ら
れ
る
所
以
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
何
よ
り
小
林
先
生
の
導
く
音
楽
へ
の
、
特
別
な
思
い
が
紡

が
れ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
ク
ラ
ブ
が
三
十
五
年
間
も
続
い
た
の
だ
と

思
い
ま
す
。
た
だ
、
先
生
は
昨
年
の
定
期
演
奏
会
を
最
後
に
ク
ラ
ブ

の
指
導
か
ら
退
か
れ
ま
し
た
。
現
在
の
ク
ラ
ブ
は
過
渡
期
に
あ
る
と

言
え
ま
す
。
現
在
の
練
習
は
部
員
か
ら
輩
出
し
た
指
揮
者
を
中
心
に
、

部
員
同
士
で
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
、
け
れ
ど
も
小
林
先
生
が
大
事
に

さ
れ
て
い
た
音
楽
の
あ
り
方
は
忘
れ
ず
に
音
楽
を
作
っ
て
い
ま
す
。

毎
週
金
曜
日
五
時
半
か
ら
校
内
で
練
習
し
て
い
ま
す
。
バ
ッ
ハ
が

好
き
な
方
、
合
唱
の
好
き
な
方
、
と
に
か
く
誰
で
も
気
軽
に
遊
び
に

き
て
く
だ
さ
い
。

（
さ
い
と
う
・
じ
ゅ
ん
／
音
楽
学
部
声
楽
科
三
年
）



18

教
育
・
研
究
の
領
域

東
谷

私
は
絵
画
科
の
油
画
専
攻
に
属
し
て
い
る
ん
で
す
が
、

版
画
を
専
門
に
し
て
い
ま
す
。

油
画
専
攻
の
な
か
に
版
画
と
技
法
材
料
・
壁
画
と
い
う
研
究

室
が
あ
り
ま
し
て
、
油
画
の
な
か
に
は
組
み
込
ま
れ
て
い
る
ん

で
す
が
、
版
画
は
独
自
に
授
業
形
態
が
あ
り
連
動
し
て
油
画
の

ほ
う
に
も
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ち
ょ
っ
と
複

雑
な
ん
で
す
が
、
二
年
次
に
集
中
講
義
を
や
り
ま
し
て
、
そ
の

な
か
で
版
画
に
興
味
を
持
っ
た
学
生
が
三
年
次
か
ら
版
画
研
究

室
に
移
っ
て
く
る
と
い
う
状
況
で
す
。
三
年
、
四
年
の
学
生
の

ほ
か
、
あ
と
は
大
学
院
生
で
す
。
版
画
の
性
格
を
反
映
し
て
、

留
学
生
の
研
究
生
の
方
も
多
い
で
す
。

私
自
身
は
、
大
学
院
は
芸
大
で
専
門
的
に
版
画
を
勉
強
し
ま

し
た
。
そ
れ
か
ら
一
度
学
校
を
出
ま
し
て
、
そ
の
後
助
手
を
四

年
務
め
て
現
在
に
至
り
ま
す
。

毛
利

私
の
い
る
音
楽
環
境
創
造
科
は
今
ス
タ
ッ
フ
が
五
人
い

ま
す
。
音
楽
と
い
う
も
の
を
意
識
し
な
が
ら
も
、
音
楽
以
外
の

い
ろ
い
ろ
な
隣
接
領
域
、
あ
る
い
は
音
楽
の
関
係
し
て
い
る
環

境
を
見
て
い
ま
す
。
作
曲
の
先
生
、
録
音
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
先
生
、

企
業
メ
セ
ナ
の
先
生
、
そ
し
て
演
劇
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
教
え

て
い
る
先
生
と
い
う
の
が
、
私
以
外
の
四
人
の
ス
タ
ッ
フ
で
す
。

で
す
か
ら
、
何
か
ひ
と
つ
の
こ
と
を
教
え
て
い
る
と
い
う
よ
り

は
、
音
楽
と
い
う
領
域
を
、
か
な
り
広
く
捉
え
て
い
る
学
科
で

す
。私

自
身
の
専
門
は
社
会
学
で
す
が
、
そ
の
な
か
で
も
最
近
は

カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
と
い
う
言
い
方
を
す
る
文
化

研
究
を
専
門
領
域
と
し
て
い
ま
す
。
芸
大
の
音
楽
学
部
に
所
属

し
て
い
る
と
言
う
と
、
伝
統
的
な
音
楽
を
想
像
し
が
ち
で
す
け

れ
ど
も
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
文
化
を
扱
っ
て
と
い
う
点
で
変
わ
り
種

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
自
身
は
学
生
た
ち
に
、
音
楽
だ
け
で
な

く
社
会
と
芸
術
の
か
か
わ
り
で
す
と
か
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た

文
化
的
な
も
の
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
理
論
化
さ
れ
て
、
語
ら
れ

て
き
た
か
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
い
ま
す
。
学
生
に
期
待
し
て

い
る
の
は
、
論
理
的
な
思
考
を
身
に
つ
け
て
、
文
章
を
書
い
た

り
、
編
集
を
し
た
り
、
幅
広
い
領
域
で
活
躍
で
き
る
よ
う
な
人

が
育
っ
て
く
れ
れ
ば
と
い
う
こ
と
で
す
。

私
は
三
十
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
辞
め
て
、
イ

ギ
リ
ス
で
大
学
院
に
入
り
直
し
ま
し
た
。
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
・

カ
レ
ッ
ジ
と
い
う
ロ
ン
ド
ン
大
学
の
ア
ー
ト
ス
ク
ー
ル
で
、
四

年
ほ
ど
社
会
学
を
勉
強
し
ま
し
た
。
最
初
に
興
味
が
あ
っ
た
こ

と
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
移
民
文
化
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
に
は

ジ
ャ
マ
イ
カ
か
ら
き
た
人
が
多
い
の
で
す
が
、
彼
ら
が
ど
う
い

う
文
化
を
つ
く
っ
た
か
を
、
音
楽
を
軸
と
し
て
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ

ー
ク
し
て
い
ま
し
た
。

芸
大
の
な
か
で
は
、
民
族
音
楽
や
文
化
人
類
学
的
な
調
査
を

や
っ
て
い
る
先
生
に
は
近
い
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、

い
わ
ゆ
る
民
族
音
楽
で
も
な
く
て
、
む
し
ろ
現
在
の
都
市
の
若

者
の
音
楽
に
関
心
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
も
研
究
の
特
徴
か

も
し
れ
せ
ん
。

東
谷

日
本
の
な
か
で
版
画
と
い
う
と
、
だ
い
た
い
浮
世
絵
か

ら
連
想
す
る
木
版
画
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
ん
で
す
が
、
私

は
石
版
画
、
リ
ト
グ
ラ
フ
と
い
う
方
法
で
教
え
て
い
る
ん
で
す
。

自
分
自
身
の
作
品
も
そ
う
い
う
も
の
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

ほ
と
ん
ど
の
学
生
が
油
絵
を
描
い
た
り
、
デ
ッ
サ
ン
を
や
っ

た
り
と
い
う
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
美
術
の
形
態
の
時
代
に
、
私

は
版
画
と
い
う
表
現
に
出
会
い
ま
し
た
。
ポ
ッ
プ
ア
ー
ト
が
イ

ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
で
版
画
と
絡
み
な
が
ら
発
展
し
て
い
っ
た

時
期
に
ち
ょ
う
ど
学
生
だ
っ
た
ん
で
す
。
日
本
で
も
そ
う
い
う

流
れ
が
あ
っ
て
、
池い

け

田だ

満ま

寿す

夫お

さ
ん
を
は
じ
め
「
現
代
版
画
」

が
出
始
め
た
こ
ろ
に
あ
た
り
ま
す
。

日
本
に
は
版
画
と
い
う
伝
統
の
基
盤
が
あ
る
の
で
、
そ
の
流

東
谷
武
美

助
教
授
―
美
術
学
部
絵
画
科
（
版
画
専
攻
）×

毛
利
嘉
孝

助
教
授
―
音
楽
学
部
音
楽
環
境
創
造
科
（
社
会
学
・
文
化
研
究
専
攻
）

教
員
は

語
る

│
芸
大
へ
の
期
待
・
抱
負
・
提
言
│

第
四
回
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ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
が
た
く
さ
ん
出
て
い
て
、
ブ
ラ
ー
を
は
じ
め

イ
ギ
リ
ス
の
ポ
ッ
プ
な
人
た
ち
を
た
く
さ
ん
生
み
出
し
て
い
ま

し
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
系
譜
に
は
、
美
術
学

校
を
出
た
人
が
と
て
も
多
い
。
ビ
ー
ト
ル
ズ
や
ロ
キ
シ
ー
・
ミ

ュ
ー
ジ
ッ
ク
な
ん
か
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
ア
ー
ト
カ
レ
ッ

ジ
を
出
て
バ
ン
ド
を
や
る
と
い
う
ケ
ー
ス
が
珍
し
く
あ
り
ま
せ

ん
。私

は
あ
る
ジ
ャ
ン
ル
に
い
た
人
が
、
ま
た
別
の
ジ
ャ
ン
ル
の

こ
と
を
始
め
た
り
す
る
と
い
う
の
に
と
て
も
関
心
が
あ
り
ま
す
。

音
楽
環
境
創
造
科
の
学
生
に
は
、
実
際
に
音
楽
や
バ
ン
ド
を
や

っ
て
い
る
人
も
多
い
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う
人
が
少
し
文
章
を

書
い
た
り
、
あ
る
い
は
逆
に
音
楽
を
や
っ
た
こ
と
の
な
い
人
が
、

周
り
に
触
発
さ
れ
て
楽
器
を
触
っ
て
み
た
く
な
っ
た
り
と
い
う

こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
専
門
教
育
と
い
う
意
味
で
い
う
と
、
子
供
の
と
き

か
ら
一
貫
し
て
教
育
し
て
い
く
と
必
要
性
も
あ
る
と
は
思
う
の

で
す
け
れ
ど
も
、
う
ま
く
学
び
つ
つ
、「
逸そ

れ
て
い
く
」
よ
う
な

仕
組
み
が
音
楽
環
境
創
造
科
で
は
で
き
そ
う
な
感
じ
も
あ
り
ま

す
。専

門
を
超
え
た
取
り
組
み

東
谷

先
端
芸
術
表
現
科
や
音
楽
環
境
創
造
科
の
活
動
に
つ
い

て
は
、「
い
ろ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
ん
だ
な
」
と
い
う
感
じ

で
は
見
て
い
ま
す
。
絵
画
科
の
な
か
で
も
と
て
も
幅
が
広
く
て
、

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
や
り
始
め
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
お
さ

ま
り
切
れ
な
く
て
ま
た
「
先
端
」
が
で
き
た
の
か
と
見
て
い
る

の
で
す
が
、
全
く
新
し
い
何
か
を
手
探
り
で
見
つ
け
て
い
く
と

い
う
よ
う
な
方
法
論
な
の
で
し
ょ
う
か
。
芸
大
の
な
か
で
も
、

脈
々
と
し
た
伝
統
の
あ
る
美
術
学
部
と
音
楽
学
部
が
あ
っ
て
、

「
先
端
」
は
ひ
と
つ
の
新
し
い
方
向
性
を
探
っ
て
つ
く
っ
て
い
る

の
か
な
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。

毛
利

音
楽
学
部
に
関
し
て
言
え
ば
、「
音
環
」
で
も
楽
譜
を
読

め
て
、
楽
器
も
弾
け
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う
感
じ
の
人
が
、
副

科
と
い
う
形
で
演
奏
実
技
の
授
業
を
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

私
は
一
般
の
総
合
大
学
に
い
た
の
で
副
科
と
い
う
の
は
す
ご
く

お
も
し
ろ
い
制
度
だ
と
思
い
ま
す
。
楽
器
が
少
し
で
も
弾
け
る

か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
文
章
を
書
い
た
り
企
画
を
し
て
い

く
う
え
に
お
い
て
す
ご
く
大
切
な
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。
自

分
の
能
力
を
含
め
て
把
握
し
て
い
く
こ
と
は
す
ご
く
大
事
な
作

業
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
上
野
と
取
手
で
お
も
し
ろ
い

連
関
が
で
き
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

今
現
代
美
術
で
は
ど
ん
ど
ん
領
域
が
錯
綜
し
て
き
て
、
視
覚

美
術
と
聴
覚
美
術
の
境
界
が
ど
ん
ど
ん
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
い

る
し
、
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
と
批
評
家
、
作
家
の
境
界
さ
え
も
あ
い

ま
い
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
取
手
の
学
生
に
聞
い
て
み
る
と
、

教
員
以
上
に
「
先
端
」
と
「
音
環
」
の
学
生
の
間
に
そ
れ
な
り

に
交
流
が
あ
る
よ
う
で
す
。
学
生
は
そ
れ
に
か
な
り
刺
激
を
受

け
て
い
て
、
し
か
も
そ
の
な
か
で
自
分
た
ち
の
場
所
を
つ
く
っ

て
い
く
環
境
だ
っ
た
の
で
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
非

常
に
お
も
し
ろ
い
こ
と
で
す
。

東
谷

ひ
と
つ
の
も
の
を
つ
く
り
続
け
て
深
め
て
い
く
と
い
う

こ
と
は
一
年
次
、
二
年
次
に
は
あ
ま
り
や
っ
て
い
な
い
ん
で
す
。

私
は
版
画
で
手
仕
事
を
教
え
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
で
ま

た
手
仕
事
を
通
し
て
自
分
が
感
じ
た
何
か
を
表
現
す
る
と
い
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
や
は
り
、
本
質
的
に
も
の
を
自
分
の
手
で

東
谷
武
美
（
あ
ず
ま
や
・
た
け
み
）

一
九
四
八
年
北
海
道
生
ま
れ
。
一
九
七
一
年
東
京
造
形
大
学
絵
画
科
卒
業
。
一
九
七
三
年
東
京
芸
術
大
学
大
学
院

版
画
専
攻
修
了
。
駒
井
哲
郎
、
中
林
忠
良
に
師
事
。
一
九
七
五
年
、
第
六
回
版
画
グ
ラ
ン
プ
リ
賞
で
グ
ラ
ン
プ
リ

を
受
賞
。
以
後
も
各
地
の
版
画
展
に
出
品
し
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
。

東
京
芸
術
大
学
美
術
学
部
非
常
勤
講
師
を
経
て
、
二
〇
〇
五
年
よ
り
同
助
教
授
。

れ
に
沿
っ
て
私
も
版
画
を
や
っ
て
き
ま
し
た
。
今
、
世
界
的
に

見
て
日
本
人
の
版
画
の
作
家
は
、
海
外
の
コ
ン
ク
ー
ル
で
活
躍

し
て
い
ま
す
が
、
日
本
人
の
方
法
論
に
と
て
も
合
っ
て
い
る
感

じ
が
あ
り
ま
す
。

教
え
る
立
場
と
し
て
は
、
技
術
的
に
大
変
細
か
い
こ
と
が
あ

り
ま
し
て
、
そ
れ
を
伝
承
し
な
が
ら
教
え
て
い
く
と
い
う
の
が

芸
大
の
版
画
教
育
の
形
な
ん
で
す
。
表
現
に
つ
い
て
は
手
探
り

で
教
え
る
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
、
技
術
的
な
こ
と
で
言
え
ば
、

こ
の
時
点
の
学
生
に
は
こ
の
技
術
を
と
に
か
く
教
え
込
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
教
育
方
法
な
の
で
す
。

毛
利

私
が
通
っ
た
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
・
カ
レ
ッ
ジ
は
、
九
〇

年
代
は
イ
ギ
リ
ス
現
代
美
術
の
中
心
で
、
た
と
え
ば
ダ
ミ
ア

ン
・
ハ
ー
ス
ト
だ
と
か
、
そ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
若
手
の
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
を
輩
出
す
る
大
学
で
し
た
。
で
も
、
同
時
に
そ
こ
は

東谷武美「日　―散光」リトグラフ90㎝×70㎝
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つ
く
る
と
い
う
の
が
好
き
な
と
こ
ろ
は
あ
る
ん
で
す
。

毛
利
「
音
環
」
を
選
ぶ
学
生
は
、
入
る
と
き
に
そ
れ
な
り
に
冒

険
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
競
争
率
も
決
し
て
低
く
な

い
学
科
で
す
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
予
備
校
に
通
っ
て

準
備
を
す
れ
ば
す
む
よ
う
な
世
界
で
は
な
い
。
何
が
で
き
る
か

も
わ
か
ら
ず
に
入
っ
て
き
て
い
る
人
も
多
い
わ
け
で
す
。
も
ち

ろ
ん
そ
れ
を
成
熟
し
て
い
な
い
と
い
う
捉
え
方
も
で
き
ま
す
け

れ
ど
も
、
そ
れ
な
り
に
あ
る
種
の
冒
険
を
し
よ
う
と
思
っ
て
い

る
の
は
事
実
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
す
ご
く
ど
ん
欲
で
、
ア

グ
レ
ッ
シ
ブ
な
学
生
が
多
い
。

音
楽
は
、
早
期
教
育
を
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
み
た
い
な

側
面
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
最
近
で
は
そ
れ
な

り
に
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
発
達
し
て
い
て
、
む
し
ろ
大
学
の
一
、

二
年
生
の
と
き
は
、
本
を
読
ん
で
い
た
り
と
か
、
映
画
ば
か
り

見
て
い
た
り
と
か
、
実
際
に
も
の
を
つ
く
ら
な
い
学
生
生
活
を

送
っ
て
い
た
人
が
あ
る
日
突
然
音
楽
を
作
り
始
め
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
Ｄ
Ｊ
文
化
や
テ
ク
ノ
は
こ
う
し
た
文
化
か
ら
生
ま
れ

た
最
大
の
成
果
だ
と
思
い
ま
す
。

音
環
の
学
生
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
作
品
を
つ
く
っ
て
い
る

人
、
そ
う
で
な
い
人
も
、
マ
ル
チ
な
形
で
自
分
の
思
考
や
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
つ
く
っ
て
い
て
、
少
な
く
と
も
い
ま
ま
で
に

は
な
か
っ
た
学
生
の
タ
イ
プ
だ
と
思
い
ま
す
。
昔
で
す
と
、
大

学
に
行
く
と
い
う
こ
と
も
、
大
学
を
卒
業
し
て
就
職
す
る
と
い

う
こ
と
も
、
ひ
と
つ
の
生
き
方
を
選
択
す
る
こ
と
だ
っ
た
と
思

う
ん
で
す
。
今
の
学
生
は
ひ
と
つ
の
生
き
方
を
選
択
せ
ず
に
、

依
然
と
し
て
複
数
の
生
き
方
を
選
択
し
て
い
る
み
た
い
な
感
じ

が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
す
ご
く
特
徴
的
だ
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

東
谷

私
た
ち
の
こ
ろ
は
、
あ
ま
り
生
活
と
か
を
考
え
ず
に
無

防
備
に
生
き
て
い
た
と
こ
ろ
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
今
の
学
生
は

と
て
も
先
を
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
感
じ
ま
す
。

教
育
実
習
を
受
け
る
な
ど
、
資
格
を
と
り
た
い
と
い
う
人
は

少
な
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
実
際
は
、
昔
と
比
べ
て
先
生
に
な

る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
ん
で
す
が
。
た
だ
、
そ
う
い
う
選
択

肢
を
確
実
に
持
っ
て
お
き
た
い
と
い
う
感
じ
は
ど
う
も
あ
る
み

た
い
で
す
。
私
の
経
験
と
し
て
は
そ
う
い
う
こ
と
も
い
い
と
思

う
ん
で
す
が
、
す
ご
く
慎
重
に
生
き
て
い
る
な
と
い
う
感
じ
も

し
ま
す
。

だ
か
ら
、
私
た
ち
の
学
生
時
代
と
は
違
う
と
こ
ろ
は
あ
り
ま

す
が
、
本
質
的
に
も
の
を
つ
く
っ
た
り
、
自
分
で
い
ろ
い
ろ
な

も
の
に
感
動
し
た
り
、
そ
こ
は
変
わ
ら
な
い
と
は
思
う
ん
で
す
。

た
だ
、
生
き
方
の
ス
タ
ン
ス
は
少
し
違
う
か
な
と
思
い
ま
す
。

時
代
の
な
か
の
芸
術

毛
利

私
自
身
が
今
い
ち
ば
ん
興
味
が
あ
る
の
は
、
文
化
産
業

な
ど
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
成
立
し
て
い
る
か
、
特
に
具
体
的
に

言
う
と
音
楽
産
業
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

産
業
と
言
う
と
き
に
も
い
ろ
い
ろ
な
観
点
が
あ
る
と
思
い
ま

す
が
、
生
産
の
現
場
と
か
、
消
費
の
現
場
と
か
、
流
通
は
ど
う

な
っ
て
い
る
か
と
い
う
そ
の
関
連
性
に
興
味
が
あ
る
。
そ
れ
と

い
わ
ゆ
る
若
者
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
関
係
が
ど
う
変
化
し
て

い
る
か
と
い
う
の
が
私
の
テ
ー
マ
で
、
芸
大
と
い
う
の
は
サ
ン

プ
ル
が
多
く
て
、
ほ
と
ん
ど
私
の
学
生
は
全
部
研
究
対
象
み
た

い
な
も
の
な
ん
で
す
。

ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
と
い
う
職
種
ひ
と
つ
と
っ
て
も
、
昔
と
は

ず
い
ぶ
ん
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
自
分

が
つ
く
っ
た
作
品
を
ど
う
出
す
か
、
レ
コ
ー
ド
会
社
と
ど
う
関

係
を
す
る
か
、
コ
ン
サ
ー
ト
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
の
に
は
、

そ
れ
な
り
に
あ
る
種
の
技
術
が
あ
り
ま
す
。
し
か
も
そ
れ
が
、

特
に
若
い
人
な
ど
は
、
自
分
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
生
き
て
い
く

か
と
い
う
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
そ
の
も
の
と
強
く
結
び
つ
い
て
い

て
、
こ
の
関
係
が
い
ち
ば
ん
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。

東
谷

私
の
教
わ
っ
た
先
生
は
駒
井
哲
郎
さ
ん
で
す
が
、
駒
井

さ
ん
の
時
代
は
、
埴
谷
雄
高
さ
ん
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
小
説
家

や
音
楽
家
、
あ
と
舞
台
の
人
な
ど
と
の
交
流
が
盛
ん
だ
っ
た
ん

で
す
。
そ
れ
か
ら
何
十
年
か
経
っ
て
、
今
は
だ
ん
だ
ん
専
門
分

野
の
枝
分
か
れ
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
て
、
今
ア
ー
ト
の
横
の
つ

な
が
り
、
た
と
え
ば
演
劇
と
文
学
と
絵
画
が
結
び
つ
く
と
い
う

こ
と
は
と
て
も
少
な
い
で
す
。

だ
か
ら
芸
大
で
も
そ
う
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
横
の
交
流
が

な
い
の
で
自
分
の
専
門
以
外
の
先
生
方
は
意
外
と
知
ら
な
い
と

思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
と
き
に
毛
利
先
生
に
お
会
い

で
き
た
り
、
そ
う
い
う
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
と
ち
ょ
っ
と
幅
が
広

が
る
。
あ
と
は
、
い
ろ
ん
な
担
当
の
会
議
で
各
分
野
の
先
生
に

何
度
も
お
会
い
す
る
と
多
少
の
交
流
は
出
て
く
る
ん
で
す
が
、

そ
こ
で
一
緒
に
何
か
お
互
い
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で
仕
事
を
共

同
で
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
の
と
こ
ろ
は
な
か
な
か
難
し
い

で
す
。
本
当
は
そ
の
ほ
う
が
楽
し
い
で
し
ょ
う
ね
。

私
が
若
い
こ
ろ
は
、
ち
ょ
う
ど
寺て

ら

山や
ま

修
し
ゅ
う

司じ

さ
ん
や
唐か

ら

十
じ
ゅ
う

郎ろ
う

さ
ん
が
演
劇
を
や
っ
て
い
て
、
土ひ

じ

方か
た

巽た
つ
み

さ
ん
が
前
衛
舞
踏
を
や

っ
て
い
る
と
、
ワ
ッ
と
そ
っ
ち
に
流
れ
て
い
く
と
い
う
時
代
だ

っ
た
ん
で
す
。
で
も
、
今
は
あ
の
当
時
ほ
ど
そ
ん
な
に
ワ
ク
ワ

ク
す
る
感
じ
は
な
い
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
み
ん
な

そ
う
い
う
も
の
を
ち
ょ
っ
と
聞
き
つ
け
て
、
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ

に
行
っ
て
は
い
る
み
た
い
で
す
。

毛
利

や
っ
ぱ
り
寺
山
修
司
と
か
、
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
な

も
の
が
持
っ
て
い
た
あ
る
時
代
の
熱
と
い
う
こ
と
で
い
う
と
、

ノッティングヒルカーニバルにおけるフィールドワーク。
先頭の赤い「カツラ」をかぶっているのが毛利教員。
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が
わ
か
る
人
に
対
し
て
自
分
た
ち
の
言
葉
で
書
く
と
い
う
行
為

を
繰
り
返
し
て
い
て
、
そ
れ
は
大
学
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
や
研
究

者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
は
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
と

く
に
学
部
学
生
で
い
う
と
、
そ
う
い
う
人
材
を
必
ず
し
も
つ
く

る
必
要
は
な
い
で
し
ょ
う
。
む
し
ろ
自
分
が
言
語
を
共
有
し
て

い
な
い
相
手
に
対
し
て
何
か
を
語
る
、
語
り
口
を
つ
く
っ
て
い

く
と
い
う
こ
と
の
ほ
う
が
大
事
で
、
そ
の
と
き
に
ほ
か
の
表
現

を
多
少
扱
っ
た
人
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
能
力
を
す
で
に
持

っ
て
い
る
し
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
文
章
と
か
、
ほ
か
の
表

現
が
で
き
る
と
い
う
の
は
す
ご
く
重
要
な
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
だ
と

思
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
演
奏
家
や
美
術
作
家
で
も
、
一
流
の

人
と
い
う
の
は
み
ん
な
文
章
が
う
ま
い
で
す
よ
ね
。

東
谷

大
学
の
法
人
化
に
と
も
な
っ
て
疑
問
に
思
っ
て
い
る
こ

と
は
、
学
校
に
い
る
間
は
結
果
が
出
る
も
の
じ
ゃ
な
い
と
思
う

ん
で
す
。
私
た
ち
が
学
生
に
栄
養
を
与
え
て
、
別
に
完
成
し
た

も
の
で
は
な
く
て
、
大
学
を
出
て
か
ら
力
を
出
せ
る
よ
う
な
形

で
も
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
今
、
目
に
見
え
る
結
果

を
す
ぐ
に
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

私
は
、
芸
術
大
学
に
対
し
て
は
、
書
類
で
見
せ
る
結
果
と
い

う
の
は
、
す
ご
く
無
駄
な
感
じ
が
し
ま
す
。
と
に
か
く
書
類
書

き
が
多
い
で
す
か
ら
そ
こ
に
時
間
を
と
ら
れ
て
、
学
生
と
接
す

る
機
会
が
な
く
な
っ
た
り
す
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
学
校
を
出
た

か
ら
と
い
っ
て
、
す
ぐ
に
作
家
に
な
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
で
す
か

ら
。
た
と
え
ば
、
四
年
間
学
校
に
通
え
ば
、
そ
こ
で
は
っ
き
り

と
し
た
何
か
を
得
る
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
も
の
で
は
な
い
と

私
は
思
い
ま
す
。
立
ち
止
ま
っ
て
自
分
を
見
つ
め
て
み
た
り
と

い
っ
た
余
裕
が
な
い
と
、
新
し
い
も
の
も
生
ま
れ
な
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
技
術
的
な
こ
と
は
教
え
ら
れ
ま
す
が
、
メ

ン
タ
ル
な
部
分
は
長
い
時
間
が
か
か
っ
て
、
本
人
が
つ
く
り
上

げ
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

芸
大
に
は
数
値
化
で
き
な
い
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
か
ら
、

国
が
求
め
る
も
の
と
そ
ぐ
わ
な
い
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
。

毛
利

芸
大
に
は
外
か
ら
見
る
と
や
は
り
名
門
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
あ
っ
て
、
社
会
的
な
期
待
が
高
い
で
す
よ
ね
。
一
方
で
、

私
の
よ
う
な
全
く
別
の
領
域
で
研
究
し
て
い
る
人
間
か
ら
す
る

と
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
こ
と
に
も
取
り
組
ん
で
い
る
と
い
う
印
象

が
、
入
る
前
に
は
あ
り
ま
し
た
。
先
端
芸
術
表
現
科
が
あ
っ
た

り
と
か
、
私
が
い
る
音
楽
環
境
創
造
科
が
あ
っ
た
り
と
い
う
の

は
典
型
的
な
例
で
す
し
、
こ
の
た
び
映
画
専
攻
を
つ
く
り
ま
し

た
よ
ね
。

こ
の
よ
う
に
外
か
ら
見
れ
ば
、
芸
大
と
い
う
の
も
す
ご
く
伝

統
的
な
こ
と
を
守
り
つ
つ
、
新
し
い
分
野
を
切
り
開
い
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
の
で
す
が
、
い
ざ
芸
大
に
来
て
み
る
と
、
そ
の

二
つ
は
残
念
な
こ
と
に
ま
だ
別
々
の
路
線
な
ん
で
す
ね
。
過
渡

期
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

ま
だ
ギ
ク
シ
ャ
ク
し
て
い
る
感
じ
は
あ
り
ま
す
。

音
楽
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
は
す
べ
て
の
い
ろ
い
ろ
な
ジ

ャ
ン
ル
に
関
係
が
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。
文
学
に
も
、
絵
画

に
も
、
彫
刻
に
も
、
演
劇
に
も
、
映
画
に
も
関
係
が
あ
っ
た
。

け
れ
ど
も
、
音
楽
学
部
は
音
楽
だ
け
や
っ
て
い
る
と
い
う
構
造

に
残
念
な
が
ら
ち
ょ
っ
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま

す
。
今
度
「
音
環
」
は
北
千
住
に
移
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
き
っ

か
け
に
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
う
ん
で

す
。
音
楽
の
側
か
ら
考
え
る
と
き
に
、
他
領
域
の
芸
術
を
ど
の

よ
う
に
扱
え
る
の
か
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
こ
れ
か
ら
す
ご
く

お
も
し
ろ
い
領
域
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

毛
利
嘉
孝
（
も
う
り
・
よ
し
た
か
）

一
九
六
三
年
長
崎
生
ま
れ
。
一
九
九
四
年
ロ
ン
ド
ン
大
学
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
・
カ
レ
ッ
ジ
へ
留
学
。
ポ
ー
ル
・
ギ
ル
ロ
イ
の
指
導
を
受
け
る
。

専
門
は
社
会
学
・
文
化
研
究
。
著
書
に
『
文
化
＝
政
治
』、
共
編
著
に
『
テ
レ
ビ
は
ど
う
見
ら
れ
て
き
た
の
か
』
ほ
か
。

一
九
九
九
年
九
州
大
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
研
究
院
助
教
授
。
二
〇
〇
五
年
よ
り
東
京
芸
術
大
学
音
楽
学
部
助
教
授
。

今
の
特
徴
は
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
か
メ
ジ
ャ
ー
と
か
の
差

が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

私
た
ち
の
世
代
で
は
、
音
楽
で
も
こ
れ
が
好
き
だ
っ
た
ら
こ
れ

は
嫌
い
だ
と
割
と
は
っ
き
り
し
て
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
フ
リ

ー
ジ
ャ
ズ
が
好
き
だ
っ
た
ら
、
歌
謡
曲
が
嫌
い
だ
と
か
。

あ
る
種
の
趣
味
と
か
、
テ
イ
ス
ト
と
い
う
の
は
明
ら
か
に
あ

っ
た
と
思
う
ん
で
す
が
、
今
の
若
い
人
た
ち
に
聞
い
て
み
る
と
、

「
音
環
」
の
学
生
で
も
結
構
何
で
も
吸
収
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
趣
味

が
全
部
並
列
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
Ｊ
ポ
ッ
プ
も
好
き
だ

し
、
す
ご
く
抽
象
的
な
現
代
音
楽
も
好
き
。
そ
う
か
と
い
え
ば
、

ジ
ャ
ズ
も
聞
い
て
い
る
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、「
そ
れ
は
矛
盾
し

な
い
の
か
」
と
聞
く
と
「
い
や
、
ま
あ
別
に
」
と
答
え
る
。

昔
だ
と
前
衛
音
楽
を
聴
く
と
か
、
あ
る
い
は
現
代
美
術
を
見

る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
そ
れ
は
格
好
い
い
と
思
う
の
と
同

時
に
、
な
に
か
ジ
ャ
ン
プ
す
る
と
い
う
か
、
越
え
て
は
い
け
な

い
世
界
に
入
っ
て
い
く
と
い
う
感
覚
が
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。

そ
の
リ
ス
ク
を
越
え
る
こ
と
で
、
あ
る
種
の
特
権
的
な
と
こ
ろ

に
行
っ
て
い
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
今
で
は
そ
の
リ

ス
ク
は
あ
ら
か
じ
め
最
初
に
越
え
て
し
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

そ
れ
で
、
だ
か
ら
結
構
み
ん
な
前
衛
や
現
代
音
楽
に
も
詳
し
い

し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
が
か
つ
て
思
わ
れ
て
い
た
よ
う
な

異
質
な
も
の
と
し
て
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
現
状

だ
と
思
い
ま
す
。

芸
大
に
対
す
る
外
部
評
価

毛
利

大
学
の
言
葉
は
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
言
語
で
す
べ
て
が

書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
大
学
人
は
自
分
た
ち
の
言
葉



コ
ン
テ
ン
ツ
産
業
研
究
分
野
（
コ
ン
テ

ン
ツ
産
業
領
域
）

キ
ャ
ン
パ
ス
　
横
浜
市
中
区
本
町
四
―

四
十
四
（
旧
富
士
銀
建
物
）、
横
浜
市
中

区
新
港
二
―
五
（
旧
新
港
客
船
タ
ー
ミ

ナ
ル
）

◆
森
　
外
訳
オ
ペ
ラ
、

本
邦
初
の
本
格
的
上
演

森
　
外
が
翻
訳
し
た
、
グ
ル
ッ
ク
作

曲
の
オ
ペ
ラ
〈
オ
ル
フ
ェ
オ
と
エ
ウ
リ

デ
ィ
ー
チ
ェ
〉
全
三
幕
「
オ
ル
フ
ェ
ウ

ス
」
は
、
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
に

グ
ル
ッ
ク
（
一
七
一
四
〜
一
七
八
七
）

の
生
誕
二
百
年
を
祝
っ
て
、
そ
の
誕
生

日
で
あ
る
七
月
二
十
一
日
に
上
演
し
よ

う
と
し
た
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃

発
す
る
な
ど
不
幸
な
事
情
が
重
な
っ
て
、

森
　
外
の
訳
詞
は
舞
台
に
か
け
ら
れ
る

こ
と
な
く
、
活
字
と
し
て
の
み
今
日
に

伝
え
ら
れ
た
。

九
月
十
八
日
、
十
九
日
、
九
十
年
あ

ま
り
の
時
を
経
て
、
そ
れ
が
初
め
て
奏

楽
堂
に
お
い
て
本
格
的
に
上
演
さ
れ
、

両
日
と
も
立
ち
見
が
で
る
ほ
ど
盛
況
で
、

好
評
を
博
し
た
。
上
演
後
は
、
関
係
各

方
面
か
ら
も
賞
賛
の
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。

◆
藝
大
フ
レ
ン
ズ
　
ゲ
ネ
プ
ロ

見
学
会
、特
別
鑑
賞
会
を
開
催

十
月
八
日
、
平
成
十
七
年
四
月
か
ら

創
設
さ
れ
た
大
学
サ
ポ
ー
ト
制
度
で
あ

る
藝
大
フ
レ
ン
ズ
の
加
入
者
を
対
象
に

奏
楽
堂
で
の
オ
ペ
ラ
・
ゲ
ネ
プ
ロ
見
学

会
お
よ
び
大
学
美
術
館
で
の
特
別
鑑
賞

会
（
ア
ー
ト
・
バ
イ
・
ナ
イ
ト
）
が
行

わ
れ
た
。
ま
た
、
特
別
鑑
賞
会
は
、
吉

村
順
三
建
築
展
の
会
期
中
も
二
回
開
催

さ
れ
た
。

活
上
の
問
題
に
関
す
る
意
見
交
換
な
ど

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
相
互
の
理
解
を

深
め
、
国
際
交
流
の
推
進
に
資
す
る
た

め
の
交
流
会
が
行
わ
れ
た
。

◆
山
本
正
道
教
授
が

紫
綬
褒
章
を
受
章

平
成
十
七
年
秋
の
褒
章
に
お
い
て
、

本
学
美
術
学
部
彫
刻
科
の
山
本
正
道
教

授
は
、
紫
綬
褒
章
を
受
章
し
た
。

◆
嶺
貞
子
名
誉
教
授
が

イ
タ
リ
ア
の
連
帯
の

星
勲
章
を
受
章

十
月
十
二
日
、
本
学
の
嶺
（
峰
村
）

貞
子
名
誉
教
授
は
、
イ
タ
リ
ア
大
統
領

か
ら
日
本
に
於
け
る
長
年
の
イ
タ
リ
ア

文
化
の
振
興
に
貢
献
し
た
と
し
て
、
イ

タ
リ
ア
の
連
帯
の
星
勲
章
（
コ
メ
ン
ダ

ト
ー
レ
）
を
受
章
し
た
。

◆
宮
田
学
長
が
瀬
戸
山
賞
を
受
賞

十
月
三
十
一
日
、
宮
田
亮
平
理
事
・

副
学
長
・
教
授
（
現
学
長
）
が
、
法
務

省
主
唱
「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」

や
更
生
保
護
に
対
す
る
深
い
理
解
を
示

し
そ
の
普
及
・
啓
発
に
尽
力
し
た
と
し

て
第
七
回
瀬
戸
山
賞
を
受
賞
し
た
。

◆
大
学
院
音
楽
研
究
科
に

音
楽
文
化
学
専
攻
、

大
学
院
映
像
研
究
科
に
は

メ
デ
ィ
ア
映
像
専
攻
を
設
置

東
京
芸
術
大
学
で
は
、
平
成
十
八
年

四
月
か
ら
大
学
院
音
楽
研
究
科
音
楽
学

運
　
営

受
章
・
受
賞

◆
韓
国
芸
術
綜
合
学
校
と
の
交
流

日
韓
友
情
年
の
二
〇
〇
五
年
、
美
術

学
部
と
音
楽
学
部
は
そ
れ
ぞ
れ
、
韓
国

芸
術
綜
合
学
校
と
日
韓
の
友
好
交
流
を

さ
ら
に
促
進
す
る
催
し
を
行
っ
た
。

韓
国
芸
術
綜
合
学
校
は
一
九
九
三
年

に
創
設
さ
れ
、
音
楽
院
、
演
劇
院
、
映

像
院
、
舞
踊
院
、
美
術
院
、
伝
統
芸
術

院
を
設
け
て
い
る
。

十
月
二
十
八
日
、
音
楽
学
部
は
、
同

学
校
音
楽
院
か
ら
指
揮
者
と
ソ
リ
ス
ト

を
迎
え
て
「
友
好
交
流
学
生
オ
ー
ケ
ス

ト
ラ
演
奏
会
」
を
開
催
し
、
美
術
学
部

で
は
、
十
一
月
二
十
九
日
〜
十
二
月
十

一
日
ま
で
、
同
学
校
と
の
交
流
展
を
大

学
美
術
館
に
お
い
て
開
催
し
た
。

平
成
十
三
年
に
同
学
校
音
楽
院
と
国

際
交
流
協
定
を
結
ん
で
い
た
が
、
十
二

月
六
日
、
さ
ら
に
交
流
を
深
め
る
た
め
、

韓
国
芸
術
綜
合
学
校
と
全
学
的
な
協
定

を
締
結
し
た
。

◆
大
学
間
国
際
交
流
協
定
締
結

十
月
十
日
に
ミ
マ
ー
ル
・
シ
ナ
ン
美

術
大
学
（
ト
ル
コ
）
と
、
十
一
月
二
十

四
日
に
は
新
疆
芸
術
学
院
（
中
国
）
と

本
学
が
芸
術
国
際
交
流
協
定
を
締
結
し

た
。
今
回
の
調
印
に
よ
り
本
学
に
お
け

る
交
流
協
定
締
結
校
は
十
三
カ
国
（
地

域
）
二
十
九
大
学
等
と
な
っ
た
。

◆
国
際
交
流
会
館
で

地
域
の
方
々
と
交
流
会
開
催

十
一
月
十
七
日
、
松
戸
市
に
あ
る
本

学
の
国
際
交
流
会
館
で
は
、
入
居
し
て

い
る
外
国
人
留
学
生
、
チ
ュ
ー
タ
ー
、

外
国
人
研
究
者
及
び
本
学
の
関
係
教
職

員
と
地
域
住
民
等
が
一
堂
に
会
し
、
生

交
　
流

専
攻
を
改
組
し
、
音
楽
学
、
音
楽
教
育
、

ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
、
応
用
音
楽
学
、
音

楽
文
芸
、
音
楽
音
響
創
造
、
芸
術
環
境

創
造
と
い
う
七
つ
の
研
究
分
野
か
ら
構

成
さ
れ
る
「
音
楽
文
化
学
専
攻
」
を
設

置
す
る
。

ま
た
、
平
成
十
七
年
四
月
に
開
設
し
、

前
号
で
特
集
し
た
大
学
院
映
像
研
究
科

に
二
つ
目
の
専
攻
と
し
て
、
平
成
十
八

年
四
月
か
ら
「
メ
デ
ィ
ア
映
像
専
攻
」

を
設
置
す
る
。

（
学
生
定
員
な
ど
）

大
学
院
音
楽
研
究
科
音
楽
文
化
学
専
攻

学
生
入
学
定
員
　
三
十
五
名

教
員
数
　
　
　
　
二
十
四
名

キ
ャ
ン
パ
ス
　
　
上
野
校
地
及
び

千
住
校
地

※
千
住
校
地
（
足
立
区
千
住
一
―
二
十

五
―
一
）
は
、
足
立
区
と
本
学
と
の
協

定
に
基
づ
き
、
録
音
ス
タ
ジ
オ
や
音
楽

療
法
室
な
ど
を
備
え
る
充
実
し
た
研
究

施
設
と
し
て
、
平
成
十
八
年
九
月
オ
ー

プ
ン
の
予
定
。

大
学
院
映
像
研
究
科
メ
デ
ィ
ア
映
像
専

攻学
生
入
学
定
員
　
十
六
名

研
究
分
野
と
専
任
教
員
の
氏
名
及
び
担

当
領
域

コ
ン
テ
ン
ツ
創
造
研
究
分
野

藤
幡
正
樹
教
授

（
メ
デ
ィ
ア
・
ア
ー
ト
領
域
）

佐
藤
雅
彦
教
授

（
メ
デ
ィ
ア
・
デ
ザ
イ
ン
領
域
）

コ
ン
テ
ン
ツ
科
学
研
究
分
野

桐
山
孝
司
助
教
授

（
コ
ン
テ
ン
ツ
ウ
ェ
ア
領
域
）

桂
英
史
助
教
授

（
メ
デ
ィ
ア
文
化
財
領
域
）

（
寄
附
講
座
）
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東
京
芸
術
大
学

第
九
代
学
長
に

宮
田
亮
平
理
事
が
就
任

十
二
月
二
十
一
日
、
任
期
満
了
と
な
っ
た

平
山
郁
夫
東
京
芸
術
大
学
前
学
長
の
後
を
受

け
、
宮
田
亮
平
理
事
（
教
育
担
当
）
・
副
学

長
・
教
授
が
第
九
代
学
長
に
就
任
し
た
。
宮

田
学
長
は
、
専
門
分
野
が
鍛
金
。
就
任
に
あ

た
り
、「
伝
統
は
改
革
に
よ
っ
て
成
り
立
つ

こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
現
場
の
声
を
よ
く

聴
き
、
く
み
取
る
こ
と
を
実
践
し
、
世
界
と

肩
を
並
べ
て
い
け
る
大
学
に
し
た
い
」
と
抱

負
を
語
っ
た
。
任
期
は
平
成
二
十
二
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
。



新
体
制
の
役
員
な
ど
は
次
の
と
お
り
。

役
員
（
十
二
月
二
十
一
日
発
令
）

学
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
田
　
亮
平

理
事
（
教
育
担
当
）
・
副
学
長
・
教
授
　
　
　
渡
邊
　
健
二

理
事
（
研
究
担
当
）
・
副
学
長
・
教
授
　
　
　
田
渕
　
俊
夫

理
事
（
総
務
担
当
）
・
副
学
長
・
事
務
局
長
　
太
田
和
良
幸

理
事
（
学
長
特
命
担
当
）

玉
井
　
賢
二

（
財
）
文
化
財
保
護
・
芸
術
研
究
助
成
財
団
専
務
理
事

経
営
協
議
会
（
十
二
月
二
十
一
日
発
令
）

理
事
（
総
務
担
当
）
・
副
学
長
・
事
務
局
長
　
太
田
和
良
幸

理
事
（
学
長
特
命
担
当
）

玉
井
　
賢
二

（
財
）
文
化
財
保
護
・
芸
術
研
究
助
成
財
団
専
務
理
事

外
部
委
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
村
　
胤
夫

（
株
）
三
越
　
代
表
取
締
役
会
長

教
育
研
究
評
議
会
（
十
二
月
二
十
一
日
発
令
）

理
事
（
教
育
担
当
）
・
副
学
長
・
教
授
　
　
　
渡
邊
　
健
二

理
事
（
研
究
担
当
）
・
副
学
長
・
教
授
　
　
　
田
渕
　
俊
夫

学
長
特
命
担
当
（
新
設
）（
十
二
月
二
十
一
日
発
令
）

美
術
学
部
教
授
（
教
育
研
究
評
議
会
評
議
員
）
池
田
　
政
治

音
楽
学
部
教
授
（
教
育
研
究
評
議
会
評
議
員
）
守
山
　
光
三

展覧会・演奏会の最新情報は、東京芸術大学公式ホー
ムページ（http://www.geidai.ac.jp）をご覧下さい。

展覧会についてのお問い合わせ
東京芸術大学大学美術館　Tel 050-5525-2200
NTTハローダイヤル　Tel 050-5725-2300

演奏会についてのお問い合わせ
東京芸術大学大学音楽学部演奏企画室　Tel 03-5685-
7700

演奏会チケットの取り扱い
チケットぴあ　Tel 0570-02-0990
東京文化会館チケットサービス　Tel 03-5815-5452
東京芸大大学美術館ミュージアムショップ　Tel 03-
5685-1176

第12号刊行にあたって

芸大通信の表紙には、その時々の

さまざまな賞の受賞者の写真や作品

を使い、毎回デザイン科の蓮見智幸

先生にまとめていただいている。

前々回の第１０号の表紙を飾ってい

たのは、宮田亮平先生の「シュプリ

ンゲン」（日本銅センター賞受賞）。

宮田先生が「シュプリンゲン」シリ

ーズでイルカをモチーフにしている

ことは、広く知られている。

宮田先生が今回東京藝術大学長に

選出された。１９４５年生まれの先

生は、「跳びはねていく」という「シ

ュプリンゲン」という言葉通りに、

キャンパス内を自転車で走り回り、

専門の「鍛金」と背中にかかれた学

生用の特別製ジャンパーを着こんで

闊歩している。この若き行動派の学

長に、芸大への夢と熱い思いいれを

語っていただいた。

藝大通信編集長

舩山 隆
人
一
団
体

◆
今
年
度
下
半
期
に
開
催
さ
れ
た

主
な
展
覧
会
、
演
奏
会
記
録

大
学
美
術
館

「
吉
村
順
三
建
築
展
」

会
期
　
十
一
月
十
日
〜

◆
藝
大
フ
レ
ン
ズ
加
入
者
状
況

加
入
者
数
（
平
成
十
八
年
一
月
三
十

一
日
現
在
）

賛
助
フ
レ
ン
ズ
個
人
一
五
三
名
　
法
人

四
団
体

特
別
賛
助
フ
レ
ン
ズ
個
人
一
八
名
　
法

十
二
月
二
十
五
日

入
場
者
数
　
三
万
九
七
二
一
人

奏
楽
堂

「
藝
大
オ
ペ
ラ
定
期
第
五
十
一
回

Ｗ
・
Ａ
・
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
　
皇
帝
テ
ィ

ー
ト
の
慈
悲
　
全
二
幕
」

開
催
日
　
十
月
九
日
、
十
日

入
場
者
数
　
一
六
九
〇
人

「
藝
大
」
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
が
オ
ー
プ
ン

東
京
芸
術
大
学
は
、
教
員
等
の
作
品
を
展
示

販
売
す
る
「
藝
大
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
」
を
平
成
十

七
年
十
一
月
九
日
に
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

藝
大
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
は
、
東
京
芸
術
大
学
が

企
画
開
発
し
た
作
品
や
、
教
員
な
ど
の
創
作
作

品
を
展
示
販
売
す
る
こ
と
に
よ
り
、
教
育
研
究

成
果
を
広
く
一
般
に
提
供
し
、
社
会
に
対
し
て

積
極
的
に
発
進
す
る
試
み
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
展
示
販
売
す
る
創
作
作
品
を
通
じ
て
、

文
化
芸
術
を
社
会
の
身
近
な
も
の
と
し
て
、
心

豊
か
な
生
活
と
活
力
の
あ
る
社
会
の
実
現
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
も
の

で
す
。

東
京
芸
術
大
学
は
、
今
後
、
社
会
と
本
学
の

新
た
な
出
会
い
の
場
と
し
て
、
有
効
に
活
用
し

て
い
き
ま
す
。

藝
大
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
の
オ
ー
プ
ン
時
に
は
、

平
山
郁
夫
前
学
長
の
リ
ト
グ
ラ
フ
、
セ
リ
グ
ラ

フ
及
び
陶
板
画
が
出
品
さ
れ
て
い
た
ほ
か
、
教

員
な
ど
の
創
作
作
品
と
と
も
に
、
教
員
の
デ
ザ

イ
ン
に
よ
る
Ｔ
シ
ャ
ツ
、
ネ
ク
タ
イ
な
ど
が
出

品
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
美
術
と
音
楽
に
特
化
し
た
専
門
書

が
置
か
れ
、
芸
術
に
関
す
る
情
報
が
手
に
入
り

や
す
い
画
期
的
な
ス
ペ
ー
ス
と
な
っ
て
い
ま
す
。

旧
芸
術
資
料
館
へ
続
く
附
属
図
書
館
一
階
部

分
を
改
修
し
た
藝
大
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
は
芸
大
教

授
陣
が
デ
ザ
イ
ン
を
行
い
、
内
装
を
白
で
統
一

し
、
展
示
さ
れ
た
創
作
作
品
が
自
然
と
引
き
立

つ
効
果
を
見
せ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
藝
大
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
か
ら
旧
東
京
美

術
学
校
本
館
玄
関
ま
で
の
間
は
ガ
ー
デ
ン
と
呼

ば
れ
る
ス
ペ
ー
ス
が
あ
り
、
敷
き
詰
め
ら
れ
た

石
畳
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
産
で
、
ボ
ロ
ブ
ド
ー
ル

遺
跡
に
使
用
さ
れ
た
石
と
同
様
の
も
の
を
使
用

し
て
い
て
、
そ
の
色
合
い
に
よ
っ
て
藝
大
ア
ー

ト
プ
ラ
ザ
全
体
の
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
を
演
出

し
て
い
ま
す
。

休
日
に
上
野
を
散
策
し
、
美
術
館
巡
り
を
し

て
か
ら
、
藝
大
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
に
立
ち
寄
っ
て

い
た
だ
く
こ
と
を
教
職
員
一
同
願
っ
て
い
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ

藝
大
ア
ー
ト
プ
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＊お知らせ
平成17年11月1日から本学の電話番号が
変更になりました（取手校地を除く）。
詳しくは本学公式ホームページ
（http://www.geidai.ac.jp）をご覧いただく
か総務課（050-5525-2013）までお尋ね下
さい。





音楽分野 美術分野

英米の状況調査

・RAE（Research Assessment　Exercise）
及びQAA(Quality Assurance Agency for
Higher Education)における音楽分野の
評価基準等について
・アメリカにおける音楽分野のアクレディ
テーションについて　－NASM(National
Association of Schools of Music)の場合

ワークショップ
「音楽分野の評価について」

英米の状況調査

平成18年３月22日（水）
音楽学部5－109大講義室

（29校38名参加）

1.「評価される側から見た大学評価」「英米の調査
結果」「芸大の過去の評価結果や対応」について
（東京藝術大学：渡辺健二，中村美亜）
2.大学評価・学位授与機構による認証評価基準
をもちいての問題提起と対処の方向の検討及び
意見交換
3.大学評価・学位授与機構より機構が行う大学評
価について説明
（大学評価・学位授与機構：川口昭彦研究部長）

4.意見交換

H18年度

H19年度

H20年度

芸術分野(美術・音楽)における評価・分析方法に関する調査検討について

H20年度までに評価試案を策定することを目標として，評価項目等について検討を行
う予定。

H16年度

H17年度

・RAE（Research Assessment　Exercise）及
びQAA(Quality Assurance Agency for
Higher Education)における美術分野の評価
基準等について
・アメリカにおける美術分野のアクレディ
テーションについて　－NASAD(National
Association of Schools of Art and Design)
の場合



役員会

美術学部
施設整備委員会

各部局

管理・運営室

報
告

施　設　課

施設マネジメント実施体制

　調整・検討

経営協議会 教育研究評議会

報
告

音楽学部
施設整備委員会

施設・環境部会

　

・施設マネジメントの企画・立案

・施設の点検・評価

・防災・エネルギーマネジメント

・施設の中・長期施設計画の企画、調査、立案

・新たな整備手法の企画・立案

　

・工事予算の要求及び執行計画

・工事の入札、見積り及び契約、支払い手続き

・工事の設計・積算・施工監理

・施設の保全業務に係る事項

・教育研究環境の管理に関する事項

内容の審議



○東京芸術大学施設・環境部会規則

平成16年６月９日

制 定

改正 平成17年４月１日 平成17年７月21日

（設置）

第１条 東京芸術大学管理・運営室に、東京芸術大学施設・環境部会（以下「部会

」という｡）を置く。

（任務）

第２条 部会は、本学の施設・環境整備に関し、次の各号に掲げる事項について審

議する。

(１) 施設整備の中・長期施設計画に関すること。

(２) 施設の有効活用に関すること。

(３) 環境保全に関すること。

(４) その他施設・環境整備に関すること。

（組織）

第３条 部会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(１) 理事（総務担当）

（２）各学部の施設整備委員会委員長

(３) 各学部の施設整備委員会委員から選出された者 各２人

（４）施設課長

（５）施設課課長補佐

（６）大学院映像研究科事務長

（部会長）

第４条 部会に部会長を置き、理事（総務担当）をもって充てる。

２ 部会長は部会を招集し、その議長となる。

３ 部会長に事故あるときは、部会長があらかじめ指名した者が、その職務を代行

する。

（会議）

第５条 部会は、構成員の３分の２以上の出席がなければ会議を開くことができな

い。

２ 部会において議決を要する事項については、出席した構成員の３分の２以上の

賛成をもって決するものとする。

（構成員以外の者の出席）

第６条 部会において必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求めて、その

意見を聴くことができる。

（庶務）



第７条 部会の庶務は、施設課において処理する。

（雑則）

第８条 この規則に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会が定

める。

附 則

１ この規則は、平成16年６月９日から施行し、平成16年４月１日から適用する。

２ 東京芸術大学施設・環境委員会規則（平成13年３月27日制定）は、廃止する。

附 則

この規則は、平成17年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成17年８月１日から施行する。



東京芸術大学施設・環境部会規則の一部を改正する規則 新旧対照表 

 

新 旧 

 

○東京芸術大学施設・環境部会規則 

 

（略） 

 

（組織） 

第３条 部会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

（１）理事（総務担当） 

（２）各学部の施設整備委員会委員長 

（３）各学部の施設整備委員会委員から選出された者 各２人 

（４）施設課長 

（５）施設課課長補佐 

（６）大学院映像研究科事務長 

 

（略） 

 

附 則 

この規則は、平成17年８月１日から施行する。 

 

 

 

○東京芸術大学施設・環境部会規則 

 

（略） 

 

（組織） 

第３条 部会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

（１）理事（総務担当） 

（２）各学部の施設整備委員会委員長 

（３）各学部の施設整備委員会委員から選出された者 各２人 

（４）施設課長 

（５）施設課課長補佐 

（６）大学院映像研究科事務室長 

 

 

（略） 

 

 



第１段階 各部局より提出された営繕工事等要望書（様式１）より事業を一覧表に整理

現場調査
各部局より提出された要求事業について、各部局立ち会いの下に施設課が現場調
査を実施。

評価

評価基準の中で全ての項目がｂに該当するものについて除く

評価基準の中で重要度が高いと考えられる１～３の項目がｂに該当するものについ
て除く

老朽・劣化度がｂに該当するものについて除く

１．各部局ごとの最上位以外のものを除く

１．営繕要求事業－対象事項（採択事項）

２．上記以外のもの

営繕事業計画

Ｅ 第２段階

Ｄ 第３段階

Ｃ 第４段階

Ｂ 第５段階
　　又要求順位が上位のものが選別されているものは残された事業の最上位のも
のを採択する。

２．１～３全ての項目がａの事業については優先するものとする。

Ａ+

第６段階

A

◎評価基準 （表１）

ａ ｂ
１．危険度
・現状の施設環境を技術的に観て、人的危
険度があるか
２．法令等の必要性
・消防法
・労働安全衛生法
・水質汚濁防止法等環境法令等
・建築基準法
・その他施設関連法令等
３．上記以外の緊急性・必要性
・社会ルールに対する大学としての責任性
・施設点検評価結果の整合性

４．老朽・劣化度 高い 低い

５．部局要求順位

※評価項目に特に該当しないものについては"－"とする。

ある －

高い 低い

評価基準に準じて区分、評価を行う

評価項目
評価

高い 低い
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施設の点検・評価に関する調査

施設を有効に活用することは、施設マネジメントにおいて極めて重要で
ある。この観点から「東京芸術大学における教育研究施設の有効活用に関
する内規」に基づき、施設・環境部会で調査を委任された者（飯野教授、
亀川助教授及び施設課の職員）が上野、取手両キャンパスの各部屋を巡回
する現地調査と使用者が調査表に直接記入する調査を実施する。実施後、
使用状況及び問題点を整理し、狭隘度及び稼働率を算出したうえで、施設・
環境部会に報告する。
更に施設・環境部会では、報告を基に全学共用で利用する共用スペース

を確保し、その面積及び位置を指定する。原則として５年に１度、見直し
を行うなど施設の有効活用を図る。

東 京 芸 術 大 学

教 育 研 究 施 設

専有スペース(学部等) 共通利用スペース(学部等) 共用教育研究スペース(全学共用)

教員研究室 共通工房 講義室、演習室、ゼミ室

アトリエ 木工室、石膏室 多目的スペース

実技演習室 練習室(ホール含む) ※演奏芸術センター・奏楽堂

室内合奏練習室 等 ※言語・音声ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

※写真ｾﾝﾀｰ、芸術情報ｾﾝﾀｰ等

※印内の事務室・研究室等の専有

スペース以外の部分

配 分 配 分 指 定

調 査 結 果 に 基 づ く 有 効 活 用

調査分析(施設・環境部会、学部等施設整備委員会)

教育研究施設の有効活用に関する規則

施設の点検・評価に関する調査結果に基づき使用面積を配分する。共用スペースを確保し、その面積及び位置の指定をする。

施 設 ・ 環 境 部 会

現地調査と調査表に基づく調査



「設備マスタープラン」の検討について

東京芸術大学

平成１８年３月



「設備マスタープラン」の検討について

１．はじめに

平成１６年３月に美術学部総合工房棟、音楽学部練習ホール館及び３号館等の整備

が完了し、教育研究環境の改善が図られた。

平成１６年４月より法人化を迎え、なお一層の経済性・効率性等が強く求められてい

る状況にあり、これを契機に様々な視点から平成１７年３月に「キャンパスプラン」

の見直しを行った。

「キャンパスプラン」の中では基幹的設備の整備についてはふれていないので 「設、

備マスタープラン」として改善策等を提案するものとした。

２．基幹的設備等の現状を踏まえた検討状況

基幹的設備（インフラストラクチャー）はキャンパスの各建物に必要なエネルギー

の供給等を行うもので、キャンパスのライフラインである。

ライフラインである基幹的設備の機能停止は即、本学の教育・研究活動の停止に結び

つくものであり、老朽化・機能劣化への対応は建物同様に重要であり、早急に改善す

る必要がある。

また、省エネルギー、地球温暖化対策など環境への配慮も求められており、改修工事

に際しては環境を配慮した高効率機器を原則として採用する。

《上野校地のインフラストラクチャー》

○高圧受変電設備

上野校地の変圧器総容量は ＫＶＡ，契約電力は ＫＷである。6,760 1,950
本学は，電力負荷使用の平準化に向け代替エネルギーへの転換及び節電協力体制を

整えた中で平成１６年６月に ＫＷの最大需要電力を記録した。2,006
今後の将来計画建物及び既設負荷設備等の増加等を勘案し最大需要電力予測を下表

のように推測した。

年 度 最大需要月 最大需要電力

平成１５年度 １１月 １，８０２ＫＷ（実績）

平成１６年度 ６月 ２，００６ＫＷ（実績）

平成１７年度 １月 １，９３２ＫＷ（実績）

平成１８年度 ６月 ２，０６０ＫＷ（予測）

平成１９年度 ６月 ２，１２０ＫＷ（予測）

平成２０年度 ６月 ２，１９０ＫＷ（予測）

平成１８年６月には，供給約款上の高圧受電容量限度の ＫＷを超過する予2,000
測となっているが，東京電力（株）から， ＫＷ程度まで弾力供給が可能との3,000
回答を得ている （平成１５年７月３１日）。



平成１７年度補正予算事業で音楽学部１・２号館改修工事が認められ，この改修

工事において受電設備を移設する。

移設時に弾力供給に対応可能な設備に改修するとともに、変圧器の集約化及び高効

率変圧器への改修等を併せて計画する。

○給水設備

都水から供給される給水は美術学部エリア１００φ×１ヶ所、音楽学部エリア

１５０φ及び１００φ×各１ヶ所、体育館３２φ×１ヶ所で引き込んでいる。

美術学部エリアは給水引込配管が鋳鉄管であり、経年劣化による赤水の発生があり

順次更新を図る。

音楽学部エリアについては１００φ系統の使用水量減少に伴い、給水系統の集約化

を検討する。

また、各水槽（受水槽・高架水槽）に関しては現状ＦＲＰ製であるが、耐用年数

を超えたものから順次ＳＵＳ製への更新を図る。

○生活排水設備

屋外で一部雨水と生活排水が合流し公共下水道へ放流しているため、大学敷地内

で可能な箇所から分流方式に随時変更する。

○実験系排水設備

現状では美術学部エリアの一部（総合工房棟及び金工棟系統）のみ実験系排水管

（器具等の３次洗浄水以降を流す）が布設され、監視槽を設置しＰＨ計により排

水水質を監視している。

しかし、絵画棟、中央棟、彫刻棟等においては監視槽及びＰＨ計がなく、排水水質

の監視が出来ていない状況であり、棟別に監視槽及びＰＨ計を設置し、排水水質監

視機能の強化を図る。

○雨水排水設備

雨水桝・排水管の詰り・損傷等により排水能力が不足している箇所を改善する。

○都市ガス設備

都市ガス供給事業者と協議し料金体系の見直しを図るとともに、今後の空調設備

改修に伴いエネルギー平準化の観点から都市ガスで計画する。

使用量の増加に伴い、引き込みガス口径の見直しを図る。



○空調設備

（音楽学部）

最近整備された建物は個別空調方式（ガスヒートポンプ式）である。

未整備の建物は大半が集中方式（ガス焚冷温水発生機＋ファンコイルユニット又は

空気調和機によるダクト方式）であるため未使用部分の空調を行ったり、ファンコ

イルユニットでの温度設定が出来ないために搬送動力のエネルギーロスが大きい。

また、練習ホール、大講義室系統の空気調和機は経年劣化による老朽化が著しく、

交換部品の供給も年々難しくなっている。

空調設備の改修計画として、練習ホール、大講義室、奏楽堂などは集中方式（ガス

焚冷温水発生機＋空気調和機によるダクト方式）とし、その他の建物については個

別空調方式（ガスヒートポンプ式）とする。

なお、練習ホール、大講義室系統の空気調和機は点検整備を実施し、経年劣化のひ

どいものから順次更新する。

（美術学部）

最近整備された建物は個別空調方式（ガスヒートポンプ式）である。

未整備の建物は集中方式（油焚蒸気ボイラ）又は個別空調方式（電気又はガスヒー

トポンプ式）であるが、集中方式の建物は暖房のみであるために教育・研究活動上

支障をきたしている。

熱源設備及び個別空調方式の建物も経年劣化により機器の老朽化が著しく、交換部

品の供給も年々難しくなっている。

空調設備の改修計画として、個別空調方式（ガスヒートポンプ式）とする。

なお、既設個別空調設備は経年劣化のひどいものから順次更新する。

（大学美術館）

現状、事務室系統は個別空調方式（電気ヒートポンプ式 、展示室及び収蔵庫系）

統は集中方式（ガス焚冷温水発生機＋空気調和機によるダクト方式）である。

計画的に点検整備等を実施し予防保全に努める。

（管理棟）

管理棟は大半が集中方式（ガス焚冷温水発生機＋ファンコイルユニット）である

が、ガス焚冷温水発生機の経年劣化により老朽化が著しく、交換部品の供給も年々

難しくなっているとともに、大半のファンコイルユニットは温度設定が出来ないた

めに搬送動力のエネルギーロスが大きい。

また、会議室は個別空調方式（水冷ＰＡＣ＋ダクト方式）であるが、同様に経年劣

化により老朽化が著しい。

空調設備の改修計画として、個別空調方式（ガスヒートポンプ式）とする。



各建物の空調設備改修の計画として、成績係数の高い高効率機器の採用及び全熱交

換器による熱回収によるランニングコストの低減を図るとともに、使用量の計量及

び遠隔監視が可能なシステムの導入により使用者のコスト意識向上を図る。

３．まとめ

最後に 「設備マスタープラン 」を検討するにあたり 『東京芸術大学上野団地施、 、

設長期計画書 （２００２年３月文部科学省文教施設部提出）を参考とした。』

今後、予算的な面及び学内の意見等も十分考慮した上で、施設の維持管理の計画的

な実施、整備計画を立案し改善・見直し等を行うことにより、基幹的設備等の長寿命

、 。化によるランニングコストの効率化 地球環境保全及び省エネルギー対策を推進する

その結果、良好な教育研究活動の確保と環境に配慮した活動の展開による大学の活力

ある発展へ資する。

４．添付資料

設備現状及び計画図

１）電気設備

・高圧配電線経路図（現状及び計画図）

２）機械設備

・給水引込配管図 （現状及び計画図）

・給 水 配 管 図 （現状及び計画図）

・生活排水配管図 （現状及び計画図）

・実験系排水配管図（現状及び計画図）

・雨水排水配管図 （現状図）

・ガス配管図 （現状及び計画図）

・空調方式 （現状及び計画図）



高圧配電線経路図（現状）



高圧配電線経路図（計画）
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上 野 キ ャ ン パ ス 開 講 講 座

※全て12:00～13:00は，昼食休憩時間になります。

講座名 内容・課題又は曲目 日程・時間・講習料

講師名 持参用具・注意事項 教室･定員･受講対象者

７／２～７／３０陶芸初級
(7/2,9,23,30)（手びねり）

土曜日４日間

島 田 文 雄 教授 １０:００～１６:００

豊 福 誠 助教授 計２０時間

小 田 昭 典 １１,２００円非常勤講師

西 村 圭 生 ( 10,000 )非常勤講師 教材費別途 円

総合工房棟 オープンアトリエ阿 部 芳 実 非常勤講師

帆 足 桂 定員５０名非常勤講師

市 民 一 般

最少催行人員４０名

７／１９～７／２６油画（前期）
(7/24 ) ７日間を除く

坂 田 哲 也 教授 １０:００～１７:００
秋 本 貴 透 計４２時間非常勤講師
大 竹 敦 人 ２６,８００円非常勤講師
山 崎 秋 人 ( 5,000 )非常勤講師 教材費別途 円
井上新之介 美術学部非常勤講師
籾 井 基 充 絵画棟 石膏室非常勤講師
廣 澤 晃 定員１００名非常勤講師
松 田 一 聡 市 民 一 般非常勤講師
中 村 友 香 最少催行人員６０名非常勤講師

非常勤講師永 冶 晃 子
非常勤講師伊 藤 慎 介
非常勤講師木 村 崇 人
非常勤講師椎 葉 聡 子

７／１９～７／２６今日の美術入門
(7/24 ) ７日間を除く

櫃 田 伸 也 教授 １０:００～１７:００

上 村 豊 計４２時間非常勤講師

安 藤 孝 浩 ２４,５００円非常勤講師

菊 池 省 吾 ( 10,000 )非常勤講師 教材費別途 円

池 田 嘉 人 美術学部非常勤講師

絵画棟 油画実習室

定員３０名

市 民 一 般

最少催行人員１５名

７／１９～７／２６木版画実技
(7/24 ) ７日間を除く

野 田 哲 也 教授 １０:００～１７:００

森 田 力 計４２時間非常勤講師

武 田 律 子 ２８,７００円非常勤講師

( 10,000 )教材費別途 円

美術学部

絵画棟 版画実習室

定員１８名

２５歳以上の市民一般

最少催行人員１６名

湯呑，花器などの器物の制作と講義。
陶土を使い手びねり，紐作り等の技法で器を成形し，素焼きした後，下絵

の具(呉須・弁柄)による絵付けと釉掛けをして頂きます。

本焼の窯だし後，作品の講評とスライド等を使った講義を行います。
以下の道具等を用意し，持参して下さい。

作業服・エプロン（汚れてもかまわない服装 ，スケッチブック，）
筆記用具(鉛筆，消しゴム)，雑巾，手ぬぐい

その他の制作に必要な道具等は大学で用意します。
講習料の他に制作に使用する粘土，粘土ベラ，仕上げカンナ，切弓，
ピアノ線，なめし皮，木ごて，筆各種，スポンジ，紙やすり，下絵の具，
その他実習に要する消耗品の代金として教材費がかかります。

注意事項：素焼き，本焼きなどの窯焚きには参加できません。
更衣室はありませんので，作業着は簡単に着衣できるものでお願いし
ます。

『絵画から万華鏡でみる風景』

万華鏡は，覗いていると様々な彩りがきらびやかに現れます。回転させること
で色彩の変化は無数に近く，私たちを楽しませてくれます。
「今日の美術入門」では万華鏡をヒントに様々な物を展開していきます。まず

は鏡を利用し，自分の絵を映して反対の世界をみてみましょう。日常見なれた世
界を新鮮な見方にかえて，制作を進めていきます。様々な素材を利用して，万華
鏡を覗くように豊かで奥行きのある世界を制作していきます。

（用意して頂くもの）
・スケッチブック（サイズは自由）
・デッサン用具（鉛筆，コンテ，水彩等素材は自由です）
・カッター，ハサミ

「人物と芸大風景」
－エスキースから油画（タブロー）へ－

人体を主体として静物を組み合わせ，１枚の作品を完成させます。また，エス
キースも１枚の作品ととらえ（水彩紙支給 ，そこから油彩移行する過程を体験）
できればと思います。

（用意して頂くもの）
・油彩用具一式（筆・パレット・油絵具・ペインティングナイフ・テレピン

オイル類・筆洗用具 等）
・F20号張りキャンバス
・スケッチブック（サイズ：６号～20号程度）
・デッサン用具（素材自由，鉛筆，木炭，水彩絵具：12色程度 等）

１．水性多色摺り木版画技法の習得と制作
２．参考作品鑑賞，彫り摺り，ばれん，彫刻刀等の基本的な解説と実習

以下の道具等を用意し，持参してください。
スケッチ用具一式，作業着又はエプロン
下絵（２８.5×４３.5cm以内，タテヨコ自由）

※ 講習料のほかに制作実習に要する消耗品（和紙，版木，絵の具，のり，その
他）の代金として教材費がかかります。
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９／17～９／25銀でつくる
(9/20 9/22 ) ６日間装身具 ～ を除く

１０:００～１７:００

飯 野 一 朗 教授 計３６時間

春 田 幸 彦 ２２,５００円非常勤講師

草 野 晃 ( 5,500 )非常勤講師 教材費別途 円

祝 迫 義 郎 金工棟 2非常勤講師 オープンアトリエ

定員２０名

市 民 一 般

最少催行人員１４名

７／１９～７／２１指揮法入門
３日間

佐藤功太郎 教授 １０:００～１７:００

田 中 良 和 計１８時間非常勤講師

中山ちあき ８,３００円非常勤講師

音楽学部 第６ホール

定員５０名

高校生以上の市民一般

７／２０～７／２２歌曲の楽しみ
３日間～日本歌曲・イタリア歌曲・

１０:００～１６:００ドイツ歌曲～

計１５時間

三 林 輝 夫 教授 ８,２００円

川 上 洋 司 助教授

佐々木典子 助教授 音楽学部 第１ホール

佐 野 由 雅 定員８０名非常勤講師

左近允亜紀子 高校生以上の市民一般非常勤講師

７／２５～７／２７はじめての
３日間シタール

１０:００～１７:００

植 村 幸 生 助教授 計１８時間

塚 原 康 子 助教授 １２,１００円

非常勤講師小俣スシュマ

音楽学部第２－２－２教室

定員２０名

中学生以上の市民一般

金属製品の装飾に古代から（エジプトでは紀元前3500年頃から）しばしば使用
された「打ち出し」の技法は永い年月をかけて洗練された高度な技法として，現
代でも装身具の制作に活用されています。今回は銀を素材に 「打ち出し」技法，
を体験しながら自分のデザインによるブローチかペンダントを制作します。

※ 用意していただくもの
作業着，作業靴，筆記用具，スケッチブック，その他の制作に必要な
道具は大学で用意します。

※ 講習料のほかに教材費がかかります。
銀板，装身具パーツ，ノコ刃，ドリル刃，耐水ペーパーなど

姿勢・指揮棒の持ち方等の基礎的要素から，主として実技を中心に講義を進め
ます。様々な演奏形態の楽曲の指揮入門まで，段階を踏みつつ講義を行います。
主にピアノを使用しますが，成績優秀者は最終日に弦楽合奏を指揮することが

できます。受講者の皆さんは，合唱指揮実技の時に演奏者側になることもありま
す。

～用意するもの～
・ ハンカチーフ
・ 団扇
・ 「ホルベルグ組曲」のスコア （グリーグ作曲，出版社は問いません ）。

講座内容
１日目：日本歌曲／三林 １．正しい日本語による美しい歌唱を目標に基礎

発声から学ぶ。
２．滝廉太郎にはじまる日本歌曲の流れをたどり，

現代作曲家の作品までを学ぶ。
２日目：イタリア歌曲／川上 Tosti(トスティ)の歌曲を中心に学ぶ。
３日目：ドイツ歌曲／佐々木 ドイツ語の歌詞朗読と歌唱法Schubert

(シューベルト)の歌曲を中心に学ぶ。

※３日間で１コースです。
※楽譜・教材は当日貸出します。

楽理科で隔年開講している「東洋音楽演奏Ⅰ（シタール 」を一般に公開する）
ものです。インドの伝統楽器であるシタールを初歩から学びます。

※ 用意していただくものはありません。

シタールはお貸しします。
床にすわって演奏しますので，すわりやすい服装でお越しください。
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公開講座（総合工房棟オープンスペース）

制 作 風 景

絵 付 け 風 景



東京芸術大学安全衛生管理規則◯

平成16年４月１日

制 定

改正 平成17年４月１日 平成18年３月31日

第１章 総 則

（目的）

第１条 この規則は、東京芸術大学職員就業規則第47条の規定に基づき、本学にお

ける安全衛生活動の充実を図り、労働災害を未然に防止するために必要な基本的

事項を明確にし、職員の安全と健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を

促進することを目的とする。

（法令との関係）

第２条 職員の安全衛生及び健康管理に関し，労働安全衛生法（昭和47年法律第57

号。以下「安衛法」という｡)、その他法令にこの規則に定められていない事項の

あるときは、安衛法、その他法令の定めるところによる。

（学長の責務）

第３条 学長は、本学における安全及び衛生管理の業務を統括管理する。

２ 学長は、法令及びこの規則の定めるところに従い、職員の健康の保持増進及び

安全の確保に必要な措置を講じなければならない。

（職員の責務）

第４条 職員は、学長その他の関係者が法令及びこの規則に基づいて講ずる健康の

保持増進及び安全の確保のための措置に協力するよう努めなければならない。

（適用範囲）

第５条 この規則は、本学上野校地、取手校地及び横浜校地の職員に適用する。

２ 本学美術学部附属古美術研究施設、石神井寮、外国人教師官舎、那須高原研修

施設及び国際交流会館は、上野校地に含まれるものとして取り扱う。

第２章 安全衛生管理体制

（安全衛生管理体制）

第６条 学長は、職場の安全及び衛生を管理し、並びに安全衛生活動の円滑な推進

を図るため総括安全衛生管理責任者、衛生管理者、産業医、衛生推進者及び各部

局に安全衛生管理責任者、安全衛生管理者、衛生管理担当者、安全管理担当者を

置き必要な職務を行わせる。

２ 本学の安全衛生管理体制は別表１に定めるところによる。

（総括安全衛生管理責任者）

第７条 本学に総括安全衛生管理責任者を置き、理事（総務担当）をもって充てる。

２ 総括安全衛生管理責任者は、衛生管理者又は衛生推進者の指揮をするとともに、

次の業務を統括管理する。

（１）職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

（２）職員の安全又は衛生のための教育に関すること。

（３）健康診断の実施その他健康の保持増進に関すること。

（４）労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

（５）快適な職場環境の形成に関すること。

（６）その他労働災害防止に必要と認められる重要な事項に関すること。

（衛生管理者）



第８条 本学上野校地及び取手校地に、安衛法第12条の定めるところにより、衛生

管理者を選任する。

２ 衛生管理者は、法令の定める資格を有する職員のうちから学長が指名する。

３ 衛生管理者は、法令の定めるところにより、前条第２項の業務のうち労働衛生

に係る技術的事項を管理する。

４ 衛生管理者は、少なくとも毎週１回は職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生

状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な

措置を講じなければならない。

５ 本学は、衛生管理者が職務を遂行することができないときは、法令で定めると

ころにより代理者を選任し、これを代行させるものとする。

（産業医）

第９条 本学は、安衛法第13条の定めるところにより、産業医を選任する。

２ 産業医は、学長が医師である職員のうちから指名し、又は医師である者に委嘱

するものとする。

３ 産業医は、次の各号に掲げる業務を行なうものとする。

（１）健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関

すること。

（２）作業環境の維持管理に関すること。

（３）作業の管理に関すること。

（４）前三号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

（５）健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関する

こと。

（６）衛生教育に関すること。

（７）職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

４ 産業医は、少なくとも毎月１回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有

害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講

じなければならない。

５ 産業医は、第３項各号に掲げる事項について、学長に対し勧告を行い、衛生管

理者に対し必要な指導助言を行うことができるものとする。

（衛生推進者）

第１０条 本学横浜校地に、安衛法第12条の２の定めるところにより、 衛生推進

者を選任する。

２ 衛生推進者は、業務を担当するのに必要な能力を有すると認められる職員のう

ちから学長が指名する。

３ 衛生推進者は、次の各号に掲げる業務のうち労働衛生にかかる事項について行

うものとする。

（１）職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

（２）職員の安全又は衛生のための教育に関すること。

（３）健康診断の実施その他健康の保持増進に関すること。

（４）労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

（５）快適な職場環境の形成に関すること。

（６）その他労働災害防止に必要と認められる重要な事項に関すること。

４ 衛生推進者を選任したときは、当該衛生推進者の氏名を作業場の見やすい箇所

に掲示する等により関係職員に周知させなければならない。



（安全衛生管理責任者）

第１１条 安全衛生管理責任者は、各部局長をもって充てる。

２ 安全衛生管理責任者は、本学の安全衛生管理方針の決定に基づき所轄部局の安

全衛生管理方針を決定するとともに、安全衛生管理者を指揮して、労働災害の防

止、快適職場の形成に向けた統括管理を行う。

（安全衛生管理者）

第１２条 安全衛生管理者は、各課長、事務長をもって充てる。

２ 安全衛生管理者は、労働災害を防止し、快適な職場を形成するため次の事項を

管理しなければならない。

（１）労働災害の防止及び健康障害の防止のため、作業方法を決定し、これに基づ

き衛生管理担当者、安全管理担当者を指揮すること。

（２）所管する設備、機械の安全を確保すること。

（３）職場内の整理・整頓に努め、快適な職場環境を形成すること。

（衛生管理担当者、安全管理担当者）

第１３条 衛生管理担当者、安全管理担当者は別表第１に定める係長をもって充て

る。

２ 衛生管理担当者は、安全衛生管理者の指揮監督の下に、職員の健康管理に関す

る事務主任者として、次に掲げる事務を行うものとする。

（１）職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

（２）職員の健康の保持増進のための指導及び教育に関すること。

（３）職員の健康診断の実施に関すること。

（４）前各号に定めるもののほか、職員の健康管理に必要な事項に関すること。

３ 安全管理担当者は、安全衛生管理者の指揮監督の下に、職員の安全管理に関す

る事務主任者として、次に掲げる事務を行うものとする。

（１）職員の危険を防止するための措置に関すること。

（２）職員の安全のための指導及び教育に関すること。

（３）施設、設備等の検査及び整備に関すること。

（４）前各号に定めるもののほか、職員の安全管理に必要な事項に関すること。

（作業責任者）

第１４条 学長は、労働災害を防止するための管理を必要とする業務（以下「有害

業務」という｡)を行う作業場に、作業責任者を選任しなければならない。

２ 前項の作業責任者は、原則として本学の常勤職員であって、次の各号のいずれ

かに該当する者から選任しなければならない。

（１）安衛法で定める免許を有する者又は技能講習若しくは特別教育の課程を修了

した者

（２）学長が前項と同等の知識及び技能があると認める者

３ 作業責任者の業務、有害業務従事者の登録及び資格取得その他必要な事項は、

別に定める。

（火元責任者）

第１５条 防火上適切と認められる施設の区分ごとに火元責任者を選任する。

２ 火元責任者は、火災防止に関する事務を行うものとする。

（安全衛生委員会）

第１６条 本学上野校地及び取手校地に、安衛法第19条の定めるところにより、安

全衛生委員会（以下この条において「委員会」という｡)を置く。



２ 委員会は、学長の諮問又は自らの発議のもとに本学における安全衛生管理に関

する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して学長に対し意見を述べ

ることができる。

３ 上野校地の委員会において、取手校地及び横浜校地に関する事項を審議する場

合は、この委員会を全学の委員会とみなして取り扱うものとする。

４ 委員会の組織及び審議事項その他必要な事項は、別に定める。

（学部安全衛生委員会）

第１７条 美術学部及び音楽学部にそれぞれ安全衛生委員会（以下「学部委員会」

という｡)を置く。

２ 学部委員会については、別に定める。

第３章 就業にあたっての措置

（安全衛生教育）

第１８条 学長は、安衛法第59条の定めるところにより、職員を採用した場合、若

しくは職員の従事する業務の内容を変更した場合等は、当該職員に対し、安全又

は衛生のための教育を行なわなければならない。

２ 職員は、本学の行う安全衛生教育に積極的に参加しなければならない。

（勤務環境等について講ずべき措置）

。第１９条 学長は、安衛法第23条及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号

以下「安衛則」という｡)等の法令で定めるところにより、換気その他の空気環境

の調整、照明、保温、防湿、清潔保持及び伝染病疾患の蔓延の予防のための措置

を講じなければならない。

（有害な業務に係る措置）

第２０条 学長は、安衛法第22条の定めるところにより、一定の有害業務(以下

「特定有害業務」という｡)の行われる場所及び特定有害業務に従事する職員につ

いては、健康障害を防止するため、作業環境測定等の必要な措置を講じなければ

ならない。

２ 学長は、安衛法第65条の定めるところにより、特定有害業務の行われる場所に

ついては、定期に勤務環境を検査し、及びその結果について記録を作成しておか

なければならない。

３ 学長は、特定有害業務以外の業務で職員の健康障害を生ずるおそれがあるもの

の有無について随時調査し、職員の健康障害を防止するため必要があると認める

ときは、特定有害業務に準ずる適切な措置をとるものとする。

（有害物質の使用等の制限）

第２１条 学長は，安衛法第55条の定めるところにより規定された有害物質を、製

造し，輸入し，又は使用させてはならない。ただし，試験研究を目的として使用

する場合であらかじめ都道府県労働局長の許可を受けたときは，この限りでない。

２ 学長は，安衛法第56条の定めるところにより規定された有害物質を製造する場

合は，あらかじめ，厚生労働大臣の許可を得なければならない。

（継続作業の制限等）

第２２条 学長は、安衛法第65条の３及び第65条の４の定めるところにより、高圧

室内の作業、せん孔、タイプ等の打鍵作業及び身体に振動を与える機械器具を使

用する作業等に従事する職員については、健康障害を防止するため、継続作業の

制限等の措置を講じなければならない。



（中高年齢職員等についての配慮）

第２３条 学長は、中高年齢職員その他労働災害防止上その就業に当たって特に配

慮を必要とする職員については、これらの職員の心身の条件に応じて適正な配置

を行うように努めなければならない。

（危険を防止するための措置）

第２４条 学長は、次の各号に掲げる危険による職員の災害の発生を防止するため

に必要な措置を講じなければならない。

（１）機械、器具その他の設備等による危険

（２）爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険

（３）電気、熱その他のエネルギーによる危険

（４）職員が墜落するおそれのある場所等における危険

２ 学長は、職員の作業行動から生ずる災害を防止するために必要な措置を講じな

ければならない。

（緊急事態に対する措置）

第２５条 学長は、職員に対する災害発生の危険が急迫したときは、当該危険にか

かる場所、職員の業務の性質等を考慮して、業務の中断、職員の退避等の適切な

措置を講じなければならない。

２ 学長は、前項の措置を的確かつ円滑に講ずることができるようにするため、定

期又は随時に防火、避難等の訓練及び救急用具、避難設備等の点検整備を実施し

なければならない。

（就業制限）

第２６条 学長は，安衛法第61条で定める資格を有する職員でなければ，法令で定

める業務に従事させてはならない。

２ 学長は，安衛法第59条第３項で定める業務について，法令で定める安全又は衛

生のための特別の教育を行った後でなければ，職員を当該業務に従事させてはな

らない。

（使用等の制限）

第２７条 学長は，安衛法第40条で定める特定機械等については，法令で定める規

格又は安全装置を具備しなければ，職員に使用させてはならない。

２ 学長は，安衛法第42条で定める特定機械等以外の機械については、法令で定め

る規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならな

い。

（機械等の検査）

第２８条 学長は，安衛法第38条で定める特定機械等については、法令で定める検

査を受けなければならない。

２ 学長は，安衛法第45条で定める機械等については，法令で定める自主検査を行

わなければならない。

３ 学長は、前２項の検査を行ったときは、その結果について記録を作成し、これ

を保存しなければならない。

（計画の届出）

第２９条 学長は，安衛法第88条第１項に規定する機械等を設置し、若しくは移転

し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を労働基準

監督署長に届け出なければならない。



第４章 健康の保持増進措置

（採用時等の健康診断）

第３０条 学長は、安衛法第66条の定めるところにより、職員を採用した場合又は

一定の有害業務等に従事させる場合には、当該職員を対象として、健康診断を行

わなければならない。

（定期の健康診断）

第３１条 学長は、定期に職員の健康診断を行わなければならない。

２ 前項の健康診断は、安衛法第66条の定めるところにより、全職員に対して行う

一般定期健康診断と、一定の業務に現に従事し、又は従事したことのある職員に

対して行う特別定期健康診断とする。

（臨時の健康診断）

第３２条 学長は、前２条の健康診断のほか、必要と認める場合には、臨時に職員

の健康診断を行うものとする。

（健康診断における検査の省略）

第３３条 学長は、職員が第28条の健康診断の実施時期前の近接した時期に当該健

康診断の検査の項目の全部又は一部について医師の検査を受けている場合におい

て、その検査がこれらの規定に基づく健康診断における監査の基準に適合してい

ると認める時は、その検査をもって当該健康診断における検査に代えることがで

きる。

２ 学長は、職員が第29条の健康診断の実施時期に近接した時期に総合検診を受け

る場合において、当該健康診断の検査の項目について当該総合検診の検査の結果

を利用することができると認めるときは、その検査をもって当該健康診断におけ

る検査に代えることができる。

（指導区分の決定等）

第３４条 学長は、健康診断を行なった医師が健康に異常又は異常を生ずるおそれ

があると認めた職員について、その医師の意見書及びその職員の職務内容、勤務

の強度等に関する資料を産業医に提示し、別表２に定める区分に応じて指導区分

の決定又は変更を受けるものとする。

２ 学長は、前項の規定により指導区分の決定又は変更を受けたときは、その職員

の所属する部局長に通知するものとする。

（事後措置）

第３５条 学長は、前条の規定により指導区分の決定又は変更があった職員につい

て、その指導区分に応じ、別表２の基準欄に掲げる基準に従い、適切な措置を講

じなければならない。

（病者の就業禁止）

第３６条 学長は、安衛法第68条の定めるところにより、次の各号のいずれかに該

当する者については、その就業を禁止しなければならない。

（１）病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者

（２）心臓、肝臓、肺等の疾病で労働のため病熱が著しく増悪するおそれのあるも

のにかかった者

（３）前各号に準ずる疾病にかかった者

２ 学長は、前項の規定により、職員の就業を禁止しようとするときは、あらかじ

め産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。

（健康診断の結果の通知）



第３７条 学長は、健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断の結果を通知しな

ければならない。

（健康診断の結果の記録）

第３８条 学長は、健康診断の結果、指導区分、事後措置の内容その他健康管理上

必要と認められる事項について、職員ごとに記録表を作成し、これを職員の健康

管理に関する指導のために利用しなければならない。

２ 前項に規定する記録表は、５年間保存しなければならない。

（秘密の保持）

第３９条 職員の安全衛生業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏ら

してはならない。また、当該業務に従事しなくなった後も同様とする。

附 則

この規則は、平成16年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成17年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成18年４月１日から施行する。



別表１（第５条関係）

東京芸術大学安全衛生管理体制

事 業 者（学長）

総括安全衛生管理責任者(理事）

産 業 医

【上野校地】

安全衛生管理者 衛生管理担当者 職員安 事 務 局

【各課長】 【総務課職員係長】全

安全管理担当者衛

【施設課企画係長】生

管

理

作業責任者(有害作業場以外は各科主任) 教員責

任 美 術 学 部

安全衛生管理者 衛生管理担当者 職員衛 安 者

【事務長】 【庶 務 係 長】 (教員以外)生 全

安全管理担当者管 衛 部

【会 計 係 長】理 生 局 学部安全衛生委員会

者 委 長

員

会

作業責任者(有害作業場以外は各科主任) 教員音 楽 学 部

(音トレセンター)

安全衛生管理者 衛生管理担当者 職員(演奏芸術センター)

【事務長】 【庶 務 係 長】 (教員以外)

安全管理担当者

【会 計 係 長】学部安全衛生委員会

安全衛生管理者 衛生管理担当者 職員附属図書館

【事務長】 【総 務 係 長】

安全管理担当者

【総 務 係 長】



作業責任者(有害作業場以外は各科主任) 教員

大学美術館

安全衛生管理者 衛生管理担当者 職員

【事務長】 【企画・管理係長】 (教員以外)

安全管理担当者

【企画・管理係長】

【取手校地】

作業責任者(有害作業場以外は各科主任) 教員

取 手 校 地

衛生管理担当者 職員

【総 務 係 長】 （教員以外）衛 安

安全管理担当者生 全

【総 務 係 長】管 衛

理 生

者 委

員

会

【横浜校地】

作業責任者(有害作業場以外は各科主任) 教員任 安

者 全 映像研究科

安全衛生管理者 衛生管理担当者 職員衛

【事務長】 【総 務 係 長】 (教員以外)衛 研 生

安全管理担当者生 究 管

【総 務 係 長】推 科 理

進 長 責

者



東京芸術大学安全衛生管理規則 新旧対照表

新 旧
○東京芸術大学安全衛生管理規則 ○東京芸術大学安全衛生管理規則

（ 略 ） （ 略 ）

（衛生管理者） （衛生管理者）
第８条 本学上野校地及び取手校地に、安衛法第12条の定めるところにより、衛生 第８条 本学上野校地に、安衛法第12条の定めるところにより、衛生管理者を選任

管理者を選任する。 する。

（ 略 ） （ 略 ）

（衛生推進者） （衛生推進者）
第１０条 本学横浜校地に、安衛法第12条の２の定めるところにより、衛生推進者 第１０条 本学取手校地及び横浜校地に、安衛法第12条の２の定めるところにより、

を選任する。 衛生推進者を選任する。

（ 略 ） （ 略 ）

（安全衛生委員会） （安全衛生委員会）
第１６条 本学上野校地及び取手校地に、安衛法第19条の定めるところにより、安 第１６条 本学上野校地に、安衛法第19条の定めるところにより、安全衛生委員会

全衛生委員会（以下この条において「委員会」という。）を置く。 （以下この条において「委員会」という。）を置く。
２ 委員会は、学長の諮問又は自らの発議のもとに本学における安全衛生管理に関 ２ 委員会は、学長の諮問又は自らの発議のもとに本学における安全衛生管理に関

する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して学長に対し意見を述べ する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して学長に対し意見を述べ
ることができる。 ることができる。

３ 上野校地の委員会において、取手校地及び横浜校地に関する事項を審議する場 ３ 委員会において、取手校地及び横浜校地に関する事項を審議する場合は、この
合は、この委員会を全学の委員会とみなして取り扱うものとする。 委員会を全学の委員会とみなして取り扱うものとする。

４ 委員会の組織及び審議事項その他必要な事項は、別に定める。 ４ 委員会の組織及び審議事項その他必要な事項は、別に定める。

（ 略 ） （ 略 ）

附 則
この規則は、平成18年４月１日から施行する。



別表１（第５条関係） 別表１（第５条関係）

東京芸術大学安全衛生管理体制 東京芸術大学安全衛生管理体制

事 業 者（学長） 事 業 者（学長）

総括安全衛生管理責任者(理事） 総括安全衛生管理責任者(理事）

産 業 医 産 業 医

【上野校地】 【上野校地】

安全衛生管理者 衛生管理担当者 職員 安全衛生管理者 衛生管理担当者 職員安 事 務 局 安 事 務 局
【各課長】 【総務課職員係長】 【各課長】 【総務課職員係長全 全

安全管理担当者 安全管理担当者衛 衛
【施設課企画係長】 【施設課企画係長】生 生

管 管
理 理

作業責任者(有害作業場以外は各科主任) 教員 作業責任者(有害作業場以外は各科主任) 教員責 責
任 美 術 学 部 任 美 術 学 部

安全衛生管理者 衛生管理担当者 職員 安全衛生管理者 衛生管理担当者 職員衛 安 者 衛 安 者
【事務長】 【庶 務 係 長】 (教員以外) 【事務長】 【庶 務 係 長】 (教員以外)生 全 生 全

安全管理担当者 安全管理担当者管 衛 部 管 衛 部
【会 計 係 長】 【会 計 係 長】理 生 局 理 生 局学部安全衛生委員会 学部安全衛生委員会

者 委 長 者 委 長
員 員
会 会

作業責任者(有害作業場以外は各科主任) 教員 作業責任者(有害作業場以外は各科主任) 教員音 楽 学 部 音 楽 学 部
(音トレセンター) (音トレセンター)

安全衛生管理者 衛生管理担当者 職員 安全衛生管理者 衛生管理担当者 職員(演奏芸術センター) (演奏芸術センター)

【事務長】 【庶 務 係 長】 (教員以外) 【事務長】 【庶 務 係 長】 (教員以外)

安全管理担当者 安全管理担当者

【会 計 係 長】 【会 計 係 長】学部安全衛生委員会 学部安全衛生委員会

安全衛生管理者 衛生管理担当者 職員 安全衛生管理者 衛生管理担当者 職員附属図書館 附属図書館
【事務長】 【総 務 係 長】 【事務長】 【総 務 係 長】

安全管理担当者 安全管理担当者

【総 務 係 長】 【総 務 係 長】

作業責任者(有害作業場以外は各科主任) 教員 作業責任者(有害作業場以外は各科主任) 教員

大学美術館 大学美術館
安全衛生管理者 衛生管理担当者 職員 安全衛生管理者 衛生管理担当者 職員

【事務長】 【企画・管理係長】 (教員以外) 【事務長】 【企画・管理係長】 (教員以外)

安全管理担当者 安全管理担当者

【企画・管理係長】 【企画・管理係長】



【取手校地】 【取手校地】

作業責任者(有害作業場以外は各科主任) 教員 作業責任者(有害作業場以外は各科主任) 教員

取 手 校 地 取 手 校 地
衛生管理担当者 職員 衛生管理担当者 職員

【総 務 係 長】 （教員以外） 【総 務 係 長】 （教員以外）衛 安 衛
安全管理担当者 安全管理担当者生 全 生

【総 務 係 長】 【総 務 係 長】管 衛 推
理 生 進
者 委 者

員
会

【横浜校地】

作業責任者(有害作業場以外は各科主任) 職員【横浜校地】 任 安
者 全 映像研究科

作業責任者(有害作業場以外は各科主任) 教員 衛生管理担当者 職員任 安 衛
【総 務 係 長】 (教員以外)者 全 映像研究科 衛 研 生

安全衛生管理者 衛生管理担当者 職員 安全管理担当者衛 生 究 管
【事務長】 【総 務 係 長】 (教員以外) 【総 務 係 長】衛 研 生 推 科 理

生 究 管 進 長 責安全管理担当者

推 科 理 者【総 務 係 長】

進 長 責
者



東京芸術大学上野校地安全衛生委員会規則○

平成16年４月１日

制 定

改正 平成17年４月１日 平成18年３月31日

（目的）

第１条 この規則は、東京芸術大学安全衛生管理規則第16条に基づき、上野校地安

全衛生委員会（以下「委員会」という｡)の構成及び運営等に関し必要な事項を定

めるとともに安全衛生管理活動の円滑な推進を図ることを目的とする。

（任務）

第２条 委員会は、上野校地の安全衛生管理に関し、常に職場環境や安全衛生に関

する事項に留意し、安全衛生管理活動に寄与するよう努めるとともに次の各号に

掲げる事項について調査審議する。

（１）職員の危険防止及び健康障害防止の基本的な対策に関すること

（２）職員の健康保持増進を図るための基本となるべき対策及び実施計画の作成に

関すること

（３）労働災害の原因及び再発防止対策に関すること

（４）安全衛生に関する規程の作成に関すること

（５）安全衛生教育の実施計画の作成に関すること

（６）新規に導入する機械、器具その他の設備又は原材料に係る危険又は健康障害

の防止に関すること

（７）作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること

（８）健康診断及びその結果に対する対策の樹立に関すること

（９）快適な職場環境の形成に関すること

(10) その他安全衛生に必要と認められる重要な事項に関すること

２ 必要に応じ、この委員会は、全学の委員会として上野校地以外の事業場に関す

る事項を審議する。

（組織）

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

（１）総括安全衛生管理責任者（ 理事（総務担当））

（２）衛生管理者 ２人

（３）産業医 １人

（４）取手校地安全衛生委員会委員長

（５）美術学部安全衛生委員会委員長

（６）音楽学部安全衛生委員会委員長

（７）安全及び衛生に関する経験を有する者 若干人

（８）前各号のほか学長が必要と認める者 若干人



２ 前項第２号、第３号、第７号及び第８号に規定する者は、学長が指名する。

３ 第１項第２号から第８号の委員の半数については、職員の過半数で組織する労

働組合又は職員の過半数を代表する者の推薦に基づく者とする。

（任期）

第４条 前条第１項第２号、第３号、第７号及び第８号に掲げる委員の任期は、２

年とする。ただし、再任を妨げない。

２ 前項の委員に欠員が生じた場合は速やかに補充することとし、補充委員の任期

については、前任者の残任期間とする。

（委員長及び副委員長）

第５条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理責任者をもって充てる。

２ 委員長は委員会を主宰する。

第６条 委員会に副委員長を置き、委員長が指名する。

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはこれを代行する。

（会議）

第７条 委員会は、原則として毎月１回定期に開催し、委員長が必要と認めた時は

臨時に開催する。

２ 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数の賛成を持って成立し、可否同数の場合は

委員長が決するところによる。

（専門委員）

第８条 委員会が必要と認める時は、専門的事項を調査審議するための専門委員会

を設けることができる。

（庶務）

第９条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

２ 委員会の議事に関する記録は、これを３年間保存するものとする。

附 則

この規則は、平成16年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成17年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成18年４月１日から施行する。



東京芸術大学上野校地安全衛生委員会規則 新旧対照表

新 旧

東京芸術大学上野校地安全衛生委員会規則 東京芸術大学安全衛生委員会規則◯ ◯

（目的） （目的）

第１条 この規則は、東京芸術大学安全衛生管理規則第16条に基づき、上野校地安 第１条 この規則は、東京芸術大学安全衛生管理規則第16条に基づき、本学安全衛

全衛生委員会（以下「委員会」という｡)の構成及び運営等に関し必要な事項を定 生委員会（以下「委員会」という｡)の構成及び運営等に関し必要な事項を定める

めるとともに安全衛生管理活動の円滑な推進を図ることを目的とする。 とともに安全衛生管理活動の円滑な推進を図ることを目的とする。

（任務） （任務）

第２条 委員会は、上野校地の安全衛生管理に関し、常に職場環境や安全衛生に関 第２条 委員会は、本学の安全衛生管理に関し、常に職場環境や安全衛生に関する

する事項に留意し、安全衛生管理活動に寄与するよう努めるとともに次の各号に 事項に留意し、安全衛生管理活動に寄与するよう努めるとともに次の各号に掲げ

掲げる事項について調査審議する。 る事項について調査審議する。

（１）職員の危険防止及び健康障害防止の基本的な対策に関すること （１）職員の危険防止及び健康障害防止の基本的な対策に関すること

（２）職員の健康保持増進を図るための基本となるべき対策及び実施計画の作成に （２）職員の健康保持増進を図るための基本となるべき対策及び実施計画の作成に

関すること 関すること

（３）労働災害の原因及び再発防止対策に関すること （３）労働災害の原因及び再発防止対策に関すること

（４）安全衛生に関する規程の作成に関すること （４）安全衛生に関する規程の作成に関すること

（５）安全衛生教育の実施計画の作成に関すること （５）安全衛生教育の実施計画の作成に関すること

（６）新規に導入する機械、器具その他の設備又は原材料に係る危険又は健康障害 （６）新規に導入する機械、器具その他の設備又は原材料に係る危険又は健康障害

の防止に関すること の防止に関すること

（７）作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること （７）作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること

（８）健康診断及びその結果に対する対策の樹立に関すること （８）健康診断及びその結果に対する対策の樹立に関すること

（９）快適な職場環境の形成に関すること （９）快適な職場環境の形成に関すること

(10) その他安全衛生に必要と認められる重要な事項に関すること (10) その他安全衛生に必要と認められる重要な事項に関すること

２ 必要に応じ、この委員会は、全学の委員会として上野校地以外の事業場に関す

る事項を審議する。

（組織） （組織）

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

（１）総括安全衛生管理責任者（ 理事（総務担当）） （１）総括安全衛生管理責任者（ 理事（総務担当））

（２）衛生管理者 ２人 （２）衛生管理者 ２人

（３）産業医 １人 （３）産業医 １人

（４）取手校地安全衛生委員会委員長

（５）美術学部安全衛生委員会委員長 （４）美術学部安全衛生委員会委員長



（６）音楽学部安全衛生委員会委員長 （５）音楽学部安全衛生委員会委員長

（７）安全及び衛生に関する経験を有する者 若干人 （６）安全及び衛生に関する経験を有する者 若干人

（８）前各号のほか学長が必要と認める者 若干人 （７）前各号のほか学長が必要と認める者 若干人

２ 前項第２号、第３号、第７号及び第８号に規定する者は、学長が指名する。 ２ 前項第２号、第３号、第６号及び第７号に規定する者は、学長が指名する。

３ 第１項第２号から第８号の委員の半数については、職員の過半数で組織する労 ３ 第１項第２号から第７号の委員の半数については、職員の過半数で組織する労

働組合又は職員の過半数を代表する者の推薦に基づく者とする。 働組合又は職員の過半数を代表する者の推薦に基づく者とする。

（任期） （任期）

第４条 前条第１項第２号、第３号、第７号及び第８号に掲げる委員の任期は、２ 第４条 前条第１項第２号、第３号、第６号及び第７号に掲げる委員の任期は、２

年とする。ただし、再任を妨げない。 年とする。ただし、再任を妨げない。

２ 前項の委員に欠員が生じた場合は速やかに補充することとし、補充委員の任期 ２ 前項の委員に欠員が生じた場合は速やかに補充することとし、補充委員の任期

については、前任者の残任期間とする。 については、前任者の残任期間とする。

（ 略 ） （ 略 ）

附 則

この規則は、平成18年４月１日から施行する。



東京芸術大学取手校地安全衛生委員会○

平成18年３月31日

制 定

（目的）

第１条 この規則は、東京芸術大学安全衛生管理規則第16条に基づき、取手校地安

全衛生委員会（以下「委員会」という｡)の構成及び運営等に関し必要な事項を定

めるとともに安全衛生管理活動の円滑な推進を図ることを目的とする。

（任務）

第２条 委員会は、取手校地の安全衛生管理に関し、常に職場環境や安全衛生に関

する事項に留意し、安全衛生管理活動に寄与するよう努めるとともに次の各号に

掲げる事項について調査審議する。

（１）職員の危険防止及び健康障害防止の基本的な対策に関すること

（２）職員の健康保持増進を図るための基本となるべき対策及び実施計画の作成に

関すること

（３）労働災害の原因及び再発防止対策に関すること

（４）安全衛生に関する規程の作成に関すること

（５）安全衛生教育の実施計画の作成に関すること

（６）新規に導入する機械、器具その他の設備又は原材料に係る危険又は健康障害

の防止に関すること

（７）作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること

（８）健康診断及びその結果に対する対策の樹立に関すること

（９）快適な職場環境の形成に関すること

(10) その他安全衛生に必要と認められる重要な事項に関すること

（組織）

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

（１）委員長

（２）衛生管理者 １人

（３）産業医 １人

（４）安全及び衛生に関する経験を有する者 若干人

（５）前各号のほか学長が必要と認める者 若干人

２ 前項第２号から第５号に規定する者は、学長が指名する。

３ 第１項第２号から第５号の委員の半数については、職員の過半数で組織する労

働組合又は職員の過半数を代表する者の推薦に基づく者とする。

（任期）

第４条 前条第１項第２号から第５号に掲げる委員の任期は、２年とする。ただ



し、再任を妨げない。

２ 前項の委員に欠員が生じた場合は速やかに補充することとし、補充委員の任期

については、前任者の残任期間とする。

（委員長及び副委員長）

第５条 委員会に委員長を置き、学長が指名する。

２ 委員長は委員会を主宰する。

３ 委員長の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

４ 委員長に欠員が生じた場合は速やかに補充することとし、補充委員長の任期に

ついては、前任者の残任期間とする。

第６条 委員会に副委員長を置き、委員長が指名する。

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはこれを代行する。

（会議）

第７条 委員会は、原則として毎月１回定期に開催し、委員長が必要と認めた時は

臨時に開催する。

２ 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数の賛成を持って成立し、可否同数の場合は

委員長が決するところによる。

（専門委員）

第８条 委員会が必要と認める時は、専門的事項を調査審議するための専門委員会

を設けることができる。

（庶務）

第９条 委員会の庶務は、取手校地事務室において処理する。

２ 委員会の議事に関する記録は、これを３年間保存するものとする。

附 則

この規則は、平成18年４月１日から施行する。



○東京芸術大学放射線障害予防内規

平成16年４月１日

制 定

（目的）

第１条 この内規は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭

和32年法律第1 6 7号。以下「法」という｡)に基づき、本学における放射線装置の

取扱い等について定め、放射線障害の発生を防止し、安全を確保することを目的

とする。

（定義）

第２条 この内規において「放射線装置」とは、エックス線装置をいう。

２ この内規において「放射線業務」とは、エックス線装置の取扱い及びこれに付

随する業務をいう。

（組織）

第３条 放射線装置の取扱いに従事する者及び安全管理に従事する者に関する組織

は、別表のとおりとする。

（放射線取扱主任者等）

第４条 放射線障害の発生の防止について必要な指導監督を行わせるため、放射線

取扱主任者（以下「主任者」という｡)を置く。

２ 主任者が、出張、疾病等により、職務の遂行が不可能なとき、その期間中、そ

の職務を代行させるため、主任者の代理者（以下「代理者」という｡)を置く。

３ 主任者及び代理者は、法に規定する放射線取扱主任者又はエックス線作業主任

者の資格を有する本学職員の中から、学長が選任する。

（主任者の職務）

第５条 主任者は、放射線障害の発生の防止に係る監督に関し、法及びこの内規に

従って、次の各号に掲げる業務を行う。

（１）予防内規の改廃への参画

（２）放射線障害防止上、重要な計画への参画

（３）法に基づく申請、届出、報告の審査

（４）異常及び事故の原因調査への参画

（５）学長に対する意見の具申

（６）放射線装置の使用状況及び設備、帳簿、書類等の監査

（７）関係者への助言、勧告及び指示

（８）教育訓練計画の作成及び実施への参画

（９）その他、放射線障害防止に関して必要な業務

（管理責任者）

第６条 放射線装置の保守及び管理のために管理責任者を置く。

２ 管理責任者は、放射線取扱の経験を有する者の中から、学長が委嘱する。

（保守及び管理）

第７条 管理責任者は、主任者の協力を得て、放射線装置の整備点検を定期的に行

い、異常を認めたときは、使用の中止、修理等必要な措置を講じなければならな

い。



２ 管理責任者は、主任者の協力を得て、放射線装置及びこれに付随する設備を年

１回以上点検し、異常を認めたときは、使用の中止、修理等必要な措置を講じな

ければならない。

３ 管理責任者は、前２項の結果及び講じた措置を学長に報告しなければならな

い。

（放射線業務に従事する者の登録）

第８条 放射線業務に従事しようとする者は、第14条の教育及び訓練、第15条の健

康診断を受けた者でなければ、学長に登録の申請をすることはできない。

２ 学長は、前項の申請があったときは、放射線業務従事者（以下「従事者」とい

う｡)として登録するとともに、申請者にその結果を通知するものとする。

３ 前項の登録の有効期限は、登録した年度限りとし、更新することができる。

４ 申請書の様式は別紙のとおりとする。

（管理区域）

第９条 放射線障害防止のため、管理区域を定める。

２ 管理責任者は、次に定める者以外の者を管理区域に立入らせてはならない。

（１）従事者として、第８条に基づいて登録された者

（２）見学等の目的で、一時立入り者として管理責任者が認めた者

（使用）

第１０条 従事者等は、放射線装置を使用する場合は、法及びこの内規を遵守する

とともに、次に掲げる事項を厳守して、人体の受ける放射線量をできるだけ少な

くするようにしなければならない。

（１）管理区域内では、随時被ばく線量を測定して、所定の用紙に記録すること。

（２）放射線照射中は、照射中であることを赤ランプ、立看板等の標識により表示

すること。

（３）その他、主任者の指示に従うこと。

（新設及び廃棄等）

第１１条 放射線装置を新設、廃棄又は変更しようとするときは、学長に申請しな

ければならない。

（場所の測定）

第１２条 管理責任者は、放射線障害の発生するおそれのある場所について、放射

線の量の測定を実施しなければならない。

２ 放射線の量の測定は、原則として１センチメートル線量当量率について、放射

線測定器を使用して行うこと。

３ 測定の場所は、管理区域内及び管理区域の境界とする。

４ 測定は、作業を開始する前に１回、作業を開始した後にあっては、６月を超え

ない作業期間ごとに１回測定すること。

５ 測定の結果については、測定の都度次の項目について記録すること。

（１）測定日時

（２）測定箇所

（３）測定をした者の氏名

（４）放射線測定器の種類及び型式

（５）測定方法



（６）測定結果

６ 前項の記録は、５年間保存しなければならい。

（個人被ばく線量の測定）

第１３条 管理責任者は、管理区域に立入る者に対して、適切な放射線測定器を着

用させ、外部被ばくによる線量を測定しなければならない。

２ 測定は、次に定める部位について、１センチメートル線量当量及び70マイクロ

メートル線量当量について行うこと。

３ 測定は、管理区域に立入る者についで、管理区域に立入っている間継続して行

うこと。ただし、外部被ばくの線量当量が1 0 0マイクロシーベルトを超えるおそ

れのないときは、計算により算出すること。また、一時立入り者として管理責任

者が認めた者については、外部被ばくの線量当量が1 0 0マイクロシーベルトを超

えるおそれのあるときに行うこと。

４ 測定の結果については、４月１目、７月１日、10月１日及び１月１日を始期と

する各３月間、４月１日を始期とする１年間並びに妊娠中の女子及び１月に受け

る実効線量が1 . 7ミリシーベルトを超えるおそれのある女子にあっては毎月１日

を始期とする１月間について、当該期間ごとに集計し、集計の都度次の項目につ

いて記録すること。

（１）測定対象者の氏名

（２）測定をした者の氏名

（３）放射線測定器の種類及び型式

（４）測定方法

（５）測定部位及び測定結果

５ 管理責任者は、測定の結果から、実効線量及び等価線量並びに累積実効線量

を、４月１日、７月１日、10月１日及び１月１日を始期とする各３月間、４月１

日を始期とする１年間並びに妊娠中の女子及び１月に受ける実効線量が1 . 7ミリ

シーベルトを超えるおそれのある女子にあっては毎月１日を始期とする１月間に

ついて、当該期間ごとに算定し、算定の都度次の項目について記録すること。

（１）算定年月日

（２）対象者の氏名

（３）算定した者の氏名

（４）算定対象期間

（５）実効線量

（６）等価線量

（７）累積実効線量

６ 管理責任者は、第４項及び第５項の記録を総務課人事係へ提出するとともに、

その写しを当該測定の対象者に対し記録の都度交付すること。

７ 総務課人事係は、前項の記録を、当該測定対象者の離職後５年間保存するこ

と。

（教育及び訓練）

第１４条 管理責任者は、従事者及び管理区域に立入る者に対して、放射線障害の

発生の防止に必要な教育及び訓練を行わなければならない。

２ 従事者に対する教育及び訓練は、取扱等業務を開始する前又は管理区域に立入



る前及び業務を開始した後又は管理区域に立入った後にあっては１年を超えない

期間ごとに行わなければならない。

３ 教育及び訓練の項目は、次のとおりとする。

（１）放射線の人体に与える影響に関すること。

（２）放射線の危害防止に関すること。

（３）放射線装置の取扱いに関すること。

（４）放射線障害防止の関係法令、予防内規の周知に関すること。

（５）その他放射線障害防止上必要な事項に関すること。

４ 管理責任者は、前項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると

認められる者に対しては、当該項目についての教育及び訓練を省略することがで

きる。

５ 管理責任者の承認を受けて、管理区域に一時的に立入る者に対する教育及び訓

練は、放射線障害が発生することを防止するために必要な事項について行うこ

と。

（健康診断）

第１５条 学長は、次に定める健康診断を行わなければならい。

２ 健康診断の実施時期は，次のとおりとする。

（１）従事者として初めて管理区域に立入る前

（２）管理区域に立入った後にあっては、６月を超えない期間ごと。ただし、前年

度の４月１日を始期とする１年聞の実効線量が５ミリシーベルトを超えず、か

つ、当該年度の４月１日を始期とする１年聞の実効線量が５ミリツーベルトを

超えるおそれのない者にあっては、その理由を付して記録することにより、第

５項に定める検査又は検診を省略することができる。

３ 前項第２号のただし書きにより省略した者であって、その後、当該年度の実効

線量が５ミリシーベルトを超えた場合は、直ちに健康診断を行わなければならな

い。

４ 前項の規定にかかわらず、実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被

ばくし又は被ばくしたおそれのある者は、遅滞なく健康診断を行わなければなら

ない。

５ 健康診断は、問診及び検査又は検診とし、検査又は検診は、次の部位及び項目

について行うこととする。

（１）末梢血液中の血色素量、赤血球数及び白血球数

（２）末梢血液中の白血球像

（３）皮膚

（４）目（水晶体）

６ 健康診断の結果は、これを総務課人事係が保存するものとし、その写しを、実

施の都度主任者に送付するとともに、本人に交付しなければならない。

（放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置）

第１６条 学長は、放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対し、産業

医及び主任者の意見に基づき、取扱時間の短縮、取扱の制限、管理区域への立入

り禁止、保健指導等の措置を講ずるものとする。

（記帳）



第１７条 管理責任者は、使用について記録する帳簿を備え、主任者及び従事者に

記帳させなければならない。

２ 帳簿に記載すべき項目は次の各号のとおりとする。

（１）放射線装置の種類及び規格

（２）放射線装置の使用対陰極又は管球の種類

（３）放射線装置の管球電圧及び電流

（４）放射線装置の撮影方法又は測定方法

（５）放射線装置の使用者の所属、職名及び氏名並びに使用月日、時間

（６）使用放射線測定用具名

（７）その他放射線障害の防止に必要な事項

３ 管理責任者は、前項の帳簿を年度ごとに閉鎖し、かつ、これを５年間保存しな

ければならない。

（異常の報告）

第１８条 従事者等は、放射線装置に異常を認めた場合は、直ちに主任者に連絡し

なければならない。

２ 主任者は、当該放射線装置に異常を認め、その異常が放射線障害を発生するお

それがあると認めた場合は、直ちに適切な措置を講じ、その状況を管理責任者を

通じて学長に報告しなければならない。

（危険時の措置）

第１９条 地震、火災その他の災害が起こったことにより放射線障害が発生し又は

発生するおそれのある事態を発見した者は、直ちに、その旨を主任者又は管理責

任者に通報してその指示を受け、応急の措置を講じなければならない。

２ 前項の通報を受けた者は、直ちに発見者に適切た指示を与えるとともに学長に

報告しなければならない。

３ 学長は、第１項の事態が発生したときは、再発防止のために必要な措置を講ず

るとともに、遅滞なく、関係機関に届けなければならない。

（義務違反の措置）

第２０条 管理責任者は、従事者等が法令及びこの内規に定める義務に違反したと

認めた場合は、取扱いの制限、中止その他の必要な措置をとることができる。

２ 管理責任者は、前項の措置をとったときは、その旨を学長に報告するものとす

る。

（報告）

第２１条 学長は、次のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及

びそれに対する措置を10日以内に、関係機関に報告しなければならない。

（１）放射線が異常に漏洩したとき。

（２）従事者について、実効線量限度又は等価線量限度を超え又は超えるおそれの

ある被ばくがあったとき。

（３）前２号の他、放射線障害が発生し又は発生するおそれがあるとき。

附 則

１ この内規は、平成16年４月１日から施行する。

２ 東京芸術大学放射線障害予防内規（平成２年７月12日制定）は、廃止する。



別表

学 長

取扱主任者 産 業 医

管 理 責 任 者

放射線作業従事者



別紙様式

新規
放射線業務従事者登録 申請書

更新

(元号） 年 月 日

東京芸術大学長 殿

所 属 学部 科

職 名

,氏 名

生年月日 （男・女）

東京芸術大学放射線障害予防内規第８条第１項の規定により放射線業務従

事者として登録を申請します。

最近の健康診断の受診年月日

（元号） 年 月 日

（血液検査を含む｡)

教 育 訓 練 の 受 講 年 月 日 （元号） 年 月 日

放射線装置の取扱いの経験、年数

年 月

及びその内容

過去の被ばく歴（集積線量）

ミリレム

（記録があれば写しを添付）

使用予定 管理責任者

,設 置 名 氏名



○東京芸術大学毒物及び劇物取扱要項

平成16年４月１日

学 長 裁 定

改正 平成17年６月15日

（目的）

第１条 この要項は、毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第3 0 3号）に準拠し、本

学において保管、使用する毒物及び劇物について、保健衛生上の危害防止のため

に必要な管理を行うことを目的とする。

（毒物及び劇物の管理体制）

第２条 安全衛生管理者（東京芸術大学安全衛生管理規則第12条に規定する各課長

及び事務長をいう。以下同じ｡)は、当該部局における毒物及び劇物の受入、保

管、使用、運搬、廃棄等の安全管理について、責任を負うものとする。

２ 安全衛生管理者は、毒物及び劇物保管庫の鍵の保管について、責任をもって管

理するものとする。

３ 安全衛生管理者は、管理の万全を期すため、当該部局の所属職員の中から研究

室等ごとに保管責任者及び使用責任者を命ずるものとする。

４ 安全衛生管理者は、前項の保管責任者及び使用責任者を命じた場合は、毒物及

び劇物の保管責任者等の命免簿（別紙様式１)を作成するものとする。

５ 保管責任者は、安全衛生管理者の業務を補佐し、安全衛生管理者が不在の場合

は、当該研究室等における安全衛生管理者の職務を代行する。

６ 保管責任者は、当該研究室等における毒物及び劇物保管庫の鍵を保管する。

７ 使用責任者は、毒物及び劇物の受払いの都度、受払簿（別紙様式２）に受払い

の内容を記載し、保管及び使用状況を明らかにするものとする。また、保管して

いる毒物及び劇物の数量について、定期的に受払簿と照合して確認するものとす

る。

８ 使用責任者は、当該毒物及び劇物の使用中の安全管理に責任を負うものとす

る。

（毒物及び劇物の収納容器の保管方法）

第３条 毒物及び劇物を収納する容器は、当該毒物及び劇物の性質に適応し、か

つ、破損、腐食等のしない材質のものを使用するよう配慮するものとする。

２ 毒物及び劇物の保管に際しては、次の事項について配慮するものとする。

（１）容器は、密縫して保管すること。

（２）容器の多段積みを避けること。

（３）容器は、錠を備えた保管庫に保管すること。

（４）保管庫は、金属製ロッカー等により専用とし、一般薬品とは別の保管とする

こと。

（５）保管庫は、引き違い戸のものであること。なお、観音開きのものである場合

は、震動により戸が開くのを防止するための止金を設けたものであること。

（６）保管庫は、容器の接触、転倒及び落下を防止するための措置が講じられたも

のであること。

（７）容器を収納した保管庫の戸は、必ず施錠しておくこと。

（８）研究室、実験室単位で保管庫の区分及び配列方法を考え、危険、火災防止等



のため、保管庫は建築物の壁・柱等に固定すること。

（保管庫及び容器の表示）

第４条 毒物及び劇物の保管庫及び容器には、外部から明確に識別できるよう「医

薬用外」の文字を表示するとともに、毒物については赤地に白色をもって「毒

物」の文字を、劇物については白地に赤色をもって「劇物」の文字を表示するも

のとする。

（使用上の留意事項）

第５条 使用する物質及び生成物の性状、特に発火性・爆発性のものについては、

十分留意して取り扱うものとする。

２ 危険な物質を使用するとき又は危険性の高い実験等を行うときは、予め次のよ

うな災害の防護手段を考え、万全の準備をして行うものとする。

（１）生成物が危険物質であると予想されるときは、予め少量で実験を行うこと。

（２）火災や爆発の恐れのあるときは、消火器等を用意すること。

（３）毒性のあるときは、ゴム手袋、防護マスク等を着用すること。

（４）爆発、火災の発生又は急性中毒の起こる可能性がある実験は、単独で行わな

いこと。

（緊急時の措置）

第６条 実験室において、危険物の取扱中に火災、地震等による災害の恐れを覚知

した場合は、直ちに実験等を中止するとともに、次の措置を講じるものとする。

（１）使用中の火気の始末及び消火の確認

（２）使用中の危険物の保管庫等への収納

（３）混合発火する恐れのある危険物を取り扱っている場合は、これら危険物の混

合を防止するための措置

（４）保管庫の鍵の確認

２ 安全衛生管理者は、毒物及び劇物の盗難、紛失、その他不測の事態が生じた場

合は、直ちに安全衛生管理責任者（東京芸術大学安全衛生管理規則第11条に規定

する部局長）を経由して学長に届け出るものとする。

（毒物及び劇物の廃棄方法）

第７条 毒物及び劇物の廃棄については、毒物及び劇物取締法第15条の２及び施行

令第40条によるものとする。

（雑則）

第８条 この要項に定めるもののほか、学生が作品制作等で使用する毒物及び劇物

の取扱いに関する必要な事項は、別に定める。

附 則

１ この要項は、平成16年４月１日から実施する。

２ 東京芸術大学劇物及び劇物取扱要項（平成10年12月17日学長裁定）は、廃止す

る。

附 則

この要項は、平成17年６月15日から施行し、平成17年４月１日から適用する。



別紙様式１

毒物及び劇物の保管責任者等の命免簿

東京芸術大学毒物及び劇物取扱要項第２条第３項により、保管責任者及び

使用責任者となることを命じます。

部 局 名

管理責任者(物品管理官)

研 究 室 等 名

区 分 命 免 年 月 日 保 管 責 任 者 命 免 年 月 日

命・免 年 月 日 印 印

命・免 年 月 日 印 印

命・免 年 月 日 印 印

命・免 年 月 日 印 印

命・免 年 月 日 印 印

命・免 年 月 日 印 印

命・免 年 月 日 印 印

（注）保管責任者は使用責任者を兼ねることができる。



別紙様式２

毒 物 ・ 劇 物 受 払 簿

（品名） （研究室等名）

（単位）

異 動 数 量 使 用 保 管

年 月 日 現 在 高 責任者 責任者 適 用

受 払 受領印 受領印



東京芸術大学毒物及び劇物取扱要項の一部を改正する要項 新旧対照表

新 旧
○東京芸術大学毒物及び劇物取扱要項 ○東京芸術大学毒物及び劇物取扱要項

（略） （略）

（毒物及び劇物の管理体制） （毒物及び劇物の管理体制）

第２条 安全衛生管理者（東京芸術大学安全衛生管理規則第12条に規定する各課長 第２条 安全衛生管理者（東京芸術大学安全衛生管理規則第11条に規定する各課長

及び事務長をいう。以下同じ｡)は、当該部局における毒物及び劇物の受入、保 及び事務長をいう。以下同じ｡)は、当該部局における毒物及び劇物の受入、保

管、使用、運搬、廃棄等の安全管理について、責任を負うものとする。 管、使用、運搬、廃棄等の安全管理について、責任を負うものとする。

（略） （略）

（緊急時の措置） （緊急時の措置）

第６条 実験室において、危険物の取扱中に火災、地震等による災害の恐れを覚知 第６条 実験室において、危険物の取扱中に火災、地震等による災害の恐れを覚知

した場合は、直ちに実験等を中止するとともに、次の措置を講じるものとする。 した場合は、直ちに実験等を中止するとともに、次の措置を講じるものとする。

（１）使用中の火気の始末及び消火の確認 （１）使用中の火気の始末及び消火の確認

（２）使用中の危険物の保管庫等への収納 （２）使用中の危険物の保管庫等への収納

（３）混合発火する恐れのある危険物を取り扱っている場合は、これら危険物の混 （３）混合発火する恐れのある危険物を取り扱っている場合は、これら危険物の混

合を防止するための措置 合を防止するための措置

（４）保管庫の鍵の確認 （４）保管庫の鍵の確認

２ 安全衛生管理者は、毒物及び劇物の盗難、紛失、その他不測の事態が生じた場 ２ 安全衛生管理者は、毒物及び劇物の盗難、紛失、その他不測の事態が生じた場

合は、直ちに安全衛生管理責任者（東京芸術大学安全衛生管理規則第11条に規定 合は、直ちに安全衛生管理責任者（東京芸術大学安全衛生管理規則第10条に規定

する部局長）を経由して学長に届け出るものとする。 する部局長）を経由して学長に届け出るものとする。

（略） （略）

附 則

この要項は、平成17年６月15日から施行し、平成17年４月１日から適用する。



○労働安全衛生に関する資格取得に関する要項

平成17年４月１日

学 長 裁 定

第１ 学長は、必要に応じて、有害作業場における作業責任者の業務等に関する要

項（平成17年４月１日学長裁定。以下「作業責任者に関する要項」という｡)で定

める資格のほか、衛生管理者その他労働安全衛生に関する資格の取得を職員に命

ずることができる。

第２ 前項の資格取得については、作業責任者に関する要項第５項第２号の規定に

準じて取り扱うものとする。

附 則

この要項は、平成17年４月１日から施行する。



- 1 -

労 働 安 全 衛 生 関 係 の 資 格 取 得 者 数
資 格 名 平 成 １ ６ 年 度 平 成 １ ７ 年 度

作 業 環 境 測 定 士 １

第 ２ 種 衛 生 管 理 者 １ ８ １

第 １ 種 衛 生 管 理 者 １ ２

ガ ス 溶 接 作 業 主 任 者 免 許 １

エ ッ ク ス 線 作 業 主 任 者 免 許 １

２第 １ 種 圧 力 容 器 取 扱 作 業 主 任 者 技 能 講 習

フ ォ ー ク リ フ ト 運 転 技 能 講 習 ７ １

５木 材 加 工 用 機 械 作 業 主 任 者 技 能 講 習

ガ ス 溶 接 技 能 講 習 ２

有 機 溶 剤 作 業 主 任 者 技 能 講 習 ２

玉 掛 技 能 講 習 ２ １ ３

鉛 作 業 主 任 者 技 能 講 習 ３

１特 定 化 学 物 質 等 作 業 主 任 者 技 能 講 習
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　　　国立大学法人　東京芸術大学　施設課

安全・安心な教育研究環境の確保のための整備
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安全・安心な教育研究環境の確保のための整備

昨今、学生・教職員に対して、「安全・安心な教育研究環境の確保」が求められていることから、本学の

クオリテイマネジメント（施設の質の管理）への取り組みをまとめることとした。

なお、「安全で快適なキャンパス」「キャンパスの教育研究環境改善」をキーワードとし、安全・安心な

キャンパスの教育研究環境の改善を推進する。

　　を図ること。

◆今年度の実施予定

◆実施手順等

　① 施設・設備等の現状調査を実施する。

　② 報告書等の作成（ハザードマップ等）

　③ 年度毎に重要テーマをまとめる。

　⑤ 役員会等への報告

　④ 改善年次計画書の作成

　⑥ 改善事業の計画的実施

１．安全・安心なキャンパスの教育研究環境改善に向けて

　国立大学施設の効果的・効率的管理と戦略的活用を図るために「施設マネジメント」は極めて重要である。

ジメント）を主に取り組むことが重要である。

＊  クオリティマネジメントとは

施設マネジメントにおいては、３つの視点（クオリティマネジメント、スペースマネジメント、コストマネ

　　　施設利用の要望に配慮しつつ、安全及び教育研究等の活動を支援する機能を確保し、施設の質の向上



人的災害

想定される災害

・老朽施設の放置

（マニュアル作成等）
災害等回避の方策検討

（災害を防止し、より良いキャンパスへ）

・老朽設備の放置

・危険物の放置

・盗難

・交通事故

・地震

・水害

・火災

・台風

・落雷

・大気汚染

・水質汚染

・環境汚染

・耐震化推進状況

・工作物（よう壁、囲障等）

自然災害 生態的災害

災害防止のためのデーターベースの構築

学生・教職員及び美術館等の施設見学者等の安全性確保の一貫として、想定される災害等に対する施設

・外溝・工作物等の老朽危険度

２．キャンパスの安全確保等に関する具体的方策

・設備等の危険度を一目でわかる様に危険予測区域等を地図化する。（ハザードマップの作成）

安全・安心な教育環境を確保するために、日常の維持管理等の取り組みを行うとともに、優先順位を付けて

年次計画を立て計画的に学内経費等を充当し整備する。

また、公表可能な資料については関係者に提示し、災害等の危険回避資料として活用することも検討する。

・防災対策(危険物施設)

・防犯対策(外灯) ・吹付けアスベスト



想定される事項

建築全般

・外構及び工作物等の

　老朽危険部位の改善

・トイレの環境改善

・屋上防水の危険改善

設備全般

・基幹設備等の老朽設備等の改善

（上下水道基幹配管、都市ガス基幹配管、揚水設備

　揚水設備、空調設備、受変電設備等）

環境改善のためのデーターベースの構築

（年次改善計画書作成等）
　改善事業の実現

・トイレの環境改善

・屋上防水の老朽改善

・基幹設備の老朽改善

・労働安全衛生法対策

・屋外環境整備

３．キャンパスの環境改善に関する具体的方策

学生・教職員のために良好な教育研究環境を確保し、また、的確で効果的な予防保全に取り組みを行うため

に、老朽施設・設備等の現状調査を実施し、調査結果を改善計画書としてまとめる。

安全・安心な教育環境を確保するために、日常の維持管理等の適切な実施を行うとともに優先順位を付けて

年次計画を立て計画的に学内経費等を充当し整備する。



４．キャンパスの安全確保等に係るデータベース



建築物の耐震改修

　阪神淡路大震災（平成７年）では、昭和５６年以前に建築された建築物の被害が顕著であった。
このため、現行の「新耐震基準施行（昭和５６年施行）」に適合しない建築物の地震に対する安全向上
を図るため「耐震改修促進法（平成７年）」が施行された。

　　この法律では、多数の者が利用する特定建築物の所有者は、耐震診断を行い耐震改修を行
　うよう努めることが求められている。

＊ 特定建築物とは、次の要件を満たすもの。（例：学校、病院、事務所等）
① 多数の者が利用する用途で、階数が３以上かつ１，０００㎡以上の建築物
② 現行の耐震関係規定に適合しない建築物

このことから、　新耐震基準施行（昭和５６年施行）以前に建築された建築物については、耐震診断
及び耐震補強等その他の耐震化に係る施策を推進する必要がある。

なお、建物だけではなく周辺の電気、給排水設備等の老朽化や容量不足による研究・制作活動等の
進展への影響や劣化に伴う安全性の問題等、施設の抱える諸問題と一体的に整備することにより
施設の質的向上を図り、安全安心な環境を確保する。

（１）耐震診断・耐震改修（耐震化推進状況）



耐震診断・耐震改修の流れ

*1 ・新耐震基準以前の基準で、

　整備された建物について

　早急に実施する。

・優先度の高い建物から

　耐震診断を実施する。

ＮＧ ＯＫ
　IS≧0.7 *2

0.3≦IS＜0.7 かつ

又は ｑ≧1.0 （耐震改修必要無し）
0.5≦ｑ＜1.0 *2 ・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造で第１次

　診断を採用する場合は

　IS≧0.9

 ☆施設の質的向上のための諸課題と

　　一体的に推進する。

 ☆危険度の高い（倒壊又は大破する恐れの

　　あるもの）ものから耐震化を優先

耐震上問題なし

(老　朽　改　修）

事業の緊急度の検討　☆

耐震補強

事業の実施

耐震診断の実施・評価

年次計画の策定

施設整備費補助金の要求

基本調査の実施

耐震化優先度調査の実施・評価　*1



耐震診断結果による緊急度の判定（緊急度ランク判定図）
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③
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低
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高

⑦
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⑤
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②
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保有水平耐力に係る指標

④

③
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　東京芸術大学は、前身である東京美術学校、東京音楽学校の創立以来、約120年
の歴史がある大学であり、建築物については昭和初期の建物が保存建物として若干
残っている。
また、同一キャンパス内に美術館、奏楽堂等他の国立大学法人には見られない建物
を有している。

【建築物の分布状況】

【建築物の種別について】

76%

17%

1% 1% 1%

3%

1%

上野校地 取手校地 奈良 上石神井 駒込 那須 松戸

13%

2%

1%

0%

84%

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 鉄骨造 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 木造



【建築物の経過年数について】

（大学全体）

（上野校地） （取手校地）

＊建築年にて計算している。（改修年は考慮していない。）

５０年以上
2%

４５～４９年
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【耐震化推進状況】

《大学全体の建物面積》

＊昭和５６年以前の法対象建物は、上野校地及び上石神井の一部の建物が対象となる。
　 その他の団地については、昭和５７年以降新耐震基準により設計されている建物と昭和５６年以前の
　 法対象外建物は対象外となる。

【大学全体の法対象の建物】

割合
(%)

耐震診断済（未改修） 27,252 43%
耐震診断改修済 11,123 17%
耐震診断未実施 25,888 40%
耐震改修不要建物 0 0%

計 64,263 100%

＊耐震改修は対象建物面積の８３％が未実施

大学全体

52,005

64,263

4,563

新耐震基準の建物面積(㎡) 法対象の建物面積(㎡) 法対象外の建物面積(㎡)

27,252

11,123

25,888

0

耐震診断済（未改修） 耐震診断改修済

耐震診断未実施 耐震改修不要建物



《上野校地》

【建物面積】

割合
(%)

新耐震基準の建物面積(㎡) 30,157 33%
法対象の建物面積(㎡) 60,618 65%
法対象外の建物面積(㎡) 1,948 2%
建物面積合計（㎡） 92,723 100%

【法対象の建物】

割合
(%)

耐震診断済（未改修） 27,252 45%
耐震診断改修済 11,123 18%
耐震診断未実施 22,243 37%
耐震改修不要建物 0 0%

計 60,618 100%

＊耐震改修は対象建物面積の８２％が未実施

上野校地

上野校地

30,157

60,618

1,948

新耐震基準の建物面積(㎡) 法対象の建物面積(㎡)

法対象外の建物面積(㎡)

27,252

11,123

22,243

0

耐震診断済（未改修） 耐震診断改修済

耐震診断未実施 耐震改修不要建物



《上石神井》

【建物面積】

割合
(%)

新耐震基準の建物面積(㎡) 0 0%
法対象の建物面積(㎡) 3,645 99%
法対象外の建物面積(㎡) 39 1%
建物面積合計（㎡） 3,684 100%

【法対象の建物】
割合
(%)

耐震診断済（未改修） 0 0%
耐震診断改修済 0 0%
耐震診断未実施 3,645 100%
耐震改修不要建物 0 0%

計 3,645 100%

＊耐震改修は対象建物面積の１００％が未実施

上石神井

上石神井

0

3,645

39

新耐震基準の建物面積(㎡) 法対象の建物面積(㎡)

法対象外の建物面積(㎡)

0

0

3,645

0

耐震診断済（未改修） 耐震診断改修済

耐震診断未実施 耐震改修不要建物
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（ ０ ６ ６ ）

（ ０ ０ ２ ）

▲

２ , ４ ５ ２㎡

12
ｍ

昭５ ４  Ｒ４－１

彫刻棟

大学美術館

▲

昭４ ０  Ｒ３－１

２ , ３ ６ ９㎡

正木記念館

３７ ２㎡

昭３ ４   Ｓ１

赤レンガ２号館

赤レンガ１号館

明１ ９ 　 Ｂ２

４ ２㎡

平１ １  Ｒ１ ２ ９㎡

７ ７㎡昭３ １  Ｂ１ 昭４ ２  Ｒ１

不 忍 荘

１ ２ ５㎡

昭４ ９ , ５ ４  Ｗ２

昭１ ０   Ｒ２

２ ０ ９㎡

昭５ ５ 　 Ｒ１

明１ ３ 　 Ｂ２ １ ８ ６㎡

第 ２ 守 衛 所

車庫

昭５２   Ｗ１     ３ ３㎡

▲

昭４ ５ 　 Ｒ８－１

（ ０ ５ ８ ）

金工棟

▲

（ ０ ６ ５ ）

▲

都立美術館

１ , １ ７ ０㎡

１ １ , ２ ３ ４㎡

平１ １  ＳＲ４－４

（ ０ ５ ７ ）

▲

（ ０ ６ ４ ） 奏楽堂

図書館

（ ０ ５ ２ ）

（ ０ ６ １ ） 体育館

昭３ ２  Ｒ４  ３ , ８ ２ ６㎡

12ｍ

▲

▲

1
1
ｍ

（ ０ ３ ２ ）

（ ０ ３ ４ ）

昭５ ２ 　 Ｒ４－１

８ , ７ ２ ０㎡

▲

昭５ ５ 　 Ｒ２

昭４ ９ 　 Ｒ４－１

大学美術館

昭３ ５ , ３ ６ , ３ ７

６ , ２ ０ ６㎡

（ ０ ５ ５ ）

昭５ ８ 　 Ｓ２

▲

昭５ ４  Ｒ２－１

▲

３ , ０ ５ ５㎡

▲

２ , ０ ８ ２㎡

（ ０ ７ １ ）

▲

（ ０ ３ ３ ）

昭４ ０  Ｒ３
上 野動物園

I S = 0. 72 (3次)
C tu･S D = 0. 58

I S = 0. 71 (2次)
C tu･S D = 0. 52

I S = 0. 60 (2次)

C tu･S D = 0. 67

I S = 0. 43 (2次)
C tu･S D = 0. 35

I S = 1. 07 (2次)

C tu･S D = 0. 86

I S = 0. 40 (2次)
C tu･S D = 0. 22

I S = 0. 68 (2次)

C tu･S D = 0. 11

I S = 0. 75 (2次)
C tu･S D = 0. 75

I S = 0. 35 (1次)

 Ｒ５ 　  ３ , ５ ４ ３㎡

音楽学部　練習ホール館

Ｒ２   １ , ０ ６ ２㎡

未 壊

（ ０ ４ ４ ）

（ ０ ７ ０ ）

未 完 （ ０ ７ ０ ）

I S = 0. 37 (1次)

総合芸術棟Ｄ棟

Ｓ２   ５ ７ ９㎡

総合芸術棟Ｄ棟

未 完

団地番号

未 完

所　 　 　在　 　 　地

０ １ ８ ４

学　 　 　校　 　 　名

東　京　芸　術　大　学

団地名

００１

未 完

保存緑地

５ , ８ ３ ０㎡

学校番号

東京都台東区上野公園１２－８

Ｒ５－１

（ ０ ６ ７ ）

平成１５年度上　野

作成年度

１ , ６ ７ ６㎡

Ｓ２ 　 １ , ０ ７ ４㎡

（ ０ ６ ９ ）

総合芸術棟Ｃ棟

（ ０ ３ ３ ）

（ ０ ３ ４ ）

（ ０ ５ ４ ）

（ ０ ５ ３ ）

昭
和
５
６
年
以
前

３
階
建
て
以
上
か
つ
１
０
０
０
㎡
以
上

未診断建物
法
対
象
建
物

法
対
象
外
建
物

（ ０ ５ ５ ）

廃棄物集積所

（ ０ ５ ９ ）

（ ０ ６ ６ ）

変 電 所

（ ０ ５ ７ ）

（ ０ ５ ６ ）

（ ０ ５ ８ ） 車 庫

耐震診断済み建物(耐震未改修)

（ ０ ４ ４ ）

凡　例

耐震･耐震改修をする予定がない小規模建物等

昭
和
５
７
年
以
降

記 号内 容

総合芸術棟Ａ棟

駐車場
５台

耐震改修済み建物

耐震診断済み建物(耐震未改修)

未診断建物

耐震診断の結果耐震性が有り耐震改修不要

耐震診断の結果耐震性が有り耐震改修不要

耐震改修済み建物

（ ０ ７ １ ）

建築年区分表

(現行の耐震基準に適合)

新 耐 震 基 準 の 建 物



Ｎ

古美術研究施設

昭47 R3  930㎡

20M

Ｓ＝１／３００

5 10

００２

００１

冬季主風向

夏季主風向

0

昭52 S1   42㎡

隣 家

昭48　S1 68㎡

自動車庫

文化会館

隣 家

(準防火地区)

(第三種風致地区)

耐震診断の結果耐震性が有り耐震改修不要

耐震･耐震改修をする予定がない小規模建物等

記　　　　号

３
階
建
て
以
上
か
つ
１
０
０
０
㎡
以
上

法
対
象
建
物

法
対
象
外
建
物

耐震診断の結果耐震性が有り耐震改修不要

新 耐 震 基 準 の 建 物

内　　　　容

耐震診断済み建物(耐震未改修)

建築年区分表

(現行の耐震基準に適合)

未診断建物

耐震診断済み建物(耐震未改修)

耐震改修済み建物

未診断建物

耐震改修済み建物

昭
和
５
７
年
以
降

奈 良

学校番号団地名

平成15年度

団地番号

奈良県奈良市登大路６ ０１８４

昭
和
５
６
年
以
前

作成年度

００２

所 在 地 学 校 名

東 京 芸 術 大 学

耐 震 化 推 進 状 況 図



東 京 芸 術 大 学

作成年度

平成15年度

団地名

新 耐 震 基 準 の 建 物

法
対
象
建
物

耐震･耐震改修をする予定がない小規模建物等

耐震診断の結果耐震性が有り耐震改修不要

昭
和
５
６
年
以
前

耐 震 化 推 進 状 況 図

法
対
象
外
建
物

昭
和
５
７
年
以
降

耐震診断の結果耐震性が有り耐震改修不要

記　　　　号

３
階
建
て
以
上
か
つ
１
０
０
０
㎡
以
上

内　　　　容

学 校 名

B1  昭58　39㎡

中庭

冬季主風向

夏季主風向

００２ 石神井寮

５
ｍ

倉庫

Ｎ

耐震診断済み建物(耐震未改修)

建築年区分表

(現行の耐震基準に適合)

未診断建物

耐震診断済み建物(耐震未改修)

耐震改修済み建物

未診断建物

耐震改修済み建物

R4  昭50　3,645㎡

上石神井 東京都練馬区上石神井3-2-26

隣 家

００３

所 在 地団地番号

０１８４

学校番号

Ｓ＝１／４００

都 道

隣 家
池

００１

20M1050



Ｎ

Ｓ＝１／２００

夏季主風向

民 家

Ｐ(４台)

民 家

民 家

10 20M

都 道

7.5ｍ

(第一種低層住居専用地域)

(準防火地区)

0 5

外国人教師宿泊施設
００１

民 家

昭48　R3  808㎡

団地名団地番号 所 在 地 学校番号

耐震診断済み建物(耐震未改修)

建築年区分表

(現行の耐震基準に適合)

未診断建物

００５ 東 京 芸 術 大 学駒 込 東京都文京区本駒込6-5-12 平成15年度

作成年度

０１８４

学 校 名

新 耐 震 基 準 の 建 物

法
対
象
建
物

耐震･耐震改修をする予定がない小規模建物等

耐震診断の結果耐震性が有り耐震改修不要

昭
和
５
６
年
以
前

冬季主風向

法
対
象
外
建
物

昭
和
５
７
年
以
降

耐震診断済み建物(耐震未改修)

耐震改修済み建物

未診断建物

耐震改修済み建物

３
階
建
て
以
上
か
つ
１
０
０
０
㎡
以
上

耐震診断の結果耐震性が有り耐震改修不要

内　　　　容 記　　　　号

耐 震 化 推 進 状 況 図



10 20M

ｍ

那須町水道局

町 道

6.0ｍ

那須消防組合湯本分署

Ｓ＝１／４００

Ｐ(５台)

0

町 道

町 道

5

4
.8

隣 家

大学課外活動施設
００１

昭57　R2  728㎡

那 須 ０１８４

団地名

大字湯元２１３－３３３
東 京 芸 術 大 学

栃 木 県 那 須 郡 那 須 町

作成年度学 校 名

冬季主風向

団地番号

Ｎ

夏季主風向

００７ 平成15年度

学校番号所 在 地

耐震診断の結果耐震性が有り耐震改修不要

新 耐 震 基 準 の 建 物

耐震･耐震改修をする予定がない小規模建物等

３
階
建
て
以
上
か
つ
１
０
０
０
㎡
以
上

耐震診断の結果耐震性が有り耐震改修不要

昭
和
５
６
年
以
前

耐 震 化 推 進 状 況 図

昭
和
５
７
年
以
降

法
対
象
建
物

法
対
象
外
建
物

建築年区分表

未診断建物

耐震診断済み建物(耐震未改修)

(現行の耐震基準に適合)

未診断建物

内　　　　容 記　　　　号

耐震改修済み建物

耐震改修済み建物

耐震診断済み建物(耐震未改修)



平３  Ｒ２

（ ０ ０ ７ ）

平５  Ｒ３

福 利 施 設

大学美術館

（ ０ ０ ３ ） 専門教育棟
平３  Ｒ４  ７ , ６ ６ ８ ㎡

平６ 　 Ｒ３
２ , ９ ４ ６ ㎡

ガス供給施設棟 平３  Ｂ１

排水処理施設 平２  Ｓ１

登窯上屋

短期学生

共通工房棟
平２  Ｒ２

団地名団地番号 学校番号所　 　 　在　 　 　 地 作成年度学　 　 　校　 　 　 名

民　地

民　地

民　家

日　 鉱　 団　 地

民　 家

耐 震 化 推 進 状 況 図

民　地

民　家

民　家

民　地

屋外運動場

民　地

民　地

民　家

駐車場

100ｍ

▲

６ ７ ３㎡

20

保存緑地

(４ ８ 台)

Ｓ =１／２ ０ ０ ０
10

▲

▲

0

保存緑地

▲

50

保存緑地

保存緑地

取手館

(０ ０ ５ )

民地

谷地

▲

４ ８ ５㎡

保存緑地谷地

▲

(０ ０ ６ )

１ ８ ７ ㎡

(０ ０ ２ )

( ０ ０ ４ )

保存緑地

保存緑地

保存緑地

平１ ３  Ｒ５

▲

▲

民　 地

３ １㎡

２ , ７ ６ １ ㎡

▲

谷地

宿泊施設

▲

谷地

(０ ０ １ )

▲

保存緑地

内 容建築年区分表

昭
和
５
７
年
以
降

記 号

耐震診断済み建物(耐震未改修)

未診断建物

(現行の耐震基準に適合)

耐震改修済み建物

新耐震基準の建物

耐震診断の結果耐震性が有り耐震改修不要

凡例

民　地

駐車場

(５ １ 台)(５ １ 台)

駐車場

耐震改修済み建物

耐震診断済み建物(耐震未改修)

耐震･耐震改修をする予定がない小規模建物等

耐震診断の結果耐震性が有り耐震改修不要

昭
和
５
６
年
以
前

民　地

未診断建物
３
階
建
て
以
上
か
つ
１
０
０
０
㎡
以
上

０ １ ８ ４茨城県取手市小文間５ ０ ０ ０ 番地 平成１ ５年度０ ０ ８

冬季主風方向

取　  手 東 京 芸 術 大 学

Ｎ

夏季主風方向

（ ０ ０ ８ ）

５ , ５ ０ ５ ㎡

(０ ０ ４ )

メディ ア教育棟

(０ ０ ２ ) ( ０ ０ ５ )

( ０ ０ ６ )

法
対
象
建
物

法
対
象
外
建
物



9.0ｍ

Ｓ＝１／３００

10

００１
民 家

民 家

0 20M

民 家

5

6
.
0
ｍ

市 道

(第一種低層住居専用地域)

6
.
0
ｍ

市 道

市道

平7　R3  1,592㎡

国際交流会館

民 地

あかしや公園

東 京 芸 術 大 学松 戸

学 校 名

００９

学校番号

耐震診断済み建物(耐震未改修)

建築年区分表

(現行の耐震基準に適合)

未診断建物

平成15年度

冬季
主風
向

千葉県松戸市新松戸7-376

Ｎ

夏季
主風
向

作成年度団地名団地番号

０１８４

所 在 地

法
対
象
外
建
物

昭
和
５
７
年
以
降

新 耐 震 基 準 の 建 物

法
対
象
建
物

昭
和
５
６
年
以
前

耐震診断の結果耐震性が有り耐震改修不要

耐震診断済み建物(耐震未改修)

耐震改修済み建物

未診断建物

耐震改修済み建物

内　　　　容

耐震診断の結果耐震性が有り耐震改修不要

耐震･耐震改修をする予定がない小規模建物等

記　　　　号

３
階
建
て
以
上
か
つ
１
０
０
０
㎡
以
上

耐 震 化 推 進 状 況 図



建物面積表（上野）

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <13> <14> <15>

団地番号 団地名 棟番号 棟名称
建築面積 建築年 構造

地上
階

地下
階

建物面積計 棟計 外部改修年 内部改修年 耐震改修年 調査年 区分 調査点数 調査年 区分 階・方向 IS値
保有水平耐力
に係る指標

保有水平耐力に
係る指標の区分

基準年 建築年
経過年数

1 上野 1 絵画棟 2,341 1970 R 8 1 8,760 1994 2000 3X 0.43 0.35 * 2005 1970 35
1 上野 1 絵画棟 0 1970 R 8 1 1,735 1994 2000 3X 0.43 0.35 * 2005 1970 35
1 上野 1 絵画棟 0 1983 S 2 0 174 1994 2005 1983 22
1 上野 1 絵画棟 0 1970 R 8 1 565 11,234 1994 2000 3X 0.43 0.35 * 2005 1970 35
1 上野 2 彫刻棟 1,468 1971 R 3 0 3,703 1997 4197 1997 * 1X 0.35 2005 1971 34
1 上野 2 彫刻棟 0 1971 R 3 0 70 3,773 1997 4197 1997 * 1X 0.35 2005 1971 34
1 上野 3 中央棟 1,534 1974 R 4 1 4,085 1997 4235 1997 * 1X 0.37 2005 1974 31
1 上野 3 中央棟 0 1974 R 4 1 1,293 1997 4235 1997 * 1X 0.37 2005 1974 31
1 上野 3 中央棟 0 1974 R 4 1 227 1997 4235 1997 * 1X 0.37 2005 1974 31
1 上野 3 中央棟 0 1974 R 4 1 410 1997 4235 1997 * 1X 0.37 2005 1974 31
1 上野 3 中央棟 0 1974 R 4 1 191 6,206 1997 4235 1997 * 1X 0.37 2005 1974 31
1 上野 32 附属図書館大学美術館 1,565 1965 R 3 1 2,169 1994 1997 5597 2002 2X 0.6 0.11 * 2005 1965 40
1 上野 32 附属図書館大学美術館 0 1965 R 3 1 2,082 1994 1998 2002 2X 0.6 0.11 * 2005 1965 40
1 上野 32 附属図書館大学美術館 0 1965 R 3 1 200 4,451 1994 2002 2X 0.6 0.11 * 2005 1965 40
1 上野 33 陳列館 215 1929 R 2 0 430 430 1994 1995 * 3X 0.76 2005 1929 76
1 上野 34 正木記念館 237 1935 R 2 0 237 1995 * 1X 0.79 2005 1935 70
1 上野 34 正木記念館 0 1935 R 2 0 237 474 1995 * 1X 0.79 2005 1935 70
1 上野 41 １号館 950 1966 R 5 1 3,559 1985 1985 1997 6392 2001 1Y 0.4 0.22 * 2005 1966 39
1 上野 41 １号館 0 1977 R 1 0 5 1985 1985 1997 6392 2001 1Y 0.4 0.22 * 2005 1977 28
1 上野 41 １号館 0 1966 R 5 1 586 1985 1985 1997 6392 2001 1Y 0.4 0.22 * 2005 1966 39
1 上野 41 １号館 0 1966 R 5 1 294 4,444 1997 6392 2001 1Y 0.4 0.22 * 2005 1966 39
1 上野 42 ２号館 678 1963 R 2 1 1,296 1985 2001 1Y 0.4 0.22 * 2005 1963 42
1 上野 42 ２号館 0 1964 R 2 1 60 1,356 2001 1Y 0.4 0.22 * 2005 1964 41
1 上野 43 ３号館 880 1954 R 4 0 772 2004 2004 2004 1997 4776 2002 1X 0.72 0.58 * 2005 1954 51
1 上野 43 ３号館 0 1956 R 4 0 1,352 2004 2004 2004 1997 4776 2002 1X 0.72 0.58 * 2005 1956 49
1 上野 43 ３号館 0 1957 R 4 1 1,594 2004 2004 2004 1997 4776 2002 1X 0.72 0.58 * 2005 1957 48
1 上野 43 ３号館 0 1966 R 5 0 83 2004 2004 2004 1997 4776 2002 1X 0.72 0.58 * 2005 1966 39
1 上野 43 ３号館 0 1966 R 5 0 25 5,182 2004 2004 2004 1997 4776 2002 1X 0.72 0.58 * 2005 1966 39
1 上野 44 練習ホール館 1,605 1962 R 2 1 1,058 2004 2004 2004 2000 1X 0.75 0.75 * 2005 1962 43
1 上野 44 練習ホール館 0 2004 R 5 0 3,508 2005 2004 1
1 上野 44 練習ホール館 0 1962 R 2 1 273 2000 1X 0.75 0.75 * 2005 1962 43
1 上野 44 練習ホール館 0 2004 R 5 0 35 4,874 2005 2004 1
1 上野 45 ４号館 1,947 1977 R 4 1 4,064 1995 2000 1X 0.68 0.86 * 2005 1977 28
1 上野 45 ４号館 0 1977 R 4 1 284 1995 2005 1977 28
1 上野 45 ４号館 0 2003 R 4 1 462 2005 2003 2
1 上野 45 ４号館 0 1977 R 4 1 174 1995 2000 1X 0.68 0.86 * 2005 1977 28
1 上野 45 ４号館 0 1977 R 4 1 477 1995 2000 1X 0.68 0.86 * 2005 1977 28
1 上野 45 ４号館 0 1977 R 4 1 306 5,767 1995 2000 1X 0.68 0.86 * 2005 1977 28
1 上野 46 ５号館 1,720 1979 R 4 1 2,481 1995 2005 1979 26
1 上野 46 ５号館 0 1979 R 4 0 158 1995 2005 1979 26
1 上野 46 ５号館 0 1984 R 1 0 51 1995 2005 1984 21
1 上野 46 ５号館 0 1979 R 4 1 278 1995 2005 1979 26
1 上野 46 ５号館 0 1979 R 4 1 913 1995 2005 1979 26
1 上野 46 ５号館 0 1979 R 4 1 343 4,224 1995 2005 1979 26
1 上野 51 事務局管理棟 875 1978 R 4 1 1,906 1995 1997 5696 2005 1978 27
1 上野 51 事務局管理棟 0 1984 R 1 0 22 1995 1997 5696 2005 1984 21
1 上野 51 事務局管理棟 0 1988 S 1 0 37 1995 1997 5696 2005 1988 17
1 上野 51 事務局管理棟 0 1978 R 4 1 316 1995 1997 5696 2005 1978 27
1 上野 51 事務局管理棟 0 1978 R 4 1 210 2,491 1995 1997 5696 2005 1978 27
1 上野 52 大学会館 909 1979 R 2 1 1,505 1995 2005 1979 26
1 上野 52 大学会館 0 1979 R 2 1 372 1995 2005 1979 26
1 上野 52 大学会館 0 1979 R 2 1 50 1,927 1995 2005 1979 26
1 上野 53 不忍荘 131 1974 R 1 0 55 2005 1974 31
1 上野 53 不忍荘 0 1979 W 2 0 154 209 2005 1979 26
1 上野 54 自動車庫１ 125 1980 R 1 0 125 125 2005 1980 25
1 上野 55 第２守衛所 33 1977 W 1 0 33 33 2005 1977 28
1 上野 56 赤レンガ１号館 93 1880 B 2 0 186 186 1994 2005 1880 125
1 上野 57 赤レンガ２号館 186 1886 B 2 0 372 372 1994 2005 1886 119
1 上野 58 自動車庫２ 42 1959 S 1 0 42 42 2005 1959 46
1 上野 59 受電所 77 1956 B 1 0 19 2005 1956 49
1 上野 59 受電所 0 1968 R 1 0 58 77 2005 1968 37
1 上野 61 体育館 1,151 1980 R 2 1 1,220 2005 1980 25
1 上野 61 体育館 0 1980 R 2 1 886 2005 1980 25
1 上野 61 体育館 0 1980 R 2 1 346 2,452 2005 1980 25
1 上野 62 附属音楽高等学校 746 1995 R 4 1 2,969 2005 1995 10
1 上野 62 附属音楽高等学校 0 1995 R 4 1 86 3,055 2005 1995 10
1 上野 64 奏楽堂 2,170 1997 R 5 2 5,727 2005 1997 8
1 上野 64 奏楽堂 0 1997 R 5 2 813 6,540 2005 1997 8
1 上野 65 美術館 1,700 1999 R 4 4 7,461 2005 1999 6
1 上野 65 美術館 0 1999 R 4 4 445 2005 1999 6
1 上野 65 美術館 0 1999 R 4 4 814 8,720 2005 1999 6
1 上野 66 廃棄物集積所 29 1999 R 1 0 29 29 2005 1999 6
1 上野 67 総合工房棟Ａ棟 1,439 2004 R 5 1 4,999 2005 2004 1

<12>耐震診断<8>階数 <9>建物面積 <10>大規模改修歴 <11>耐力度調査



建物面積表（上野）

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <13> <14> <15>

団地番号 団地名 棟番号 棟名称
建築面積 建築年 構造

地上
階

地下
階

建物面積計 棟計 外部改修年 内部改修年 耐震改修年 調査年 区分 調査点数 調査年 区分 階・方向 IS値
保有水平耐力
に係る指標

保有水平耐力に
係る指標の区分

基準年 建築年
経過年数

1 上野 67 総合工房棟Ａ棟 0 2004 R 5 1 685 2005 2004 1
1 上野 67 総合工房棟Ａ棟 0 2004 R 5 1 146 5,830 2005 2004 1
1 上野 68 総合工房棟Ｂ棟 1,216 1960 R 4 0 812 2004 2004 2004 1997 3605 2002 2X 0.71 0.52 * 2005 1960 45
1 上野 68 総合工房棟Ｂ棟 0 1961 R 4 0 1,932 2004 2004 2004 1997 3605 2002 2X 0.71 0.52 * 2005 1961 44
1 上野 68 総合工房棟Ｂ棟 0 1962 R 4 0 2,160 4,904 2004 2004 2004 1997 3605 2002 2X 0.71 0.52 * 2005 1962 43
1 上野 69 総合工房棟Ｂ棟２ 285 1979 R 4 1 1,081 2005 1979 26
1 上野 69 総合工房棟Ｂ棟２ 0 1979 R 4 1 89 1,170 2005 1979 26
1 上野 70 総合工房棟Ｃ棟 1,191 2004 S 2 0 1,074 1,074 2005 2004 1
1 上野 71 金工棟 1,687 1956 R 2 0 1,003 2004 2004 2004 1997 6498 2002 2Y 1.07 0.67 2005 1956 49
1 上野 71 金工棟 0 2004 R 2 0 638 2005 2004 1
1 上野 71 金工棟 0 2004 S 1 0 787 2,428 2005 2004 1

<8>階数 <9>建物面積 <10>大規模改修歴 <11>耐力度調査 <12>耐震診断



建物面積表（奈良）

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <13> <14> <15>

団地番号 団地名 棟番号 棟名称
建築面積 建築年 構造

地上
階

地下
階

建物面積計 棟計 外部改修年 内部改修年 耐震改修年 調査年 区分 調査点数 調査年 区分 階・方向 IS値
保有水平耐力
に係る指標

保有水平耐力に
係る指標の区分

基準年 建築年
経過年数

2 奈良 1 古美術研究施設 475 1972 R 3 0 674 1991 2005 1972 33
2 奈良 1 古美術研究施設 0 1977 S 1 0 42 1991 2005 1977 28
2 奈良 1 古美術研究施設 0 1972 R 3 0 217 1991 2005 1972 33
2 奈良 1 古美術研究施設 0 1972 R 3 0 39 972 1991 2005 1972 33
2 奈良 2 自動車庫 68 1973 S 1 0 68 68 2005 1973 32

建物面積表（上石神井）

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <13> <14> <15>

団地番号 団地名 棟番号 棟名称
建築面積 建築年 構造

地上
階

地下
階

建物面積計 棟計 外部改修年 内部改修年 耐震改修年 調査年 区分 調査点数 調査年 区分 階・方向 IS値
保有水平耐力
に係る指標

保有水平耐力に
係る指標の区分

基準年 建築年
経過年数

3 上石神井 1 石神井寮 1,271 1975 R 4 0 1,639 1991 2005 1975 30
3 上石神井 1 石神井寮 0 1975 R 4 0 822 1991 2005 1975 30
3 上石神井 1 石神井寮 0 1975 R 4 0 651 1991 2005 1975 30
3 上石神井 1 石神井寮 0 1975 R 4 0 533 3,645 1991 2005 1975 30
3 上石神井 2 倉庫 39 1983 B 1 0 39 39 2005 1983 22

建物面積表（駒込）

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <13> <14> <15>

団地番号 団地名 棟番号 棟名称
建築面積 建築年 構造

地上
階

地下
階

建物面積計 棟計 外部改修年 内部改修年 耐震改修年 調査年 区分 調査点数 調査年 区分 階・方向 IS値
保有水平耐力
に係る指標

保有水平耐力に
係る指標の区分

基準年 建築年
経過年数

5 駒込 1 音楽学部外人官舎 336 1969 R 3 0 808 808 2005 1969 36

建物面積表（那須）

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <13> <14> <15>

団地番号 団地名 棟番号 棟名称
建築面積 建築年 構造

地上
階

地下
階

建物面積計 棟計 外部改修年 内部改修年 耐震改修年 調査年 区分 調査点数 調査年 区分 階・方向 IS値
保有水平耐力
に係る指標

保有水平耐力に
係る指標の区分

基準年 建築年
経過年数

7 那須 1 那須高原研修施設 534 1982 R 2 0 635 2005 1982 23
7 那須 1 那須高原研修施設 0 1982 R 2 0 93 728 2005 1982 23

<12>耐震診断

<8>階数 <9>建物面積 <10>大規模改修歴 <11>耐力度調査 <12>耐震診断

<8>階数 <9>建物面積 <10>大規模改修歴 <11>耐力度調査

<12>耐震診断

<8>階数 <9>建物面積 <10>大規模改修歴 <11>耐力度調査 <12>耐震診断

<8>階数 <9>建物面積 <10>大規模改修歴 <11>耐力度調査



建物面積表（取手）

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <13> <14> <15>

団地番号 団地名 棟番号 棟名称
建築面積 建築年 構造

地上
階

地下
階

建物面積計 棟計 外部改修年 内部改修年 耐震改修年 調査年 区分 調査点数 調査年 区分 階・方向 IS値
保有水平耐力
に係る指標

保有水平耐力に
係る指標の区分

基準年 建築年
経過年数

8 取手 1 共通工房棟 2,161 1990 R 2 0 2,074 2005 1990 15
8 取手 1 共通工房棟 0 1990 R 2 0 579 2005 1990 15
8 取手 1 共通工房棟 0 1990 R 2 0 108 2,761 2005 1990 15
8 取手 2 排水処理施設棟 187 1990 S 1 0 187 187 2005 1990 15
8 取手 3 専門教育棟 2,657 1991 R 4 0 7,300 2005 1991 14
8 取手 3 専門教育棟 0 1991 R 4 0 368 7,668 2005 1991 14
8 取手 4 ガス供給施設棟 31 1991 B 1 0 31 31 2005 1991 14
8 取手 5 福利棟 657 1991 R 2 0 592 2005 1991 14
8 取手 5 福利棟 0 1991 R 2 0 36 2005 1991 14
8 取手 5 福利棟 0 1991 R 2 0 45 673 2005 1991 14
8 取手 6 短期学生宿泊棟 170 1993 R 3 0 485 485 2005 1993 12
8 取手 7 大学美術館取手館 1,480 1994 R 3 0 2,091 2005 1994 11
8 取手 7 大学美術館取手館 0 1994 R 3 0 541 2005 1994 11
8 取手 7 大学美術館取手館 0 1994 R 3 0 314 2,946 2005 1994 11
8 取手 8 メディア教育棟 1,472 2001 R 5 0 2,347 2005 2001 4
8 取手 8 メディア教育棟 0 2001 R 5 0 1,116 2005 2001 4
8 取手 8 メディア教育棟 0 2001 R 5 0 325 2005 2001 4
8 取手 8 メディア教育棟 0 2001 R 5 0 361 2005 2001 4
8 取手 8 メディア教育棟 0 2001 R 5 0 321 2005 2001 4
8 取手 8 メディア教育棟 0 2001 R 5 0 52 2005 2001 4
8 取手 8 メディア教育棟 0 2001 R 5 0 828 2005 2001 4
8 取手 8 メディア教育棟 0 2001 R 5 0 131 2005 2001 4
8 取手 8 メディア教育棟 0 2001 R 5 0 24 5,505 2005 2001 4

建物面積表（松戸）

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <13> <14> <15>

団地番号 団地名 棟番号 棟名称
建築面積 建築年 構造

地上
階

地下
階

建物面積計 棟計 外部改修年 内部改修年 耐震改修年 調査年 区分 調査点数 調査年 区分 階・方向 IS値
保有水平耐力
に係る指標

保有水平耐力に
係る指標の区分

基準年 建築年
経過年数

9 松戸 1 国際交流会館 627 1996 R 3 0 233 2005 1996 9
9 松戸 1 国際交流会館 0 1996 R 3 0 882 2005 1996 9
9 松戸 1 国際交流会館 0 1996 R 3 0 430 2005 1996 9
9 松戸 1 国際交流会館 0 1996 R 3 0 47 1,592 2005 1996 9

建物面積表（横浜）

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <13> <14> <15>

団地番号 団地名 棟番号 棟名称
建築面積 建築年 構造

地上
階

地下
階

建物面積計 棟計 外部改修年 内部改修年 耐震改修年 調査年 区分 調査点数 調査年 区分 階・方向 IS値
保有水平耐力
に係る指標

保有水平耐力に
係る指標の区分

基準年 建築年
経過年数

10 横浜 1 馬車道校舎 557 1929 R 4 1 1,464 2004 2002 3Y 0.62 0.18 2005 1929 76
10 横浜 1 馬車道校舎 0 1929 R 4 1 53 1,517 2004 2002 3Y 0.62 0.18 2005 1929 76

<12>耐震診断<8>階数 <9>建物面積 <10>大規模改修歴 <11>耐力度調査

<12>耐震診断

<8>階数 <9>建物面積 <10>大規模改修歴 <11>耐力度調査 <12>耐震診断

<8>階数 <9>建物面積 <10>大規模改修歴 <11>耐力度調査







吹き付けアスベスト等調査票
平成18年1月25日 現在

・・未処理を示す 　　・・封じ込め処理を示す ・・囲い込み処理を示す

※資料館・第６ﾎｰﾙはすき間があるため囲い込み扱いにはしない。

※大学会館外部は数量に含まない・・・（　）記入

撤去 露出 封じ込め 囲い込み 撤去 露出 封じ込め 囲い込み

図書館・資料館Ｒ３－１ 昭和40 1965 2F閲覧室 506.0 不明 506.0 石綿吹付 S63 400.0

図書館階段室 27.0 不明 27.0 石綿吹付 S63 16.6

B1F収蔵庫 349.0 ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ 349.0 石綿吹付 177.8

1Ｆ資料庫 151.0 ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ 151.0 外部鉄扉 H17 1.1

2F収蔵庫 394.0 ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ 394.0 石綿吹付 162.1

資料館小計 1,882.0 3F収蔵庫 455.0 ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ 455.0 石綿吹付 180.2

音楽１号館 Ｒ５－１ 昭和41 1966 2-2-10 48.0 ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ 48.0 石綿吹付 S60 81.4

１号館小計 73.0 2-2-11 25.0 ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ 25.0 石綿吹付 S60 41.8

絵画棟 ＳＲ８－１ 昭和45 1970 石膏室 731.0
ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ
ｸﾘｿﾀｲﾙ

731.0 石綿吹付 457.3

絵画棟小計 818.6 入口ﾎｰﾙ 87.6
ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ
ｸﾘｿﾀｲﾙ

87.6 石綿吹付 57.5

石神井寮 Ｒ４－１ 昭和51 1976 練習室22室 180.0 ｸﾘｿﾀｲﾙ 180.0 石綿吹付 H3 161.0

石神井小計 492.0
通路部分
(ﾎｰﾙ含)

312.0 ｸﾘｿﾀｲﾙ 312.0 石綿吹付 H3 232.1

音楽4号館 Ｒ４－１ 昭和52 1977 6ﾎｰﾙ 544.0 ｸﾘｿﾀｲﾙ 544.0 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 724.0

4-001 58.0 ｸﾘｿﾀｲﾙ 58.0 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 50.2

4-002A 10.0 ｸﾘｿﾀｲﾙ 10.0 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 9.1

4-002B 10.0 ｸﾘｿﾀｲﾙ 10.0 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 9.1

4-003A 10.0 ｸﾘｿﾀｲﾙ 10.0 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 9.1

4-003B 10.0 ｸﾘｿﾀｲﾙ 10.0 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 9.1

4-004 14.0 ｸﾘｿﾀｲﾙ 14.0 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 11.0

4-005 15.0 ｸﾘｿﾀｲﾙ 15.0 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 11.0

4-009 101.0 ｸﾘｿﾀｲﾙ 101.0 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 87.8

4-304 58.0 ｸﾘｿﾀｲﾙ 58.0 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 9.9

4-305 58.0 ｸﾘｿﾀｲﾙ 58.0 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 9.9

4-308 103.0 ｸﾘｿﾀｲﾙ 103.0 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 30.0

4-403 57.0 ｸﾘｿﾀｲﾙ 57.0 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 9.9

4号館小計 1,151.0 4-406 103.0 ｸﾘｿﾀｲﾙ 103.0 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 30.0

大学会館 R2-1 昭和54 1979 玄関風除室 4.0 ｸﾘｿﾀｲﾙ 4.0 ﾊﾟｰﾗｲﾄﾓﾙﾀﾙ吹付 2.7

大学会館小計 4.0 外部　軒下 (216.5) ｸﾘｿﾀｲﾙ (217.5) ﾊﾟｰﾗｲﾄﾓﾙﾀﾙ吹付 (203.8)

4,420.6 0.0 3,171.6 1,025.0 224.0 0.0 2,047.7 809.7 124.3

4,420.6 2,981.7

その他
現況処理状況（吹付実面積）

計

アスベスト等が
存在する部屋の
床面積

（撤去済含む）

現況処理状況（床面積表示）

ｱｽﾍﾞｽﾄ存在床面積計 ｱｽﾍﾞｽﾄ吹付実面積計

処理年備考材料名建築年名称 構造 部屋名称



大学美術館

陳列館

図書館

大学会館

不忍荘

赤レンガ２号館

テニスコート

赤レンガ１号館

車庫

大学美術館

音楽学部２号館

音楽学部１号館

管理棟

音楽学部　５号館

彫刻棟

中央棟

都立美術館

正木記念館

国立国会図書館　上野支部

社会教育研修所

音楽学部４号館

奏楽堂

音楽学部３号館

音楽学部　練習ホール館

桜木町

国立博物館

上野動物園

Ｐ

体育館

上野中学

寛永寺

附属音楽高等学校

グランド
第２守衛所

絵画棟

危険物配置図　Ｓ＝１／１５００

上野高校

地下オイルタンク

昭和４４年１０月１６日　第４０２０号
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平成１５年７月
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消 防 訓 練 実 施 要 領

実 施 日 時 平成１７年９月５日（月）１４時～１６時

実 施 会 場 大学美術館内ロビー及び総合工房棟Ｂ棟前広場

芸術祭の実施に伴い、消火器の使用訓練を主体として学生を対象に訓練を行うが、併せ

て職員の訓練も兼ねることとする。

訓 練 内 容（大学美術館内ロビー集合）

１．救命訓練 ・・・・・・・・ （大学美術館内ロビ－）テキスト１Ｐ

２．消防機関への通報要領説明・・ 〃テキスト５Ｐ

３．屋内消火栓の使用方法説明・・ 〃テキスト９Ｐ

４．消火器の構造及び使い方・・・ 〃テキスト７Ｐ

５．避難器具の使用訓練・・・・・ （総合工房棟Ｂ棟前広場）テキスト１２Ｐ

６．屋内消火栓の使用訓（放水無 ・ 〃） テキスト９Ｐ

７．消火器による消火訓練 ・・・・ 〃テキスト７Ｐ

※ 芸祭開催に伴い訓練終了後、食中毒に関するビデオ上映を、中央棟第二講義室で

行います。模擬店を出店する関係者は必ず見て下さい。



自衛消防訓練通知書

平成 年 月 日

国立大学法人上野消防署長 殿

防火管理者 東京芸術大学会計課長

職・氏名 中 西 満

防 火 対 象 物 の 所 在 台東区上野公園１２－８

防火対象物の名称等 東京芸術大学 「消防法施行令 （８）項

別表第１」項別

事 業 所 の 名 称 等 東京芸術大学 「消防法施行令 （７）項

別表第１」項別

実 施 日 時 １７年 ９月 ５日（月） １４時００分から

１６時００分まで

実 施 場 所 東京芸術大学大学美術館内ロビー及び総合工房棟前広場

１ 消火訓練（実・空） ２ 通報訓練 ３ 避難訓練

訓 練 種 別 ４ 総合訓練（実・空） ５ 検証（実・空）

６ その他（ ）

参 加 予 定 人 員 １００名 問い合わせ先 会計課資産管理係

03-5685-7524電話

訓練概要（具体的に記入すること ）。

１．救命訓練

２．消防機関への通報要領説明

３．消火器の構造及び使い方

４．消火器による消火訓練

５．屋内消火栓の使用方法説明

６．可搬式小型消防ポンプ操作方法

７．避難器具の使用方法

※ 受 付 欄 ※ 経 過 欄

※ 対 象 物 番 号 敷 地 番 号 建物番号 Ｔ－ 事業所番号 Ｇ－

年 月 日 ※データー入力者※データー入力年月日

※欄は記入しないこと。 消防署（ 分署、出張所）ＦＡＸ：



自衛消防訓練通知書

平成 年 月 日

上野消防署長 殿

大学美術館防火管理者

職・氏名 事務長 新 島 治 男

防 火 対 象 物 の 所 在 台東区上野公園１２－８

防火対象物の名称等 東京芸術大学大学美術館 「消防法施行令 （８）項

別表第１」項別

事 業 所 の 名 称 等 東京芸術大学 「消防法施行令 （７）項

別表第１」項別

実 施 日 時 年 月 日（月） １４時００分から

１６時００分まで

実 施 場 所 東京芸術大学大学美術館他

１ 消火訓練（実・空） ２ 通報訓練 ３ 避難訓練

訓 練 種 別 ４ 総合訓練（実・空） ５ 検証（実・空）

６ その他（ ）

参 加 予 定 人 員 名 問い合わせ先 担当者

電話 －

訓練概要（具体的に記入すること ）。

自動火災報知器が感知した場合の状況周知 非常放送設備操作・避難誘導訓練

消火器の操作方法訓練・屋内消火栓操法 心肺蘇生訓練

動力消防ポンプによる放水訓練

※ 受 付 欄 ※ 経 過 欄

※ 対 象 物 番 号 敷 地 番 号 建物番号 Ｔ－ 事業所番号 Ｇ－

年 月 日 ※データー入力者※データー入力年月日

※欄は記入しないこと。 消防署（ 分署、出張所）ＦＡＸ：
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別表１１ 自衛消防訓練実施結果表

実 施 日 時 平成１７年９ 月 ５日 １４時 ００分 ～１６時 ００分

実 施 根 拠 消防計画の定期・臨時 実施計画書 有 ・ 無

実 施 場 所 大学美術館エントランス、総合工 参 加 人 員 約 ８５名

房棟前広場

建物： 全体 ・ 部分 （ 階）

実 施 範 囲 参 加 部 門 学生 ・ 事務系職員 ・守衛所警備員

（部局・研究室等）

実 施 区 分 実 動 ・ 体 験 ・ 確 認 ・ 図 上 研 究

１ 総 合 ・ 消 火 ・ 消 火 実 放 水 ・ 通 報 ・ 避 難 ・ 検 証

実 施 内 容 ２ 安 全 防 護 ・ 応 急 救 護 ・ 地 震

３ 隊任務・編成 ・ 基礎行動・規律

・ レサシアンによる心肺蘇生訓練 ・避難器具の訓練は天候

・ 回復体位訓練 不良の為中止

訓 練 記 録 ・ 三角巾による応急手当訓練

・ 消火器使用方法説明及び実消火訓練

・ 屋内消火栓方法説明及び実消火訓練

（ ）火災 ・ 地震 ・ その他

訓 練 想 定 模擬店舗から出火を想定。

通報連絡・初期消火・避難誘導の行動訓練。

訓 練 指 導 者 職 職員係長 氏名 四ッ釜 豊

全体評価 良

推奨事項 積極的に応急手当・消火訓練の参加していた。

反 省 点 特になし

記 入 者 職 資産管理係 氏名 小林 丈則

※消火器により実消火訓練実施・屋内消火栓による放水操作訓練実施
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